
三
井
物
産
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と

商
品
部
で
の
運
用
の
内
実

鈴
木
邦
夫

は
じ
め
に

Ⅰ
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
過
程

Ⅱ
商
品
部
の
設
立
と
独
立
採
算
制

お
わ
り
に

は
じ
め
に

戦
後
の
三
井
物
産
は
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）
二
月
の
大
合
同
に
よ
る
成
立
か
ら
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
四
年
三
月
ま
で
の
四
五
年
間
、

自
社
の
営
業
組
織
の
特
徴
を
「
部
店
独
算
制
」
と
表
現
し
て
い
た
（
１
）。
こ
の
「
部
店
独
算
制
」
の
内
容
は
、
第
一
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
部

（
商
品
別
の
事
業
本
部
を
含
む
）
と
支
店
（
現
地
法
人
の
形
態
を
含
む
）
を
独
立
採
算
制
で
運
営
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
商
品
部
と
支

店
が
上
下
の
関
係
で
は
な
く
、
並
置
さ
れ
た
関
係
に
あ
り
、
商
品
別
組
織
と
地
域
別
組
織
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
組

織
的
特
徴
は
一
九
四
七
年
一
一
月
に
解
散
さ
れ
た
（
旧
）
三
井
物
産
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
旧
）
三
井
物
産
の
解
散
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時
点
で
み
る
と
、
同
社
は
「
部
店
独
算
制
」
組
織
と
な
っ
て
い
た
。

た
だ
し
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
会
社
設
立
の
初
期
か
ら
こ
の
よ
う
な
組
織
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
予
め
結
論
を
先
取
り
し
て
説
明

す
る
と
、
会
社
設
立
時
か
ら
店
（
支
店
・
出
張
店
・
出
張
所
）
と
い
う
独
立
採
算
制
単
位
が
あ
り
、
そ
の
後
、
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）

に
本
店
内
の
営
業
部
門
（
各
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
、
の
ち
営
業
部
）
が
独
立
採
算
制
単
位
と
な
る
。

こ
こ
で
念
の
た
め
、
ま
ず
商
社
の
独
立
採
算
制
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
お
よ
び
独
立
採
算
制
の
下
で
商
品
の
取
引
が
ど
の
よ
う
に
お

こ
な
わ
れ
、
仕
入
と
売
上
の
計
算
が
で
き
る
か
を
、
戦
前
の
三
井
物
産
の
取
引
で
示
そ
う
。

商
社
の
独
立
採
算
制
と
は
、
店
が
商
品
の
仕
入
原
価
と
直
接
諸
掛
（
運
輸
、
保
険
、
保
管
、
郵
便
料
、
電
信
料
な
ど
）
、
間
接
諸
掛
（
人

件
費
、
借
地
借
家
料
、
郵
便
料
、
電
信
料
、
帳
簿
及
文
具
な
ど
）
な
ど
の
費
用
を
負
担
し
、
商
品
売
上
高
な
ど
（
収
益
）
に
よ
っ
て
こ
れ
ら

の
費
用
を
賄
い
、
収
益
か
ら
費
用
を
引
い
た
値
が
黒
字
（
利
益
）
と
な
る
よ
う
運
用
し
、
し
か
も
黒
字
の
拡
大
（
利
益
の
増
大
）
を
追
求
す

る
制
度
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
独
立
採
算
制
の
下
で
ど
の
よ
う
に
商
品
の
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
、
三
井
物
産
が
取
引
し
た
中
国
綿
花
を
例
に
説
明
し
、
そ
れ

を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
上
記
の
商
品
の
仕
入
原
価
・
直
接
諸
掛
と
商
品
売
上
高
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
示
そ
う
（
時
期
は
一
八

九
四
年
棉
花
部
設
置
以
前
）
。
上
海
支
店
は
中
国
綿
花
を
仕
入
れ
て
、
社
内
の
支
店
（
た
と
え
ば
大
阪
支
店
）
に
販
売
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

社
外
か
ら
の
仕
入
原
価
と
直
接
諸
掛
、
社
内
へ
の
商
品
売
上
高
、
こ
れ
ら
を
差
し
引
き
し
た
総
損
益
を
計
上
す
る
。
つ
ぎ
に
大
阪
支
店
は
、

上
海
支
店
か
ら
中
国
綿
花
を
購
入
し
て
、
社
外
の
紡
績
会
社
に
販
売
し
、
そ
の
結
果
、
社
内
か
ら
の
仕
入
原
価
と
大
阪
支
店
の
直
接
諸
掛
、

社
外
へ
の
商
品
売
上
高
、
こ
れ
ら
を
差
し
引
き
し
た
総
損
益
を
計
上
す
る
。
こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
で
は
、
社
外
に
商
品
を
販
売
す
る
だ
け

で
な
く
、
社
内
で
商
品
の
販
売
を
行
う
（
社
内
販
売
と
い
う
）
た
め
、
各
店
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
国
綿
花
の
仕
入
原
価
・
直
接
諸
掛
と
、
中

国
綿
花
の
商
品
売
上
高
を
計
上
し
、
差
引
ど
れ
だ
け
総
損
益
を
あ
げ
た
の
か
を
計
算
で
き
る
（
２
）。
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し
た
が
っ
て
商
社
の
独
立
採
算
制
は
、
社
内
販
売
を
お
こ
な
う
こ
と
で
可
能
と
な
る
仕
組
み
で
あ
り
、
三
井
物
産
で
は
会
社
設
立
時
か
ら

社
内
販
売
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

話
を
元
に
戻
そ
う
。
先
述
の
営
業
部
設
置
に
つ
い
で
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
基
づ
き
商
品
部
（
石

炭
部
な
ど
）
が
独
立
採
算
制
組
織
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
三
井
物
産
の
営
業
組
織
は
店
（
支
店
・
出
張
所
・
出
張
員
・
営
業
部
）

と
商
品
部
（
棉
花
部
・
石
炭
部
・
機
械
部
な
ど
）
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
組
織
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
独
立
採
算
制
組
織
と
な
る
。

後
述
す
る
検
討
結
果
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
こ
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
の
意
図
は
、
三
井
物
産
全
体
の
営
業
組
織
の
あ
り
方

を
地
域
別
組
織
か
ら
商
品
別
組
織
へ
と
大
規
模
に
組
み
替
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
や
り
方
は
、
地
域
別
組
織
（
支
店
な
ど
）

を
一
挙
に
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
取
締
役
の
直
轄
下
に
商
品
部
（
商
品
別
組
織
）
を
お
き
、
そ
の
商
品
部
を
支
店
な
ど
の
地
域
別
組
織
の

上
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
（
３
）、
三
井
物
産
全
体
を
商
品
別
中
心
の
組
織
へ
と
改
編
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
店
業
務
課
長

の
赤
羽
克
己
は
、
こ
の
商
品
部
設
置
の
意
図
を
「
支
店
本
位
ヨ
リ
ハ
商
品
本
位
ニ
依
リ
進
マ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
根
本
ヨ
リ
来
タ
ル
モ
ノ
」

と
表
現
し
て
い
る
（
４
）。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
三
井
物
産
の
営
業
組
織
が
、
直
ち
に
解
散
時
の
よ
う
な
「
部
店
独
算
制
」
組
織
に
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
解
散
時
の
よ
う
な
「
部
店
独
算
制
」
組
織
と
な
る
の
は
一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
）
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
の
営
業
組
織
を
日
本
企
業
全
体
の
な
か
で
大
ま
か
に
位
置
づ
け
よ
う
。
戦
前
三
井
物
産
の
独
立
採
算
制
組
織
を
、
現
在

よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
表
現
す
る
と
、
「
事
業
部
制
組
織
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
部
制
組
織
と
は
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
か
ら
大

幅
に
権
限
を
委
譲
さ
れ
て
事
業
を
担
当
す
る
独
立
採
算
制
の
組
織
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
事
業
部
制
組
織
に
関
し
て
は
、
一
九
三
三
年

（
昭
和
八
）
五
月
に
松
下
電
器
産
業
が
採
用
し
た
こ
と
が
先
駆
的
な
事
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
５
）。
三
井
物
産
の
場
合
は
、
こ
れ
よ
り
五
〇

年
以
上
前
、
一
八
七
六
年
の
会
社
設
立
時
点
か
ら
「
事
業
部
制
組
織
」
（
独
立
採
算
制
組
織
）
で
運
営
さ
れ
た
（
６
）。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
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に
三
井
物
産
は
、
日
清
戦
後
に
独
立
採
算
制
の
内
容
を
精
緻
化
し
て
い
く
。
こ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
事
業
部
制
（
独
立
採
算
制
）
で
運
営
さ
れ

た
企
業
は
、
戦
前
の
日
本
企
業
で
は
希
有
な
存
在
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
本
論
文
に
関
わ
る
三
井
物
産
の
組
織
に
関
す
る
研
究
上
注
目
す
べ
き
研
究
を
み
よ
う
。

ま
ず
、
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
森
川
英
正
「
明
治
期
三
井
物
産
の
経
営
組
織

�共
通
計
算
組
織
制
度
を
中
心
に

�」
（『
経
営
志
林
』
九

�一
、
一
九
七
二
年
）
、
森
川
英
正
「
大
正
期
三
井
物
産
の
経
営
組
織
」
（
『
経
営
志
林
』
一
〇

�一
、
一
九
七
三
年
）
が
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
論
文
は
、
の
ち
に
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
〇
年
）
の
第
五
章
「
巨
大
財
閥
の
経
営
組
織

�

三
井
と
三
菱

�」
第
二
節
「
三
井
物
産
の
経
営
組
織
」
に
事
実
上
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
以
下
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
『
財
閥
の
経
営
史
的
研

究
』
を
引
用
す
る
。

そ
の
後
、
上
記
の
森
川
に
よ
る
分
析
を
受
け
て
、
前
田
和
利
が
「
戦
前
期
三
井
物
産
の
組
織
問
題
覚
書

�船
舶
部
独
立
問
題
を
中
心
に

�」

（
『
駒
大
経
営
研
究
』
一
八

�一
、
一
九
八
六
年
）
を
発
表
し
た
。
前
田
は
、
「
総
合
化
に
と
も
な
う
組
織
形
成
の
限
界
と
い
う
視
点
か
ら
組

織
問
題
」
を
検
討
し
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
基
づ
く
商
品
部
設
置
の
意
味
、
実
際
に
設
置
さ
れ
た
商
品
部
の
限
界
（
問
題
点
）
と
そ

れ
を
克
服
す
る
方
策
（
支
部
の
設
置
）
を
検
討
し
た
（
７
）。

つ
い
で
、
三
井
物
産
を
含
む
日
本
の
総
合
商
社
が
成
立
し
発
展
し
得
た
条
件
を
論
理
的
に
考
察
し
た
山
崎
広
明
「
日
本
商
社
史
の
論
理
」

（『
社
会
科
学
研
究
』
三
九

�四
、
一
九
八
七
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
山
崎
の
論
文
を
う
け
て
、
三
井
物
産
の
「
商
務
組
織
」
の

特
徴
に
関
し
て
、
大
島
久
幸
「
第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
三
井
物
産

�見
込
商
売
の
展
開
と
商
務
組
織

�」
（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
八
、
二

〇
〇
四
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
関
連
づ
け
て
、
研
究
史
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
本
論
文
で
解
明
す

べ
き
課
題
を
設
定
す
る
。

研
究
史
上
の
第
一
の
問
題
点
は
三
井
物
産
の
独
立
採
算
制
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
に
関
し
て
森
川
は
、
「
早
く
か
ら
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独
立
採
算
制
を
採
用
」
し
た
三
井
物
産
で
は
、
「
独
立
採
算
制
の
内
容
は
、
三
井
物
産
が
合
名
会
社
形
態
を
と
る
以
前
と
以
後
と
で
は
、
ず

い
ぶ
ん
変
化
し
た
」
（
合
名
会
社
化
は
一
八
九
三
年
）
と
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
合
名
会
社
化
以
前
で
は
「
各
支
店
は
、
利
潤
積
立
を
内

容
と
す
る
独
立
採
算
制
を
と
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
が
合
名
会
社
化
後
に
「
本
店
に
よ
る
予
算
配
分
へ
と
報
償
の
形
態
が
変
化
」（「
予
算
制
度

へ
」
「
移
行
」）
し
た
と
捉
え
、
こ
の
変
化
は
「
支
店
権
限
の
縮
小
」、
す
な
わ
ち
「
本
店
へ
の
集
権
化
を
意
味
」
す
る
と
評
価
し
た
（
８
）。

し
か
し
、
独
立
採
算
制
の
内
容
の
変
化
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
合
名
会
社
化
以
前
の
時
期
に
、
報
償
と
し

て
支
店
で
利
潤
積
立
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
９
）。
ま
た
、
合
名
会
社
化
後
に
、
本
店
に
よ
る
予
算
配
分
と
い
う
報
償

が
生
ま
れ
た
わ
け
で
も
な
い
（

�）。
し
た
が
っ
て
、
独
立
採
算
制
の
内
容
の
変
化
を
森
川
の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
内
容
が
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
化
し
な
か
っ
た
の
か
を
再
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
、
一
九
一
一
年
制
定
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
お
け
る
商
品
部
で
の
共
通
計
算
義
務
づ
け
の
意
味
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
森
川
は
、
こ
の
義
務
づ
け
以
前
に
導
入
さ
れ
た
共
通
計
算
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
把
握
し
た
。

独
立
採
算
制
で
運
用
さ
れ
て
い
る
「
支
店
と
支
店
が
競
争
関
係
に
立
」
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
利
益
を
見
込
む
た
め
「
顧
客
に
対
す
る
販
売
店

の
最
終
売
値
が
」
「
い
ち
じ
る
し
く
高
く
な
」
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
複
数
店
（
た
と
え
ば
仕
入
店

と
販
売
店
）
が
共
通
で
計
算
す
る
制
度
（
共
通
計
算
制
度
）
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
、
一
九
〇

五
年
（
明
治
三
八
）
の
支
店
長
諮
問
会
の
席
上
、
「
支
店
が
機
敏
に
活
動
で
き
な
い
」
、
「
支
店
の
営
業
意
欲
を
は
な
は
だ
し
く
損
な
う
」
な

ど
と
い
う
主
旨
の
発
言
が
何
人
か
の
支
店
長
か
ら
な
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
の
支
店
長
諮
問
会
に
い
た
っ
て
、
営
業
部

長
磯
村
豊
太
郎
が
共
通
計
算
を
「
前
世
紀
ノ
遺
物
」
と
発
言
す
る
な
ど
批
判
が
噴
出
し
た
た
め
、
理
事
の
飯
田
義
一
ま
で
、
「
全
然
之
ヲ
廃

止
シ
テ
ハ
如
何
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
こ
の
「
諮
問
会
の
論
議
は
共
通
計
算
廃
止
の
方
向
に
向
か
」
っ
た
（

�）。

つ
い
で
森
川
は
、「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
で
の
共
通
計
算
義
務
づ
け
の
導
入
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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一
九
〇
七
年
支
店
長
諮
問
会
で
の
議
論
が
共
通
計
算
廃
止
の
方
向
に
向
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
明
治
四
一
～
四
四
年
七
月
の
間
に
、

物
産
内
部
の
論
議
の
趨
勢
は
逆
転
」
し
、「
予
想
と
は
逆
に
、
共
通
計
算
制
度
を
強
化
す
る
方
針
が
明
確
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」、
三

井
物
産
で
は
一
九
一
一
年
七
月
六
日
の
達
に
よ
り
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
を
制
定
し
て
。
「
共
通
計
算
制
度
の
再
編
と
集
権
的
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
の
強
化
」
を
狙
っ
た
（

�）。

森
川
は
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
関
し
て
、
単
に
商
品
部
に
共
通
計
算
を
義
務
づ
け
た
と
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
「
支
店
を
」
「
部
長

の
統
轄
下
に
置
き
、
共
通
計
算
を
義
務
づ
け
」
た
と
捉
え
て
、
こ
れ
ら
全
体
を
「
共
通
計
算
制
度
の
再
編
」
と
表
現
し
て
い
る
（

�）。
な
お
、
前

田
は
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
よ
っ
て
「
各
商
品
別
の
共
通
計
算
規
則
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（

�）」
と
し
て
、
森
川
よ
り
も
さ
ら
に

踏
み
込
ん
だ
説
明
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
森
川
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
は
た
し
て
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
に
よ
っ
て
「
共
通
計
算
制
度
を
強
化
」
し
よ
う
と
し
た

の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
再
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
森
川
が
、
そ
も
そ
も
、
共
通
計
算
制
度
の
内
容
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
捉
え
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
森
川
が
捉
え
た
よ
う
な
内
容
を
持
つ
共
通
計
算
の
制
度
が
、
一
九
〇
七

年
の
支
店
長
諮
問
会
で
の
廃
止
の
方
向
か
ら
後
に
逆
転
し
て
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
を
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
共
通
計
算
制
度
の
内
容
を
森
川
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
示
そ
う
。
森
川
は
、
二
つ
の
内
容
（「
側
面
」）
が
こ
の
制
度
に
存
在
す

る
と
し
た
。
一
つ
は
、
あ
る
支
店
の
内
部
に
特
定
商
品
取
引
の
た
め
の
「
首
部
」
を
設
置
し
、
そ
の
「
首
部
」
に
特
定
商
品
に
関
す
る
各
店

の
営
業
活
動
を
統
合
調
整
す
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
各
店
が
「
首
部
」
の
下
で
、
あ
た
か
も
一
つ
の
商
店
の
よ
う
に
活
動
さ
せ
る
こ

と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
特
定
商
品
に
関
し
て
、
仕
入
、
仲
次
、
販
売
の
各
機
能
を
果
た
す
支
店
の
う
ち
、
販
売
店
だ
け
に
マ
ー
ジ
ン
を

得
さ
せ
、
決
算
期
末
に
「
首
部
」
に
つ
け
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
よ
っ
て
共
通
計
算
制
度
が
強
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
を
再
検
討
す
る
際
に
、
ま
ず

後
者
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
、
は
た
し
て
森
川
の
よ
う
に
共
通
計
算
制
度
の
内
容
を
捉
え
る
の
は
妥
当
な

の
か
、
妥
当
で
な
い
と
す
る
と
、
共
通
計
算
と
は
ど
の
よ
う
な
計
算
方
法
と
捉
え
ら
れ
る
の
か
を
、
共
通
計
算
に
関
わ
る
様
々
な
規
則
・
細

則
を
類
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
る
。

第
三
の
問
題
点
は
、
前
田
の
よ
う
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
の
「
最
大
の
意
義
は
支
店
を
集
権
的
に
管
理
す
る
部
制
度
を
確
立
し
た
こ

と
に
あ
る
（

�）」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
実
際
に
設
置
さ
れ
た
商
品
部
は
、
支
店
を
集
権
的
に
管
理
で
き
た
の

か
で
あ
る
。

た
だ
し
、
前
田
は
、
基
本
的
に
は
、
集
権
的
に
支
店
を
管
理
で
き
た
商
品
部
に
は
、
一
部
に
欠
陥
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
部
制
度
に
は
商
品
部
本
部
が
支
店
の
仕
入
・
販
売
活
動
を
「
完
全
に
掌
握
し
て
い
く
た
め
の
指
揮
命
令
系
統
が
不
明
確
で
あ
」
る
と
い
う

「
制
度
の
欠
陥
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
「
指
摘
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
大
正
三
年
以
降
に
な
る
と
」
支
店
の
な
か
に
支
部
を
設
置
し
て
、
そ
れ
を

本
部
の
直
轄
下
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
（

�）。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
制
度
的
欠
陥
が
あ
り
、
そ
れ
が
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
説
明

は
、
な
ん
ら
裏
付
け
る
事
実
を
挙
げ
な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
指
揮
命
令
系
統
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
に
支
部
が
設
置

さ
れ
た
の
か
、
理
由
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
が
構
想
し
た
商
品
部
の
姿
と
、
実
際
に
設
置
さ
れ
た
商
品
部
の
実
態
と
が
一
致
し
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
乖
離
し
て
い
る
の
か
と
い
う
視
角
か
ら
、
上
記
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

第
四
の
問
題
点
は
、
見
込
取
引
（
売
越
買
越
限
度
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
）
の
統
轄
組
織
と
、
特
種
商
品
の
統
轄
組
織
で
あ
る
商
品
部
と
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

山
崎
広
明
は
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
基
づ
く
商
品
部
の
設
置
に
よ
っ
て
、
「
部
が
各
支
店
に
部
員
を
常
置
し
て
、
『
当
該
商
務
を
統
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轄
』
し
、
損
益
を
『
共
通
計
算
』
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
」
と
捉
え
た
。
さ
ら
に
、
「
こ
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
展
開
を
通
し
て
、
三
井
物
産

の
社
内
に
は
、
二
種
類
の
統
轄
組
織
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
ひ
と
つ
は
、
重
役
会
、
常
務
取
締
役
に
よ
る
見
込
取
引
の
認
否
の
決
定
、
そ
れ

が
認
め
ら
れ
た
商
品
に
つ
い
て
の
売
越
・
買
越
限
度
の
設
定
、
こ
れ
ら
に
よ
る
リ
ス
ク
の
管
理
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
常
務
取
締
役
直

属
の
部
や
主
店
に
よ
る
特
種
商
品
に
つ
い
て
の
商
務
の
統
轄
＝
支
店
の
活
動
の
調
整
で
あ
っ
た
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
山
崎
は
、
見
込
取

引
の
統
轄
組
織
に
加
え
て
、
特
種
商
品
に
つ
い
て
の
統
轄
組
織
が
形
成
さ
れ
た
と
捉
え
た
の
で
あ
る
（

�）。
こ
の
山
崎
論
文
を
受
け
、
大
島
久
幸

は
、
山
崎
の
所
説
に
つ
い
て
、
「
売
越
買
越
限
度
の
設
定
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
と
商
務
統
括
組
織
の
形
成
に
よ
る
支
店
活
動
の
調
整
と
い
う

『
二
種
類
の
統
括
組
織
』
が
三
井
物
産
の
総
合
商
社
化
に
と
っ
て
重
要
な
要
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
捉
え
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、

山
崎
論
文
で
は
、
「
商
務
統
括
組
織
と
売
越
買
越
限
度
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
と
い
う
二
つ
の
統
括
組
織
が
、
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
連
を
有

す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
（

�）」
た
め
、
大
島
は
こ
の
関
連
を
穀
肥
部
と
石
炭
部
の
事
例
を
分
析
す
る
こ

と
で
明
ら
か
に
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
山
崎
も
大
島
も
三
井
物
産
の
な
か
に
二
つ
の
別
個
の
統
轄
組
織
が
形
成
さ
れ
た
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
、
そ

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
実
際
に
は
統
轄
組
織
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
稿
で
提
示
す
る
論
点
で
あ
る
。
な
お
、
山
崎
・

大
島
と
も
商
務
の
統
轄
組
織
を
、
商
務
の
統
轄
＝
支
店
の
活
動
の
調
整
を
お
こ
な
う
組
織
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
関
係
資
料
を
分
析
す

る
際
に
は
、
商
務
の
統
轄
（
支
店
へ
の
命
令
・
指
示
、
支
店
間
の
利
害
・
対
立
の
調
整
）
を
お
こ
な
う
機
能
だ
け
で
な
く
、
連
絡
機
能
（
本

部
と
支
店
、
支
店
と
支
店
の
連
絡
＝
情
報
の
伝
達
・
交
換
）
を
統
轄
組
織
が
持
っ
て
い
る
か
も
検
討
す
る
方
が
よ
い
の
で
、
首
部
や
部
を
論

じ
る
際
に
は
、
連
絡
機
能
に
も
言
及
す
る
。

そ
の
理
由
は
、「
特
種
商
品
取
扱
規
則
（

�）」
で
規
定
さ
れ
た
部
の
目
的
が
「
当
該
商
務
ヲ
統
轄
シ
其
敏
活
統
一
ヲ
計
リ
」（
商
務
の
統
轄
）
と
、

「
関
係
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
チ
」
（
店
舗
間
の
連
絡
）
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
商
務
ノ
発
達
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
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あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
店
舗
間
で
情
報
を
迅
速
・
正
確
に
伝
達
す
る
こ
と
が
、
商
社
に
と
っ
て
商
品
取
引
の
成
否
を
決
定
す
る
重

要
な
要
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
五
の
問
題
点
は
、
商
品
部
に
よ
る
、
支
店
内
部
へ
の
支
部
設
置
と
そ
れ
に
よ
る
支
店
業
務
へ
の
侵
食
、
こ
の
侵
食
に
よ
る
商
品
部
と
支

店
の
対
立
・
摩
擦
の
発
生
と
そ
の
解
消
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

森
川
は
、
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
か
ら
「
各
部
が
支
店
の
掛
を
支
部
に
再
編
し
て
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
配
置
し
、
直
轄
す
る
動
き
」
が

進
行
し
、
そ
の
た
め
「
部
と
支
店
の
間
に
複
雑
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。
こ
の
「
コ
ン
フ
リ
ク
ト

は
、
と
り
わ
け
、
部
長
と
支
店
長
と
の
間
の
権
限
関
係
を
め
ぐ
っ
て
鋭
く
発
生
し
」、
た
と
え
ば
、「
支
部
の
人
事
権
を
部
長
が
掌
握
す
る
か
、

支
店
長
が
掌
握
す
る
か
」
「
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
」
く
、
ま
た
「
部
長
が
支
部
長
（
支
店
長
）
を
度
外
視
し
、
支
部
主
任
と
の
直
接
的
指

揮
命
令
系
統
を
通
じ
て
集
権
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
」
（
棉
花
部
の
例
）
っ
た
こ
と
や
、
特
種
商
品
の
「
取
引
に
伴
う
リ
ス
ク
を
負
担
す
る

の
は
支
店
で
あ
る
こ
と
」
も
支
店
側
の
反
発
を
呼
ん
だ
と
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
「
部
と
支
店
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
支
店
に
有
利
な
方
向
で

解
決
さ
れ
る
機
会
が
到
達
し
た
。
大
正
一
〇
年
六
月
の
第
八
回
支
店
長
会
議
に
お
け
る
支
部
制
度
廃
止
に
か
ん
す
る
合
意
の
成
立
で
あ
る
」

と
捉
え
た
。
た
だ
し
、
一
九
二
一
年
第
八
回
支
店
長
会
議
の
後
、
一
九
二
六
年
第
九
回
支
店
長
会
議
ま
で
を
見
る
と
、
「
支
部
制
度
は
全
面

的
に
廃
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
た
（

�）。

し
か
し
、
は
た
し
て
、
森
川
が
指
摘
し
た
よ
う
に
一
九
二
一
年
の
支
店
長
会
議
で
支
部
制
度
廃
止
の
方
向
が
決
ま
っ
た
の
か
、
支
店
長
会

議
で
の
議
論
を
も
う
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
会
議
後
に
ど
の
部
の
支
部
が
ど
れ
だ
け
廃
止
さ
れ
た
の
か
、
支
部
が
大

幅
に
は
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
部
は
な
い
の
か
、
支
部
の
数
は
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
な
ど
を
実
証
的
に
検
討
し
、
そ
の
作
業

を
通
じ
て
部
と
支
店
と
の
軋
轢
が
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
た
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

以
上
に
指
摘
し
た
研
究
史
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
の
課
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
設
定
す
る
。
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第
一
の
課
題
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
独
立
採
算
制
の
内
容
の
変
化
を
、
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
、
精
緻
化
の

内
容
が
コ
ス
ト
負
担
の
支
店
へ
の
内
部
化
の
徹
底
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
精
緻
化
が
支
店
に
お
け
る
品
目
別
の
純
損
益
計

算
に
ま
で
行
き
つ
き
、
こ
の
数
値
に
よ
っ
て
支
店
の
な
か
の
掛
毎
の
純
損
益
計
算
ま
で
可
能
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
の
課
題
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
共
通
計
算
に
関
わ
る
諸
規
則
の
内
容
を
検
討
し
、
様
々
な
共
通
計
算
を
類
型
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
共
通
計
算
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
の
前
と
後
で
、
各
商
品
の
共
通
計
算
の
仕
方
（
規
則
・

細
則
）
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
化
し
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
の
課
題
は
、
商
品
部
制
度
導
入
の
過
程
を
、
店
の
価
格
設
定
に
対
す
る
部
に
よ
る
介
入
や
共
通
計
算
な
ど
の
手
法
に
よ
る
特
定
商
品

の
商
務
の
統
轄
、
店
舗
間
の
連
絡
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
見
込
商
売
（
売
越
買
越
）
と
の
関
係
で
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
井
物

産
の
統
轄
組
織
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
の
課
題
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
一
一
年
制
定
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
よ
る
部
制
度
導
入
が
従
来
の
営
業
組
織

を
大
規
模
に
改
編
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
営
業
組
織
の
大
規
模
な
改
編
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

第
一
回
支
店
長
諮
問
会
（
一
九
一
一
年
）
で
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
関
わ
る
議
論
で
の
主
要
な
問
題
は
、
共
通
計
算
で
は
な
く
、
別

の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
支
店
長
か
ら
批
判
が
噴
出
し
、
主
催
者
（
重
役
）
側
が
条
文
の
全
面
的
な
実
施
を
先
送
り
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
設
立
さ
れ
た
商
品
部
の
実
態
は
初
発
か
ら
、
構
想
（
条
文
の
規
定
）
と
大
き
く
乖
離
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。

第
五
の
課
題
は
、
上
記
の
乖
離
を
少
な
く
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
み
る
と
一
九
一
〇
年
代
～
一
九
三
〇
年
代
の
商

品
部
で
の
独
立
採
算
の
内
実
は
、
支
店
の
独
立
採
算
に
比
べ
る
と
、
不
徹
底
な
独
立
採
算
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
六
の
課
題
は
、
部
制
度
導
入
に
よ
っ
て
営
業
組
織
を
大
規
模
に
改
編
し
よ
う
と
す
る
構
想
と
そ
の
実
態
と
の
乖
離
を
縮
め
よ
う
と
す
る
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努
力
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
や
が
て
構
想
と
は
別
の
形
に
営
業
組
織
が
変
化
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
変
化
し
て
で
き
た

営
業
組
織
は
、
戦
後
の
（
新
）
三
井
物
産
の
営
業
組
織
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

（

1）
二
〇
〇
四
年
四
月
に
三
井
物
産
は
日
本
国
内
の
支
社
支
店
組
織
を
改
編
し
、
日
本
国
内
の
営
業
組
織
を
「
従
来
の
部
店
独
算
制
か
ら
」
営
業

本
部
（
商
品
別
）
に
よ
る
商
品
別
独
立
採
算
制
組
織
（「
商
品
独
立
採
算
制
」）
に
変
更
し
た
。
こ
の
た
め
日
本
国
内
は
商
品
別
組
織
、
海
外
は

地
域
別
組
織
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
四
月
に
、
海
外
の
事
業
所
（
現
地
法
人
）
を
地
域
別
に
ま
と
め
る
海
外
地
域
本
部
制
を
導
入
し

た
（
二
〇
一
五
年
三
月
現
在
、
三
地
域
本
部
体
制
）。
そ
の
結
果
、
現
在
、「
本
店
に
商
品
別
の
営
業
本
部
を
置
き
、
各
営
業
本
部
は
担
当
商
品

毎
に
内
外
一
体
と
な
っ
た
総
合
戦
略
を
立
案
し
」、
「
地
域
本
部
は
地
域
戦
略
の
要
と
し
て
担
当
地
域
の
事
業
を
任
さ
れ
て
」
い
る
。
こ
の
よ
う

に
変
更
さ
れ
た
も
の
の
、
現
在
の
三
井
物
産
の
営
業
組
織
は
、
商
品
部
（
日
本
国
内
）
と
支
店
（
海
外
）
の
独
立
採
算
制
で
の
運
用
、
商
品
部

別
組
織
（
日
本
国
内
）
と
地
域
別
組
織
（
海
外
）
の
並
存
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
部
店
独
算
制
」
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

三
井
物
産
株
式
会
社
「
有
価
証
券
報
告
書
」
二
〇
一
四
年
四
月

�二
〇
一
五
年
三
月
、
四

�五
ペ
ー
ジ
。

（

2）
一
般
的
に
は
、
販
売
高
（
売
上
高
）
か
ら
仕
入
高
（
正
確
に
は
売
上
原
価
）
を
引
い
た
も
の
が
総
損
益
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
井

物
産
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
計
算
を
お
こ
な
わ
ず
、
販
売
高
か
ら
仕
入
高
（
売
上
原
価
）
と
直
接
諸
掛
（
直
接
経
費
）
を
引
い
た
も
の
を

総
損
益
（
黒
字
の
場
合
は
総
益
金
、
赤
字
の
場
合
は
総
損
金
）
と
呼
ん
で
い
た
。

な
お
、
中
国
綿
花
を
神
戸
港
で
陸
揚
げ
す
る
場
合
に
は
、
神
戸
支
店
が
陸
揚
げ
、
陸
送
業
務
な
ど
を
お
こ
な
う
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う

店
を
仲
次
店
と
い
う
。
仲
次
店
で
あ
る
神
戸
支
店
の
場
合
は
陸
揚
げ
、
保
管
、
陸
送
な
ど
の
経
費
を
賄
う
た
め
に
、
販
売
店
で
あ
る
大
阪
支
店

か
ら
手
数
料
を
受
け
取
る
。

（

3）
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
〇
年
）
二
八
二
ペ
ー
ジ
。
森
川
は
、「
部
は
、
支
店
の
上
位
に
あ
り
、

取
締
役
の
直
轄
下
に
置
か
れ
た
」
と
捉
え
て
い
る
。

（

4）
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�八
）
四
四
七
ペ
ー
ジ
。
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（

5）
今
西
伸
二
『
事
業
部
制
の
解
明
』
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
社
、
一
九
八
八
年
）
五
八

�五
九
ペ
ー
ジ
、
下
谷
政
弘
『
松
下
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
と
構

造
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
五
六

�五
九
ペ
ー
ジ
。
最
初
に
設
置
さ
れ
三
つ
の
事
業
部
は
、「
第
一
事
業
部
」（
ラ
ジ
オ
）、「
第
二
事
業
部
」

（
乾
電
池
・
ラ
ン
プ
）、
「
第
三
事
業
部
」
（
配
線
器
具
・
電
熱
器
）
で
あ
る
。

（

6）
念
の
た
め
説
明
す
れ
ば
、
製
造
会
社
の
場
合
は
、
一
組
織
（
事
業
部
）
内
で
商
品
の
開
発
・
生
産
・
販
売
と
い
う
一
連
の
業
務
を
完
結
し
、

損
益
を
明
確
に
す
る
と
い
う
も
の
が
典
型
的
な
事
業
部
制
組
織
で
あ
る
。
三
井
物
産
の
よ
う
な
商
社
の
場
合
に
は
、
商
品
の
開
発
・
生
産
に
相

当
す
る
業
務
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
容
易
に
事
業
部
制
組
織
を
採
用
し
、
こ
れ
を
運
用
し
や
す
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

採
用
・
運
用
は
容
易
で
は
な
い
。
戦
前
日
本
の
大
規
模
な
商
社
で
事
業
部
制
組
織
を
採
用
し
て
い
た
企
業
が
は
た
し
て
三
井
物
産
以
外
に
あ
っ

た
の
か
、
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
。
敗
戦
時
点
で
三
井
物
産
に
つ
ぐ
第
二
位
の
商
品
取
引
高
に
達
し
て
い
た
三
菱
商
事
の
営
業
組
織
は
、

事
業
部
制
組
織
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

（

7）
前
田
和
利
「
戦
前
期
三
井
物
産
の
組
織
問
題
覚
書

�船
舶
部
独
立
問
題
を
中
心
に

�」（『
駒
大
経
営
研
究
』
一
八

�一
、
一
九
八
六
年
一
二

月
）
六
六
、
六
九

�七
一
ペ
ー
ジ
。

（

8）
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
六
七

�二
六
九
ペ
ー
ジ
。

（

9）
貸
倒
れ
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
引
当
金
を
積
み
、
所
有
物
件
が
減
価
し
て
い
る
と
き
に
償
却
す
る
た
め
の
資
金
を
積
む
措
置
を
、
支
店
が
お

こ
な
う
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
た
「
三
井
物
産
会
社
営
業
規
則
」
の
条
文
を
誤
読
し
、
支
店
が
決
算
で
利
益
金
を
計
上
で
き
た
場
合
に
、
利
益

金
の
内
か
ら
支
店
が
積
立
を
お
こ
な
え
る
報
償
制
度
が
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
森
川
は
解
釈
し
て
い
る
。

（

10）
森
川
は
「
明
治
二
六
年
六
月
制
定
」
（
正
し
く
は
明
治
二
七
年
一
二
月
制
定
）
の
「
三
井
合
名
会
社
職
務
章
程
」
で
「
予
算
制
度
が
初
め
て

出
現
す
る
」
と
し
て
い
る
。
森
川
が
そ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
根
拠
は
、
「
第
四
十
一
条

支
店
出
張
店
ハ
毎
期
ノ
末
ニ
於
テ
次
期
ノ
営
業
予
算

書
ヲ
調
製
シ
説
明
ヲ
添
ヘ
テ
社
長
ニ
差
出
ス
ヘ
シ
」
で
あ
る
（
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
六
九
ペ
ー
ジ
）
。
森
川
は
、

「
営
業
予
算
書
」
を
作
成
し
て
社
長
に

提
出
す
る
と
い
う
規
定
を
み
て
、

他
に

何
の

例
証
も
あ

げ
な
い

ま
ま
、
本
店
に
よ
る
予
算
配

分
と
い
う

報
償
制
度
が
で
き
た
と
誤
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
合
名
会
社
化
す
る
一
年
以
上
前
の
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
中
に
「
三
井
物
産

会
社
営
業
規
則
」
の
第
三
〇
条
と
し
て
「
各
店
ハ
毎
年
度
末
ニ
次
期
ノ
予
算
ヲ
調
製
シ
テ
之
ヲ
本
店
ニ
差
出
」
す
こ
と
と
い
う
条
文
が
付

け
加
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え
ら
れ
て
い
る
（「

�社
内
資
料

�」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
八
九
）。
し
た
が
っ
て
支
店
・
出
張
店
が
予
算
を
た
て
て
社
長
（
本
店
）
に

提
出
す
る
仕
組
み
は
、
合
名
会
社
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
合
名
会
社
化
前
で
も
後
で
も
、
本
店
が
次
期
の
予
算
を
査
定

す
る
と
い
う
制
度
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

（

11）
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
七
二
、
二
七
六
、
二
八
一
ペ
ー
ジ
。

（

12）
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
八
三
ペ
ー
ジ
。

（

13）
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
八
二

�二
八
三
ペ
ー
ジ
。

（

14）
前
掲
、
前
田
和
利
「
戦
前
期
三
井
物
産
の
組
織
問
題
覚
書

�船
舶
部
独
立
問
題
を
中
心
に

�」
六
九
ペ
ー
ジ
。
前
田
の
指
摘
は
誤
り
で
あ
る
。

「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
よ
っ
て
商
品
別
の
共
通
計
算
規
則
が
統
一
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
。

（

15）
同
前
、
六
九
ペ
ー
ジ
。

（

16）
同
前
、
七
一
ペ
ー
ジ
。

（

17）
山
崎
広
明
「
日
本
商
社
史
の
論
理
」（
『
社
会
科
学
研
究
』
三
九

�四
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）
一
六
三
ペ
ー
ジ
。

（

18）
大
島
久
幸
「
第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
三
井
物
産

�見
込
商
売
の
展
開
と
商
務
組
織

�」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
八
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）

一
四
三
ペ
ー
ジ
。

（

19）
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
訂
正
増
補
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�四
）
一
四
一

�一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（

20）
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研
究
』
二
八
五

�二
八
八
、
二
九
〇
、
二
九
三
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
森
川
が
指
摘
し
た
部
に
対
す
る

支
店
長
の
不
満
の
一
つ
（
特
種
商
品
の
取
引
に
伴
う
リ
ス
ク
を
支
店
が
負
担
す
る
こ
と
）
は
適
切
で
は
な
い
。
一
九
一
一
年
制
定
の
「
特
種
商

品
取
扱
規
則
」
で
は
、
「
各
関
係
店
ハ
毎
半
季
末
本
規
則
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
商
品
ノ
損
益
並
経
常
費
ヲ
総
テ
部
ヘ
移
ス
ヘ
シ
」
（
第
二
三
条
）
、

「
受
取
手
形
及
貸
金
ノ
回
収
不
能
ヨ
リ
生
ス
ル
損
失
ハ
当
該
店
長
ノ
過
失
怠
慢
不
注
意
ニ
基
カ
サ
ル
限
リ
総
テ
部
ノ
負
担
ト
ス
」（
第
二
〇
条
）

と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
規
定
に
は
、
売
越
買
越
に
よ
る
価
格
変
動
リ
ス
ク
は
部
が
負
担
し
、
資
金
回
収
リ
ス
ク
は
原
則
と
し
て
部
が
負
担

す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
支
店
に
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
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Ⅰ
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
過
程

1．

独
立
採
算
単
位
の
形
成

会
社
の
規
則
類
の
な
か
で
、
支
店
を
独
立
採
算
制
で
運
営
す
る
こ
と
を
初
め
て
定
め
た
も
の
は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
五
月
一
八
日

制
定
の
「
三
井
物
産
会
社
営
業
規
則
」
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
条
文
に
は
「
各
店
ハ
銘
々
独
立
ノ
計
算
ヲ
立
」
て
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
支
店
を

独
立
採
算
制
で
運
用
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
（
１
）。

支
店
を
独
立
採
算
制
で
運
用
す
る
と
い
う
こ
の
規
定
は
、
す
で
に
実
施
し
て
い
た
制
度
を
改
め
て
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
元

方
作
成
の
「
明
治
九
年
七
月
ヨ
リ
十
年
十
二
月

�長
崎
支
店
ニ
テ
損
益
勘
定
（
２
）」
（
一
八
七
七
年
）
と
い
う
表
題
の
損
益
計
算
書
を
み
る
と
、

一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
七
月
一
日
の
会
社
設
立
時
か
ら
長
崎
支
店
が
独
立
採
算
制
で
運
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
八
七
七
年
度
か
ら

は
横
浜
支
店
で
、
一
八
七
八
年
度
か
ら
は
室
町
支
店
で
損
益
計
算
が
お
こ
な
わ
れ
（
３
）、
一
八
八
〇
年
度
に
な
る
と
、
国
内
で
は
横
浜
支
店
・
長

崎
支
店
・
四
日
市
支
店
・
大
阪
支
店
・
函
館
支
店
の
五
店
、
海
外
で
は
ロ
ン
ド
ン
支
店
・
パ
リ
支
店
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
・
上
海
支
店
・

香
港
支
店
の
五
店
、
合
計
一
〇
の
支
店
が
独
立
採
算
で
運
用
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

い
ま
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
財
務
諸
表
で
あ
る
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
〇
年
度
に
本
店
元
方
・
会
計
方
が
「
惣
勘
定
仕
訳
書
（
５
）」

を
作
成
し
、
そ
の
中
に
独
立
採
算
で
運
用
さ
れ
て
い
る
上
記
一
〇
支
店
の
「
惣
勘
定
書
」（
貸
借
対
照
表
）
を
表
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
会
社
設
立
後
ま
も
な
く
、
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
に
よ
っ
て
事
業
成
績
・
事
業
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
独
立
採
算
制
が

支
店
で
形
成
さ
れ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
会
社
設
立
後
ま
も
な
く
支
店
が
独
立
採
算
で
運
用
さ
れ
、
独
立
採
算
の
単
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
店
の
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
は
ど
う
か
。
本
店
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
で
損
益
計
算
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
り
、
貸
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借
対
照
表
も
作
成
さ
れ
た
。
一
八
七
七
年
度
に
損
益
計
算
が
な
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
米
方
・
島
方
・
荷
物
方
・
売
買
方
で
あ
る
（
６
）。
一
八

八
〇
年
度
に
な
る
と
、
米
方
・
島
方
・
荷
物
方
・
売
買
方
・
輸
出
方
・
肥
料
方
で
損
益
計
算
が
な
さ
れ
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
損
益
計
算
書

（「
損
益
勘
定
書
」）
が
三
井
文
庫
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
米
方
・
売
買
方
・
輸
出
方
・
肥
料
方
に
つ
い
て
は
貸
借
対
照
表
（「
惣
勘
定
書
」）

が
三
井
文
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
（
７
）。

こ
の
よ
う
に
本
店
内
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
も
、
会
社
設
立
後
ま
も
な
く
損
益
計
算
書
・
貸
借
対
照
表
が
作
成
さ
れ
た
。
一
見
、
支
店
と
同
様

に
、
本
店
内
の
セ
ク
シ
ョ
ン
も
独
立
採
算
で
運
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
店
内
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、

各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
勤
務
す
る
職
員
の
人
件
費
な
ど
、
商
品
取
引
に
直
接
関
係
し
な
い
間
接
的
な
経
費
（
間
接
経
費
）
を
費
用
と
し
て
計
上
し

て
い
な
い
。
と
く
に
人
件
費
は
、
間
接
経
費
の
う
ち
の
主
要
な
部
分
を
構
成
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
件
費
を
計
上
し
て

い
な
い
本
店
内
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
だ
独
立
採
算
で
運
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
独
立
採
算
の
単
位
と
は
い
え
な
い
。

本
店
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
が
独
立
採
算
で
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
日
清
戦
争
期
の
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
年
上
期
か
ら
で
あ

る
。
同
年
二
月
一
五
日
に
本
店
元
方
は
本
店
内
に
あ
る
外
国
課
第
二
部
・
第
三
部
、
売
買
方
と
越
前
堀
出
張
所
（
肥
料
方
を
改
称
し
た
も
の
）、

深
川
出
張
所
（
米
方
を
改
称
し
た
も
の
）
に
達
第
六
号
を
発
し
た
。
こ
の
う
ち
売
買
方
に
発
し
た
も
の
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
８
）。

達
第
六
号

売
買
方

今
般
毎
期
ノ
損
益
計
算
ヲ
分
明
ナ
ラ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
其
方
ニ
於
ケ
ル
営
業
上
ノ
諸
経
費
、
即
チ
俸
給
、
旅
費
及
電
信
、
郵
便
費
等
、

自
今
其
方
ノ
負
担
ト
相
定
候
間
、
利
益
ノ
中
ヨ
リ
之
レ
カ
支
弁
ヲ
為
ス
ヘ
シ

右
相
達
候
也
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社
長

通
達
の
文
言
だ
け
を
み
る
と
、
こ
れ

ま
で
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
俸
給
・
旅

費
・
電
信
料
・
郵
便
費
な
ど
の
諸
経
費

を
利
益
の
中
か
ら
、
各
営
業
セ
ク
シ
ョ

ン
が
負
担
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
か
の

よ
う
に
み
え
る
。

内
国
課
売
買
方
の
損
益
計
算
書
の
費

目
に
つ
い
て
、
通
達
以
前
の
一
八
九
四

年
上
期
と
通
達
後
の
一
八
九
五
年
上
期

を
比
較
す
る
と
（
第

1表
）
、
一
八
九

四
年
上
期
で
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い

「
使
用
人
給
料
」
が
一
八
九
五
年
上
期
に
は
計
上
さ
れ
、
し
か
も
最
大
の
費
目
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
庫
敷
料
、
郵
便
税
、
電
信
料
、

印
紙
税
、
旅
費
、
接
待
費
な
ど
に
つ
い
て
は
一
八
九
四
年
上
期
で
も
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
経
費
は
各
商
品
取
引
に
伴
い
発
生
し
た
直

接
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
五
年
上
期
か
ら
は
、
本
店
元
方
が
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
間
接
経
費
を
割
り
当
て
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
は
そ
れ
も

加
え
て
計
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
達
第
六
号
は
、
こ
れ
ま
で
未
計
上
の
間
接
経
費
を
も
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
が

負
担
す
る
よ
う
に
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
八
九
五
年
上
期
決
算
か
ら
は
、
本
店
の
各
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
が
独
立
採
算
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第1表 三井物産本店内国課売買方の損益計算書
（単位：円）

1894年上期 1895年上期

益金の部 益金の部

雑品売買取扱益 1,991.184 雑品売買取扱益 4,690.108

依頼石炭取扱益 5,020.654 依頼石炭取扱益 6,175.131

依頼物品取扱益 1,949.849 依頼物品取扱益 1,144.625

諸雑益金 135.243 諸雑益金 708.590

臨時雑品取扱益 132,739.880

船舶取扱益 1,922.056

利息差引益 5,155.860

計 9,096.930 計 152,536.250

損金の部 損金の部

使用人給料 1,273.114

庫敷料 121.130 庫敷料 133.805

雑費 210.740 雑費 297.651

郵便税 18.460 郵便税 16.740

電信料 70.410 電信料 89.130

印紙税 14.810 印紙税 89.675

人力車賃 199.665 車賃 564.585

旅費 2.690 旅費 154.595

接待費 7.025 接待費 1,253.217

修繕費 7.530

計 652.460 計 3,872.512

差引残 差引残

純益金 8,444.470 純益金 148,663.738

出所） 三井物産「本社内地課売買方損益勘定書」1894年上期（三井文庫

所蔵史料 物産551�9）、三井物産本社内地課売買方「損益勘定書」

1895年上期（三井文庫所蔵史料 物産556�1）。



制
で
運
用
さ
れ
、
本
店
の
各
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
は
独
立
採
算
の
単
位
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
六
月
一
日
に
は
、
本

店
の
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
が
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
た
営
業
部
が
独
立
採
算
の
単
位
と
な
っ
た
。

一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
一
一
月
九
日
に
は
、「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」（
一
九
一
一
年
七
月
六
日
制
定
）
に
基
づ
き
石
炭
部
、
棉
花
部
、

機
械
部
、
砂
糖
部
、
木
材
部
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
一
六
年
一
一
月
一
日
に
は
穀
肥
部
、
一
九
一
八
年
七
月
一
九
日
に
は
金
物
部
、
一

九
二
〇
年
五
月
一
日
に
は
生
糸
部
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
商
品
部
は
、
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
、
二
つ
の
規
則
に
基
づ
き
独
立
採
算
で
運

営
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

一
九
一
一
年
一
〇
月
一
一
日
改
正
の
「
三
井
物
産
株
式
会
社
営
業
規
則
」
の
第
二
一
条
は
「
部
長
、
支
店
長
ハ
四
月
末
日
十
月
末
日
ノ
両

度
ニ
損
益
決
算
ヲ
ナ
シ
損
益
計
算
書
、
同
明
細
書
、
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
、
次
季
予
算
書
、
同
説
明
書
並
ニ
考
課
状
ヲ
調
整
シ
遅
滞
ナ

ク
本
部
ニ
発
送
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
商
品
部
を
含
む
部
は
、
支
店
と
同
様
に
独
立
採
算
単
位
と
な
り
、
独
立
採
算
で
運
用
す
る

こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
第
二
二
条
を
み
る
と
、「
部
ハ
半
季
毎
ニ
其
取
扱
ニ
係
ル
商
品
ノ
総
貸
借
対
照
表
、

総
損
益
計
算
表
、
同
明
細
書
、
次
季
予
算
書
、
同
説
明
書
並
考
課
状
ヲ
調
製
シ
テ
之
ヲ
取
締
役
ニ
提
出
ス
ル
ト
同
時
ニ
其
写
ヲ
各
関
係
店
長

ニ
送
附
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
し
て
い
る
（
９
）。
商
品
部
で
は
本
部
だ
け
で
な
く
「
各
関
係
店
」
の
分
も
含
め
て
、
商
品
部
全
体
の
貸
借
対
照
表

（「
総
貸
借
対
照
表
」）、
損
益
計
算
書
（「
総
損
益
計
算
表
」）
を
作
成
す
る
と
さ
れ
て
お
り
（

�）、
独
立
採
算
の
単
位
は
商
品
部
本
部
で
は
な
く
、

関
係
店
の
特
定
商
品
に
関
わ
る
部
分
も
含
め
た
商
品
部
全
体
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
つ
ま
り
規
則
上
は
、
関
係
店
分
を
含
む
商
品
部
全
体

が
独
立
採
算
の
単
位
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
実
態
は
規
則
通
り
で
は
な
く
、
複
雑
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
商
品
部
に
お
い
て
独
立
採

算
が
運
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
。

な
お
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
前
に
設
置
さ
れ
た
棉
花
部
（
一
八
九
四
年
七
月
一
日
設
置

�一
九
〇
〇
年
一
一
月
二
七
日
廃
止
）、

米
穀
肥
料
部
（
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
設
置

�一
九
一
〇
年
一
〇
月
七
日
廃
止
）
も
、
独
立
採
算
単
位
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（

�）。
米
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穀
肥
料
部
の
本
部
は
支
店
か
ら
独
立
し
た
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
棉
花
部
の
本
部
は
支
店
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
。
な
お
機
械
部
（
一
九

〇
七
年
七
月
一
日
設
置
、
一
九
一
一
年
一
一
月
八
日
ま
で
）
は
、
本
部
が
営
業
部
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
の
、
独
立
採
算
の
単
位
と
は
い

い
が
た
い
（

�）。

商
品
部
以
外
で
み
る
と
、
漁
業
部
（
第
一
回
目
は
、
一
八
九
五
年
一
月
四
日
設
置

�一
八
九
六
年
二
月
七
日
廃
止
、
第
二
回
目
は
一
八
九

七
年
五
月
五
日
設
置

�一
九
〇
六
年
一
一
月
三
〇
日
廃
止
）
で
は
、
第
一
回
目
に
つ
い
て
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
第
二
回
目
に
つ
い
て

は
「
北
海
道
漁
業
部
規
程
」
（
一
八
九
七
年
五
月
五
日
制
定
）
で
「
漁
業
部
ハ
独
立
計
算
ト
為
」
す
と
定
め
ら
れ
（

�）、
漁
業
部
は
独
立
採
算
の

単
位
と
し
て
始
ま
っ
た
。
船
舶
部
（
一
九
〇
三
年
四
月
二
九
日
設
置
）
は
、
部
の
規
則
に
明
文
の
規
定
は
な
い
も
の
の
、
独
立
採
算
の
単
位

と
し
て
発
足
し
た
と
思
わ
れ
る
。
造
船
部
（
一
九
一
七
年
一
一
月
一
四
日
設
置
）
も
同
様
で
あ
る
。

2．

支
店

で
の

コ
ス

ト
負

担
の

徹
底

は
じ
め
に
初
期
（
一
八
七
六

�一
八
九
四
年
）
の
独
立
採
算
制
の
内
容
（
独
立
採
算
の
運
用
の
仕
方
）
を
検
討
し
、
つ
い
で
そ
の
内
容
が

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

支
店
に
お
け
る
初
期
の
独
立
採
算
制
に
は
、
四
つ
の
問
題
点
が
孕
ま
れ
て
い
た
。

第
一
の
問
題
点
は
、
支
店
が
銀
行
か
ら
運
転
資
金
を
借
り
入
れ
た
り
、
銀
行
で
手
形
を
割
り
引
い
た
り
し
た
場
合
に
は
、
利
子
を
支
払
う

の
に
対
し
て
、
支
店
が
本
店
本
部
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
た
り
、
本
店
本
部
や
他
の
支
店
に
対
す
る
債
務
に
は
利
子
を
支
払
う
必
要
が
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
に
、
支
店
で
の
資
金
節
約
の
試
み
は
、
利
子
が
つ
く
銀
行
借
入
金
や
手
形
割
引
に
限
定
さ
れ
、
無
利

子
の
資
金
へ
向
か
わ
な
い
。
第
二
に
、
で
き
る
だ
け
無
利
子
の
資
金
（
社
内
か
ら
の
供
給
資
金
、
社
内
に
対
す
る
債
務
）
に
支
店
が
依
存
す

る
た
め
、
本
店
本
部
の
資
金
調
達
量
と
調
達
コ
ス
ト
を
増
加
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
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第
二
の
問
題
点
は
、
支
店
が
外
部
か
ら
事
務
所
や
倉
庫
、
土
地
な
ど
の
不
動
産
を
借
り
入
れ
る
と
借
家
料
・
借
地
料
を
支
払
う
の
に
対
し

て
、
社
有
不
動
産
（
土
地
、
事
務
所
建
物
、
倉
庫
）
を
利
用
で
き
れ
ば
支
店
は
借
家
料
・
借
地
料
を
支
払
う
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
社
有
不
動
産
の
利
用
に
対
し
て
、
支
店
は
コ
ス
ト
意
識
を
持
つ
（
コ
ス
ト
節
約
を
意
識
す
る
）
必
要
が
な
く
、
三
井
物
産
全
体
と

し
て
社
有
不
動
産
を
節
約
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
作
用
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。

第
三
の
問
題
点
は
、
支
店
は
社
外
か
ら
船
・
艀
な
ど
を
利
用
し
た
り
借
り
た
り
す
る
と
運
賃
・
賃
料
を
支
払
う
の
に
対
し
て
、
社
有
動
産

（
艀
な
ど
）
の
利
用
で
は
支
店
は
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
く
て
済
ん
だ
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、
社
有
船
利
用
の
場
合
は
、
船
舶
運
賃
は
高
額

で
あ
り
、
商
品
の
原
価
計
算
に
大
き
く
影
響
す
る
た
め
、
社
内
で
運
賃
計
算
を
実
施
）
。
そ
の
た
め
不
動
産
と
同
様
に
、
三
井
物
産
全
体
と

し
て
社
有
動
産
を
節
約
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
作
用
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。

第
四
の
問
題
点
は
、
有
価
証
券
に
つ
い
て
み
る
と
、
支
店
の
国
債
・
株
式
を
所
有
す
る
た
め
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
を
支
店
が
負
担
し
て
い

る
の
か
、
本
店
本
部
が
負
担
し
て
い
る
の
か
不
分
明
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
所
有
し
て
い
る
分
が
本
店
本
部
か
ら

の
借
越
（
無
利
子
）
増
加
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
支
店
は
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
本
店
本
部
が
支
店
に
運
転
資
金
を
供
給
し
た
り
、
不
動
産
・
動
産
・
有
価
証
券
の
購
入
資
金
を

供
与
し
た
り
、
あ
る
い
は
本
店
本
部
自
体
が
支
店
用
の
不
動
産
・
動
産
・
有
価
証
券
を
所
有
し
て
も
、
支
店
に
対
し
て
費
用
負
担
を
求
め
な

い
た
め
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
資
金
の
調
達
コ
ス
ト
は
本
店
本
部
が
負
担
し
て
い
た
。
ま
た
支
店
に
よ
っ
て
、
不
動
産
・
動
産
・
有
価
証
券
に

関
す
る
コ
ス
ト
負
担
の
有
無
は
区
々
で
あ
り
、
支
店
で
の
コ
ス
ト
負
担
の
仕
方
は
公
平
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
初
期
の
独
立
採
算
制

で
は
、
支
店
に
資
金
調
達
コ
ス
ト
な
ど
の
削
減
を
強
制
し
て
間
接
経
費
を
節
約
さ
せ
、
間
接
経
費
の
節
約
に
よ
っ
て
、
低
い
総
益
率
で
も
取

引
を
遂
行
で
き
る
よ
う
促
す
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
変
え
て
い
く
試
み
が
日
清
戦
争
期
か
ら
始
ま
り
、
社
外
か
ら
の
資
金
・
不
動
産
・
動
産
・
有
価
証
券
の
調
達
に
よ
る
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コ
ス
ト
負
担
だ
け
で
な
く
、
社
内
か
ら
の
資
金
の
調
達
や
資
産
の
使
用
に
対
し
て
コ
ス

ト
負
担
を
本
店
本
部
が
求
め
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
て
い
く
。

ま
ず
日
清
戦
争
前
の
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
作
る
際

の
前
提
と
な
る
措
置
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
九
二
年
一
一
月
七
日
の
達
に
よ

っ
て
、
支
店
所
有
の
不
動
産
・
船
舶
・
公
債
・
証
書
・
株
券
等
（
以
下
、
「
所
有
品
」

と
表
記
）
を
本
店
本
部
に
付
け
替
え
る
よ
う
指
示
し
た
（

�）。
こ
の
措
置
は
三
井
物
産
を
合

名
会
社
化
す
る
た
め
、
不
良
債
権
の
償
却
や
不
要
な
動
産
・
不
動
産
・
有
価
証
券
の
整

理
な
ど
を
お
こ
な
う
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
（

�）。

こ
の
達
に
従
っ
て
、
一
一

�一
二
月
に
各
店
（
本
店
の
売
買
方
・
紙
方
を
含
む
）
は

本
店
本
部
（
元
方
）
に
合
計
一
八
万
七
一
七
九
円
の
所
有
品
を
付
け
替
え
た
（
第

2表
）。

三
井
物
産
全
体
の
所
有
品
の
う
ち
、
支
店
な
ど
の
営
業
店
分
は
二
二
・
八
％
を
占
め
て

い
る
。
こ
の
う
ち
金
額
が
大
き
い
の
は
諸
株
金
（
組
合
へ
の
出
資
金
、
「
水
道
起
業
費

公
借
金
」
を
含
む
）
の
付
替
九
万
一
七
四
四
円
、
不
動
産
の
付
替
八
万
八
一
一
八
円
で

あ
り
、
う
ち
不
動
産
で
は
営
業
店
分
が
全
体
の
四
六
・
七
％
を
占
め
、
諸
株
金
で
は
全
体
の
三
〇
％
近
く
を
占
め
て
い
た
。
営
業
店
別
で
は

（
第

3表
）
、
上
海
支
店
が
六
万
九
七
六
五
円
で
最
も
多
い
。
上
海
支
店
分
は
す
べ
て
株
式
で
あ
り
、
所
有
し
て
い
た
一
四
社
（
ほ
と
ん
ど
が

外
国
企
業
、
一
社
の
み
日
本
の
明
治
火
災
保
険
）
の
株
式
の
う
ち
、
取
引
先
の
棉
花
公
司
（
C
o
tto
n
C
lea
rin
g
&
W
o
rk
in
g
C
o
.）
四

万
三
九
七
三
円
が
最
大
で
あ
る
。
営
業
店
の
二
番
目
は
小

�支
店
、
三
番
目
は
函
館
支
店
で
あ
る
。
小

�支
店
の
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が

不
動
産
（
小

�と
札
幌
に
所
在
）
で
あ
る
。
函
館
支
店
の
場
合
に
は
、
不
動
産
の
一
万
九
六
六
六
円
が
大
き
く
（
函
館
と
根
室
に
多
数
の
不
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第2表 三井物産本店本部の「所有品」帳簿価格
（単位：円）

勘定科目
1892年6月30日

現在（a）

11月～12月に

支店などからの

付替分（b）

（b）/［（a）＋（b）］

諸株金勘定 215,575 91,744 29.9％

諸公債勘定 51,726 4,017 7.2％

不動産勘定 100,535 88,118 46.7％

各船舶買入勘定 266,709 3,300 1.2％

小計 634,545 187,179 22.8％

出所） 三井物産「対照表」1876年	1896年（三井文庫所蔵史料 物産607）、

三井物産「JOURNAL」1892年下期（三井文庫所蔵史料 物産678）。

注） 1.11月に神戸支店から整理公債（額面1400円）簿価1405円が本店本

部へ付け替えられた。しかし、それ以前から本店本部所有だった

にもかかわらす、神戸支店が自店所有と誤認したための付替であ

るため、これは付替分から除外した。



動
産
を
所
有
）、
つ
い
で
取
引
先
の
日
本
昆
布
株
式
会
社
株
二
八
八
八
円
を
含
む
諸
株
式
（
函
館
水
道
起
業
費
公
借
金
二
九
七
五
円
を
含
む
）

の
金
額
五
八
三
九
円
が
大
き
い
。
な
お
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
は
一
八
九
二
年
下
期
中
に
新
東
洋
銀
行
株
二
五
株
（
九
二
〇
円
）
を
売
却
し
て
本

店
に
付
け
替
え
な
か
っ
た
（

�）。

諸
株
金
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
店
本
部
で
は
、
一
八
九
二
年
下
期
に
、
以
前
か
ら
の
本
店
本
部
所
有
株
券
・
出
資
金
（
一
八
九
二
年
上
期

末
現
在
所
有
）
の
う
ち
、
不
要
な
三
池
紡
績
株
四
九
〇
株
（
簿
価
二
万
四
五
〇

〇
円
）
、
日
本
銀
行
株
一
〇
〇
株
（
簿
価
二
万
五
九
〇
〇
円
）、
日
本
郵
船
株
三

〇
九
株
（
簿
価
一
万
七
六
一
三
円
）
、
東
京
海
上
保
険
株
六
〇
株
（
簿
価
一
万

一
五
二
〇
円
）
な
ど
の
七
社
株
式
（
簿
価
八
万
八
四
八
三
円
）
を
売
却
す
る
と

と
も
に
、
減
価
の
激
し
い
下
野

�瓦
株
四
六
〇
株
（
簿
価
一
万
八
二
三
〇
円
）、

日
本

�瓦
株
一
五
四
株
（
簿
価
一
万
五
四
〇
〇
円
）
、
耕
牧
社
出
資
金
（
簿
価

一
万
一
三
二
三
円
）
な
ど
八
社
分
（
簿
価
五
万
三
三
九
九
円
）
と
上
記
の
諸
株

式
売
却
に
よ
る
損
失
四
四
〇
円
を
、
諸
株
式
勘
定
か
ら
第
一
滞
貸
金
勘
定
へ
付

け
替
え
る
方
法
で
処
理
し
た
。
支
店
な
ど
か
ら
の
本
店
本
部
付
替
分
（
九
万
一

七
七
四
円
）
に
つ
い
て
は
、
横
浜
支
店
か
ら
付
替
の
横
浜
正
金
銀
行
株
一
五
〇

株
（
簿
価
二
万
二
一
二
六
円
）
、
長
崎
支
店
か
ら
付
替
の
三
池
紡
績
株
五
〇
株

（
簿
価
五
〇
〇
円
）
を
売
却
し
た
（
合
計
は
二
万
二
六
二
六
円
、
付
替
分
の
二

五
％
（

�））
。

し
た
が
っ
て
一
八
九
二
年
下
期
末
現
在
、
本
店
本
部
所
有
の
諸
株
金
（
簿
価
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第3表 1892年11月～12月の支店などから本店本部への

付替高 （単位：円）

営業店名
諸株金
勘定

諸公債
勘定

不動産
勘定

各船舶買
入勘定

小計

上海支店 69,765 69,765

小�支店 100 411 54,607 55,118

函館支店 5,839 19,666 25,504

長崎出張店 4,990 6,169 11,159

香港支店 8,420 800 9,220

横浜支店 3,606 435 4,041

馬関支店 2,500 2,500

神戸支店 2,220 2,220

売買方 2,179 2,179

紙方 2,000 2,000

シンガポール支店 1,970 1,970

三池出張店 660 420 1,080

口之津出張店 422 422

出所） 三井物産「JOURNAL」1892年下期（三井文庫所蔵史料 物産678）。



二
一
万
五
五
七
五
円
）
の
う
ち
、
不
要
分
の
売
却
や
減
価
分
の
付
替
に
よ
っ
て
簿
価
一
四
万
一
八
八
二
円
分
（
六
六
％
）
を
処
分
し
（
一
八

九
二
年
末
差
引
残
は
七
万
三
六
九
三
円
）、
一
八
九
二
年
下
期
末
現
在
、
支
店
な
ど
か
ら
本
店
本
部
へ
付
替
分
（
た
だ
し
、
売
却
分
を
除
く
）

を
含
む
簿
価
一
六
万
三
一
五
五
円
の
諸
株
金
を
本
店
が
集
中
的
に
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（

�）。
こ
の
よ
う
に
後
の
制
度
の
前
提
と
な
る
所
有

品
の
本
店
本
部
集
中
が
一
八
九
二
年
下
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
八
九
四
年
八
月
に
日
清
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
と
、
三
井
物
産
の
営
業
は
活
況
を
呈
し
（
純
益
金
は
一
八
九
三
年
下
期
九
万
一

六
二
〇
円
か
ら
一
八
九
四
年
下
期
二
五
万
三
八
九
〇
円
に
急
増
）
、
そ
の
た
め
三
井
物
産
の
資
金
需
要
が
増
大
し
た
。
一
八
九
三
年
下
期
末

の
貸
借
対
照
表
残
高
四
七
七
万
円
に
比
べ
、
一
八
九
四
年
下
期
末
残
高
五
二
三
万
円
は
四
六
万
円
増
と
な
り
、
ま
た
本
店
本
部
と
支
店
（
本

店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
を
含
む
）
と
の
貸
借
勘
定
の
差
引
は
一
二
二
万
円
の
本
店
貸
越
か
ら
一
三
八
万
円
の
本
店
貸
越
へ
と
、
一
六
万
円
増
加

し
た
。
と
く
に
内
地
支
店
へ
の
貸
越
残
高
は
二
八
万
円
か
ら
七
一
万
円
に
、
海
外
支
店
へ
の
貸
越
残
高
は
三
四
万
円
か
ら
四
一
万
円
に
増
加

し
た
（
第

4表
）
。
本
店
元
方
は
、
こ
の
貸
越
の
う
ち
「
従
来
、
各
店
ニ
要
ス
ル
運
転
資
金
ハ
本
店
ヨ
リ
支
出
ス
ル
者
ニ
ハ
無
利
息
（

�）」
で
あ

る
と
説
明
し
て
お
り
（

�）、
支
店
は
こ
の
無
利
子
の
資
金
の
残
高
を
膨
ら
ま
せ
た
の
で
あ
る
。

本
店
本
部
は
、
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
二
月
一
五
日
に
達
第
七
号
を
発
し
た
（

�）。
こ
の
達
に

よ
っ
て
本
支
店
間
の
関
係
を
改
め
、
「
自
今
店
々
業
務
如
何
ニ
由
リ
夫
々
常
備
金
ヲ
定
メ
此
定
額

以
上
本
店
ヨ
リ
借
越
シ
ト
ナ
リ
タ
ル
金
額
ニ
対
シ
テ
ハ
利
子
ヲ
付
シ
、
本
店
ニ
納
入
セ
シ
ム
ル
事
」

に
し
、
日
本
内
地
で
の
「
利
子
割
合
ハ
先
以
テ
本
年
ハ
日
歩
弐
銭
五
厘
ト
定
（

�）」
め
た
。
つ
ま
り
各

店
の
常
備
金
を
定
め
、
こ
れ
を
超
過
し
た
分
に
対
し
て
本
店
が
日
歩
二
銭
五
厘
（
年
利
換
算
九
・

一
二
五
％
）
の
利
子
を
本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
・
日
本
内
地
店
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

海
外
で
は
日
本
と
銀
行
の
金
利
水
準
が
異
な
る
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
に
つ
い
て
は
年
利
五
％
、
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本店本部の
海外支店へ
の借越残高

本支店貸借
勘定差引

純益金

630,899 37,916

1,086,591 78,800

345 1,219,580 91,620

14,464 1,376,764 253,890

17,470 1,234,869 378,544

表」1876年
1896年（三井文庫所蔵史料



そ
の
他
の
支
店
に
つ
い
て
は
年
利
六
％
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
（

�）。

定
め
ら
れ
た
常
備
金
は
第

5表
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
店
内
の
売
買
方
と
口
ノ
津
出
張
店
を

除
く
（

�）、
本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
と
支
店
に
常
備
金
が
設
定
さ
れ
た
。
設
定
さ
れ
た
常
備
金
と
、
直

前
の
一
八
九
四
年
下
期
末
貸
借
残
高
や
設
定
後
の
一
八
九
五
年
六
月
二
九
日
現
在
貸
借
残
高
を
比

較
す
る
と
、
常
備
金
の
水
準
は
貸
越
残
高
に
比
べ
て
極
端
に
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
際
に
は
、
一
八
九
五
年
二
月
の
常
備
金
制
度
の
導
入
は
、
本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
と
支
店
に
対

し
て
、
一
部
の
み
利
子
徴
収
を
免
除
し
た
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
の
貸
越
分
に
対
し
て
利
子
を
徴
収

す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
本
店
が
設
定
し
た
利
子
率
（
日
歩
二
銭
五
厘
）
の
水
準

は
、
東
京
の
銀
行
の
貸
付
日
歩
（
一
八
九
五
年
二
月
、
最
高
二
銭
九
厘
一
毛
、
最
低
二
銭
五
厘
六

毛
、
平
均
二
銭
八
厘
五
毛
）
の
最
低
利
率
（
年
利
換
算
九
・
三
四
四
％
）
よ
り
若
干
低
い
。
東
京

の
銀
行
の
最
低
の
貸
付
日
歩
は
、
七
月
ま
で
二
銭
五
厘
台
で
推
移
し
た
後
、
八
月
に
二
銭
三
厘
九

毛
に
低
下
し
、
翌
一
八
九
六
年
九
月
ま
で
二
円
三
厘
台
な
い
し
四
厘
台
で
推
移
し
、
一
〇
月
か
ら

再
び
二
銭
五
厘
台
に
戻
る
（

	）。
三
井
物
産
の
利
率
は
、
一
九
〇
〇
年
八
月
八
日
に
三
銭
五
厘
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
ま
で
二
銭
五
厘
で
あ
る
。
日
本
内
地
店
は
、
外
部
（
銀
行
）
の
利
率
と
本
店
本
部
の

利
率
を
比
較
し
て
、
で
き
る
だ
け
有
利
な
方
を
選
択
し
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
節
約
に
努
め
る
よ

う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
海
外
各
店
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
店
本
部
は
、
常
備
金
設
定
と
利
子
徴
収
を
内
容
と
す
る
達
第
七
号
を
発
し
た
同
じ
日
（
一
八

九
五
年
二
月
一
五
日
）
に
、
も
う
一
つ
の
達
第
六
号
を
発
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
達
第
六
号
は
、
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第4表 三井物産本店本部の本支店貸借残高

年期
三井物産全
体の貸借対
照表残高

本店本部の
本店営業セ
クションへ
の貸越残高

本店本部の
本店営業セ
クションへ
の借越残高

本店本部の
内地支店へ
の貸越残高

本店本部の
内地支店へ
の借越高

本店本部の
海外支店へ
の貸越残高

1891年下期 3,688,551 350,915 141,329 162,893 301,549

1892年下期 不詳 399,771 137 395,541 61,240 352,657

1893年下期 4,770,526 619,854 14,849 277,239 468 338,148

1894年下期 5,233,957 338,896 59,428 712,529 11,601 410,831

1895年下期 4,547,431 200,817 175,467 1,100,992 125,997

出所）「三井物産合名会社概覧」（『三井事業史』資料
、第3巻）433�434ページ、三井物産「対照

物産607）、三井物産「三井物産会社貸借勘定書」1892年下期（三井文庫所蔵史料 物産545�1）。

注） 1891年下期の純益金の数値は、1891年度純益金を2で割ったものである。



本
店
の
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
俸
給
・
旅
費
・
電
信
料
・
郵
便
費
な
ど
の
負
担
を
命
じ
て
、
独
立
採
算
の
単
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
店
本
部
は
、
本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
を
独
立
採
算
単
位
化
す
る
際
に
、
本
店
本
部
か
ら
の
資
金
調
達
の
コ
ス
ト
も
負
担
さ
せ

た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
に
は
、
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
会
計
担
当
者
が
い
な
い
た
め
、
外
部
か
ら
資

金
を
調
達
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
な
く
、
す
べ
て
本
店
本
部
（
勘
定
方
（

�））
か
ら
運
転
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
が
支
店
と
異

な
る
。

と
こ
ろ
で
、
店
（
本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン
や
支
店
、
出
張
店
な
ど
）
と
店
の
貸
借
（
以
下
、
「
支
店
間
貸
借
」
と
表
記
）
に
関
し
て
は
、

一
八
九
二
年
六
月
一
六
日
に
制
定
し
た

「
三
井
物
産
会
社
本
支
出
張
店
勘
定
方
心

得
」
に
よ
っ
て
、
支
店
間
貸
借
（
利
子
が

付
さ
れ
な
い
）
は
「
可
成
其
時
々
ニ
決
算
」

し
、
「
貸
借
共
ニ
多
ク
ノ
金
額
ヲ
翌
月
ニ

持
越
」
さ
ず
、
「
三
ケ
月
毎
ニ
ハ
必
ラ
ス

残
余
ノ
貸
借
ヲ
決
算
ス
」
る
よ
う
に
定
め

ら
れ
て
い
た
（

�）。
支
店
間
貸
借
を
「
決
算
」

（
決
済
）
す
る
方
法
と
し
て
は
、
本
店
経

由
で
の
他
店
へ
の
付
替
（
「
付
替
報
告
」

と
い
う
書
類
に
よ
る
）
や
銀
行
に
よ
る
送

金
、
小
切
手
の
送
付
な
ど
が
あ
っ
た
と
思
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支店など
1895年6月29日
現在貸越残高

1895年6月29日
現在貸越残高

越前堀出張所 64,036

深川出張所 57,288

内国課 35,987

外国課 2,230

横浜支店残務勘定 87,612

大阪支店 81,273

大阪支店別口 115,000

神戸支店 15,941

兵庫支店 33,558

馬関支店 8,687

長崎出張店 65,740

口之津出張店残務勘定 608

函館支店 631,020

函館支店残務勘定 22,539

小	支店残務勘定 98,589

上海支店 35,175

上海支店別口 126,552

香港支店 19,029

シンガポール支店 62,888

ボンベイ支店 3,403

ロンドン支店 204,389

1,734,347 37,200

井物産「諸達」1895年、三井文庫所蔵史料 物産62）。

井文庫所蔵史料 物産754、物産756）による。



わ
れ
る
。
た
だ
し
、
各
店
は
か
な
ら
ず
し

も
、
こ
の
規
定
ど
お
り
に
決
済
を
実
行
せ

ず
、
「
等
閑
ニ
相
成
居
リ
候
様
ニ
考
ヘ
ラ

レ
勘
定
ノ
整
一
ヲ
欠
ク
ノ
恐
レ
」
が
あ
っ

た
た
め
、
一
八
九
七
年
八
月
五
日
に
本
店

本
部
は
達
を
発
し
て
規
定
通
り
に
実
行
す

る
よ
う
命
じ
た
（

�）。
こ
の
達
が
功
を
奏
し
た

よ
う
で
あ
る
。
本
店
元
帳
を
み
る
と
本
支

店
貸
借
へ
の
振
替
記
入
数
（「
付
替
報
告
」

に
よ
る
）
が
大
幅
に
増
加
し
た
（

�）。

ま
だ
、
本
支
店
貸
借
額
が
正
確
に
記
入

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め

の
「
突
合
表
」
の
作
成
が
毎
月
行
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
（

�）。
し
か
し
本
店
へ
の
「
突
合

表
」
の
提
出
が
非
常
に
遅
滞
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
誤

�ヲ
訂
正
ス

ル
ト
モ
既
ニ
半
ケ
月
乃
至
数
ケ
月
ノ
過
去

ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヽ
訂
正
（

�）」
に
な
り
、
ま
た

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）
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第5表 1894年下期末の本店本部の貸越・借越残高

支店など
1894年下期末
貸越残高

1894年下期末
借越残高

常備金
（1895年2月）

（邦貨換算）

肥料方 134,380 越前堀出張所 5,000

米方 165,562 深川出張所 5,000

売買方 59,428

輸入方 36,982
外国課二部・三部 5,000

輸出方 1,972

横浜支店 87,867 7,500

大阪支店 73,889 10,000

大阪支店別口 210,000

神戸支店 24,918 5,000

兵庫支店 1,817 7,500

馬関支店 9,784 5,000

長崎出張店 44,089 5,000

口ノ津出張店 842

函館支店 66,894 10,000

函館支店別口 115,000

小	支店 29,029 5,000

小	支店別口 60,000

上海支店 19,256 10,000両 約 14,000円

上海支店別口 150,000

香港支店 41,630 5,000ドル 約 5,000円

シンガポール支店 14,464 5,000ドル 約 1,500円

ボンベイ支店 4,908 3,000ドル 約 1,600円

ロンドン支店 195,037 5,000ポンド 47,500円

1,462,257 85,493

出所） 三井物産「対照表」1876年
1896年（三井文庫所蔵史料 物産607）、達第7号1895年2月15日（三

注） 上海支店、香港支店、ロンドン支店の邦貨換算は『日本経済統計総覧』の1895年為替相場平均による。

シンガポール支店、ボンベイ支店の換算は、三井物産「LEDGER」1894年上期、同1894年下期（三

�
�




本
店
と
各
店
と
の
勘
定
を
整
理
す
る
作
業
も
極
め
て
煩
雑
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
一
九
〇
一
年
二
月
一
三
日
の
達
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
貸
借
勘
定
の
付
替
・
確
認
の
手
続
き
を

変
更
し
た
（

�）。
第
一
に
従
来
の
「
突
合
表
」
を
廃
止
し
て
、
新
た
に
「
通
常
貸
借
勘
定
書
」
を
作
成
し
、
こ
れ
を
本
店
に
提
出
さ
せ
て
「
本
店

ニ
テ
日
々
突
合
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
」
し
た
。
「
通
常
貸
借
勘
定
書
」
の
書
式
は
第

1図
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
に
「
通
常
貸
借
勘
定

書
」
は
毎
日
（
海
外
の
場
合
に
は
、
メ
ー
ル
便
毎
）
、
作
成
し
て
本
店
計
算
課
に
提
出
す
る
。
第
三
に
甲
支
店
が
乙
支
店
に
本
店
経
由
で
付

替
を
行
っ
た
際
に
、
本
店
で
の
入
帳
、
乙
支
店
で
の
入
帳
が
正
確
に
な
さ
れ
た
か
を
確
認
す
る
た
め
、
「
通
常
貸
借
勘
定
書
」
の
中
の
「
対

照
勘
定
」
に
突
合
さ
せ
る
事
項
を
記
載
す
る
。
第
四
に
、
他
店
（
あ
る
い
は
本
店
）
か
ら
付
け
替
え
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

単
に
「
本
店
勘
定
」
口
座
に
入
帳
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
通
常
貸
借
勘
定
書
」
の
中
の
「
対
照
勘
定
」
に
記
載
し
て
本
店
に
報
告
す
る
（
本

店
で
突
合
）
。
第
五
に
、
一
口
の
勘
定
に
つ
い
て
一
個
の
付
替
報
告
を
お
こ
な
う
や
り
方
を
改
め
、
一
つ
の
「
通
常
貸
借
勘
定
書
」
に
す
べ

て
の
口
を
記
載
す
る
。
第
六
に
外
国
貨
幣
を
円
貨
に
、
ま
た
は
円
貨
を
外
国
貨
幣
に
換
算
し
た
も
の
は
そ
の
「
切
替
相
場
」
を
記
載
す
る
。

念
の
た
め
記
す
と
、
本
支
店
貸
借
勘
定
は
円
貨
で
の
勘
定
で
あ
り
、
す
べ
て
の
外
国
貨
幣
を
円
貨
に
換
算
し
て
貸
借
関
係
を
振
り
替
え
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
〇
一
年
二
月
一
三
日
の
達
は
、
各
店
に
対
し
て
、
毎
日
（
海
外
で
は
日
本
へ
の
郵
便
船
が
出
航
す
る
日
ご
と
に
）、「
通

常
貸
借
勘
定
書
」
の
作
成
を
義
務
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
店
間
貸
借
を
本
支
店
貸
借
（
有
利
子
の
資
金
）
へ
と
迅
速
に
振
り
替
え
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
誤

�（
不
突
合
）
が
な
い
か
ど
う
か
を
速
や
か
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第

2図
を
み
よ
う
。
本
店
本
部
は
一
九
〇
一
年
に
は
上
記
の
二
月
一
三
日
の
達
を
初
め
と
し
て
、
独
立
採
算
制
を
精
緻
化
す
る
達

を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
し
た
。

四
月
一
七
日
に
は
達
第
四
号
に
よ
っ
て
、
五
月
三
一
日
限
り
で
本
店
営
業
部
と
支
店
の
常
備
金
（
第

6表
）
を
廃
止
し
、
六
月
一
日
以
降
、

156
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第 号 （甲）支店通常貸借勘定書 日 月 年

摘要 借方 貸方

本店

本店ヘDrスル事項摘要ニ記スヘシ

〃 〃 〃 〃

乙支店 （乙支店ニ発シタDr付替）

甲／乙 D／r ＃ 〃

〃／〃 〃 〃

丙支店

甲／丙 D／r#

対照勘定

本／甲 C／r ＃ （他店ヨリC／rヲ受ケ・本
店勘定・口座ノ借方ニ記入
サレタルモノ）本／乙 C／r ＃

本店

本店ニ Crスル事項摘要ニ
記スヘシ

他支店

甲／乙 C/r# 他店へCr
ノ付替

対照勘定（借方ノ反対）

本／甲 D/r#

乙／甲 〃 ＃ 〃

合計

前号残高（借越）

差引残高

支店長 勘定掛主任

出所）「通常貸借勘定手続左ノ通リ改正ス」1901年2月13日達第2号（三井物産「達」1901�1902年、三

井文庫所蔵史料 物産68）。

注） 1.「記載スベキ事項ハ其当日支店元帳中『本店勘定』口座ニ上帳セラレタル一切ノ貸借額ナリ」。

2.「他店（本店ヲ含ム）ヨリ付換ヲ受ケタル金高ハ之ヲ貸借ニ分類シ『対照勘定』ノ下ニ記入スル

コト」。

第1図 貸借勘定書の書式
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第
2
図
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
（
コ
ス
ト
負
担
の
徹
底
）

1
87
6
年

7
月

1
日

会
社
設
立

1
8
92
年

6
月
16

日
制
定

11月
7

日
達

1
89

5
年

2
月

15
日

達（
2
種
）

1
90
4
年

3
月

30
日
達

5
月
25

日
達

1
9
01
年

2
月
13

日
達

19
0
2年

1
月
1
3

日
達

1
9
14
年

6
月

16
日
達

4
月
17

日
達

4
月
23

日
達

5
月

10
日
達

1
0月

24
日
達

19
1
5年

8
月
10

日
達

制
度
完
成

本
店

本
部

支
店
（
の
ち
支
店
・
商
品
部
・
そ
の
他
の
部
）

［
P
/
L
と

B
/
S
作
成
］

独
立
採
算
制
開
始

［
P
/
L
と

B
/
S
作
成
］

本
店
営
業
セ
ク
シ
ョ
ン

独
立
採
算
単
位
化
（
⇒

1
89

8
年

6
月

1
日
営
業
部
）

①本店と各店との勘定は、
毎月、突合表によって差
引を突き合わせ、三か月
毎に符合した差引金高を
入帳。
②各店は、発生した他店
との貸借を、毎週、報告
書によって他店に通知。
③支店間貸借はなるべく
早く決算し、遅くとも三
か月毎に必ず残余の貸借
を決算する。

本店各課・支店常備
金設定（超過分に対
する利子徴収開始）

支店間貸借の本支店
貸借への振替迅速化

常備金廃止、本支店
貸借利子徴収制度本
格開始

土地・建物使用料徴
収開始

各店で商品分類毎の
純損益計算開始

小蒸気船・倉船・艀
下船使用料徴収開始

社内有価証券貸借利
子徴収開始

純
損
益
表
示

の
書
式
制
定資金・資産コスト

の内部化を踏まえ
た品目別純損益計
算開始

本支店貸借勘定への振替ルール
整備（会計規則・会計細則制定）

本店から各店への貸
越極度設定

俸
給
・
旅
費
・
電
信
郵

便
費
等
の
諸
経
費
負
担

不
動
産
・
船
舶
・
公

債
・
証
書
・
株
券
等

を
本
店
へ
集
中

小
蒸
気
船
・
倉

船
・
艀
下
船
等

を
本
店
へ
集
中

会
社
全
体
で
の

品
目
別
純
損
益

算
出
可
能
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第6表 1895年2月15日付け各店宛の達

店舗名 常備金 超過分に対する利率 店舗名 常備金（変更・追加）

ロンドン支店 5,000ポンド 年5％

上海支店 10,000両 年6％

香港支店 5,000ドル 年6％

シンガポール支店 5,000ドル 年6％

孟買支店 3,000ドル 年6％ → 孟買支店 15,000ルピー（日本貨 1
万円）達号外1898年8月
16日

天津支店 洋銀5,000両 達号外189
7年12月15日

紐育支店 米貨7,500ドル（日本貨
15,000円）達号外1898年
8月16日

深川出張所 5,000円 日歩2銭5厘

越前堀出張所 5,000円 日歩2銭5厘

外国課二部三部 5,000円 日歩2銭5厘

本店営業部 20,000円 達号外1898年
9月1日

横浜支店 7,500円 日歩2銭5厘 → 横浜支店 10,000円 達号外1897年
8月11日

大阪支店 10,000円 日歩2銭5厘 → 大阪支店 30,000円 達号外1898年
8月23日

神戸支店 5,000円 日歩2銭5厘

兵庫支店 7,500円 日歩2銭5厘

馬関支店 5,000円 日歩2銭5厘

函館支店 10,000円 日歩2銭5厘

小�支店 5,000円 日歩2銭5厘

長崎支店 5,000円 日歩2銭5厘 → 長崎支店 10,000円 達号外1898年
7月23日

台北支店 5,000円 達号外1897年4
月13日

名古屋支店 8,000円 達号外1898年7
月22日

三池支店 10,000円 達号外1898年
7月16日

口之津支店 8,000円 達号外1898年2
月5日

出所）「達第7号」1895年2月15日（三井物産「諸達」1895年、三井文庫所蔵史料 物産62）、「海外各店

常備金ノ事」1895年2月15日会議、「各店ノ常備金ヲ定メ以上超過使用金額ニ利子ヲ付スルノ件」

1895年2月7日決議（三井物産「理事会議按」1895年、三井文庫所蔵史料 物産116）など。

注） 日歩2銭5厘を年利に換算すると、9.125％である。
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改定年月日
本支店貸借
利子a

有価証券
貸借利子

東京の銀行
貸付金利子の
平均b

a－b
（単位：銭）

東京の銀行
貸付金利子の
最低c

a－c
（単位：銭）

1910.2.16 1銭2厘 3厘 2銭0厘4毛 －0.84 1銭2厘5毛 －0.05

1910.7.1 1銭1厘 従前ノ通リ 1銭9厘8毛 －0.88 1銭1厘5毛 －0.05

1910.12.6 1銭3厘 従前ノ通リ 1銭9厘3毛 －0.63 1銭0厘5毛 0.25

1911.6.7 1銭2厘 従前ノ通リ 1銭9厘0毛 －0.70 0銭7厘5毛 0.45

1911.7.25 1銭3厘 従前ノ通リ 1銭9厘0毛 －0.60 1銭2厘0毛 0.10

1911.10.1 1銭4厘 従前ノ通リ 1銭9厘5毛 －0.55 1銭2厘5毛 0.15

1911.10.19 1銭5厘 従前ノ通リ 1銭9厘5毛 －0.45 1銭2厘5毛 0.25

1911.11.20 1銭7厘 4厘 2銭0厘0毛 －0.30 1銭3厘0毛 0.40

1912.5.1 1銭6厘 従前ノ通リ 2銭0厘9毛 －0.49 1銭1厘0毛 0.50

1912.7.1 1銭7厘 従前ノ通リ 2銭0厘5毛 －0.35 1銭3厘5毛 0.35

1912.9.10 1銭8厘 従前ノ通リ 2銭1厘6毛 －0.36 1銭5厘0毛 0.30

1912.10.15 2銭 従前ノ通リ 2銭2厘4毛 －0.24 1銭6厘0毛 0.40

1912.12.1 2銭2厘 5厘 2銭4厘4毛 －0.24 1銭6厘4毛 0.56

1913.3.10 2銭 従前ノ通リ 2銭4厘1毛 －0.41 1銭6厘5毛 0.35

1913.5.10 1銭9厘 従前ノ通リ 2銭4厘0毛 －0.50 1銭7厘0毛 0.20

1913.7.5 2銭1厘 従前ノ通リ 2銭4厘0毛 －0.30 1銭8厘0毛 0.30

1914.2.25 2銭 従前ノ通リ 2銭4厘6毛 －0.46 1銭3厘0毛 0.70

1914.3.5 1銭9厘 従前ノ通リ 2銭4厘6毛 －0.56 1銭7厘0毛 0.20

1914.3.21 1銭8厘 従前ノ通リ 2銭4厘6毛 －0.66 1銭7厘0毛 0.10

1914.5.27 2銭 従前ノ通リ 2銭4厘5毛 －0.45 1銭3厘6毛 0.64

1914.6.10 2銭1厘 従前ノ通リ 2銭4厘7毛 －0.37 1銭3厘6毛 0.74

1914.6.25 2銭2厘 従前ノ通リ 2銭4厘7毛 －0.27 1銭3厘6毛 0.84

1914.9.1 2銭4厘 従前ノ通リ 2銭5厘3毛 －0.13 1銭3厘6毛 1.04

1914.9.11 2銭6厘 従前ノ通リ 2銭5厘3毛 0.07 1銭3厘6毛 1.24

1914.9.21 2銭4厘 従前ノ通リ 2銭5厘3毛 －0.13 1銭3厘6毛 1.04

1915.1.20 2銭2厘 従前ノ通リ 2銭4厘5毛 －0.25 1銭2厘3毛 0.97

1915.3.1 2銭 従前ノ通リ 2銭3厘9毛 －0.39 1銭2厘3毛 0.77

1915.4.20 1銭8厘 従前ノ通リ 2銭3厘8毛 －0.58 1銭2厘3毛 0.57

1915.6.28 1銭6厘 従前ノ通リ 2銭3厘2毛 －0.72 1銭2厘3毛 0.37

1915.8.16 1銭4厘 従前ノ通リ 2銭1厘7毛 －0.77 1銭0厘0毛 0.40

1915.11.16 1銭2厘 4厘 2銭1厘0毛 －0.90 1銭1厘0毛 0.10

1916.1.1 1銭4厘 従前ノ通リ 2銭1厘0毛 －0.70 1銭2厘5毛 0.15

1916.3.1 1銭6厘 5厘 2銭1厘1毛 －0.51 1銭2厘0毛 0.40

1916.3.16 1銭4厘 従前ノ通リ 2銭1厘1毛 －0.71 1銭2厘0毛 0.20

1916.7.11 1銭2厘 従前ノ通リ 1銭9厘5毛 －0.75 1銭0厘0毛 0.20

1916.12.5 1銭4厘 従前ノ通リ 2銭0厘4毛 －0.64 1銭0厘0毛 0.40

1916.12.16 1銭6厘 従前ノ通リ 2銭0厘4毛 －0.44 1銭0厘0毛 0.60

1917.2.16 1銭4厘 不詳 2銭0厘3毛 －0.63 0銭9厘0毛 0.50

1917.6.20 1銭6厘 不詳 2銭0厘2毛 －0.42 0銭9厘0毛 0.70

1917.8.21 1銭7厘 不詳 2銭0厘1毛 －0.31 0銭9厘0毛 0.80

1917.9.21 1銭8厘 不詳 2銭0厘2毛 －0.22 0銭9厘0毛 0.90

会議議事録」1918年（物産198�6）、『日本経済統計総観』（朝日新聞社、1930年）386�390ページ。

ページで「本金利の平均はウェイトをつけていない機械的な算術平均であるために実勢より高率であり、平

の数値は不詳である。
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第7表 本支店貸借勘定の利子（日歩）の推移

改定年月日
本支店貸借
利子a

有価証券
貸借利子

東京の銀行
貸付金利子の
平均b

a－b
（単位：銭）

東京の銀行
貸付金利子の
最低c

a－c
（単位：銭）

1895.2.15 2銭5厘 2銭8厘5毛 －0.35 2銭5厘6毛 －0.06

1900.8.8 3銭5厘 3銭1厘3毛 0.37 2銭9厘4毛 0.56

1900.10.1 3銭1厘 3銭1厘2毛 －0.02 2銭9厘8毛 0.12

（1901年5月31日限り常備金廃止） 3銭2厘6毛 －0.16 3銭1厘0毛 0.00

1902.1.1 2銭8厘 1銭2厘 3銭0厘8毛 －0.28 2銭9厘0毛 －0.10

1902.5.1 2銭6厘 1銭 2銭8厘9毛 －0.29 2銭7厘2毛 －0.12

1902.7.16 2銭4厘 1銭 2銭8厘5毛 －0.45 2銭6厘6毛 －0.26

1902.10.1 2銭2厘 8厘 2銭6厘6毛 －0.46 2銭4厘5毛 －0.25

1902.11.1 2銭 従前ノ通リ 2銭5厘9毛 －0.59 2銭3厘8毛 －0.38

1902.12.1 1銭8厘 従前ノ通リ 2銭5厘5毛 －0.75 2銭0厘0毛 －0.20

1903.4.1 1銭6厘 従前ノ通リ 2銭3厘2毛 －0.72 1銭3厘0毛 0.30

1903.6.1 1銭4厘 5厘 2銭3厘5毛 －0.95 1銭6厘5毛 －0.25

1903.8.10 1銭6厘 従前ノ通リ 2銭3厘5毛 －0.75 1銭7厘0毛 －0.10

1903.12.1 1銭5厘 従前ノ通リ 2銭2厘8毛 －0.78 1銭3厘0毛 0.20

1904.1.11 1銭7厘 従前ノ通リ 2銭2厘6毛 －0.56 1銭3厘9毛 0.31

1904.1.21 1銭8厘 従前ノ通リ 2銭2厘6毛 －0.46 1銭3厘9毛 0.41

1904.2.5 2銭1厘 従前ノ通リ 2銭3厘2毛 －0.22 1銭6厘0毛 0.50

1904.3.10 1銭9厘 従前ノ通リ 2銭3厘1毛 －0.41 1銭6厘0毛 0.30

1904.12.21 1銭2厘 8厘 2銭3厘8毛 －1.18 1銭5厘0毛 －0.30

1905.2.1 1銭9厘 6厘 2銭3厘9毛 －0.49 1銭8厘0毛 0.10

1905.5.1 2銭1厘 8厘 2銭4厘4毛 －0.34 1銭8厘0毛 0.30

1905.6.28 2銭3厘 1銭 2銭5厘3毛 －0.23 2銭0厘0毛 0.30

1906.3.1 2銭1厘 8厘 2銭4厘7毛 －0.37 1銭6厘4毛 0.46

1906.4.1 1銭9厘 従前ノ通リ 2銭4厘5毛 －0.55 1銭7厘0毛 0.20

1906.5.1 1銭7厘 7厘 2銭3厘7毛 －0.67 1銭7厘5毛 0.05

1906.6.1 1銭5厘 従前ノ通リ 2銭3厘8毛 －0.88 1銭7厘5毛 －0.25

1906.7.1 1銭7厘 従前ノ通リ 2銭3厘3毛 －0.63 1銭7厘0毛 0.00

1906.10.1 1銭6厘 従前ノ通リ 2銭2厘9毛 －0.69 1銭7厘0毛 －0.10

1906.12.15 1銭8厘 従前ノ通リ 2銭3厘1毛 －0.51 1銭6厘0毛 0.20

1907.4.1 2銭 従前ノ通リ 2銭3厘1毛 －0.31 1銭8厘0毛 0.20

1907.7.1 2銭2厘 従前ノ通リ 2銭3厘6毛 －0.16 1銭8厘0毛 0.40

1907.12.1 2銭3厘 従前ノ通リ 2銭5厘0毛 －0.20 1銭8厘0毛 0.50

1907.12.15 2銭5厘 従前ノ通リ 2銭5厘0毛 0.00 1銭8厘0毛 0.70

1908.4.1 2銭6厘 従前ノ通リ 2銭6厘5毛 －0.05 2銭0厘0毛 0.60

1908.4.20 2銭7厘 従前ノ通リ 2銭6厘5毛 0.05 2銭0厘0毛 0.70

1908.8.1 2銭5厘 従前ノ通リ 2銭6厘6毛 －0.16 2銭0厘0毛 0.50

1908.10.16 2銭3厘 従前ノ通リ 2銭6厘4毛 －0.34 1銭8厘0毛 0.50

1909.1.15 2銭1厘 従前ノ通リ 2銭6厘0毛 －0.50 1銭6厘0毛 0.50

1909.3.1 1銭9厘 5厘 2銭4厘8毛 －0.58 1銭6厘0毛 0.30

1909.5.10 1銭7厘 従前ノ通リ 2銭4厘2毛 －0.72 1銭7厘0毛 0.00

1909.6.1 1銭5厘 従前ノ通リ 2銭3厘3毛 －0.83 1銭6厘5毛 －0.15

1909.9.5 1銭4厘 従前ノ通リ 2銭2厘8毛 －0.88 1銭5厘0毛 －0.10

出所） 「達」「諸達」（物産62～物産77）、「第5回支店長会議議事録」1917年（物産198�5）、「第6回支店長
注） 1.有価証券貸借利子は額面100円に対する利子（日歩）である。

2.東京の銀行貸付金利子については、後藤新一『日本の金融統計』（東洋経済新報社、1970年）272
均と最低の間ぐらいが実勢と考えられる」と解説が付けられている。

3.1917年の三井物産のデータは、達ではなく、支店長会議議事録によったため、公債証書貸借利子



本
店
本
部
か
ら
の
貸
越
残
高
に
対
し
て
、
本
店
本
部
が
利
子

を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
（

�）。
六
月
一
日
時
点
で
の
三
井
物
産

の
利
率
三
銭
一
厘
は
六
月
の
東
京
の
銀
行
貸
付
利
率
（
最
低
）

三
銭
一
厘
と
同
じ
で
あ
る
（

�）（
第

7表
）。

五
月
一
〇
日
に
は
達
第
一
三
号
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
一
年

下
期
か
ら
各
店
使
用
の
土
地
・
建
物
に
つ
い
て
、
本
店
本
部

が
各
店
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
土
地
に
つ

い
て
は
時
価
の
五
％
、
建
物
に
つ
い
て
は
時
価
の
七
％
を
標
準
と
し
て
使
用
料
（
一
か
年
）
を
算
定
し
、
そ
の
額
を
各
店
に
通
知
し
、
各
店

は
半
期
末
に
本
店
本
部
へ
半
年
分
の
使
用
料
を
払
い
込
む
こ
と
と
さ
れ
た
（

�）。
一
九
〇
一
年
下
期
末
現
在
で
の
使
用
料
は
第

8表
（
本
店
本
部

分
を
含
む
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
掲
第

3表
に
示
し
た
各
店
か
ら
本
店
本
部
へ
の
付
替
不
動
産
簿
価
（
一
八
九
二
年
）
で
は
小

�支
店
と

函
館
支
店
の
数
値
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
小

�支
店
は
一
八
九
七
年
一
二
月
三
一
日
に
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
除
い
て
み
る
と
、

函
館
支
店
よ
り
も
門
司
支
店
、
兵
庫
支
店
、
長
崎
支
店
、
上
海
支
店
・
神
戸
支
店
・
香
港
支
店
の
方
が
高
額
な
使
用
料
と
な
っ
て
い
る
。
約

一
〇
年
の
間
に
、
本
店
本
部
が
新
た
に
か
な
り
の
不
動
産
を
取
得
し
、
一
九
〇
一
年
上
期
ま
で
無
料
で
各
店
に
利
用
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
（

�）。
時
価
で
は
な
く
帳
簿
価
格
を
基
準
に
す
る
と
、
一
九
〇
一
年
末
時
点
で
の
使
用
料
は
そ
の
七
・
一
％
に
相
当
す
る
。

一
〇
月
二
四
日
に
は
達
第
三
四
号
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
一
年
下
期
か
ら
本
店
本
部
は
各
店
か
ら
小
蒸
気
船
・
倉
船
・
艀
下
船
な
ど
の
使
用

料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
小
蒸
気
船
・
倉
船
・
艀
下
船
な
ど
に
つ
い
て
、
六
か
月
前
の
四
月
二
三
日
の
達
第
一
〇
号
に
よ
っ
て
各
店
所

有
の
も
の
を
帳
簿
価
格
で
本
店
本
部
に
付
け
替
え
る
よ
う
指
示
し
、
こ
れ
ら
を
本
店
本
部
に
集
中
し
て
い
た
。
こ
の
集
中
し
た
小
蒸
気
船
な

ど
の
補
助
運
搬
手
段
に
つ
い
て
、
半
期
に
船
価
（
付
け
替
え
た
簿
価
）
の
七
・
五
％
（
年
一
五
％
）
を
各
店
か
ら
使
用
料
と
し
て
徴
収
す
る

162

第8表 1か年の不動産使

用料（1901年下期末現在）

（単位：円）

店名 使用料

本店本部 1,100

営業部 1,800

横浜 600

大阪 2,900

神戸 4,500

兵庫 9,240

門司 12,300

三池 750

長崎 7,500

口ノ津 1,100

函館 2,300

唐津 150

台北 2,700

上海 7,000

香港 4,200

名古屋 400

合計 58,540

出所）「不動産使用料通知額」（三

井物産「達」1901年
1902年、

三井文庫所蔵史料 物産68）。



こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
（

�）。

翌
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
一
月
一
三
日
に
は
達
第
一
号
に
よ
り
各
店
に
対
し
て
有
価
証
券
に
つ
い
て
貸
借
料
（
使
用
料
）
を
本
店
本

部
が
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
（

�）。
貸
借
料
は
日
歩
一
銭
二
厘
（
簿
価
を
基
準
と
し
て
い
る
と
推
定
）
と
定
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
適
宜
改
定
さ
れ

た
。
各
店
に
よ
る
株
式
や
国
債
の
利
用
は
商
品
取
引
に
付
随
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
、
利
益
を
生
む
商
品
取
引
そ
の
も
の
に
充
当
さ
れ
る
資

金
と
は
異
な
る
た
め
、
有
価
証
券
貸
借
料
（
有
価
証
券
貸
借
利
子
）
の
日
歩
は
、
一
九
一
六
年
ま
で
、
本
支
店
貸
借
利
子
の
半
分
を
下
回
る

水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
、
第

7表
）。

以
上
の
経
緯
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
第

3図
の
よ
う
に
な
る
。
一
八
九
五
年
か
ら
本
店
本
部
は
、
常
備
金
を
越
え
る
本
支
店
貸
借
勘
定
の

貸
越
残
高
に
対
し
て
各
店
か
ら
利
子
を
徴
収
し
始
め
、
一
九
〇
一

	一
九
〇
二
年
に
は
貸
越
残
高
全
額
に
対
す
る
利
子
徴
収
と
不
動
産
・
補

助
運
搬
手
段
・
有
価
証
券
の
使
用
料
徴
収
を
開
始
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
っ
て
本
店
本
部
か
ら
の
資
金
調
達
と
資
産
借
用
の
コ
ス
ト
を
各

店
に
全
面
的
に
負
担
さ
せ
る
仕
組
み
を
作
り
上
げ
た
。
会
社
設
立
以
降
、
各
店
が
支
払
う
経
費
の
う
ち
、
賞
与
に
つ
い
て
は
本
店
本
部
が
負

担
し
て
い
る
た
め
、
各
店
が
負
担
し
な
い
経
費
は
職
員
賞
与
の
ほ
と
ん
ど
だ
け
と
な
っ
た
（
な
お
、
店
限
職
員
分
は
店
負
担
）。

職
員
賞
与
（
店
限
職
員
分
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
各
店
が
独
立
採
算
で
計
算
し
た
損
益
を
本
店
本
部
が
集
め
、
こ
れ
と
本
店
本
部
損
益

と
を
合
わ
せ
て
、
三
井
物
産
全
体
の
利
益
を
算
出
し
、
算
出
し
た
利
益
の
中
か
ら
、
重
役
賞
与
と
同
様
に
分
配
し
た
。
た
だ
し
、
会
社
の
所

得
税
額
を
計
算
す
る
た
め
、
対
外
的
に
は
職
員
賞
与
は
利
益
の
分
配
で
は
な
く
、
経
費
と
し
て
処
理
し
て
い
た
。

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
時
点
で
賞
与
を
含
む
職
員
の
人
件
費
の
負
担
区
分
を
み
る
と
（
第

9表
）
、
本
店
本
部
が
負
担
し
、
各
店
が

負
担
し
な
い
も
の
は
二
種
類
の
賞
与
（
普
通
賞
与
と
特
別
賞
与
）
だ
け
で
あ
る
。
支
店
が
負
担
す
る
の
は
俸
給
、
支
店
長
な
ど
の
役
手
当
、

外
国
在
勤
手
当
（
海
外
支
店
の
場
合
）
、
店
限
職
員
へ
の
賞
与
な
ど
で
あ
る
。
正
規
の
職
員
で
は
な
く
、
店
限
職
員
（
店
限
り
で
採
用
さ
れ

て
い
る
職
員
。
海
外
支
店
の
場
合
、
外
国
人
が
多
い
）
に
つ
い
て
は
、
各
店
が
賞
与
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）
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第
3
図
支
店
で
の
調
達
・
使
用
コ
ス
ト
の
負
担
（
コ
ス
ト
の
内
部
化
）

1
9
02
年

1
8
95
年

18
7
6年

7
月

1
日

会
社
設
立

給
与
・
旅
費
・
電
信
郵
便
費
な
ど
の
諸
経
費
の
負
担

a
.
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
内
部
化

（
1）
本
支
店
貸
借
利
子
の
徴
収
・
支
払

と
銀
行
借
入
金
コ
ス
ト
と
の
比
較

（
2）
支
店
間
貸
借
（
無
利
子
）
の
本
店

貸
借
勘
定
へ
の
迅
速
な
振
替
（
有

利
子
化
）

b
.
不
動
産
使
用
コ
ス
ト
の
内
部
化
（
社
有
不
動
産
の
リ
ー
ス
化
）

c.
補
助
運
搬
手
段
使
用
コ
ス
ト
の
内
部
化
（
社
有
補
助
運
搬
手
段
の
リ
ー
ス
化
）

d
.
有
価
証
券
使
用
コ
ス
ト
の
内
部
化
（
社
有
有
価
証
券
の
リ
ー
ス
化
）

常
備
金
超
過
分
に
対
す
る

利
子
徴
収

有
利
子
化
（
常
備
金
超

過
の
場
合
）

本
店
本
部
に
よ
る
利
子
徴
収
・
支
払

支
店
間
貸
借
の
迅
速
な
振
替
に
よ
る
有
利
子
化

本
店
本
部
に
よ
る
使
用
料
徴
収

本
店
本
部
に
よ
る
使
用
料
徴
収

本
店
本
部
に
よ
る
使
用
料
徴
収

1
9
01
年

職
員
の
賞
与
は
本
店
本
部
負
担
（
本
店
本
部
か
ら
支
店
へ
支
払
）



と
く
に
賞
与
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
〇
七
年
時
点
で
は
、「
臨
時
手
当
」（
普
通
賞
与
）
が
ほ
ぼ
全
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
の
に
対
し

て
、
「
特
別
手
当
」（
特
別
賞
与
）
の
支
給
は
支
店
長
な
ど
一
部
の
職
員
に
対
し
て
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
遅
く
と
も
一
九
二
〇
年
代
ま

で
に
、「
特
別
手
当
」
の
支
給
対
象
が
拡
大
さ
れ
（
正
規
の
職
員
に
な
っ
て
三
か
年
を
経
過
し
た
者
に
支
給
）、
多
く
の
職
員
が
「
勤
務
手
当
」

（
一
九
一
九
年
一
一
月
に
「
臨
時
手
当
」
の
名
称
を
変
更
）
と
「
特
別
手
当
」
の
両
方
を
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
勤
務
手

当
」
の
支
給
額
は
、
三
井
物
産
の
業
績
に
連
動
せ
ず
、
だ
れ
で
も
月
給
の
ほ
ぼ
二
か
月
分
相

当
（
一
回
当
た
り
）
で
あ
っ
た
（

�）。
こ
の
よ
う
に
「
勤
務
手
当
」
は
臨
時
的
経
費
で
は
な
く
、

経
常
的
経
費
と
も
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
九
年
下
期
か
ら
は
、

「
勤
務
手
当
」
を
経
常
的
経
費
と
み
な
し
て
、
本
店
本
部
負
担
で
は
な
く
、
各
店
負
担
に
変

更
し
、
各
店
の
損
益
計
算
書
と
損
益
明
細
表
に
算
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（

�）。
こ
の
た
め
各
店

は
独
立
採
算
の
計
算
を
お
こ
な
う
際
、
職
員
（
店
限
職
員
を
除
く
）
の
給
料
の
約
四
か
月
相

当
（
ほ
ぼ
給
料
の
三
分
の
一
）
を
新
た
に
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

な
お
、
各
店
の
資
産
に
計
上
さ
れ
て
い
る
家
具
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）

六
月
三
〇
日
達
（

�）に
よ
っ
て
、
本
店
本
部
に
各
店
の
所
有
物
勘
定
の
家
具
を
集
中
し
、
一
九
一

六
年
上
期
末
に
本
店
本
部
で
す
べ
て
償
却
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
以
後
は
、
原
則
と
し
て
支

店
が
購
入
す
る
家
具
は
各
店
が
雑
費
と
し
て
支
弁
す
る
こ
と
（
資
産
に
計
上
し
な
い
こ
と
）

と
し
た
。

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）
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第9表 三井物産の店勤務職員の人件費負担区分（1907年）

区分 人件費 備考

本店本部
負担

「臨時手当」（普通賞与） ほぼ全員に年2回支給。1
回当たり月給約2か月分

「特別手当」（特別賞与） 支店長など一部の職員に年
2回支給

店負担

俸給（月給、日給）

役手当（店長など）

外国在勤手当（海外支店のみ）

その他の手当（妻手当、店限職
員への賞与など）

注） 1.本店本部負担分は、本店本部が利益の中から店が職員に支払う。店の

純損益計算をおこなう際に算入しない。

2.店負担分は、店の純損益計算をおこなう際に算入する。



3．
各

品
目

・
各

掛
で

の
純

損
益

計
算

三
井
物
産
は
、
本
店
本
部
か
ら
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
と
本
店
本
部
か
ら
の
資
産
借
用
の
コ
ス
ト
を
各
店
に
全
面
的
に
負
担
さ
せ
る
仕
組
み

を
作
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
各
店
が
間
接
経
費
（
本
店
本
部
か
ら
の
資
金
調
達
と
資
産
借
用
の
コ
ス
ト
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
）
を

各
商
品
取
引
に
割
り
当
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
商
品
分
類
毎
の
純
損
益
計
算
を
行
う
仕
組
み
を
作
っ
て
い
っ
た
。
商
品
分
類
毎
の
純
損
益
計
算

を
初
め
て
指
示
し
た
文
書
は
、
後
掲
の
一
九
〇
一
年
五
月
二
五
日
達
第
一
八
号
で
あ
る
。

こ
の
達
に
よ
り
商
品
分
類
毎
の
純
損
益
計
算
が
三
井
物
産
全
体
で
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
に
、
三
井
物
産
で
は
二
つ
の
種
類
の
純
損
益
計
算

が
一
部
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
特
定
商
品
に
関
す
る
計
算
で
あ
り
、
今
一
つ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
の
計
算
で
あ
る
。
以
下

で
は
、
こ
の
二
つ
の
計
算
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
、
三
井
物
産
全
体
の
商
品
分
類
毎
の
純
損
益
計
算
へ
と

�が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
想
定
の
も
と
に
、
二
つ
の
純
損
益
計
算
の
内
容
を
ま
ず
見
よ
う
。

特
定
商
品
関
係
の
計
算
が
生
ま
れ
る
経
緯
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
三
月
一
六
日
に
大
阪
支
店
長
飯
田
義
一
・
東
京
本
店
外
国
課
主
任
端
善
次
郎
は
連
名
で
、
「
棉
花
部
設
置
ノ

建
議
」
二
通
（

�）を
本
店
本
部
に
提
出
し
た
。
そ
の
な
か
で
「
当
社
営
業
振
ヲ
今
日
ノ
儘
ニ
ナ
シ
置
候
ト
キ
ハ
他
ニ
有
力
ノ
棉
商
年
ヲ
遂
フ
テ
起

リ
、
遂
ニ
当
社
目
下
ノ
営
業
ス
ラ
唯
持
続
ス
ル
事
不
能
ニ
至
ル
」
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
棉
花
取
引
の
中
心
市
場
で
あ
る
大
阪
に
本
部
を
置

き
、
枢
要
の
各
地
に
専
任
者
を
配
置
し
て
、
「
一
令
ノ
下
ニ
運
動
シ
一
心
分
体
ノ
働
ヲ
為
」
せ
る
よ
う
建
議
し
た
。
運
用
の
仕
方
を
記
し
た

文
書
に
は
「
各
地
方
ニ
於
テ
棉
花
ニ
関
ス
ル
一
切
計
算
ハ
総
テ
本
部
ヘ
附
廻
ハ
ス
モ
ノ
ト
ス
（

�）」
と
し
て
お
り
、
棉
花
取
引
に
関
す
る
一
切
の

計
算
を
棉
花
部
本
部
で
統
合
す
る
と
い
う
構
想
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
議
に
対
し
て
本
店
は
三
月
一
七
日
に
重
役
会
に
付
議
し
て
、

棉
花
部
設
置
に
関
す
る
議
案
を
可
決
し
た
（

�）。
し
か
し
、
そ
の
後
に
定
め
ら
れ
た
規
則
の
第
六
条
で
、
棉
花
部
の
会
計
で
は
棉
花
の
損
益
を
一

括
せ
ず
、
実
際
の
損
益
は
各
店
が
負
担
す
る
と
し
た
た
め
（

�）、
七
月
一
六
日
、
飯
田
・
端
と
上
海
支
店
長
小
室
三
吉
が
連
名
で
「
建
議
書
」
を
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提
出
し
、
第
六
条
の
内
容
を
「
棉
花
部
ノ
会
計
ハ
毎
年
六
月
、
十
二
月
ノ
二
期
ト
定
メ
之
レ
ヲ
本
部
ニ
一
括
シ
損
益
決
算
書
ヲ
製
ス
ベ
シ
」

に
変
更
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
の
建
議
を
容
れ
、
七
月
一
九
日
、
第
六
条
を
「
建
議
書
」
の
よ
う
に
改
正
す
る
議
案
を
付
議
し
、
可
決
し
た
（

�）。

そ
の
後
、
一
八
九
六
年
三
月
二
一
日
の
達
に
よ
っ
て
「
棉
花
部
規
則
」
を
制
定
し
、
そ
の
第
七
条
で
「
棉
花
営
業
ハ
各
店
共
特
ニ
別
口
勘
定

ト
為
シ
各
店
ノ
決
算
期
ニ
悉
皆
損
益
勘
定
ヲ
棉
花
部
ヘ
収
集
シ
棉
花
部
ニ
於
テ
総
決
算
書
ヲ
調
製
シ
考
課
状
ヲ
添
ヘ
之
ヲ
本
店
ニ
差
出
ス
ヘ

シ
」
と
規
定
し
、
総
決
算
書
（
棉
花
部
全
体
の
決
算
書
）
を
作
成
す
る
よ
う
指
示
し
た
（

�）。

こ
の
指
示
に
基
づ
き
、
棉
花
部
が
一
八
九
六
年
下
期
に
作
成
し
た
総
決
算
書
の
内
容
は
、
第

10表
・
第

11表
の
と
お
り
で
あ
る
。
第

10表

の
資
料
は
、
大
阪
本
部
と
東
京
・
長
崎
・
上
海
・
ボ
ン
ベ
イ
・
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
各
支
部
の
「
収
入
之
部
」
と
「
支
出
之
部
」

の
数
値
を
合
計
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
大
阪
・
上
海
で
は
綿
糸
も
繰
入
（

	））
。
「
支
出
之
部
」
の
内
訳
に
「
利
子
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
支

出
之
部
」
は
間
接
経
費
を
含
ん
だ
数
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
純
益
金
が
棉
花
部
全
体
で
五
万
四
九
六
九
円
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ど
の
店
が
ど
れ
だ
け
純
益
金
・
純
損
金
を
計
上
し
て
い
る
か
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に
「
損
益
勘
定
表
」
（
第

11表
）

が
作
成
さ
れ
た
。
一
八
九
六
年
下
期
に
つ
い
て
は
、
棉
花
部
全
体
の
貸
借
対
照
表
は
三
井
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
一
八
九
八
年

上
期
に
つ
い
て
は
棉
花
部
全
体
の
貸
借
対
照
表
が
残
さ
れ
て
い
る
（


）。

三
井
物
産
で
は
綿
花
だ
け
で
な
く
、
営
口
大
豆
・
大
豆
粕
、
北
海
道
産
海
産
物
・
海
産
肥
料
に
つ
い
て
も
複
数
店
が
共
同
で
計
算
す
る
仕

組
み
を
導
入
し
（

�）、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
に
「
共
通
計
算
規
程
」
を
制
定
し
た
（

�）。
こ
の
規
程
は
、

必
要
に
応
じ
て
個
々
の
商
品
に
関
し
て
共
通
計
算
を
導
入
で
き
る
よ
う
、
そ
の
基
本
的
な
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
程
制
定
の

た
め
棉
花
部
は
八
月
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
綿
花
と
輸
出
綿
糸
の
取
引
を
共
通
計
算
で
お
こ
な
う
た
め
、
新
た
に
共
通
計
算
規
程
に
基
づ
き

大
阪
支
店
を
そ
の
首
部
に
定
め
た
（

）。

「
共
通
計
算
規
程
」
で
は
、
第
一
に
、
首
部
は
売
越
買
越
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
損
失
を
負
担
し
（
第
一
五
条
）
、
第
二
に
、
仕
入
店
は
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「
自
カ
ラ
利
益
ヲ
収
受
セ
」
（
第
一
〇
条
）
ず
（

�）、

為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
た
損
益
だ
け

を
首
部
に
付
け
替
え
（
第
一
七
条
）
、
第
三
に
、

販
売
店
の
損
益
は
当
該
商
品
の
損
益
を
「
別
離

セ
ス
、
毎
季
其
店
一
般
ノ
損
益
ニ
加
算
」
（
第

一
六
条
）
し
、
第
四
に
、
首
部
で
は
な
く
、
三

井
物
産
本
店
本
部
が
「
各
関
係
店
ノ
勘
定
書
ヲ

総
合
シ
テ
」
「
其
損
益
ノ
成
績
ヲ
明
ニ
」
（
第
一

八
条
）
す
る
と
な
っ
て
い
る
。

「
共
通
計
算
規
程
」
で
は
、
か
つ
て
の
棉
花

部
の
よ
う
に
関
係
店
が
綿
花
取
引
の
勘
定
を
分

離
し
て
、
棉
花
部
本
部
が
そ
れ
ら
の
勘
定
を
取

り
ま
と
め
る
と
い
う
よ
う
に
は
定
め
て
い
な
い
。

し
か
し
、
各
店
が
当
該
商
品
に
つ
い
て
、
間
接

経
費
を
も
含
め
て
勘
定
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
綿

花
の
仕
入
店
で
あ
る
上
海
支
店
で
は
一
八
九
八

年
下
期
の
「
棉
花
損
益
明
細
」
と
「
棉
糸
損
益

168

（単位：円）

合計

24,669.355

13,182.685

7,075.447

－65.990

31,207.970

2,114.500

2,267.400

262.210

80,713.577

差引残損益
税金 車賃 雑費 利子 合計

205.331 350.266 4,316.322 20,353.033

152.300 464.838 2,726.737 7,411.965 5,770.720

175.896 625.763 －1,300.150 1,052.396 6,023.051

… … … … 記載なし －65.990

1,111.110 328.810 1,453.550 525.350 12,963.590 18,244.380

… … … … 記載なし 2,114.500

… … … … 記載なし 2,267.400

… … … … 記載なし 262.210

1,287.006 686.441 2,894.417 1,951.937 25,744.273 54,969.304

1906年、三井文庫所蔵史料 物産561）。

そのため「支出之部」欄に数値の記載がない。上海、倫敦、紐育の支部についても同様である。



明
細
」
と
い
う
損
益
計
算
書
を
作
成
し
て
お
り
、

「
綿
花
損
益
明
細
」
に
は
、
給
料
・
家
賃
・
税

金
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
間
接
経
費
を
店
全
体
の

間
接
経
費
の
一
律
一
〇
％
と
し
て
計
上
し
て

い
る
（

�）。
ま
た
綿
花
の
販
売
店
で
あ
る
名
古
屋
支

店
で
は
一
九
〇
〇
年
下
期
の
「
棉
花
損
益
表
」

（
第

12表
）
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
間

接
経
費
（
「
通
常
経
費
」
）
の
う
ち
、
給
料
以
外

は
店
全
体
の
三
分
の
一
を
割
り
当
て
、
給
料
に

つ
い
て
は
独
自
に
計
算
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
第

13表
）。

「
共
通
計
算
規
程
」
に
基
づ
い
て
、
一
八
九

八
年
（
明
治
三
一
）
八
月
一
日
か
ら
石
炭
を
対

象
商
品
に
指
定
し
て
、
首
部
を
東
京
本
店
本
部

に
置
き
、
八
月
一
〇
日
に
は
牛
荘
大
豆
及
大
豆

粕
を
対
象
商
品
に
指
定
し
て
、
首
部
を
兵
庫
支

店
に
置
き
、
一
八
九
九
年
下
期
か
ら
は
輸
出
綿

布
を
対
象
商
品
に
指
定
し
て
、
本
店
営
業
部
に
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第10表 棉花部の収益と費用（1896年下期）

名称
「収入之部」（収益）

印度綿益金 中国綿益金 米国綿益金 雑綿益金 雑損益 綿糸益金

大阪棉花部 19,986.919 454.715 3,646.387 289.560 160.000 131.774

東京棉花支部 10,757.538 914.588 1,510.559

長崎棉花支部 4,846.665 1,882.367 346.415

上海棉花支部 1,172.360 －1,238.350

孟買棉花支部 26,841.070 4,366.900

倫敦棉花支部 2,114.500

同 上半季 2,267.400

紐育棉花支部 262.210

小計 62,432.192 4,424.030 10,147.471 289.560 4,526.900 －1,106.576

名称
「支出之部」（費用）

給料 旅費 接待費 郵便税 電信料 印紙税

大阪棉花部 1,350.000 632.995 1,395.290 93.440 283.490 5.510

東京棉花支部 812.700 425.200 621.850 130.120 1,989.620 18.600

長崎棉花支部 1,191.271 359.616

上海棉花支部 … … … … … …

孟買棉花支部 5,176.110 1,388.890 249.340 104.080 2,617.530 8.820

倫敦棉花支部 … … … … … …

同 上半季 … … … … … …

紐育棉花支部 … … … … … …

小計 8,600.081 2,806.701 2,266.480 327.640 4,190.640 32.930

出所）「三井物産合名会社棉花部29年下半季総損益一覧表」（「�三井物産合名会社明治29年下半季決算勘定書類�」

注） 1.上海棉花支部の「収入之部」欄の数値は、益金ではなく、益金から費用を引いた純益金の数値である。

孟買棉花支部の「雑損益」欄の数値は「綿花手数料」の数値である。

2.「…」は不詳。



首
部
を
置
き
、
一
八
九
九
年
八
月
一
二
日
に
は
営
口
小
豆
を
対
象
商
品
に
指
定
し
て
、
兵
庫

支
店
に
首
部
を
置
い
た
（

�）。

首
部
の
設
置
が
適
切
で
は
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
独
自
に
規
程
を
設
け
て
共
通
計
算
を

始
め
た
。
生
糸
（
日
本
産
）
に
つ
い
て
は
、
横
浜
支
店
（
仕
入
店
）
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店

（
販
売
店
）
と
の
間
で
共
通
計
算
を
お
こ
な
う
た
め
、
一
八
九
九
年
三
月
一
日
、
独
自
に

「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」
を
制
定
し
、
燐
寸
（
日
本
産
）
に
つ
い
て
は
、
七
月
一
九
日

に
「
燐
寸
輸
出
取
扱
規
程
」
を
制
定
し
て
、
仕
入
店
（
大
阪
支
店
）
と
販
売
店
と
の
間
で
共

通
計
算
を
開
始
し
た
。
輸
出
米
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
首
部
を
設
置
す
る
た
め
、
九
月
一
六

日
、
「
輸
出
米
共
通
計
算
取
扱
規
則
」
を
制
定
し
、
兵
庫
支
店
に
仕
入
首
部
、
ロ
ン
ド
ン
支

店
に
販
売
首
部
を
設
置
し
た
（

�）。

こ
の
よ
う
に
「
共
通
計
算
規
程
」
に
基
づ
か
な
い
共
通
計
算
を
次
々
に
実
施
し
た
た
め
、

一
九
〇
〇
年
二
月
九
日
に
「
共
通
計
算
規
程
」
を
廃
止
し
、
同
日
、
「
営
業
規
則
」
第
八
条

を
改
正
し
て
「
商
品
ニ
関
ス
ル
計
算
ヲ
共
通
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」
と
定
め
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
に
適
し
た
共
通
計
算
を
お
こ
な
う
こ
と
し
た
（

�）。

「
共
通
計
算
規
程
」
廃
止
ま
で
で
み
る
と
、「
共
通
計
算
規
程
」
に
基
づ
く
石
炭
、
牛
荘
大

豆
及
大
豆
粕
、
輸
出
綿
布
、
営
口
小
豆
の
取
引
で
は
各
店
内
の
他
の
商
品
と
区
別
し
て
、
間
接
経
費
を
割
り
当
て
て
純
損
益
を
算
出
す
る
必

要
が
あ
り
、
「
共
通
計
算
規
程
」
以
外
の
規
則
に
よ
る
共
通
計
算
の
う
ち
、
輸
出
米
に
つ
い
て
も
同
様
に
算
出
す
る
必
要
（
生
糸
に
つ
い
て

は
後
述
）
が
あ
っ
た
（

�）。
こ
の
よ
う
な
経
験
が
期
末
決
算
の
時
に
、
商
品
毎
に
純
損
益
を
計
算
す
る
よ
う
指
示
し
た
達
（
一
九
〇
一
年
五
月
二
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第11表 棉花部の損益計算書（1896年下期） （単位：円）

「支出之部」 「収入之部」

上海棉花支部損失 65.990 大阪棉花部益金 20,193.033

東京棉花支部益金 5,770.720

長崎棉花支部益金 6,023.051

孟買棉花支部益金 18,244.380

龍動棉花支部益金 2,114.500

同所（上半季益金） 2,267.400

紐育棉花支部益金 262.210

差引純益 54,969.304 雑益（水気検査違約金戻ル） 160.000

合計 55,035.294 合計 55,035.294

出所）「三井物産合名会社棉花部明治29年下半季損益勘定表」（「�三井物産合名会社

明治29年下半季決算勘定書類	」1906年、三井文庫所蔵史料 物産561）。

注） 本表の「益金」は純益金のことである。



五
日
）
へ
と

�が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
達
へ
と

�が
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
事
例
を
み
よ
う
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
は
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
六
月
一
八
日
に
設
置
さ
れ
た
。
設
置
の

主
要
な
目
的
は
、
三
井
工
業
部
（
富
岡
製
糸
所
と
大
嶹
製
糸
所
）
の
生
糸
を
販
売
す
る
た
め

で
あ
っ
た
（

�）。
居
留
地
の
外
商
が
日
本
生
糸
の
輸
出
を
支
配
し
、
日
本
人
商
人
が
ほ
と
ん
ど
生

糸
の
輸
出
（
直
輸
出
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
を
打
開
し
、
自
ら
生
糸
輸
出

を
大
規
模
に
行
う
と
い
う
困
難
な
目
的
の
た
め
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
が
開
設
さ
れ
た
。
支

店
開
設
の
二
期
目
で
あ
る
一
八
九
七
年
上
期
決
算
（
一
八
九
七
年
五
月
末
決
算
）
を
み
る
と

（
第

14表
）
、
「
器
械
及
雑
品
」
、
「
鉄
道
用
品
」
、

「
生
糸
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
損
益
計
算
書
を
作

成
し
、
い
ず
れ
も
給
料
、
借
家
料
、
家
具
消
却

（
償
却
）
な
ど
の
間
接
経
費
を
算
入
し
て
、
当
期

純
益
金
を
算
出
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
生
糸
だ
け

に
、
「
売
掛
準
備
積
立
金
」
二
五
〇
〇
円
（
一
二

〇
〇
ド
ル
）
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
積
立
金
控

除
後
の
「
当
期
純
利
益
」
が
二
五
六
三
円
二
一
銭

（
一
二
三
〇
ド
ル
三
四
セ
ン
ト
）
な
の
で
、
控
除

前
の
純
益
金
の
約
半
分
を
控
除
し
て
積
み
立
て
た
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第13表 名古屋支店の通常経費（1900年下期）

（単位：円）

摘要
棉花掛の
通常経費

支店全体の
通常経費

棉花掛
の比率

給料 984.058 3481.093 28.269％

旅費 17.920 53.760 33.333％

印紙 7.130 21.390 33.333％

郵便 37.355 112.065 33.333％

電信 40.500 121.500 33.333％

車賃 39.875 119.625 33.333％

接待費 46.935 140.805 33.333％

進物費 15.565 46.695 33.333％

雑費 104.256 312.768 33.333％

税金 151.800 455.405 33.333％

借家賃 93.688 281.062 33.334％

帳簿紙類 74.277 222.832 33.333％

文具 15.382 46.146 33.333％

消耗 57.785 173.355 33.333％

合計 1686.527 5588.501 30.179％

給料／合計 58.3％ 62.3％

出所） 名古屋支店勘定掛「明治33年下半季棉花損益表」、

名古屋支店勘定掛「明治33年下半季棉花掛経費明

細」、名古屋支店勘定掛「明治33年下半季通常経

費明細」（「明治33年下半季棉花損益表」1899�1900

年、三井文庫所蔵史料 物産567）。

注） 出所史料では棉花掛の通常経費のうち車賃が39円

895となっている。しかし、誤りのため39円875に訂

正した。

第12表 名古屋支店綿花損益
（1900年下期） （単位：円）

摘要 費用 収益

印度綿益金 1,344.130

米国綿益金 2,019.255

中国綿益金 2,140.498

利子 952.770

経費 2,928.462

綿花純益金 1,622.651

合計 5,503.883 5,503.883

出所） 名古屋支店勘定掛「明治33年下半

季棉花損益表」（三井物産「明治33年

下半季棉花損益表」1899�1900年、三

井文庫所蔵史料 物産567）。



こ
と
に
な
る
。
積
立
金
が
必
要
で
あ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
米
国
ノ
機
業
家
ハ
無
資
本
小
仕
掛
ケ
ノ
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
織
物
市
場
ノ
変

動
毎
ニ
起
仆
相
接
シ
、
小
心
翼
々
事
ニ
従
フ
モ
貸
倒
レ
ヲ
免
レ
ズ
、
是
レ
特
ニ
紐
育
支
店
ニ
限
リ
滞
貸
準
備
金
ヲ
設
ク
ル
所
以
ナ
リ
（

�）」
と
後

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
生
糸
取
引
で
大
き
な
代
金
回
収
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
た
め
、
生
糸
取
引
勘
定
を
他
の
勘
定
か
ら
明
確
に
区
別
し
、
積
立
金
控

除
前
の
純
損
益
を
計
算
し
、
そ
こ
か
ら
積
み
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
生
糸
取
引
と
区
分
す
る
た
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
は

他
の
商
品
に
関
し
て
、
一
八
九
七
年
上
期
で
は
「
器
械
及
雑
品
」、「
鉄
道
用
品
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
純
損
益
計
算
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に

同
年
下
期
に
は
「
綿
花
」、
一
八
九
八
年
上
期
に
は
「
雑
品
」、
下
期
に
は
「
石
炭
」
を
独
立
さ
せ
て
、
純
損
益
計
算
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（

�）。

な
お
、
生
糸
に
関
し
て
は
、
「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」
が
一
八
九
九
年
三
月
一
日
制
定
さ
れ
、

横
浜
支
店
の
生
糸
関
係
の
諸
経
費
を
期
末
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
へ
付
け
替
え
（

�）、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支

店
で
日
本
生
糸
の
損
益
計
算
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
損
益
計
算
書
を
本
店
本
部
に
報
告
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
は
、
大
き
な
代
金
回
収
リ
ス
ク
を
伴
う
生
糸

商
売
を
拡
張
す
る
た
め
に
間
接
経
費
も
算
入
し
た
純
損
益
計
算
を
お
こ
な
っ
て
積
立
を
す
る
必
要
か

ら
、
純
損
益
の
計
算
を
お
こ
な
い
、
そ
の
方
法
が
他
の
主
要
な
商
品
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
も
適
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
支
店
全
体
と
し
て
、
主
要
な
商
品
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
間
接
経

費
を
割
り
当
て
、
純
損
益
計
算
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
の
経
験

が
三
井
物
産
全
体
で
各
商
品
に
つ
い
て
純
損
益
を
計
算
す
る
達
へ
と

�が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
で
は
二
つ
の
系
譜
の
計
算
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が
、
各
店
で
の
商
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（単位：円）

当期純利益
家具消却 売掛準備積立金 小計

41.67 1,760.42 2,245.98

145.83 5,965.72 8,374.64

74.83 2,500.00 8,058.21 2,563.21

262.33 2,500.00 15,784.35 13,183.83

益表、同じく「生糸之部 損益表」1897年上期（「�三井物産

純益金の数値は13,183円で、上記の当期純益を合計した数値と

14,094円13銭とは、上記の合計の数値はやや異なる。



品
毎
の
純
損
益
計
算
を
指
示
し
た
以
下
の
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
五
月
二
五
日
達
（

�）に

�が
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

達
第
十
八
号

従
来
利
息
並
諸
経
費
ハ
之
ヲ
一
括
シ
テ
記
帳
ス
ル
ノ
傾
ア
リ
シ
ト
雖
モ
斯
ク
テ
ハ
実
際
各
商
品
ノ
正
確
ナ

ル
損
益
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
爾
今
計
算
上
太
ニ
甚
シ
キ
煩
雑
ヲ
来
サ
ヽ
ル
モ
ノ
ハ
可
成
的
之
ヲ

各
商
品
ニ
分
別
負
荷
セ
シ
ム
ヘ
シ

前
項
分
別
外
ニ
経
費
ト
シ
テ
残
存
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
毎
決
算
期
ニ
於
テ
各
商
品
ノ
損
益
明
細
表
ヲ
調
製
ス
ル

ニ
際
シ
其
商
品
取
扱
上
ノ
労
力
手
数
等
ヲ
斟
酌
シ
之
ヲ
各
商
品
ニ
割
リ
付
ケ
タ
ル
表
ヲ
製
シ
各
商
品
個
々

ノ
損
益
結
果
ヲ
概
見
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ヘ
シ

各
店
諸
経
費
ノ
増
減
如
何
ヲ
見
テ
経
費
節
減
ノ
資
ニ
供
ス
ル
ハ
極
メ
テ
必
要
ノ
事
項
ナ
ル
ヲ
以
テ
各
店
一

切
ノ
経
費
ハ
従
前
ノ
通
リ
毎
月
調
査
課
ヘ
報
告
ス
ヘ
シ

右
相
達
候
也

明
治
三
十
四
年
五
月
廿
五
日

社
長

こ
の
達
は
、
利
息
及
諸
経
費
を
一
括
せ
ず
、
で
き
る
だ
け
各
商
品
に
賦
課
し
、
そ
れ
で
も
残
っ
た

経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
品
取
引
上
の
「
労
力
手
数
」
を
斟
酌
し
て
各
商
品
に
割
り
当
て
て
、
そ

れ
ら
を
ま
と
め
て
「
各
商
品
ノ
損
益
明
細
表
」
を
作
成
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
な
お
、
「
損
益
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第14表 三井物産ニューヨーク支店の商品別損益計算書（1897年上期）

商品
収入之部 支出之部

総利益金 電信料 雑費割合 給料割合 借家料割合 郵便

器械及雑品 4,006.40 260.42 666.67 625.00 156.25 10.41

鉄道用品 14,340.36 1,214.35 1,395.96 2,500.00 677.08 32.50

生糸 10,621.12 1,703.00 592.58 2,500.00 677.08 10.42

合計 28,967.88 3,178.07 2,655.21 4,000.00 1,510.41 53.33

出所） 三井物産ニューヨーク支店「器械及雑品之部 損益表」1897年上期、同じく「鉄道用品之部 損

合名会社明治30年上半季決算書類�」1897年、三井文庫所蔵史料 物産562）。

注）「三井物産合名会社概覧」1903年（『三井事業史』資料�3）468ページに記載のニューヨーク支店の

一致する。しかし、三井物産「LEDGER］1897年上期に記載された「紐育店上半季損益差引残」（純益）



明
細
表
（

�）」
に
よ
っ
て
「
各
商
品
個
々
ノ
損
益
結
果
ヲ
概
見
ス
ル
ノ
用
ニ
供
」
し
、
さ
ら
に
各
店
の
経
費
を
節
減
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
達
は
損
益
明
細
表
の
書
式
を
定
め
て
い
な
い
。

「
損
益
明
細
表
」
の
書
式
を
定
め
た
の
は
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
三
月
三
〇
日
の
達
で
あ
る
（

�）。
第

4図
に
示
し
た
よ
う
な
活
版
印
刷

し
た
書
式
を
本
店
調
査
課
が
配
布
し
、
一
九
〇
四
年
上
期
か
ら
、
こ
れ
に
各
店
が
記
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
達
か
ら
し
ば
ら
く
後
の
決
算
期
ま
で
、
実
際
に
作
成
さ
れ
た
損
益
明
細
表
は
未
見
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
九
一
七
年
上
期
の
シ
ア
ト

ル
出
張
員
の
損
益
明
細
表
（

�）と
、
一
九
一
四
年
六
月
一
六
日
制
定
の
「
会
計
細
則
（

�）」
に
よ
っ
て
表
記
の
標
準
的
な
方
法
を
説
明
し
よ
う
。
一
番

左
の
「
勘
定
科
目
」
欄
に
は
、
販
売
業
の
部
、
問
屋
業
の
部
、
運
送
業
の
部
、
代
理
業
の
部
、
損
益
勘
定
の
部
を
こ
の
順
序
で
記
載
し
、
さ

ら
に
販
売
業
の
部
と
問
屋
業
の
部
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
輸
出
、
輸
入
、
内
国
売
買
、
外
国
売
買
」
の
項
目
（
日
本
を
基
準
と
し
た
分
類
）

を
こ
の
順
序
で
記
載
す
る
。
左
か
ら
二
番
目
の
「
種
目
」
欄
に
は
、
上
記
項
目
別
に
商
品
名
を
記
載
す
る
。
た
と
え
ば
シ
ア
ト
ル
支
店
で
は
、

販
売
業
の
部
の
「
輸
出
」
（
日
本
か
ら
の
輸
出
）
の
項
目
に
木
材
、
大
豆
、
油
、
種
子
、
コ
ー
リ
ャ
ン
、
雑
品
の
六
品
目
を
、
「
輸
入
」
（
日

本
へ
の
輸
入
）
の
項
目
に
は
、
木
材
、
パ
ル
プ
、
ホ
ッ
プ
、
化
学
品
、
鉄
鋼
の
五
品
目
を
、「
外
国
売
買
」（
日
本
以
外
の
地
域
で
の
取
引
）

の
項
目
に
は
、
木
材
、
麻
袋
、
卵
加
工
品
、
化
学
品
、
古
新
聞
、
ス
ズ
缶
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
、
雑
品
の
八
品
目
を
記
載
し
て
い
る
（

�）。
そ
し
て
、

記
載
し
た
品
目
別
に
、
取
扱
高
な
ど
の
数
値
を
記
載
す
る
（
な
お
「
呼
称
」
欄
に
は
「
数
量
又
ハ
件
数
」
の
単
位
を
記
載
）
。
こ
の
よ
う
に

し
て
品
目
別
に
「
総
損
益
」
か
ら
「
諸
経
費
其
他
諸
損
割
当
高
」（
間
接
経
費
の
割
当
）
を
引
い
て
「
純
損
益
」
を
算
出
す
る
。

こ
の
よ
う
に
損
益
明
細
表
に
は
品
目
別
に
純
損
益
が
算
出
さ
れ
る
た
め
、
店
の
担
当
掛
毎
に
取
扱
品
目
を
集
計
す
る
と
、
担
当
掛
の
業
績

（
取
扱
高
、
総
損
益
、
純
損
益
）
が
判
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
掛
が
ど
れ
だ
け
店
の
純
益
に
貢
献
し
た
か
を
把
握
で
き
、

職
員
個
人
（
掛
の
主
任
や
掛
員
）
の
担
当
商
品
の
業
績
を
み
る
こ
と
で
個
人
の
成
績
を
か
な
り
の
程
度
客
観
的
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
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勘定科目 種目 取扱高
呼
称
数量
又ハ件数

総損益

取扱高
ニ対ス
ル平均
割合

諸経費其他
諸損割当高

純損益

取扱高
ニ対ス
ル平均
割合

○
勘
定
科
目
ハ
損
益
表
ノ
順
序
ニ
依
テ
排
列
ス
ヘ
シ

○
種
目
ハ
商
品
ニ
在
テ
ハ
其
品
名
、
船
舶
ニ
在
テ
ハ
其
積
載
貨
物
ノ
類
別
ニ
依
テ
之
ヲ
明
記
ス
ヘ
シ
（
社
船
及
定
期
雇
船
ニ
在
テ
ハ
尚
ホ
各
其
船
名
ニ
従
テ
之
ヲ
区
別
ス
ヘ
シ
）

○
諸
経
費
ハ
総
損
益
ノ
金
高
ヨ
リ
諸
経
費
其
他
諸
損
ノ
割
当
高
ヲ
控
除
シ
タ
ル
純
損
益
額
ニ
シ
テ
此
勘
定
ノ
合
計
額
ハ
損
益
表
ニ
於
ケ
ル
其
季
ノ
総
順
損
益
高
ト
一
致
ス
ヘ
シ

○
呼
称
ハ
数
量
又
ハ
件
数
ノ
単
位
名
称
ヲ
著
ハ
ス

○
数
量
又
ハ
件
数
ハ
商
品
ニ
在
テ
ハ
其
取
扱
数
量
、
船
舶
ニ
在
テ
ハ
積
載
量
、
保
険
及
ヒ
倉
庫
業
ニ
在
テ
ハ
其
取
扱
件
数
ヲ
各
其
種
目
ニ
従
ヒ
之
ヲ
分
記
ス
ヘ
シ

○
総
損
益
ハ
各
種
目
ニ
対
シ
各
別
ニ
其
取
扱
ノ
口
銭
又
ハ
損
益
額
ヲ
表
示
ス
ヘ
シ

○
諸
経
費
其
他
諸
損
割
当
高
ハ
通
常
経
費
、
臨
時
費
、
支
払
利
息
、
雑
損
、
及
家
具
什
器
ノ
償
却
高
等
商
品
直
接
ノ
経
費
ニ
ア
ラ
サ
ル
一
般
損
失
ヲ
各
種
目
ニ
応
シ
割
当
ラ
ル
額
ヲ
示
ス
ヘ
シ

○
諸
経
費
ハ
総
損
益
ノ
金
高
ヨ
リ
諸
経
費
其
他
諸
損
ノ
割
当
高
ヲ
控
除
シ
タ
ル
純
損
益
額
ニ
シ
テ
此
勘
定
ノ
合
計
額
ハ
損
益
表
ニ
於
ケ
ル
其
季
ノ
総
順
損
益
高
ト
一
致
ス
ヘ
シ

○
損
益
表
ニ
於
ケ
ル
雑
損
益
勘
定
ノ
内
訳
ハ
本
表
ニ
於
テ
出
来
得
ル
丈
ケ
之
ヲ
分
類
シ
各
其
種
目
ヲ
掲
記
ス
ヘ
シ

％ ％

社
長

第4図 三井物産の損益明細表の書式

三井物産合名会社 支店損益明細表

明治 年 半季



ま
た
、
同
一
品
目
（
た
と
え
ば
木
材
）
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
取
扱
店
の
純
損
益
を
集
計
す
る
こ
と
で
、
三
井
物
産
全
体
で
ど
れ
だ
け
の

純
損
益
を
計
上
し
た
の
か
を
計
算
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
全
体
で
品
目
別
に
純
損
益
計
算
を
お
こ
な
え
る
状
況
が

生
ま
れ
た
後
に
、「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」（
一
九
一
一
年
七
月
六
日
制
定
）
に
基
づ
き
、
特
定
の
商
品
を
担
当
す
る
商
品
部
が
設
立
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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第15表 店作成の二種類の損益関係計算書

損益計算書 損益明細表

「収入」（項目） 販売業 （品目別に記入）

おおまかな商品カテゴリー毎
の「益金」（総益金）

取扱高

取扱数量

総損益おおまかな商品カテゴリー毎
の手数料

海上保険取扱手数料 諸経費其他諸損割当額

船舶取扱手数料 純損益

利息（差引プラスの場合）

問屋業 （品目別に記入）

当期純損（赤字の場合） 取扱高

合計 取扱数量

「支出」（項目） 総損益

おおまかな商品カテゴリー毎
の「損金」（総損金）

諸経費其他諸損割当額

純損益

雑損金

給料 運送業 （区分毎に記入）

郵便税 取扱高

印紙税 取扱数量

電信料 総損益

旅費 諸経費其他諸損割当額

接待費 純損益

家賃 代理店業 （区分毎に記入）

営繕費 取扱高

文具費 取扱数量

通信費 総損益

車船賃 諸経費其他諸損割当額

交際費 純損益

消耗品 損益勘定 （区分毎に記入）

賄費 総損益

家具償却金

利息（差引マイナスの場合） 合計 取扱高

（以下、経費項目省略） 総損益

当期純益（黒字の場合） 諸経費其他諸損割当額

合計 純損益

注） 1.損益計算書の項目については、1904年頃のものが三井文庫に保存されて

いないため、これ以前の1896年上期の大阪支店、神戸支店、上海支店、

シンガポール支店などの損益計算書（三井物産「�三井物産合名会社明治

29年上半季決算勘定書類�」1896年、三井文庫所蔵史料 物産560）の項目

を掲出した。

2.損益計算書では、個々の商品毎ではなく、おおまかな商品毎に「益金」

「手数料」を計上する。1896年上期の大阪支店では「三池石炭」「雑石炭」

「鉱山依頼品」「鉱物類」「内地雑品」「諸向輸出品」「輸入器械」「輸入雑品」

「器械付属品」「時計」という商品カテゴリーである。



上
述
の
書
式
の
損
益
明
細
表
が
加
わ
っ
た
た
め
、
三
井
物
産
の
各
店
で
は
二
種
類
の
損
益
に
関
わ

る
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
を
比
較
す
る
と
（
第

15表
）
、
損
益
計
算
書
で

は
、
「
収
入
」
の
部
に
、
商
品
の
取
扱
高
は
記
載
さ
れ
ず
、
商
品
の
総
益
金
・
手
数
料
な
ど
が
記
載

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
商
品
の
総
益
金
は
、
粗
利
益
（
販
売
値
段
か
ら
仕
入
値
段
〔
売

上
原
価
〕
を
引
い
た
も
の
）
か
ら
直
接
経
費
（
運
賃
・
保
険
料
・
電
信
料
な
ど
）
を
引
い
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
商
品
の
総
益
金
・
手
数
料
は
、
品
目
毎
で
は
な
く
、
お
お
ま
か
な
商
品
カ
テ
ゴ
リ

ー
毎
に
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
現
代
（
戦
後
日
本
）
と
異
な
り
、
商
品
取
扱
高
（
売
上
高
）
は
企

業
の
秘
密
に
属
す
る
数
値
で
あ
る
た
め
、
損
益
計
算
書
の
「
収
入
」
（
収
益
）
に
は
総
益
金
を
示
す

の
が
通
例
で
あ
り
、
三
井
物
産
で
も
同
様
で
あ
る
。「
支
出
」（
費
用
）
の
部
に
は
各
種
の
間
接
経
費

や
、
商
品
の
総
損
金
な
ど
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
益
明
細
表
に
は
取
扱
高
（
合

計
）
と
い
う
企
業
の
秘
密
に
属
す
る
数
値
だ
け
で
な
く
、
品
目
別
取
扱
高
・
品
目
別
総
損
益
・
品
目

別
純
損
益
と
い
う
詳
細
な
数
値
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
で
は
、
一
九
〇
四
年
上
期
以
降
、
新
た
な
損
益
明
細
表
の
作
成
に
よ
っ
て

支
店
の
状
況
を
詳
細
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
損
益
明
細
表
の
作
成
方
法
や

内
容
に
は
二
つ
の
未
解
決
の
問
題
が
孕
ま
れ
て
お
り
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
問
題
は
持
ち
越
さ
れ

た
。第
一
の
問
題
は
、
間
接
経
費
（
間
接
諸
掛
）
の
割
当
基
準
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
前
述
の
よ
う
に
一
九
〇
一
年
達
第
一
八
号
で
は
「
其
商
品
取
扱
上
ノ
労
力
手
数
等
ヲ
斟
酌
シ
之
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第16表 間接経費の割当方法（1919年頃）

主タル基準 店数 店名

取扱金額 5店 小�、台北、大連、シンガポール、バンコク

掛員給料額 14店 東京、名古屋、大阪、門司、三池、台南、釜山、青島、上海、芝罘、漢
口、香港、シドニー、ボンベイ

損益 2店 長崎、マニラ

不詳 21店 神戸、京城、群山、仁川、天津、福州、厦門、汕頭、広東、スラバヤ、
スマラン、バタビヤ、カルカッタ、ラングーン、ロンドン、マルセイユ、
ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバー、ベノスア
イレス

出所） 三井物産株式会社穀肥部「第2回穀肥部打合会議々事録」1919年10月、73�74ページ（Entry#71

Container#18）73�74ページ。



ヲ
各
商
品
ニ
割
リ
付
ケ
」
る
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
具
体
的
に
何
を
基
準
と
す
る
か
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
一
九

年
頃
に
お
い
て
も
（
第

16表
）、
主
た
る
基
準
が
職
員
給
料
額
（「
掛
員
給
料
額
」
）
で
あ
っ
た
り
、
取
扱
高
（「
取
扱
金
額
」）
で
あ
っ
た
り
、

総
損
益
（「
損
益
」
）
で
あ
っ
た
り
と
、
店
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
っ
た
。
基
準
が
判
明
し
て
い
る
店
の
な
か
で
は
職
員
給
与
額
の
店
が
一
四
店

で
、
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。

そ
の
後
、
正
確
な
時
点
は
不
明
な
も
の
の
一
九
二
九
年
ま
で
に
、
各
部
商
品
と
部
外
商
品
な
ど
に
間
接
経
費
（「
一
般
経
費
」）
を
割
り
当

て
る
標
準
を
「
従
業
員
ノ
給
料
手
当
」
と
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
割
当
の
基
準
は
、
店
が
負
担
す
る
職
員
の
給
料
・
手
当
で
あ
り
、
す

べ
て
の
商
品
部
に
対
し
て
明
解
で
統
一
的
な
基
準
が
適
用
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
各
細
目
（
た
と
え
ば
石
炭
部
で
は
、
炭
種
別
、
油
類
別
）
へ

の
割
当
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
各
店
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
た
（

�）。

第
二
の
問
題
は
、
各
店
の
勘
定
掛
に
と
っ
て
、
品
目
別
に
間
接
経
費
を
割
り
当
て
、
純
損
益
を
計
算
す
る
こ
と
が
極
め
て
煩
雑
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
、
達
第
七
号
一
九
三
一
年
三
月
一
三
日
に
よ
っ
て
間
接
経
費
・
純
損
益
の
計
上
方
法
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
変
更
し
た
。
「
経
費
ハ
各
商
品
別
ニ
一
々
之
レ
ヲ
計
上
セ
ズ
、
部
別
又
ハ
掛
別
商
品
ノ
総
損
益
合
計
欄
ノ
右
側
経
費
ノ
欄
ニ
一
本
ニ
テ
示

シ
、
其
差
引
残
ヲ
其
右
側
純
損
益
欄
ニ
記
載
シ
、
下
部
ニ
取
扱
高
・
総
損
益
・
経
費
及
純
損
益
ノ
総
計
ヲ
夫
々
記
入
ス
ル
事
ニ
改
メ
申
候
（

�）」。

こ
の
よ
う
に
「
経
費
」（
間
接
経
費
）
と
純
損
益
は
、
品
目
別
に
計
上
し
な
い
で
、
商
品
部
別
あ
る
い
は
掛
別
に
計
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
改
正
は
勘
定
掛
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
基
準
不
統
一
な
品
目
別
の
間
接
経
費
割
当
を
な
く
す
こ
と
で
、
間
接
経
費
の
割
当
基

準
を
「
従
業
員
ノ
給
料
手
当
」
に
収
斂
さ
せ
、
不
統
一
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（

1）
三
井
物
産
「
日
記
」
一
八
九
一
～
一
八
九
二
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
六
）
一
八
九
二
年
五
月
一
八
日
条
。
最
初
の
「
三
井
物
産

会
社
営
業
規
則
」
は
六
章
四
六
条
と
記
さ
れ
て
い
る
。
条
文
改
正
後
、
一
八
九
二
年
中
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
六
章
四
四
条
の
「
三
井
物
産
会
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社
営
業
規
則
」（
「

�

社
内
調
査
資
料

�

」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
八
九
）
で
も
第
二
八
条
で
「
各
店
ハ
銘
々
独
立
ノ
計
算
ヲ
立
ル
モ
ノ
ト

ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
九
二
年
の
営
業
規
則
制
定
以
前
の
一
八
九
一
年
に
作
成
さ
れ
た
草
案
と
思
わ
れ
る
「
三
井
物
産
会
社

営
業
規
則
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

井
交
三
八
九
）
で
は
、
第
三
二
条
で
「
各
支
店
ハ
銘
々
独
立
ノ
計
算
ヲ
立
テ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
八
九
二
年
制
定
さ
れ
た
最
初
の
「
三
井
物
産
会
社
営
業
規
則
」
に
お
い
て
も
、
各
支
店
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
計
算
を
立
て
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（

2）
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
二
九

�六
。

（

3）
「
明
治
十
年
中
横
浜
支
店
ニ
テ
損
益
勘
定
」
一
八
七
七
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
二
九

�七
）
、
「
室
町
支
店
損
益
勘
定
」
一
八
七

八
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
三
〇

�一
二
）。
会
計
期
間
は
当
年
一
月
か
ら
一
二
月
で
あ
る
。

（

4）
「
三
井
物
産
会
社
損
益
表
」（
『
三
井
事
業
史
』
本

�、
第
二
巻
、
一
九
八
〇
年
）
二
九
三

�二
九
四
ペ
ー
ジ
。

（

5）
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
三
二

�二
。

（

6）
前
掲
「
三
井
物
産
会
社
損
益
表
」。
な
お
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
損
益
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
は
三
井
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。

（

7）
三
井
物
産
元
方
会
計
方
「
惣
損
益
勘
定
書
及
仕
訳
書
」
一
八
八
〇
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
三
二

�三
）
の
な
か
の
「
米
方
損
益

勘
定
書
」
、
「
島
方
損
益
勘
定
書
」
、
「
荷
物
方
損
益
勘
定
書
」
、
「
輸
出
方
損
益
勘
定
書
」
、
「
肥
料
方
損
益
勘
定
書
」
。
三
井
物
産
元
方
会
計
方

「
惣
勘
定
仕
訳
書
」
一
八
八
〇
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
三
二

�二
）
の
な
か
の
「
売
買
方
惣
勘
定
書
」
、
「
米
方
、
輸
出
方
、
肥
料

方
惣
勘
定
書
」。

（

8）
達
第
六
号
一
八
九
五
年
二
月
一
五
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
六
二
）
。
こ
の
文
書
の
上
部
に
「
廿

八
二
十
五
」
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（

9）
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
改
正
増
補
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�四
）
二
三

�二
五
、
一
四
一

�一
四
五

ペ
ー
ジ
。

（

10）
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
第
二
三
条
で
「
各
関
係
店
ハ
毎
半
季
末
本
規
則
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
商
品
ノ
損
益
並
経
常
費
ヲ
総
テ
部
ヘ
移
ス
ヘ
シ
」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
第
二
二
条
の
「
総
貸
借
対
照
表
、
総
損
益
計
算
表
」
の
「
総
」
の
意
味
は
「
関
係
店
」
を
含
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）

179



と
考
え
ら
れ
る
。

（
11）

棉
花
部
に
つ
い
て
は
「
棉
花
部
ノ
会
計
ハ
毎
年
六
月
十
二
月
二
期
ト
定
メ
之
レ
ヲ
本
部
ニ
一
括
シ
損
益
決
算
書
ヲ
製
ス
へ
シ
」
（
一
八
九
四

年
七
月
一
九
日
会
議
〔
改
定
〕
の
「
棉
花
部
事
務
章
程
」、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
一
五
）

と
規
定
さ
れ
、
米
穀
肥
料
部
に
つ
い
て
は
仕
入
店
・
販
売
店
は
「
電
信
料
及
経
費
ヲ
控
除
シ
正
味
損
益
ヲ
米
穀
肥
料
部
ニ
附
替
ヘ
同
部
ハ
之
ヲ

取
纏
メ
全
体
ノ
決
算
書
ヲ
作
製
ス
ヘ
シ
」
（
「
米
穀
肥
料
共
通
計
算
取
扱
規
則
」
達
第
二
二
号
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
制
定
、
三
井
物
産

「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
七
年
六
月
訂
正
増
補
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�二
、
一
八
七
ペ
ー
ジ
）、
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
部
全

体
の
損
益
を
計
算
す
る
組
織
と
な
っ
て
い
る
。

（

12）
「
機
械
鉄
道
用
品
共
通
計
算
取
扱
規
則
」（
達
第
二
六
号
一
九
〇
七
年
七
月
一
日
改
定
）
で
は
「
仕
入
店
及
販
売
店
ハ
毎
半
季
末
前
条
ニ
基
ツ

キ
自
店
ノ
勘
定
ニ
属
シ
タ
ル
損
益
ヲ
参
考
ノ
為
メ
首
部
ニ
報
告
ス
ヘ
シ
、
首
部
ハ
之
ヲ
総
括
シ
テ
会
社
全
体
ノ
機
械
鉄
道
用
品
ニ
関
ス
ル
総
損

益
勘
定
書
ヲ
調
製
シ
本
書
ヲ
社
長
ニ
提
出
シ
写
ヲ
各
仕
入
店
及
販
売
店
ニ
送
附
ス
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
。
仕
入
店
・
販
売
店
の
損
益
は
各
店
の

勘
定
に
属
し
て
い
る
。
仕
入
店
・
販
売
店
は
参
考
の
た
め
に
首
部
（
機
械
部
）
に
損
益
を
報
告
し
、
首
部
が
会
社
全
体
の
機
械
鉄
道
用
品
に
関

す
る
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
八
年
五
月
訂
正
増
補
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産

九
〇

�三
）
。

（

13）
「
北
海
道
漁
業
部
規
程
」
一
八
九
七
年
五
月
五
日
制
定
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
一
九
）。

（

14）
三
井
物
産
「
諸
達
」
一
八
九
二
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
九
）。
達
の
内
容
は
、「
其
店
ニ
於
ケ
ル
不
動
産
及
船
舶
、
諸
公
債
証
書
、

株
券
等
現
在
所
有
ノ
分
ハ
自
今
本
店
ニ
於
テ
直
轄
候
事
ニ
致
候
間
、
夫
々
原
価
付
立
悉
皆
本
店
へ
付
替
差
出
可
申
、
此
段
相
達
候
也
元
方
」

で
あ
る
。

（

15）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
粕
谷
誠
『
豪
商
の
明
治

�三
井
家
の
家
業
再
編
過
程
の
分
析

�』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
八
一

�

一
一
五
ペ
ー
ジ
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

（

16）
三
井
物
産
「

J
O
U
R
N
A
L
」
一
八
九
二
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
六
七
八
）
、
三
井
物
産
ロ
ン
ド
ン
支
店
「
総
勘
定
書
」
一
八

九
二
年

上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
四
三

�三
五
）
、
三
井
物
産
ロ
ン
ド
ン
支
店
「

貸
借
総
勘
定
書
」
一
八
九
二
年
下
期
、
同
一
八
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九
三
年
上
期
、
同
一
八
九
三
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
四
五

�三
、
物
産
五
四
七

�三
四
、
物
産
五
四
九

�二
一
）
。
な
お
、

ロ
ン
ド
ン
支
店
は
一
八
九
二
年
下
期
に
新
東
洋
銀
行
株
を
売
却
す
る
一
方
で
、
新
た
に
日
本
政
府
外
国
債
額
面
一
〇
〇
ポ
ン
ド
（
簿
価
八
〇
三

円
）
を
購
入
し
た
。
日
本
政
府
外
国
債
は
一
時
的
に
資
金
を
運
用
す
る
た
め
の
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
は
本
店
に
付
け
替
え
ず
、

一
八
九
三
年
下
期
に
売
却
し
て
い
る
。

（

17）
三
井
物
産
「
総
勘
定
書
」
一
八
九
二
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
八
七
）
、
三
井
物
産
「
元
帳
」
一
八
九
二
年
下
期
（
三
井
文

庫
所
蔵
史
料
物
産
七
四
六
）。

（

18）
前
掲
、
三
井
物
産
「
元
帳
」
一
八
九
二
年
下
期
。

（

19）
「
各
店
ノ
常
備
金
ヲ
定
メ
以
上
超
過
使
用
金
額
ニ
利
子
ヲ
付
ス
ル
ノ
件
」
一
八
九
五
年
二
月
七
日
決
議
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
按
」
一
八

九
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
一
六
）。

（

20）
「
運
転
資
金
ハ
本
店
ヨ
リ
支
出
ス
ル
者
ニ
ハ
無
利
息
」
と
い
う
の
は
、
つ
ぎ
の
制
度
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
達
一
八
八
九
年
六
月
二

六
日
に
よ
っ
て
元
方
は
「
各
支
店
並
本
店
各
課
ニ
対
ス
ル
営
業
資
金
」
を
本
店
本
部
か
ら
貸
し
出
す
制
度
を
定
め
た
（
三
井
物
産
「
諸
規
則
」

一
八
七
八

�一
八
八
九
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
四
）
。
こ
の
制
度
は
、
第
一
に
各
店
・
各
課
に
貸
し
出
す
定
額
を
決
め
て
、
定
額

内
で
あ
れ
ば
無
利
子
で
貸
し
出
し
、
定
額
を
超
え
た
貸
出
分
に
つ
い
て
の
み
利
子
を
徴
収
す
る
、
第
二
に
各
支
店
が
不
動
産
を
取
得
す
る
た
め

に
本
店
か
ら
貸
し
出
す
資
金
に
つ
い
て
は
利
子
を
徴
収
し
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

一
八
九
五
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
常
備
金
制
度
は
、
本
店
か
ら
の
貸
出
金
も
含
め
、
本
支
店
貸
借
勘
定
の
残
高
（
本
店
と
各
支
店
・
本
店
内
営

業
セ
ク
シ
ョ
ン
と
の
貸
借
残
高
）
に
対
し
て
、
定
額
（
常
備
金
）
を
決
め
、
そ
れ
を
越
え
る
分
に
つ
い
て
利
子
を
徴
収
す
る
制
度
で
あ
る
。

念
の
た
め
、
一
八
八
九
年
六
月
以
前
の
制
度
に
つ
い
て
記
す
と
、
一
八
八
六
年
一
二
月
に
本
店
元
方
が
「
別
途
運
転
金
内
規
」
を
制
定
し
、

「
送
リ
荷
」（
委
託
荷
）
に
対
す
る
為
替
金
と
本
店
が
許
可
し
た
買
付
品
用
の
資
金
を
適
宜
、
支
店
に
供
給
す
る
制
度
を
開
始
し
た
。
こ
の
運
転

資
金
に
つ
い
て
は
当
分
年
九
％
の
利
子
を
徴
収
す
る
と
し
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
諸
規
則
」
一
八
七
八

�一
八
八
九
年
）。

（

21）
三
井
物
産
「
諸
達
」
一
八
九
五
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
二
）。

（

22）
前
掲
「
各
店
ノ
常
備
金
ヲ
定
メ
以
上
超
過
使
用
金
額
ニ
利
子
ヲ
付
ス
ル
ノ
件
」
一
八
九
五
年
二
月
七
日
決
議
。
こ
の
常
備
金
制
度
に
関
し
て
、
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麻
島
昭
一
は
「
支
店
が
準
備
金
の
積
立
義
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
、
限
度
以
上
の
準
備
に
は
本
店
が
利
子
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」

と
解
釈
し
て
い
る
（
麻
島
昭
一
『
戦
前
期
三
井
物
産
の
財
務
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
八
八

�二
八
九
ペ
ー
ジ
）
。
し
か
し
、

支
店
が
準
備
金
の
積
立
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
本
店
が
支
店
に
無
利
子
で
供
給
す
る
資
金
の
限
度
額
を
定
め
、
限
度
額
を
越
え
た
部
分

に
つ
い
て
は
本
店
が
利
子
を
徴
収
す
る
と
い
う
の
が
、
常
備
金
制
度
の
内
容
で
あ
る
、

（

23）
「
海
外
各
店
常
備
金
ノ
事
」
一
八
九
五
年
二
月
一
五
日
会
議
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
理
事
会
議
按
」
一
八
九
五
年
）。

（

24）
一
八
九
四
年
下
期
末
残
高
（
一
八
九
四
年
一
一
月
三
一
日
現
在
）
を
見
る
と
、
売
買
方
は
本
店
本
部
側
の
大
幅
借
越
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

た
め
常
備
金
を
設
定
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
口
ノ
津
出
張
店
は
、
す
で
に
一
八
九
四
年
七
月
に
三
井
鉱
山
に
業
務
が
移
管
さ
れ

て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

（

25）
「
東
京
金
利
表
」（
『
日
本
経
済
統
計
総
観
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
三
〇
年
）
三
八
六
ペ
ー
ジ
。

（

26）
一
八
八
〇
年
頃
ま
で
「
会
計
方
」
と
呼
ば
れ
、
一
八
八
〇
年
に
「
勘
定
方
」
と
な
っ
た
。

（

27）
三
井
物
産
「
重
役
会
議
」
一
八
九
二
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
一
三
）。

（

28）
「
本
支
店
勘
定
突
合
ノ
事
」
達
第
一
八
号
一
八
九
七
年
八
月
五
日
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
五
年
訂
正
増
補
、
三
井
文
庫
所

蔵
史
料
物
産
九
〇

�一
）
二
一
〇

�二
一
一
ペ
ー
ジ
。

（

29）
一
八
九
七
年
下
期
と
一
八
九
八
年
上
期
の
本
店
元
帳
に
お
け
る
本
支
店
貸
借
勘
定
の
ペ
ー
ジ
数
を
み
る
と
、
大
阪
支
店
で
は
一
七
ペ
ー
ジ
か

ら
二
八
ペ
ー
ジ
へ
、
神
戸
支
店
は
一
二
ペ
ー
ジ
か
ら
二
二
ペ
ー
ジ
、
上
海
支
店
は
一
五
ペ
ー
ジ
か
ら
二
一
ペ
ー
ジ
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
麻
島

昭
一
「
三
井
物
産
元
帳
の
内
容
検
索

�明
治
九
年
～
大
正
一
一
年

�」
二
〇
〇
九
年
、
五
〇

�五
一
ペ
ー
ジ
。

（

30）
「
三
井
物
産
会
社
本
支
出
張
店
勘
定
方
心
得
」
は
、「
本
店
又
ハ
他
支
店
出
張
店
ト
ノ
勘
定
ハ
毎
月
其
差
引
ヲ
引
合
セ
三
ケ
月
毎
ニ
ハ
必
ラ
ス

其
勘
定
ヲ
改
メ
テ
双
方
突
合
セ
」
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
冒
頭
部
分
は
「
本
店
ト
他
各
店
間
ト
ノ
勘
定
ハ
」
（
前
掲
「
本
支
店
勘
定
突
合

ノ
事
」
達
第
一
八
号
一
八
九
七
年
八
月
五
日
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
成
す
る
突
合
表
は
本
店
と
各
店
と
の
勘
定
を
突
き
合
わ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
店
と
店
と
の
勘
定
を
突
き
合
わ
せ
る
突
合
表
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

31）
「
通
常
貸
借
勘
定
書
作
成
方
及
説
明
」
（
「
通
常
貸
借
勘
定
手
続
左
ノ
通
リ
改
正
ス
」
達
第
二
号
一
九
〇
一
年
二
月
一
三
日
の
付
属
書
類
、
三
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井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
八
）。

（
32）

前
掲
、「
通
常
貸
借
勘
定
手
続
左
ノ
通
リ
改
正
ス
」
達
第
二
号
一
九
〇
一
年
二
月
一
三
日
お
よ
び
「
通
常
貸
借
勘
定
書
作
成
方
及
説
明
」。

（

33）
達
第
四
号
一
九
〇
一
年
四
月
一
七
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
）。

（

34）
一
九
〇
一
年
六
月

�一
二
月
ま
で
を
み
る
と
、
東
京
の
銀
行
貸
付
利
率
（
最
低
）
は
、
ほ
ぼ
三
井
物
産
の
利
率
（
変
動
な
し
）
と
同
じ
く
ら

い
で
あ
っ
た
（
三
銭
〇
厘
二
毛
～
三
銭
一
厘
三
毛
）
。
翌
一
九
〇
二
年
に
な
る
と
本
店
本
部
は
本
支
店
貸
借
利
率
を
頻
繁
に
改
定
し
は
じ
め
る
。

本
店
本
部
は
市
中
金
利
の
動
向
と
本
店
本
部
の
資
金
繰
り
の
状
況
を
み
な
が
ら
、
本
支
店
貸
借
利
率
を
改
定
し
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九

〇
二
年
で
み
る
と
、
本
支
店
貸
借
利
率
は
概
ね
東
京
の
銀
行
貸
付
利
率
（
最
低
）
よ
り
も
低
く
推
移
し
、
各
店
が
本
店
本
部
か
ら
借
り
や
す
い

状
態
と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
、「
東
京
金
利
表
」
三
八
七
ペ
ー
ジ
。

第
一
次
大
戦
期
に
な
る
と
、
支
店
で
の
資
金
需
要
が
膨
張
す
る
た
め
、
達
第
三
七
号
一
九
一
五
年
八
月
一
〇
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一

四

�一
九
一
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
七
）
に
よ
っ
て
本
店
本
部
は
各
店
へ
の
「
貸
出
極
度
」
を
設
定
し
た
。
各
店
に
対
し
て
こ

の
限
度
内
に
借
越
残
高
を
抑
え
さ
せ
、
限
度
を
長
期
・
大
幅
に
超
え
る
店
に
対
し
て
は
罰
則
を
課
す
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
再
三
の
督
促

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巨
額
の
限
度
超
過
を
解
消
で
き
な
か
っ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
に
対
し
て
、
一
九
一
八
年
二
月
一
日
か
ら
五
割
増
の

日
歩
を
賦
課
し
始
め
て
い
る
（
鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
件
と
シ
ア
ト
ル
店
の
用
船
利
益
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
八
、
二
〇

一
四
年
一
二
月
）
九
八
ペ
ー
ジ
。

（

35）
達
第
一
三
号
一
九
〇
一
年
五
月
一
〇
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
）。

（

36）
三
井
物
産
本
店
の
不
動
産
勘
定
の
残
高
は
、
評
価
損
の
処
理
や
売
却
に
よ
っ
て
一
八
九
三
年
上
期
末
二
六
万
円
か
ら
一
八
九
五
年
上
期
末
一

二
万
円
に
ま
で
減
少
し
、
そ
の
後
、
不
動
産
の
取
得
に
よ
っ
て
一
九
〇
一
年
下
期
末
八
二
万
円
ま
で
、
七
一
万
円
も
増
加
し
た
。
麻
島
昭
一

『
戦
前
期
三
井
物
産
の
投
資
と
金
融
』（
専
修
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
）
九
八

�九
九
ペ
ー
ジ
。

（

37）
達
第
一
〇
号
一
九
〇
一
年
四
月
二
三
日
、
達
第
三
四
号
一
九
〇
一
年
一
〇
月
二
四
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
）。

本
店
本
部
に
付
け
替
え
ら
れ
た
小
蒸
気
船
な
ど
の
合
計
は
九
万
六
九
四
七
円
で
あ
る
（
前
掲
、
麻
島
昭
一
『
戦
前
期
三
井
物
産
の
投
資
と
金
融
』

一
〇
三
ペ
ー
ジ
）
。
小
蒸
気
船
な
ど
の
使
用
料
徴
収
の
達
を
発
し
た
店
は
、
漁
業
部
、
大
阪
支
店
、
神
戸
支
店
、
門
司
支
店
、
長
崎
支
店
、
口
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ノ
津
支
店
、
香
港
支
店
で
あ
る
。

（
38）

こ
れ
以
前
に
、
各
店
に
対
し
て
、
有
価
証
券
貸
借
料
を
徴
収
す
る
こ
と
や
貸
借
料
の
基
準
を
示
し
た
達
は
見
当
た
ら
な
い
。
達
第
一
号
は
、

「
本
年
一
月
一
日
ヨ
リ
本
支
店
間
貸
借
利
子
ヲ
日
歩
金
弐
銭
八
厘
、
有
価
証
券
貸
借
料
ヲ
日
歩
金
壱
銭
弐
厘
ト
改
ム
」
と
な
っ
て
お
り
、
文
面

だ
け
か
ら
は
す
で
に
有
価
証
券
貸
借
料
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
達
よ
り
も
前
に
有
価
証
券
貸
借
料
の
日
歩

を
定
め
た
達
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
達
第
一
号
の
内
容
は
、
本
支
店
間
貸
借
利
子
の
日
歩
を
改
定
し
、
有
価
証
券
貸
借
料
の
日
歩

を
定
め
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
。

（

39）
勤
務
手
当
の
計
算
式
は
出
勤
日
数
×
月
給
×
一
銭
三
厘
で
あ
る
。
全
く
休
ま
な
い
と
、
一
回
当
た
り
支
給
額
は
月
給
約
二
か
月
相
当
と
な
る
。

「
賞
与
内
規
ヲ
三
井
営
業
店
使
用
人
臨
時
手
当
金
給
与
内
規
ト
改
定
ノ
件
」
一
九
〇
三
年
五
月
二
〇
日
認
可
（「
重
役
会
議
綴
」
一
九
〇
三
年
、

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
一
八
七
四
）。

（

40）
「
従
来
、
勤
務
手
当
ハ
凡
テ
本
店
ニ
於
テ
負
担
シ
来
候
処
、
十
四
／
下
期
ヨ
リ
各
店
ニ
於
テ
負
担
ノ
事
ト
相
成
候
」
、
「
之
ヲ
当
該
期
ノ
経
費

ニ
計
上
ノ
事
ニ
致
度
」
（
三
井
物
産
本
店
経
理
部
長
「
勤
務
手
当
各
店
負
担
ノ
事
」
一
九
三
九
年
九
月
八
日
、
各
部
店
会
計
課
、
掛
長
宛
、
米

国
国
立
公
文
書
館
所
蔵
史
料

E
n
try

#
6
2

C
o
n
ta
in
er#

129）
。
以
下
で
は
、
米
国
国
立
公
文
書
館
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
は
、

E
n
try
番
号
と

C
o
n
ta
in
er
番
号
の
み
を
表
記
す
る
。

（

41）
達
第
二
九
号
一
九
一
六
年
六
月
三
〇
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
四

�一
九
一
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
七
七
）
。
事
務
所
・

社
宅
の
新
築
な
ど
に
伴
い
、
一
時
に
巨
額
の
家
具
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
時
は
、
本
店
本
部
が
全
部
ま
た
は
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
が
あ
る

と
し
て
い
る
。

（

42）
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
。
二
つ
の
建
議
の
内
容
は
、
一
部
、
文
章
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、
文
意
は
同
じ
で
あ
る
。

（

43）
「
棉
花
部
営
業
規
則
」（
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
義
案
」
一
八
九
四
年
）。
こ
れ
は
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
草
案
で
あ
る
。

（

44）
「
棉
花
本
部
設
置
ノ
件
」
一
八
九
四
年
三
月
一
七
日
会
議
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
）

（

45）
「
棉
花
部
事
務
章
程
並
事
務
取
扱
ノ
件
」
一
八
九
四
年
五
月
二
四
日
決
議
の
添
付
の
「
棉
花
部
事
務
章
程
」（
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
義

案
」
一
八
九
四
年
）。
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（

46）
飯
田
義
一
・
端
善
次
郎
・
小
室
三
吉
「
建
議
書
」
一
八
九
四
年
七
月
一
六
日
、
「
棉
花
部
事
務
章
程
改
正
ノ
件
」
一
八
九
四
年
七
月
一
九
日

会
議
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
）。

（

47）
達
第
五
号
一
八
九
六
年
三
月
二
一
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
三
）。

（

48）
「
棉
花
部
規
則
」（
一
八
九
六
年
三
月
二
一
日
制
定
）
で
は
「
棉
花
営
業
ノ
便
利
ノ
為
」
に
棉
花
部
を
設
置
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
規
則
上
で

は
綿
糸
は
棉
花
部
が
扱
う
対
象
外
の
商
品
で
あ
る
。

（

49）
棉
花
部
の
一
八
九
七
年
上
期
決
算
、
下
期
決
算
に
つ
い
て
も
全
体
の
貸
借
対
照
表
が
三
井
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、

棉
花
部
本
部
が
作
成
し
た
一
八
九
八
年
上
期
の
棉
花
部
全
体
の
「
三
井
物
産
合
名
会
社
棉
花
部
総
貸
借
対
照
表
」
一
八
九
八
年
五
月
（
三
井
物

産
「

�三
井
物
産
合
名
会
社
明
治
三
一
年
上
半
季
決
算
勘
定
書
類

�」一
八
九
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
六
四
）
で
あ
る
。

（

50）
営
口
大
豆
に
つ
い
て
は
「
営
口
ニ
於
ケ
ル
大
豆
買
附
手
続
」
達
号
外
一
八
九
六
年
五
月
二
二
日
に
よ
っ
て
営
口
出
張
員
と
内
地
各
店
と
の
間

で
大
豆
取
引
の
損
益
を
折
半
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
達
号
外
第
三
号
一
八
九
六
年
八
月
八
日
に
よ
っ
て
営
口
大
豆
・
大
豆
粕
の
取
引
は
東
京

の
越
前
堀
出
張
所
、
兵
庫
支
店
、
営
口
出
張
員
の
共
通
勘
定
と
し
損
益
計
算
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
北
道
産
海
産
物
・
海
産
肥
料
に

つ
い
て
は
、
達
号
外
第
二
号
一
八
九
六
年
八
月
八
日
に
よ
り
越
前
堀
出
張
所
、
大
阪
靫
海
産
方
、
兵
庫
支
店
、
小

�出
張
所
の
共
通
勘
定
と
し
、

損
益
計
算
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
六
年
。

（

51）
「
共
通
計
算
規
程
」
達
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
五
）。

（

52）
達
第
一
二
号
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
八
年
）。

（

53）
仕
入
店
は
「
原
価
及
諸
掛
ノ
実
費
額
ニ
其
店
経
費
ノ
実
際
額
ヲ
加
算
シ
タ
ル
最
低
値
段
」
を
首
部
に
報
告
し
（
第
一
〇
条
）
、
首
部
は
「
自

店
ノ
利
益
ヲ
見
込
マ
サ
ル
最
低
値
段
ヲ
各
販
売
店
ニ
報
告
ス
」
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
（
第
一
一
条
）
、
仕
入
店
に
は
商
品
を
販
売
店
に

販
売
し
て
も
利
益
は
発
生
し
な
い
。

（

54）
上
海
支
店
「
棉
花
損
益
明
細
」
一
八
九
八
年
下
期
、
同
「
棉
糸
損
益
明
細
」
一
八
九
八
年
下
期
（
三
井
物
産
「

�三
井
物
産
合
名
会
社
明
治

三
一
年
下
半
季
決
算
勘
定
書
類

�」
一
八
九
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
六
五
）。
綿
糸
に
つ
い
て
は
、
大
量
の
買
持
を
し
た
た
め
か
、

間
接
経
費
と
し
て
、「
利
息
」
と
「
諸
費
倉
敷
料
電
信
料
及
諸
掛
」
に
区
分
し
て
計
上
し
て
い
る
。
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（

55）
達
第
一
三
号
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
、
達
第
一
六
号
一
八
九
八
年
八
月
一
〇
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
八
年
）
、
達
第
一
一

号
一
八
九
九
年
五
月
二
四
日
、
達
第
一
六
号
一
八
九
九
年
八
月
一
二
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
九

�一
九
〇
〇
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
六
六
）。

（

56）
生
糸
に
つ
い
て
は
達
号
外
一
八
九
九
年
三
月
一
日
の
「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」
、
輸
出
米
に
つ
い
て
は
達
号
外
一
八
九
九
年
九
月
一
六

日
の
「
輸
出
米
共
通
計
算
取
扱
規
則
」、
燐
寸
に
つ
い
て
は
達
号
外
一
八
九
九
年
七
月
一
九
日
の
「
燐
寸
輸
出
取
扱
規
程
」（
前
掲
、
三
井
物
産

「
達
」
一
八
九
九

�一
九
〇
〇
年
）
。

（

57）
達
第
五
号
一
九
〇
〇
年
二
月
九
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
九

�一
九
〇
〇
年
）。

（

58）
た
だ
し
、
石
炭
に
つ
い
て
は
、
「
共
通
計
算
規
程
」
に
よ
り
一
八
九
八
年
八
月
一
日
か
ら
共
通
計
算
を
実
施
し
た
も
の
の
、
わ
ず
か
三
か
月

後
の
一
一
月
一
日
に
「
共
通
計
算
規
程
」
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
変
更
さ
れ
た
（
達
第
一
七
号
一
八
九
八
年
一
〇
月
三
日
、
前
掲
、
三
井
物
産

「
達
」
一
八
九
八
年
）。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
期
末
の
各
店
の
損
益
計
算
で
は
石
炭
の
純
損
益
を
計
算
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

（

59）
三
井
物
産
社
長
「
心
得
書
」
（
岩
原
謙
三
宛
）
一
八
九
五
年
一
二
月
二
六
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
五
年
）
は
「
紐
育
ニ
支
店

ヲ
設
ク
ル
主
眼
ハ
三
井
工
業
部
ノ
製
糸
販
売
方
ヲ
掌
ル
ニ
在
ル
」
と
し
、
こ
の
他
、
「
鉱
山
用
ノ
器
械
買
入
及
硫
黄
ノ
引
合
等
ヲ
副
業
ト
シ
テ

取
扱
フ
ヘ
キ
事
」
と
し
た
。

（

60）
「
三
井
物
産
合
名
会
社
概
覧
」
一
九
〇
三
年
一
〇
月
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�三
、
一
九
七
四
年
）
四
三
九
ペ
ー
ジ
。「
生
糸

代
金
ノ
欠
損
補
充
ヲ
目
的
」
と
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
の
積
立
金
は
、
一
八
九
七
年
上
期
末
二
五
〇
〇
円
か
ら
六
年
後
の
一
九
〇
三
年
上
期

末
に
は
四
万
〇
一
〇
〇
円
二
五
銭
に
増
加
し
て
い
る
。

（

61）
三
井
物
産
「

�

三
井
物
産
合
名
会
社
明
治
三
〇
年
下
半
季
決
算
勘
定
書
類

�」一
八
九
七
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
六
三
）、
前
掲
、

三
井
物
産
「

�三
井
物
産
合
名
会
社
明
治
三
一
年
上
半
季
決
算
勘
定
書
類

�」
一
八
九
八
年
、
前
掲
、
三
井
物
産
「

�三
井
物
産
合
名
会
社
明
治

三
一
年
下
半
季
決
算
勘
定
書
類

�」
一
八
九
八
年
。

（

62）
横
浜
支
店
の
「
紐
育
糸
方
」
で
は
、
一
八
九
七
年
上
期
に
三
七
八
一
円
九
二
七
の
当
期
純
損
失
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
期
の
損
益
計
算
書

の
勘
定
科
目
の
表
記
を
み
る
と
、
横
浜
支
店
は
仕
入
原
価
に
直
接
諸
掛
（
運
賃
、
保
険
料
な
ど
）
を
加
算
し
た
だ
け
で
、
自
店
の
間
接
経
費
や

186



利
益
を
加
算
せ
ず
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
へ
生
糸
を
販
売
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
で
き
る
だ
け
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
の
仕
入
原

価
を
引
き
下
げ
る
た
め
に
横
浜
支
店
で
利
益
を
加
算
し
な
い
「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」
の
や
り
方
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
の
や
り
方
を
踏
襲

し
た
も
の
と
い
え
る
。
も
し
、
一
八
九
七
年
上
期
で
横
浜
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
生
糸
損
益
計
算
を
取
り
ま
と
め
る
と
、
当
期
純
益
金
は
一
二
八

一
円
二
八
三
に
ま
で
大
幅
に
減
少
す
る
。
三
井
物
産
「

�三井
物
産
合
名
会
社
明
治
三
〇
年
上
半
季
決
算
勘
定
書
類

�」一
八
九
七
年
（
三
井
文

庫
所
蔵
史
料
物
産
五
六
二
）。

（

63）
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
。

（

64）
損
益
明
細
表
（
の
ち
「
損
益
明
細
書
」
と
も
表
記
さ
れ
る
）
が
作
成
さ
れ
る
以
前
で
は
、
一
八
九
六
年
一
二
月
三
日
達
第
二
六
号
で
「
自
今

毎
季
決
算
ノ
節
、
損
益
勘
定
外
ニ
各
物
品
ニ
対
ス
ル
損
益
ノ
要
点
ヲ
記
入
シ
タ
ル
別
表
ヲ
附
ス
ヘ
シ
、
但
雑
品
勘
定
ノ
如
キ
ハ
物
品
ノ
仕
訳
ヲ

為
シ
タ
ル
明
細
書
ヲ
製
ス
ヘ
シ
」
と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
表
（「
別
表
」）
は
、
各
商
品
に
つ
い
て
損
益
の
要
点
を
記
し
た
も
の
で
あ

り
、
品
目
別
に
純
損
益
を
計
算
し
た
も
の
で
は
な
い
。
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
六
年
、「
損
益
明
細
表
調
製
ノ
事
」（
前
掲
、
三
井
物

産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
五
年
訂
正
増
補
）
二
一
二
ペ
ー
ジ
。

（

65）
達
第
一
八
号
一
九
〇
四
年
三
月
三
〇
日
（
三
井
物
産
「
達
綴
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
〇
）。

（

66）
「
三
井
物
産
株
式
会
社
桑
港
支
店
沙
都
出
張
員
損
益
明
細
表
」
一
九
一
七
年
上
期
（
E
n
try

#
74

C
o
n
ta
in
er#

2）。

（

67）
達
第
三
七
号
一
九
一
四
年
六
月
一
六
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
四

�一
九
一
六
年
）。

（

68）
運
送
業
の
部
で
は
、
社
船
航
海
、
雇
船
航
海
、
雑
勘
定
に
区
分
し
、
代
理
業
の
部
で
は
、
保
険
取
扱
、
船
舶
取
扱
、
雑
代
理
、
損
益
勘
定
の

部
で
は
、
利
息
、
雑
損
益
な
ど
に
区
分
す
る
。
こ
こ
で
計
上
す
る
利
息
は
、
間
接
経
費
と
し
て
商
品
取
引
な
ど
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
ど
う
し

て
も
困
難
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。

（

69）
三
井
物
産
石
炭
部
勘
定
掛
主
任
「
経
費
割
当
ノ
標
準
ニ
就
テ
」
一
九
二
九
年
一
二
月
一
七
日
（
各
店
の
勘
定
掛
主
任
宛
）
（
E
n
try

#
63

C
o
n
ta
in
er#

4
3
）
。

（

70）
三
井
物
産
本
店
会
計
課
長
「
会
計
規
則
並
同
細
則
改
正
ノ
事
」
一
九
三
一
年
三
月
一
四
日
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
長
宛
）
（
E
n
try

#

6
3
C
o
n
ta
in
er#

4
8）
。
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Ⅱ
商
品
部
の
設
立
と
独
立
採
算
制

1．「
特

種
商

品
取

扱
規

則
」

に
基

づ
く

商
品

部
の

設
立

「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
基
づ
く
商
品
部
設
立
ま
で
の
経
緯
を
、
特
に
共
通
計
算
と
の
関
係
で
み
よ
う
。
こ
の
規
則
制
定
の
四
年
前
に

開
催
さ
れ
た
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
の
支
店
長
諮
問
会
で
専
務
理
事
渡
辺
専
次
郎
と
理
事
飯
田
義
一
は
共
通
計
算
が
な
ぜ
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
１
）。

「
元
来
共 、
通 、
計 、
算 、
ハ
費
用
ノ
如
キ
モ
一
ケ
所
ニ
纏
メ
サ
レ
ハ
多
ク
ヲ
要
ス
ヘ
シ
ト
ノ
所
ヨ
リ
出
テ
タ
ル
次
第
ナ
ル
カ
実 、
際 、
本 、
部 、
ヨ 、
リ 、
見 、
ル 、
ト 、
キ 、
ハ 、

機 、
械 、
鉄 、
道 、
用 、
品 、
ノ 、
如 、
キ 、
ハ 、
別 、
ト 、
シ 、
、
米 、
穀 、
肥 、
料 、
ノ 、
如 、
キ 、
相 、
場 、
物 、
ニ 、
付 、
テ 、
ハ 、
全
体
ニ
亘
ル
観
察
ヲ
為
シ
、
天
候
其
他
経
済
事
情
ヲ
考
ヘ
、
然
ル
後
、
本

年
ハ
此
方
針
ニ
テ
取
扱
ヲ
為
ス
ヘ
シ
ト
其
総
括
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
仕
入
店
ニ
於
テ
ハ
見
込
ニ
テ
買
入
ヲ
為
シ
、
販
売
店
ニ
テ
ハ
見
込
ニ
テ

買
入
ヲ
為
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ト
云
フ
カ
如
ク
、
各
々
勝
手
ニ
之
カ
取
扱
ヲ
為
シ
、
識
ラ
ス
知
ラ
ス
各
店
ノ
歩
調
乱
レ
非
常
ニ
投
機
ニ
亘
リ
想
ハ
サ
ル
害
ヲ

醸
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
、
此
点
コ
ソ
寧
ロ
経
費
問
題
ノ
如
キ
ヨ
リ
ハ
重
大
ナ
ル
事
項
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
考
ヘ
サ
レ
ハ
遂
ニ
ハ
危
険
ナ
ル
結
果
ヲ
生
ス
ヘ
シ
、

即
チ
先
キ
ニ
ハ
夫
等
ノ
危
険
ア
リ
テ
同
シ
三 、
井 、
部 、
内 、
ニ 、
於 、
テ 、
一 、
方 、
ハ 、
盛 、
ニ 、
買 、
付 、
ケ 、
一 、
方 、
ハ 、
盛 、
ニ 、
売 、
出 、
シ 、
、
買
付
ヲ
為
ス
店
ニ
於
テ
ハ
何
レ
騰
貴
ノ
時

機
ア
ル
ヘ
シ
ト
考
ヘ
、
又
売
出
ス
店
ニ
於
テ
ハ
最
早
買
草
臥
ル
ヘ
キ
筈
ナ
リ
ト
テ
カ
バ
ー
ナ
シ
ニ
売
出
ス
カ
如
キ
実
例
ニ
乏
シ
カ
ラ
ス
、
夫
等
ノ
点

ヨ
リ
之 、
ヲ 、
統 、
一 、
ス
ル
ノ
必
要
生
シ
其
結
果
共 、
通 、
計 、
算 、
ノ 、
方 、
法 、
行 、
ハ 、
ル 、
ヽ 、
ニ 、
至 、
リ 、
シ 、
ナ 、
リ 、
」（
専
務
理
事
渡
辺
専
次
郎
の
発
言
。
傍
点
は
引
用
者
）

「
元
ト
共 、
通 、
計 、
算 、
ハ 、
大 、
阪 、
ヨ 、
リ 、
起 、
リ 、
タ 、
ル 、
コ 、
ト 、
ニ
テ
、
大
阪
ト
東
京
ト
ノ
売
直
段
ニ
付
テ
同
一
ノ
紡
績
会
社
ニ
対
シ
テ
相
違
ア
リ
、
為
ニ
双
方
ニ

駆
引
ヲ
為
サ
レ
非
常
ニ
困
難
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
売 、
越 、
買 、
越 、
ニ 、
シ 、
テ 、
モ 、
甲 、
ノ 、
店 、
ニ 、
於 、
テ 、
ハ 、
売 、
出 、
シ 、
、
乙 、
ノ 、
店 、
ニ 、
テ 、
ハ 、
買 、
越 、
ス 、
ト 、
云 、
フ 、
カ 、
如 、
キ 、

コ 、
ト 、
ア 、
リ 、
、
其
為
ニ
共 、
通 、
計 、
算 、
ノ 、
起 、
リ 、
タ 、
ル 、
次 、
第 、
ナ 、
ル 、
カ
夫
等
ノ
弊
害
モ
無
カ
ル
ヘ
シ
」（
理
事
飯
田
義
一
の
発
言
。
傍
点
は
引
用
者
）
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渡
辺
は
、
米
穀
・
肥
料
な
ど
の
「
相
場
物
」（
価
格
変
動
の
激
し
い
商
品
）
に
関
し
て
各
店
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
で
売
越
買
越
（「
一
方
ハ

盛
ニ
買
付
ケ
一
方
ハ
盛
ニ
売
出
シ
」
）
を
お
こ
な
う
よ
う
な
実
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
（
２
）、
売
越
買
越
を
統
一
し
て
行
う
た
め
に
共
通
計

算
を
実
施
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
飯
田
も
、
売
越
買
越
を
統
一
し
て
お
こ
な
う
こ
と
を
目
的
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
共
通
計
算
実

施
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
社
内
で
売
越
買
越
（
見
込
商
売
）
を
統
一
的
に
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
挙
げ
ら
れ
た
主
要
な
目
的

は
、
費
用
を
一
か
所
に
ま
と
め
て
節
約
す
る
こ
と
や
、
社
外
（
た
と
え
ば
鐘
淵
紡
績
）
と
の
引
合
い
（
た
と
え
ば
綿
花
取
引
で
の
販
売
価
格
）

を
各
店
（
た
と
え
ば
大
阪
支
店
と
東
京
本
店
）
が
ば
ら
ば
ら
に
行
う
の
で
は
な
く
、
会
社
と
し
て
引
合
条
件
を
統
一
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
３
）。

三
井
物
産
で
共
通
計
算
が
最
初
に
実
施
さ
れ
た
商
品
は
綿
花
で
あ
る
。
ま
ず
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
七
月
一
日
、
大
阪
支
店
内
に
棉

花
部
が
設
置
さ
れ
た
（
４
）。
棉
花
部
は
支
店
か
ら
独
立
し
た
組
織
で
は
な
い
。
設
立
に
際
し
て
構
想
さ
れ
た
棉
花
部
の
任
務
は
、
「
各
地
ノ
通
信

ヲ
本
部
ニ
集
メ
売
買
共
ニ
一
令
ノ
下
ニ
運
動
シ
一
心
分
体
ノ
働
キ
ヲ
為
（
５
）」
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
棉
花
部
設
立
前
の
五
月
二
四
日
に
制
定

さ
れ
た
「
棉
花
部
事
務
取
扱
心
得
（
６
）」
で
は
、
「
内
外
各
地
ノ
相
場
及
商
況
ハ
総
テ
本
部
エ
宛
テ
通
報
シ
本
部
ニ
於
テ
ハ
迅
速
各
店
ヘ
転
報
ス

ル
モ
ノ
ト
ス
」、「
仕
入
地
ニ
於
テ
相
場
ニ
急
劇
ノ
変
動
ア
ル
ト
キ
ハ
速
カ
ニ
販
売
各
地
ニ
飛
報
ス
ベ
シ
」
な
ど
六
点
（
棉
花
部
本
部
へ
の
情

報
集
中
と
本
部
か
ら
店
へ
の
情
報
伝
達
、
店
舗
間
で
の
情
報
伝
達
に
関
す
る
指
示
）
に
亘
っ
て
、
店
舗
間
の
連
絡
を
密
に
す
る
よ
う
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
棉
花
部
は
商
務
の
統
轄
と
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
う
組
織
で
あ
っ
た
。

七
月
一
九
日
に
「
棉
花
部
事
務
章
程
」
の
第
六
条
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
し
た
。「
棉
花
部
ノ
会
計
ハ
毎
年
六
月
、
十
二
月
二
期
ト
定
メ
、

之
レ
ヲ
本
部
ニ
一
括
シ
損
益
決
算
書
ヲ
製
ス
ヘ
シ
（
７
）」。
こ
の
改
正
を
求
め
た
「
建
議
書
」
に
は
、
理
由
を
「
各
店
ノ
負
担
ト
有
之
候
テ
ハ
店
々

各
々
自
店
ニ
利
益
ノ
多
カ
ラ

ン
事
ヲ
期
シ
、
自
然
内
部
ニ
競
争
ヲ
生
シ
同
一
ノ
顧
客
ヲ
甲
乙
丙
丁
各
店
ニ
於
テ
相
争
フ
カ
如
キ
奇
観
ヲ
呈
シ

為
メ
ニ
他
ノ
嗤
笑
ヲ
招
ク
カ
如
キ
事
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
（
８
）」
い
た
め
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
棉
花
部
の
本
部
に
綿
花
関
係
の
損
益
勘
定
を

一
括
し
て
成
績
を
表
示
す
る
共
通
計
算
制
度
が
実
施
さ
れ
た
。
一
八
九
六
年
下
期
決
算
時
点
で
み
る
と
、
東
京
（
本
店
）
、
長
崎
、
上
海
、

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）

189



ボ
ン
ベ
イ
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
各
店
に
支
部
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
損
益
を
棉
花
部
本
部
が
ま
と
め
て
計
算
を
行
っ

て
い
る
（
前
掲
、
第

10表
）。

こ
の
よ
う
に
棉
花
部
は
綿
花
の
商
務
を
統
轄
し
、
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
う
た
め
に
設
立
さ
れ
、
ま
も
な
く
商
務
を
統
轄
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
共
通
計
算
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

各
店
の
損
益
を
本
部
で
一
括
し
て
お
こ
な
う
と
い
う
形
の
共
通
計
算
が
綿
花
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
た
三
年
後
の
一
八
九
七
年
六
月
二
三
日
、

本
店
本
部
は
棉
花
部
本
部
に
対
し
て
綿
花
の
売
越
限
度
五
〇
〇
〇
俵
、
買
越
限
度
五
〇
〇
〇
俵
を
許
可
し
た
（
９
）。
こ
れ
以
前
の
一
八
九
五
年
六

月
か
ら
上
海
支
店
に
中
国
綿
花
一
〇
〇
〇
俵
の
買
越
限
度
、
一
八
九
六
年
八
月
か
ら
ボ
ン
ベ
イ
支
店
に
イ
ン
ド
綿
花
一
〇
〇
〇
俵
の
買
越
限

度
が
許
可
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
事
実
上
引
継
ぐ
一
八
九
七
年
六
月
の
許
可
に
よ
っ
て
、
棉
花
部
本
部
は
名
実
と
も
に
綿
花
の
売
越
買
越

を
統
一
的
に
指
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（

�）。
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
掲
出
し
た
一
九
〇
七
年
支
店
長
諮
問
会
で
の
飯
田
義
一
の
発
言
は
正
確
で

は
な
く
、
綿
花
の
共
通
計
算
が
一
八
九
四
年
に
実
施
さ
れ
た
の
ち
に
、
一
八
九
五
年

�一
八
九
六
年
に
棉
花
部
の
支
部
（
上
海
、
ボ
ン
ベ
イ
）

が
本
店
本
部
か
ら
許
可
を
受
け
て
買
越
業
務
が
お
こ
な
い
、
一
八
九
七
年
に
至
っ
て
棉
花
部
本
部
が
売
越
買
越
業
務
全
体
を
統
轄
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
棉
花
部
設
置
の
三
年
後
に
商
務
の
統
轄
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
売
越
買
越
業
務
の
統
一
的
運
用
が
加
わ
っ
た

の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
営
口
大
豆
・
大
豆
粕
、
北
海
道
産
海
産
物
・
海
産
肥
料
に
つ
い
て
も
複
数
店
が
共
同
で
計
算
す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
に
「
共
通
計
算
規
程
（

�）」
が
制
定
さ
れ
た
。

「
共
通
計
算
規
程
」
は
共
通
計
算
の
基
本
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
程
の
「
主
旨
ハ
各
店
間
ニ
於
ケ
ル
競
争
ヲ
避
ケ
相
互
ノ

気
脈
ヲ
通
シ
商
務
ノ
敏
活
ヲ
計
ル
ニ
在
リ
」
（
第
一
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
共
通
計
算
の
仕
組
み
は
第

5図
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一

に
、
規
程
適
用
の
商
品
に
関
し
て
は
、「
内
外
枢
要
ノ
一
店
ヲ
以
テ
特
ニ
首
部
ト
為
」（
第
四
条
）
し
、
首
部
は
「
主
脳
タ
ル
ノ
任
ニ
当
リ
仕
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入
並
ニ
販
売
上
ニ
付
キ
諸
般
ノ
指
揮
ヲ
為
ス
」
（
第
五
条
）
と
位
置
づ

け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
商
務
を
統
轄
す
る
こ
と
が
首
部
の
任
務
と
さ

れ
た
。
第
二
に
、
「
首
部
ト
仕
入
店
並
ニ
販
売
店
ノ
間
ニ
在
リ
テ
ハ
専

ラ
親
密
ヲ
旨
ト
シ
、
仕
入
販
売
ノ
数
量
・
代
価
ハ
勿
論
、
市
場
ノ
景
況
、

取
扱
ノ
模
様
、
損
益
ノ
大
要
其
他
事
細
大
ト
ナ
ク
互 、
ニ 、
相 、
通 、
信 、
往 、
復 、
シ 、

事 、
情 、
ノ 、
疏 、
通 、
ヲ 、
計 、
リ 、
、
以
テ
商
務
ノ
活
働
上
ニ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ヘ
シ
」

（
第
一
四
条
、
傍
点
は
引
用
者
）
と
し
て
、
店
舗
間
の
連
絡
を
密
接
に

お
こ
な
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

第
三
に
、
「
首
部
ニ
於
テ
特
ニ
経
伺
ノ
上
商
品
ノ
買
持
若
ク
ハ
売
越

ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
相
場
ノ
変
動
ヨ
リ
生
ス
ヘ
キ
買
持
品
若
ク
ハ
売

越
品
ノ
損
益
ハ
自
カ
ラ
之
ヲ
負
担
」
（
第
一
五
条
）
す
る
と
し
、
首
部

が
売
越
買
越
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
第
四
に
、

「
仕
入
店
ヨ
リ
首
部
ニ
報
告
ス
ル
物
品
ノ
代
価
ハ
原
価
及
諸
掛
ノ
実
費

額
ニ
其
店
経
費
ノ
実
際
額
ヲ
加
算
シ
タ
ル
最
低
直
段
」
と
し
、
「
仕
入

店
並
仲
次
店
ニ
於
テ
ハ
其
取
扱
物
品
ニ
付
、
自
カ
ラ
利
益
ヲ
収
受
セ
サ

ラ
ン
事
ヲ
期
ス
ヘ
シ
」
（
第
一
○
条
）
と
し
た
。
第
五
に
、
販
売
店
で

は
、
仕
入
店
が
提
示
し
た
最
低
値
段
に
自
店
の
利
益
を
加
算
し
て
販
売

し
、
「
本
規
程
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
商
品
ニ
係
ル
損
益
タ
リ
ト
モ
特
ニ
之
ヲ
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第5図 「共通計算規程」による共通計算の仕組み

出所） 三井物産「達」1898年（三井文庫所蔵史料 物産65）。

首部

仕入店

仲次店

販売店
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（仕入店・販売店のうち「内外枢要
ノ1店」）
（首部での売越買越損益は価格に転
嫁せず、自ら負担）（仕入店での為
替相場変動による損益は首部で引受）

①商品の代価報告（原価＋
諸掛の実費額＋店経費の実
際額）利益を加算せず

各関係店の損益
計算書を総合し
て、特定商品の
損益の成績を明
らかにする。

（為替相場変動による
損益は首部へ付け替え）

③首部から報告の最低値
段以上で販売
利益は「其店一般ノ利益

ニ加算」

「依頼物品取扱」（港での商品陸揚げとその後
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②仕入店から報告の原価を
基礎として、運賃・保険を
考慮し、自店の利益を見込
まざる最低値段を販売店へ
報告
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別
離
セ
ス
毎
季
其
店
一
般
ノ
損
益
ニ
加
算
ス
ヘ
シ
」
（
第
一
六
条
）
と
し
た
。
第
六
に
、
適
用
商
品
の
損
益
に
つ
い
て
は
、
首
部
が
ま
と
め

る
の
で
は
な
く
、
「
本
店
ニ
於
テ
ハ
各
関
係
店
ノ
勘
定
書
ヲ
総
合
シ
テ
共
通
計
算
ノ
実
ヲ
挙
ケ
以
テ
其
損
益
ノ
成
績
ヲ
明
ニ
」
す
る
こ
と
と

し
た
。
行
論
の
う
え
で
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、
首
部
が
本
店
本
部
の
許
可
の
も
と
で
売
越
買
越
（
見
込
商
売
）
を
お
こ
な
う
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
共
通
計
算
規
程
」
に
よ
っ
て
、
同
日
、
棉
花
部
が
棉
花
首
部
に
切
り
換
え
ら
れ
、
綿
花
と
輸
出
綿
糸
が
適
用
商
品
に
指
定
さ
れ
た

ほ
か
、
前
述
の
よ
う
に
一
八
九
八
年
八
月
一
日
に
石
炭
、
八
月
一
〇
日
に
牛
荘
大
豆
及
大
豆
粕
、
一
八
九
九
年
下
期
か
ら
輸
出
綿
布
、
一
八

九
九
年
八
月
一
二
日
に
営
口
小
豆
を
適
用
商
品
に
指
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
首
部
を
お
い
た
。

首
部
の
設
置
が
適
切
で
は
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
九
年
三
月
一
日
に
「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」
、
七
月
一
九
日
に
「
燐
寸

輸
出
取
扱
規
程
」
を
制
定
し
、
二
つ
の
首
部
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
輸
出
米
に
つ
い
て
は
、
九
月
一
六
日
、
「
輸
出
米
共
通
計
算
取
扱

規
則
」
を
制
定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
計
算
を
実
施
し
た
。
こ
の
う
ち
生
糸
で
は
「
生
糸
商
売
ノ
拡
張
ヲ
計
ル
為
メ
売
越
並
買
持
ノ
必
要
ア

ル
ト
キ
ハ
」
許
可
を
受
け
る
こ
と
、
燐
寸
で
は
「
本
商
売
ノ
経
営
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
仕
入
店
ニ
於
テ
社
長
へ
経
伺
ノ
上
燐
寸
買
持
ノ
許
可
」

を
受
け
る
こ
と
、
輸
出
米
で
は
「
本
商
務
ノ
敏
活
ヲ
計
ル
為
メ
一
定
ノ
範
囲
ヲ
定
メ
買
持
又
ハ
売
越
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」
と
さ
れ

て
お
り
、
や
は
り
見
込
商
売
を
お
こ
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（

�）。

共
通
計
算
の
基
本
原
則
を
定
め
た
「
共
通
計
算
規
程
」
に
よ
ら
な
い
商
品
の
共
通
計
算
が
次
々
と
生
ま
れ
た
た
め
、
一
九
〇
〇
年
二
月
九

日
に
「
共
通
計
算
規
程
」
は
廃
止
さ
れ
た
（

�）。
こ
の
基
本
規
程
が
廃
止
さ
れ
て
も
、
こ
の
規
程
の
も
と
に
作
ら
れ
た
細
則
（
綿
花
、
輸
出
綿
糸
）

は
引
き
続
き
運
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
商
品
に
つ
い
て
は
個
々
に
共
通
計
算
の
規
則
を
定
め
た
。
ま
ず
一
九
〇
〇
年
九
月
一
一
日
に

「
肥
料
雑
穀
共
通
計
算
取
扱
規
則
（

�）」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
則
で
も
、
商
務
を
統
轄
し
、
店
舗
間
の
連
絡
を
行
う
と
い
う
趣
旨
（
第
一
条

「
各
店
間
ニ
於
ケ
ル
競
争
ヲ
避
ク
ル
為
メ
其
勘
定
ヲ
共
通
ト
シ
相
互
ノ
気
脈
ヲ
通
シ
商
務
ノ
敏
活
ヲ
計
リ
」
）
の
も
と
に
、
「
首
部
ハ
商
務
ノ
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機
敏
ヲ
計
ル
為
メ
本
店
ヨ
リ
許
サ
レ
タ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
買
持
又
ハ
売
越
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
」
（
第
一
四
条
）
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の

首
部
の
設
置
は
遅
れ
た
。
結
局
、
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
に
、
従
来
の
「
肥
料
雑
穀
共
通
計
算
取
扱
規
則
」
な
ど
を
廃
止
（

�）し
て
新
た
に

「
米
穀
肥
料
共
通
計
算
取
扱
規
則
」
を
制
定
（
廃
止
・
実
施
は
一
九
〇
六
年
二
月
一
五
日
）
す
る
と
と
も
に
、「
米
穀
肥
料
部
ヲ
神
戸
支
店
ヨ

リ
分
離
独
立
」
し
て
設
置
し
た
（

�）。
つ
ま
り
米
穀
肥
料
部
は
支
店
か
ら
自
立
し
て
い
な
い
組
織
で
は
な
く
、
支
店
か
ら
自
立
し
た
組
織
と
し
、

部
長
は
支
店
長
が
兼
務
す
る
の
で
は
な
く
専
任
者
と
し
た
。
具
体
的
に
は
一
二
月
二
六
日
に
、
遠
藤
大
三
郎
が
神
戸
支
店
長
を
退
任
し
て
、

米
穀
肥
料
部
長
に
就
任
し
て
い
る
（

�）。
新
た
に
制
定
さ
れ
た
「
米
穀
肥
料
共
通
計
算
取
扱
規
則
」
で
も
「
米
穀
肥
料
部
ハ
本
商
売
ノ
敏
活
ト
其

成
立
ト
ヲ
計
ル
為
メ
内
外
国
ニ
於
ケ
ル
商
況
ノ
大
勢
ヲ
察
シ
予
テ
社
長
ヨ
リ
認
許
ヲ
得
タ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
買
持
又
ハ
売
越
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
」
（
第
一
〇
条
）
と
さ
れ
た
。

な
お
、
機
械
類
に
関
し
て
も
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）
五
月
二
二
日
に
「
機
械
並
鉄
道
用
品
共
通
計
算
取
扱
規
則
（

�）」
が
制
定
さ
れ
、
本

店
営
業
部
を
首
部
と
し
た
。
こ
の
規
則
で
は
「
共
通
計
算
ト
ス
ル
ノ
趣
旨
ハ
関
係
各
店
間
連
絡
ヲ
密
ニ
シ
同
心
協
力
競
争
者
ニ
当
リ
以
テ
本

商
売
ノ
拡
張
発
達
ヲ
企
画
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
店
舗
間
の
連
絡
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
商
務
を
統
轄
す
る
と
い

う
機
能
は
他
の
商
品
の
共
通
計
算
に
比
べ
る
と
弱
い
。
そ
の
後
、
一
九
〇
七
年
七
月
一
日
に
営
業
部
か
ら
担
当
掛
を
独
立
さ
せ
て
機
械
部
が

設
置
さ
れ
た
。
同
日
、
前
記
規
則
の
名
称
を
「
機
械
鉄
道
用
品
共
通
計
算
規
則
（

	）」
に
改
定
し
、
規
則
の
な
か
で
機
械
部
を
機
械
鉄
道
用
品
の

首
部
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
米
穀
肥
料
部
と
異
な
り
、
部
長
は
任
命
さ
れ
ず
、
理
事
の
岩
原
謙
三
が
機
械
部
長
の
事
務
を
取
り

扱
う
こ
と
に
な
っ
た
（


）。
機
械
類
の
共
通
計
算
規
則
の
場
合
に
は
、
一
九
〇
三
年
の
最
初
の
規
則
か
ら
一
貫
し
て
、
商
務
を
統
轄
す
る
と
い
う

機
能
は
弱
く
（
価
格
の
設
定
方
法
は
規
定
）
、
店
舗
間
の
連
絡
機
能
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
最
初
の
規
則
か
ら
売
越
買
越
に

関
す
る
条
文
が
な
く
、
売
越
買
越
を
統
一
す
る
こ
と
が
規
則
の
狙
い
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
（

�）。

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
機
械
類
を
除
く
と
、
共
通
計
算
の
規
則
は
、
特
定
商
品
に
関
し
て
商
務
を
統
轄
し
、
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
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う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
共
通
計
算
を
実
行
す
る
組
織
と
し
て
首
部
（
あ
る
い
は
部
）
が
設
立
さ
れ
た
（

�）。
し
た
が
っ
て
、
首
部
（
部
）
は
、

仕
入
・
販
売
に
つ
い
て
関
係
店
を
指
揮
し
、
売
越
買
越
を
統
一
的
に
運
用
す
る
と
い
う
役
割
を
担
い
、
こ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
首
部
（
部
）・

関
係
店
の
共
通
計
算
と
い
う
形
で
取
り
ま
と
め
る
組
織
と
い
え
る
（
た
だ
し
、
一
部
の
共
通
計
算
で
は
、
本
店
本
部
が
業
績
の
損
益
計
算
を

取
り
ま
と
め
る
も
の
あ
り
）。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
商
品
に
つ
い
て
共
通
計
算
の
経
験
を
積
ん
だ
後
、
一
九
一
一
年
七
月
六
日
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
（

�）」
が
制
定
さ
れ

た
。
第
一
条
で
「
特
種
商
品
商
売
ノ
発
達
統
一
ヲ
期
ス
ル
為
メ
本
規
則
ヲ
定
ム
」
、
第
二
条
で
、
前
条
の
「
趣
旨
ニ
基
キ
部
又
ハ
主
店
ヲ
設

ク
」
と
し
た
。

部
に
関
し
て
は
、
第
三
条
で
「
部
ハ
当
該
商
務
ヲ
統
轄
シ
其
敏
活
統
一
ヲ
計
リ
関
係
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
チ
商
務
ノ
発
達
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ

目
的
ト
」
し
、
第
四
条
で
「
部
ノ
組
織
ノ
下
ニ
取
扱
フ
ヘ
キ
商
品
ノ
損
益
ハ
総
テ
共
通
計
算
ト
ス
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
部
に
つ
い
て
は
、

商
務
の
統
轄
と
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
い
、
商
品
の
損
益
を
す
べ
て
共
通
計
算
と
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の

規
則
制
定
以
前
の
共
通
計
算
の
経
験
を
踏
ま
え
て
部
が
構
想
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

主
店
に
関
し
て
は
第
二
五
条
で
「
主
店
ハ
当
該
商
務
ノ
敏
活
統
一
ヲ
計
リ
関
係
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
チ
商
務
ノ
発
達
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的

ト
」
し
て
お
り
、
部
で
規
定
さ
れ
た
商
務
の
統
轄
が
除
か
れ
て
い
る
。
共
通
計
算
に
つ
い
て
は
第
二
六
条
で
「
主
店
ノ
組
織
ノ
下
ニ
取
扱
フ

ヘ
キ
商
品
ノ
損
益
ヲ
共
通
計
算
ト
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
」
と
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
共
通
計
算
を
お
こ
な
う
よ
う
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
な
お
、
明
示
的
に
規
定
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
現
に
存
在
す
る
店
を
特
定
商
品
の
主
店
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
店

は
部
の
よ
う
な
独
立
し
た
組
織
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
内
容
の
規
則
に
基
づ
き
、
一
一
月
九
日
に
石
炭
部
・
棉
花
部
・
機
械
部
・
砂
糖
部
・
木
材
部
と
い
う
名
称
の
商
品
部
を
設
置

し
、
同
日
、
輸
出
入
米
の
主
店
と
し
て
神
戸
支
店
、
化
学
肥
料
の
主
店
と
し
て
本
店
営
業
部
、
セ
メ
ン
ト
の
主
店
と
し
て
大
阪
支
店
を
指
定
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し
た
（

�）。

部
は
「
商
務
ヲ
統
轄
シ
其
敏
活
統
一
ヲ
計
」
る
た
め
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
こ
な
う
と
規
定
さ
れ
た
の
か
。
ひ
と
つ
は
「
商

品
ノ
損
益
ハ
総
テ
共
通
計
算
ト
ス
」
（
第
四
条
）
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
第
八
条
で
「
商
品
ノ
売
越
買
越
ハ
総
テ
部
長
ニ
於
テ
取
締

役
ニ
経
伺
シ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
定
の
商
品
に
関
し
て
、
取
締
役
の
認
可
の
も
と
で
、
支
店
等
が
個
々
に
で
は

な
く
、
部
が
売
越
買
越
を
統
一
的
に
管
理
・
実
施
（
統
一
的
運
用
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
神
戸
支
店
長
武
村
貞
一
郎
の
発
言
（

�）（
一
九
一
三
年

第
二
回
支
店
長
諮
問
会
）
や
本
店
業
務
課
長
赤
羽
克
己
の
発
言
（
一
九
二
一
年
第
八
回
支
店
長
会
議
）
で
こ
の
点
を
確
認
で
き
る
（

�）。

「
部 、
ヲ 、
設 、
置 、
シ 、
タ 、
ル 、
趣 、
意 、
ハ
或
ル
特
種
ノ
商
売
ヲ
発
達
セ
シ
メ
ン
為
メ
専
門
的
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
部 、
長 、
ハ 、
其 、
全 、
権 、
ヲ 、
有 、
ス 、
ル 、
筈 、
ニ 、

テ 、
、
買 、
持 、
、
先 、
売 、
、
仕 、
入 、
皆 、
ナ 、
部 、
長 、
之 、
ニ 、
当 、
ル 、
ヘ 、
ク 、
従 、
テ 、
『
リ 、
ス 、
ク 、
』
ハ 、
全 、
然 、
部 、
ニ 、
テ 、
負 、
」
う
（
神
戸
支
店
長
武
村
貞
一
郎
の
発
言
。
傍
点
は
引
用

者
）。

「
部
制
度
ノ
主
眼
ト
ス
ル
点
ハ
特
種
商
品
商
売
ノ
発
達
統
一
ヲ
期
ス
ル
為
メ
、
関
係
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
チ
部 、
ハ 、
支 、
部 、
代 、
務 、
店 、
ヲ 、
指 、
導 、
監 、
督 、
シ 、
引 、
合 、
、

売 、
買 、
越 、
、
其 、
他 、
ノ 、
商 、
行 、
為 、
ヲ 、
シ 、
テ 、
、
市 、
況 、
ノ 、
大 、
勢 、
ニ 、
順 、
応 、
セ 、
シ 、
メ 、
些
ノ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ル
ニ
ア
リ
」
（
本
店
業
務
課
長
赤
羽
克
己
の
発
言
。
傍
点

は
引
用
者
）

以
上
の
検
討
か
ら
商
品
部
に
即
し
て
、
そ
の
設
立
の
経
緯
を
ま
と
め
て
見
よ
う
。
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
以
前
に
は
、
首
部
と
い

う
店
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
組
織
が
設
置
さ
れ
た
。
首
部
は
、
当
該
商
品
の
商
務
の
統
轄
と
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
う
組
織
で
あ
っ
た
。

商
務
の
統
轄
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
共
通
計
算
と
売
越
買
越
の
統
一
的
運
用
を
お
こ
な
っ
た
。
つ
い
で
店
か
ら
独
立
し
て
運
営
さ
れ
る
部

（
米
穀
肥
料
部
）
や
店
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
部
（
機
械
部
、
木
材
部
〔
一
九
〇
六
年
本
店
に
設
置
、
一
九
〇
九
年
廃
止
〕）
が
設
置
さ
れ
た
。
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米
穀
肥
料
部
の
場
合
に
は
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
の
商
務
の
統
轄
、
店
舗
間
の
連
絡
、
共
通
計
算
の
実
施
、
売
越
買
越
の
統
一
的
運
用

と
い
う
特
徴
を
す
で
に
備
え
て
い
た
。
な
お
、
綿
花
の
場
合
に
は
、
一
九
〇
〇
年
一
一
月
二
七
日
に
首
部
が
事
実
上
廃
止
さ
れ
た
後
、
一
九

〇
一
年
一
二
月
一
日
に
大
阪
支
店
が
綿
花
の
販
売
主
店
に
指
定
さ
れ
た
（

�）。

そ
の
後
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
基
づ
き
、
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
、
店
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
商
品
部
（
石
炭
部
、
棉
花
部
、

砂
糖
部
、
木
材
部
）
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
。
規
則
制
定
時
に
存
在
し
て
い
た
機
械
部
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
商
品
部
に
改
組
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
商
品
部
は
、
支
店
や
営
業
部
か
ら
独
立
し
た
組
織
と
し
て
、
特
定
商
品
に
つ
い
て
の
商
務
の
統
轄
と
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
い
、

商
務
の
統
轄
に
つ
い
て
は
共
通
計
算
の
実
施
と
売
越
買
越
の
統
一
的
運
用
を
お
こ
な
う
組
織
と
し
て
構
想
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
機
械
部
は
例

外
）
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
物
産
の
中
に
、
商
務
の
統
轄
組
織
と
売
越
買
越
（
見
込
商
売
）
の
統
轄
組
織
の
二
つ
が
形
成
さ
れ
た
訳
で
は
な

く
、
一
つ
の
統
轄
組
織
（
部
）
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
（

�）。

ま
た
、
こ
の
規
則
で
は
、
特
に
部
長
に
つ
い
て
、「
部
長
ハ
命
ヲ
取
締
役
ニ
享
ケ
部
務
ヲ
統
轄
ス
」（
第
六
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
部

長
は
そ
の
部
を
担
当
す
る
取
締
役
か
ら
直
接
命
令
を
受
け
て
担
当
商
品
の
業
務
を
遂
行
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
部
長
が
支
店
長
の
上
に
立
っ

て
担
当
商
品
の
共
通
計
算
や
売
越
買
越
を
お
こ
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
共
通
計
算
に
つ
い
て
は
規

定
ど
お
り
に
実
行
さ
れ
な
い
。

2．

共
通

計
算

の
範

囲
と

類
型

で
は
共
通
計
算
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
共
通
計
算
に
関
す
る
諸
規
則
や
、
支
店
長
会
議
で
の
共
通
計
算

に
関
わ
る
発
言
を
検
討
す
る
と
、
そ
こ
で
共
通
計
算
と
い
う
言
葉
が
様
々
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
使
用
さ

れ
て
い
る
意
味
の
違
い
に
よ
っ
て
、
共
通
計
算
を
類
型
化
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
共
通
計
算
に
関
す
る
規
則
に
は
、
規
則
名
の
中
に
共
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通
計
算
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
含
ま
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
共
通
計
算
に
関
し
て
規
定
し
た
も
の
や
、
規

則
と
い
う
形
式
を
と
ら
な
い
で
共
通
計
算
を
定
め
た
も
の
が
あ
る
。
共
通
計
算
開
始
の
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
二
一
年
ま
で
の
間
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
規
則
な
ど
を
拾
い
出
し
、
そ
れ
ら
を
類
型
化
し
た
（
付
表
お
よ
び
第

6図
）
。
類
型
化
の
基
準
は
、
第
一
に
直
接
経
費
と
間
接
経

費
の
扱
い
の
違
い
、
第
二
に
本
部
な
ど
へ
の
期
末
の
損
益
の
取
り
ま
と
め
の
有
無
で
あ
る
。

第

7図
は
共
通
計
算
の
諸
類
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
通
計
算
に
つ
い
て
、
類
型
Ａ
か
ら
類
型
Ｏ
ま
で
五
つ
の
類
型
を
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
類
型
化
の
基
準
の
第
一
で
み
る
と
、
他
店
に
経
費
を
付
け
替
え
た
り
、
あ
る
い
は
損
益
を
分
与
し
た
り
す
る
際
に
、

直
接
経
費
だ
け
で
な
く
間
接
経
費
も
算
入
し
て
計
算
す
る
も
の
（
類
型
Ａ
、
類
型
Ｂ
）
と
、
直
接
経
費
だ
け
で
間
接
経
費
を
算
入
し
な
い
も

の
（
類
型
Ｃ
、
類
型
Ｄ
）
、
他
店
に
経
費
を
付
け
替
え
ず
、
損
益
分
与
も
お
こ
な
わ
な
い
も
の
（
類
型
Ｏ
）
が
あ
る
。
基
準
の
第
二
で
み
る

と
、
期
末
に
勘
定
を
一
箇
所
（
首
部
、
部
の
本
部
、
本
店
本
部
、
あ
る
い
は
特
定
の
一
店
）
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
（
類
型
Ａ
、
類
型
Ｂ
、

類
型
Ｃ
、
類
型
Ｏ
）
と
取
り
ま
と
め
な
い
も
の
（
類
型
Ｄ
）
が
あ
る
。

さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
共
通
計
算
と
し
て
括
れ
る
範
囲
の
中
に
は
、
「
共
通
計
算
規
程
」
に
よ
る
共
通
計
算
（
前
掲
、
第

5図
）
の
よ

う
な
類
型
Ａ
だ
け
で
な
く
、
二
店
（
販
売
店
・
仕
入
店
）
間
の
乗
合
勘
定
（
類
型
Ｄ
）
や
、
乗
合
勘
定
を
し
な
い
も
の
（
類
型
Ｏ
）
ま
で
が

含
ま
れ
て
い
る
。
最
も
広
い
範
囲
で
み
る
と
、
三
井
物
産
で
の
共
通
計
算
な
る
も
の
は
、
単
独
計
算
で
は
な
い
計
算
と
し
か
表
現
し
よ
う
が

な
い
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
各
類
型
が
ど
の
よ
う
な
共
通
計
算
な
の
か
を
順
に
み
よ
う
。

類
型
Ａ
は
、
販
売
店
・
仕
入
店
・
本
部
（
首
部
な
い
し
部
本
部
。
た
だ
し
両
者
の
な
い
も
の
あ
り
）
の
損
益
を
期
末
に
一
か
所
に
取
り
ま

と
め
、
取
り
ま
と
め
た
損
益
が
ど
れ
ほ
ど
か
で
業
績
を
評
価
し
、
個
々
の
店
の
成
績
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
仕
入
店
は
、
直
接
経
費
だ

け
で
な
く
間
接
経
費
も
販
売
店
（
な
い
し
首
部
）
に
付
け
替
え
る
代
わ
り
に
、
利
益
を
加
算
し
て
販
売
店
に
商
品
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
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198

1
907

.7.1

金
物
類
、
従
来
の

共
通
計
算
を
準
用

砂
糖
部
（
東
京
）

1
911

.11
.9

共
通
計
算
の
類
型

類
型

A

類
型

B
・

C
・

D

類
型

O

そ
の
他

非
共
通
計
算

首
部
・
部

●
●

19
03.5.22

「
機
械
並
鉄

道
用
品
共
通

計
算
取
扱
規

則
」

19
03.12.15

「
機
械
鉄
道

用
品
並
金
物

類
共
通
計
算

取
扱
規
則
」

1
907

.7
.1

「
機
械
鉄
道
用

品
共
通
計
算

規
則
」

19
06.12

.1

改
正
実
施

（
10
.1
3達
）

●
●

●
●

●
●

18
95.1.4

輸
出
米
部

（
東
京
）

189
6.3.9

18
97.10.23

1
898

.5.14

輸
出
米
部

（
東
京
）

1
899

.7.19
1
900

.5.21

「
燐
寸
輸
出

取
扱
規
程
」
「
燐
寸
取
扱

細
則
」

1
911

.11
.9

「
機
械
部
規
則
」

19
03.12.15

機
械
鉄
道
用

品
並
金
物
首

部
（
営
業
部
）

190
3.5.2

2

機
械
並
鉄
道
用
品

首
部
（
営
業
部
）

19
06.12.21

木
材
部
（
東
京
）

1
909

.12
.5

廃
止

1
911

.11
.9

機
械
部
（
東
京
）

●
●

●
●

19
07.7.1

機
械
部
（
東
京
）

●
●

●
●

●

棉
花
部
（
大
阪
）

189
4.7

.1
棉
花
首
部

（
大
阪
支
店
）

189
8.8

.1
190

0.1
1.

27
廃
止

1
901

.12
.1

大
阪
が
棉
花

の
販
売
主
店

1
911

.11
.9

棉
花
部
（
大
阪
）

190
2.7

.19

「
棉
花
取
扱
規
則
」

改
正
で
棉
花
共
通

計
算
実
施

189
4.7

.1
9

棉
花
部
事
務
章

程
改
正
（
共
通

計
算
の
実
施
）

1
898

.8.1

「
棉
花
取
扱
細
則
」

で
棉
花
共
通
計
算

実
施
（
大
阪
へ
指

令
）

19
01.11.30

廃
止
（

1
2
.1

改
正
「
棉

花
取
扱
規

則
」
）

1
911

.1
1.9

「
棉
花
部
規
則
」

（
綿
花
・
綿
糸
・

綿
布
対
象
）

1
901.8.26

廃
止

189
8.8

.1

189
9.5.2

4

「
輸
出
綿
布
共
通

計
算
取
扱
細
則
」

制
定
（
営
業
部

が
首
部

1
8
99
年

下
期
か
ら
実
施
）

「
輸
出
綿
糸

共
通
計
算
取

扱
細
則
」
で

輸
出
綿
糸
共

通
計
算
実
施

（
大
阪
へ
指

令
）

191
8.7

.19

191
8.7

.19

金
物
部

●

「
金
物
部
規
則
」

「
金
物
部
細
則
」

1
911

.11
.9

「
砂
糖
部
規
則
」

191
8.7.1

9

1
917

.7.7
改
定

191
2.4

.19

「
機
械
部
細
則
」

（
N
Y
）
●

●19
11.11.9
木
材
部
（
小
�
）

1
911

.11
.9

「
木
材
部
規
則
」

1
916

.12
.4

「
木
材
部
細
則
」

1
915

.8.30

「
砂
糖
部
細
則
」

19
14.11.1

191
4.9

.21

改
正

1
1
.1
実
施

「
支
部
」
の
綿
花

の
み
対
象
に

実
施
「
棉
花
部
細
則
」（
綿
花
の
み
）

委
托
荷
・
乗
合
勘
定
荷

約
定
荷

輸
入
糖

国
内
糖



三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）

199

190
7.7

.1

「
羽
二
重
商
売
損

益
共
通
実
施
」

18
99.3.1

「
生
糸
商
売
共

通
計
算
規
程
」

「
輸
出
米
共
通
計
算

取
扱
規
則
」
（
兵
庫

を
仕
入
首
部
、
倫
敦

を
販
売
首
部
、
本
店

で
損
益
を
総
合
）

18
96.8.8

北
海
道
産
海

産
物
・
海
産

肥
料
の
共
通

計
算
開
始

1
899

.9.16

1
900

.9.11

「
肥
料
雑
穀
共

通
計
算
取
扱
規

則
」（

1
90
5年
ま

で
首
部
未
設
置
）

18
97.12.31

廃
止

19
06.2.1

5

「
米
穀
肥
料
共

通
計
算
取
扱
規

則
」
実
施

190
7.9

.1

「
米
穀
肥
料

取
扱
規
則
」

実
施

191
0.1

0.7

廃
止

190
5.12.26

米
穀
肥
料
部

（
神
戸
）

●
●

19
10.10.7

廃
止

19
07.2.13

「
満
州
貿

易
共
通
計

算
取
扱
規

則
」

●
●

18
96.5.2

2
「
営
口
ニ
於

ケ
ル
大
豆
買

附
手
続
」
損

益
折
半

189
6.8

.8

営
口
大
豆
・
大
豆
粕

の
共
通
計
算
開
始

（「
営
口
ニ
於
ケ
ル
大

豆
買
附
手
続
」
）
兵

庫
が
主
店

1
898

.8.10

牛
荘
大
豆
・

大
豆
粕
の

3
店
共
通
計
算

開
始
、
首
部

は
兵
庫
支
店

19
10.10.7

満
州
営

業
部

189
9.10.31
廃
止

19
08.11.

11
廃
止

1
900

.8.12

営
口
小
豆

の
共
通
計

算
開
始
、

首
部
は
兵

庫
支
店

そ
の
後
不
詳

191
0.1

0.7
「
本
邦
引
合
満
州
産

雑
穀
肥
料
取
扱
規
則
」

●

1920
.5
.1

生
糸
部
設
置

1
920

.4.29

「
生
糸
部
規
則
」

1
920

.4.29

「
生
糸
部
細
則
」

●19
16.11.1

穀
肥
部
（
神
戸
）

19
16.11.1

「
穀
肥
部
規
則
」

191
2.9

.27

大
連
支
店

に
合
併

19
16.11.1

「
穀
肥
部
細
則
」

1
916

.1
1.2

2

廃
止

19
04.11

.5
石
炭
首
部

（
門
司
）

19
10.10.21

「
欧
州
引
合
満
州
産

農
産
物
取
扱
規
則
」

18
98.11.1
共
通
計
算
廃
止

「
石
炭
取
扱
手
続

並
同
手
数
料
規
定
」

●
●

●

委
託
炭

委
託
炭

第
6
図
部
の
設
置
と
共
通
計
算
の
類
型

190
0.2

.9

「
共
通
計
算
規
程
」
廃
止
、

「
営
業
規
則
」
第

8
条
改
正
。

「
商
品
ニ
関
ス
ル
計
算
ヲ
共

通
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」

1
898

.8.1

石
炭
の
共
通
計

算
開
始
、
首
部

は
本
店
本
部

［
本

則
］

1
899

.2
.8

改
正

社
持
雑
種
炭

1
898

.7.18

「
共
通
計
算
規

程
」
制
定

1
902

.4.21
「
石
炭
取
扱
規

則
」
改
正

19
04.11

.5

改
正

社
持
炭
・
打
切
炭

1
916

.1
1.2

2

廃
止

1917
.7
.7

石
炭
部
（
東
京
）

1
911

.11
.9

石
炭
部
（
門
司
）

1911
.1
1.9

「
石
炭
部
規
則
」

1
912

.2.22
「
石
炭
部
細
則
」

191
1.7

.6

「
特
種
商
品
取
扱

規
則
」
制
定

19
09.10

.11

三
井
物
産
株
式

会
社
設
立
に
伴

い
廃
止



な
い
。
つ
ま
り
、
仕
入
店
は
利
益
を
取
得
（
計
上
）
で
き

な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
仕
入
店
が
直
接
経
費
し
か
販

売
店
に
付
け
替
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
利
益
を
取
得
（
計

上
）
で
き
な
い
も
の
（
仕
入
店
が
間
接
経
費
を
自
己
負
担

す
る
た
め
、
本
来
の
類
型
Ａ
の
も
の
よ
り
も
仕
入
店
に
と

っ
て
さ
ら
に
制
約
が
厳
し
い
も
の
）
も
、
類
型
Ａ
に
含
め

る
。
こ
の
他
、
仕
入
店
だ
け
で
な
く
、
販
売
店
で
も
利
益

を
計
上
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
利
益
を
計
上

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
店
が
生
じ
る
。
そ
の
典
型
的
規
則

が
「
共
通
計
算
規
程
」（
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
制
定
）

で
あ
る
。

類
型
Ａ
で
は
、
重
要
な
問
題
が
仕
入
店
に
お
い
て
少
な

く
と
も
二
つ
発
生
す
る
。
第
一
は
、
仕
入
店
で
は
い
く
ら

努
力
し
て
も
利
益
を
計
上
で
き
な
い
た
め
、
担
当
者
の
意

欲
を
そ
ぐ
恐
れ
が
あ
っ
た
（

�）。
第
二
は
、
仕
入
店
は
必
要
な

経
費
（
直
接
経
費
と
間
接
経
費
）
を
加
算
で
き
る
た
め
、

間
接
経
費
を
過
大
に
割
り
当
て
（

�）て
販
売
店
に
商
品
を
売
却

し
か
ね
な
い
。
仕
入
店
が
当
該
商
品
に
つ
い
て
過
大
に
間
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第7図 共通計算の諸類型

販売店が利益を取得

仕入店は利益を取得せず

本部（ただし、本部がないものあり）

販売店が利益を取得

仕入店は、個々の取引で利益を取得せず

本部（ただし、本部がないものあり）

販売店・仕入店の乗合勘定＝
損益分配

本部（ただし、本部がないものあり）

販売店・仕入店の乗合勘定＝
損益分配

期末に各店（支部）の業績の損益を取りま
とめ、全体としての成績を明らかにする。

期
末
に
勘
定
を
一
箇
所

に
取
り
と
り
ま
と
め

［A］

［B］

［C］

［D］

［O］


個
別
の
取
引
で
間
接
経

費
を
加
算
し
て
計
算

�


個
別
の
取
引
で
間
接
経

費
を
加
算
せ
ず
に
計
算

�

期末に利益を分与

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

期
末
に
勘
定
を
一
箇
所

に
取
り
と
り
ま
と
め

期
末
に
勘
定
を

一
箇
所
に
取
り

と
り
ま
と
め

期
末
に
勘
定
を

一
箇
所
に
取
り

と
り
ま
と
め

［取りまとめず］



接
経
費
を
割
り
当
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
商
品
に
割
り
当
て
る
間
接
経
費
を
減
ら
し
、
他
の
商
品
の
純
利
益
を
増
加
さ
せ
る
恐
れ
が
あ

っ
た
（

�）。
ま
た
直
接
経
費
に
つ
い
て
も
、
仕
入
店
が
、
販
売
店
が
関
知
で
き
な
い
運
賃
・
保
険
の
割
り
戻
し
を
控
除
せ
ず
、
建
前
上
（
表
面
上
）

の
経
費
を
そ
の
ま
ま
販
売
価
格
に
加
算
し
、
他
の
商
品
の
勘
定
に
割
り
戻
し
分
を
利
益
と
し
て
計
上
し
か
ね
な
い
（

�）。

例
外
的
に
効
果
的
に
運
用
さ
れ
た
の
は
、「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」（
一
八
九
九
年
三
月
一
日
制
定
）、「
生
糸
部
規
則
」・「
生
糸
部
細

則
」
（
一
九
二
〇
年
四
月
二
九
日
制
定
）
に
よ
る
日
本
生
糸
の
取
引
で
あ
っ
た
。
日
本
生
糸
に
関
し
て
は
横
浜
支
店
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店

が
共
通
で
計
算
し
、
横
浜
支
店
は
個
々
の
取
引
で
利
益
を
計
上
せ
ず
、
期
末
に
間
接
経
費
な
ど
一
切
の
勘
定
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
に
付
け

替
え
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
損
益
計
算
書
を
取
り
ま
と
め
、
そ
れ
を
「
横
浜
支
店
長
ト
連
署
検
印
ノ
上
、
本
店
ヘ
提
出
（

�）」
す
る
と
さ
れ
た

（
一
九
二
〇
年
五
月
一
日
に
生
糸
部
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
生
糸
部
で
損
益
取
り
ま
と
め
）。

こ
の
よ
う
に
類
型
Ａ
で
は
、
販
売
店
が
仕
入
店
に
対
し
て
経
理
操
作
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
信
を
持
ち
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か

も
、
実
際
に
仕
入
店
が
自
己
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
経
理
操
作
を
し
た
場
合
、
社
外
販
売
先
に
対
し
て
、
で
き
る
だ
け
低
い
価
格
を
提
示
す

る
と
い
う
仕
組
み
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
で
、
逆
に
提
示
価
格
を
高
め
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
。

類
型
Ｂ
は
、
類
型
Ａ
が
孕
む
問
題
に
配
慮
し
、
販
売
店
で
計
上
し
た
利
益
の
一
部
（
多
く
の
場
合
、
半
分
）
を
仕
入
店
に
分
与
し
て
、
仕

入
店
の
担
当
者
の
意
欲
を
高
め
る
よ
う
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
（

�）。
こ
の
他
、
販
売
店
が
直
接
利
益
を
分
与
す
る
の
で
は
な
く
、
期
末
に
本

部
が
利
益
を
取
り
ま
と
め
て
仕
入
店
に
利
益
を
分
与
す
る
も
の
も
、
販
売
店
が
本
部
を
経
由
し
て

�回
的
に
利
益
を
分
与
し
て
い
る
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
上
記
の
問
題
点
の
第
二
は
依
然
と
し
て
残
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
仕
入
店
に
対
し
て
不
信
（
経
費
の
過
大

計
上
）
を
い
だ
い
た
販
売
店
が
自
店
で
の
経
費
（
と
く
に
間
接
経
費
）
を
過
大
に
計
上
し
て
利
益
を
圧
縮
す
る
恐
れ
も
あ
っ
た
（

	）。

類
型
Ｃ
と
類
型
Ｄ
は
、
間
接
経
費
の
過
大
計
上
を
防
ぐ
た
め
、
直
接
経
費
だ
け
で
損
益
を
計
算
し
、
販
売
店
で
発
生
し
た
利
益
を
仕
入
店

へ
分
配
し
（
損
益
折
半
が
原
則
）
、
そ
の
利
益
に
よ
っ
て
両
店
の
間
接
経
費
を
賄
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仕
入
店
・
販
売
店
が
乗
合

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）
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勘
定
（

�）（
jo
in
t
a
cco

u
n
t）
で
取
引
を
お
こ
な
い
、
損
益
を
分
配
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
、
直

接
経
費
を
ご
ま
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
、
共
通
計
算
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
な
お
直
接
経
費
だ
け
で
損
益

を
計
算
し
、
販
売
店
で
発
生
し
た
利
益
を
仕
入
店
に
分
配
し
な
い
で
首
都
だ
け
で
損
益
を
計
上
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
な
ら
ば

独
自
の
類
型
と
し
て
設
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
例
が
少
な
く
、
仕
入
店
に
と
っ
て
は
類
型
Ａ
以
上
の
制
約
（
利
益
を
取
得

で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
間
接
経
費
も
自
己
負
担
）
が
加
さ
れ
る
厳
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
便
宜
上
、
類
型
Ａ
と
し
て
区
分
す
る
。
類
型

Ｃ
で
は
期
末
に
損
益
を
期
末
に
一
箇
所
に
取
り
ま
と
め
る
の
に
対
し
て
、
類
型
Ｄ
は
取
り
ま
と
め
な
い
も
の
で
あ
る
。

類
型
Ｏ
は
乗
合
勘
定
さ
え
も
お
こ
な
わ
ず
、
期
末
に
一
か
所
に
各
店
の
勘
定
（
業
績
の
損
益
）
を
取
り
ま
と
め
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
典

型
例
は
、
一
八
九
四
年
七
月
一
日
設
置
の
棉
花
部
で
お
こ
な
わ
れ
た
共
通
計
算
（
同
年
七
月
一
九
日
改
正
の
「
棉
花
部
事
務
章
程
」
に
よ
る
）

で
あ
り
、
棉
花
部
本
部
が
各
店
の
損
益
を
ま
と
め
て
、
全
体
の
成
績
を
表
示
し
た
。
一
九
一
一
年
七
月
六
日
制
定
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」

に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
商
品
部
に
お
い
て
も
、
石
炭
・
木
材
・
砂
糖
の
計
算
方
法
の
な
か
に
類
型
Ｏ
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
あ
る
（
前
掲
、

第

6図
）
。
類
型
Ｏ
に
は
、
実
際
に
各
店
に
利
益
を
付
け
替
え
さ
せ
る
も
の
と
、
さ
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
先
述
の
研
究
史
整
理
の
部
分
で
ふ
れ
た
森
川
英
正
の
共
通
計
算
に
関
す
る
分
析
を
、
共
通
計
算
の
諸
類
型
と
関
連
さ
せ
て
み
よ
う
。

は
た
し
て
、
森
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
九
〇
七
年
の
支
店
長
諮
問
会
で
「
共
通
計
算
廃
止
の
方
向
に
向
か
」
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
予
想
と
は
逆
に
、
共
通
計
算
制
度
を
強
化
す
る
方
針
が
明
確
化
し
て
い
っ
」
て
、
一
九
一
一
年
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
の
制
定
と
商

品
部
の
設
置
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
一
九
〇
七
年
の
支
店
長
諮
問
会
で
主
要
な
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
共
通
計
算
一
般
で
な
く
、
類
型
Ａ
に

属
す
る
「
米
穀
肥
料
共
通
計
算
取
扱
規
則
（

�）」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
仕
入
店
に
利
益
の
計
上
を
認
め
な
い
類
型
Ａ
の
や
り
方
に
支
店
長
か
ら
の

批
判
が
集
中
し
た
た
め
、
類
型
Ａ
の
や
り
方
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
議
論
が
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
同
年
九
月
一
日
に
上
記
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規
則
は
改
正
さ
れ
て
、
名
称
も
「
共
通
計
算
」
と
い
う
言
葉
を
除
い
て
「
米
穀
肥
料
取
扱
規
則
」
と
な
っ
た
。
こ
の
新
た
な
規
則
で
は
、
仕

入
店
は
仕
入
原
価
に
直
接
経
費
と
間
接
経
費
を
加
算
す
る
だ
け
で
、
利
益
を
加
算
で
き
な
い
代
わ
り
に
、
米
穀
肥
料
部
が
期
末
に
決
算
を
お

こ
な
っ
て
、
「
若
シ
純
益
ア
ル
ト
キ
ハ
其
半
額
ヲ
仕
入
店
ニ
附
替
（

�）」
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
類
型
Ａ
か
ら
類
型
Ｂ
へ
規
則
が
変
更
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
〇
七
年
の
支
店
長
諮
問
会
に
お
い
て
、
共
通
計
算
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
森
川
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
方
向
が
逆
転
し
て
、
類
型
Ａ
に
属
す
る
共
通
計
算
制
度
を
強
化
す
る
方
針
が
明

確
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
で
は
第
四
条
で
「
部
ノ
組
織
ノ
下
ニ
取
扱
フ
ヘ
キ
商

品
ノ
損
益
ハ
総
テ
共
通
計
算
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
共
通
計
算
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
明
ら
か
の
よ
う
に
、
森
川
が

使
用
し
た
意
味
（
類
型
Ａ
）
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
則
の
条
文
だ
け
で
強

化
さ
れ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
規
則
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
各
商
品
部
の
規
則
（
さ
ら
に
細
則
）
に
即
し
て
、
五
つ
の
商

品
部
が
設
立
さ
れ
た
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
時
点
の
前
後
で
規
則
が
、
ど
の
類
型
か
ら
ど
の
類
型
に
移
行
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か

っ
た
の
か
を
み
よ
う
（
前
掲
、
第

6図
、
付
表
）
。
石
炭
の
う
ち
社
持
・
打
切
炭
で
は
、
類
型
Ａ
か
ら
類
型
Ｏ
に
、
委
託
炭
で
は
類
型
Ｂ
か

ら
類
型
Ｏ
へ
移
行
し
、
綿
花
・
綿
糸
の
場
合
は
、
類
型
Ａ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
（

�）。
機
械
の
場
合
は
、
類
型
Ｂ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
砂
糖
と
木
材

の
場
合
は
、
共
通
計
算
に
関
す
る
規
則
が
な
か
っ
た
状
態
か
ら
類
型
Ｏ
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
一
一
年
の
部
設
置
に
伴

い
類
型
Ａ
の
方
に
諸
規
則
の
類
型
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
棉
花
部
を
除
く
、
四
つ
の
商
品
部
に
関
す
る
限
り
、
「
特
種
商
品
取
扱
規

則
」
制
定
後
、
類
型
Ａ
に
属
す
る
規
則
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
一
六
年
一
一
月
一
日
に
穀
肥
部
設
置
と
と
も
に
制
定
さ
れ
た
「
穀
肥
部
規
則
」
で
は
「
組
合
セ
商
売
」
の
場
合
、
大
豆
・
大

豆
粕
・
米
に
つ
い
て
類
型
Ａ
の
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
以
前
で
も
、
日
本
各
店
と
引
き
合
う
満
州
産
雑
穀
・
肥
料
（
大
豆
・
大
豆
粕
が
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含
ま
れ
る
）
に
つ
い
て
は
類
型
Ａ
の
方
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
「
穀
肥
部
規
則
」
に
よ
っ
て
類
型
Ａ
の
方
法
が
新
た
に
採
用
さ
れ
た
と

は
い
い
が
た
い
（
例
外
は
米
）。

こ
の
よ
う
に
一
九
一
〇
年
代
後
半
ま
で
を
含
め
て
商
品
部
関
係
の
諸
規
則
を
み
て
も
、
一
九
一
一
年
商
品
部
設
立
前
に
比
べ
て
設
立
後
に

類
型
Ａ
の
規
則
の
商
品
が
増
え
た
と
は
い
え
な
い
。
逆
に
石
炭
の
よ
う
に
類
型
Ａ
・
類
型
Ｂ
か
ら
類
型
Ｏ
に
移
行
し
た
も
の
や
、
木
材
部
の

よ
う
に
類
型
Ｏ
の
共
通
計
算
が
始
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。

な
お
、
念
の
た
め
説
明
す
る
と
、
売
越
買
越
を
商
品
部
本
部
が
統
一
的
に
運
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
類
型
の
方
法
が
実
施
さ
れ
た

商
品
部
（
機
械
部
を
除
く
）
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
も
っ
と
も
規
制
の
緩
い
類
型
Ｏ
の
方
法
が
お
こ
な
わ
れ
た
石
炭
部
で
は
、

「
石
炭
部
細
則
」（
一
九
一
二
年
二
月
二
二
日
制
定
）
で
「
各
販
売
店
ハ
常
置
部
員
タ
ル
ト
代
務
店
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
一
切
買
越
売
越
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
得
ス
」
（
第
八
条
（

�））
と
し
て
お
り
、
石
炭
部
本
部
だ
け
が
売
越
買
越
業
務
を
担
当
し
、
他
店
に
担
当
さ
せ
な
い
と
い
う
最
も
厳
格
な

売
越
買
越
業
務
の
統
一
的
運
用
に
な
っ
て
い
る
。
綿
花
取
引
を
類
型
Ａ
の
方
法
で
お
こ
な
っ
て
い
た
一
九
一
八
年
頃
の
棉
花
部
で
は
、
「
棉

花
部
細
則
」
（
一
九
一
四
年
九
月
二
一
日
制
定
、
一
九
一
八
年
七
月
一
六
日
改
正
）
で
「
部
ハ
仕
入
並
販
売
ヲ
統
轄
シ
許
可
ノ
範
囲
ニ
於
テ

売
越
買
越
ヲ
為
シ
又
ハ
其
一
部
ヲ
支
部
ニ
分
割
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
（
第
八
条
（

�））
と
し
て
お
り
、
棉
花
部
本
部
が
売
越
買
越
限
度
の
一
部
を
支

部
に
分
与
し
な
が
ら
売
越
買
越
を
統
一
し
て
運
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

3．「
特

種
商

品
取

扱
規

則
」

に
よ

る
部

制
度

導
入

の
意

味
と

損
益

計
算

「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
の
制
定
を
「
共
通
計
算
制
度
を
強
化
」
し
た
も
の
と
す
る
森
川
の
解
釈
が
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
と
、「
特
種

商
品
取
扱
規
則
」
、
お
よ
び
そ
れ
が
議
論
さ
れ
た
第
一
回
支
店
長
諮
問
会
で
の
主
要
な
争
点
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
会
議
の
議
事
録
は

作
成
さ
れ
た
も
の
の
、
三
井
文
庫
に
も
他
の
機
関
に
も
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。
議
事
録
の
目
次
だ
け
が
三
井
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

204



た
め
他
の
資
料
に
よ
っ
て
主
要
な
争
点
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
九
一
一
年
七
月
六
日
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
の
ち
、
八
月
一
日
に
第
一
回
支
店
長
諮
問
会
が
開
始
さ
れ
、
一
九
日

に
終
了
し
た
。
念
の
た
め
記
す
と
、
商
品
部
を
設
置
（
一
一
月
九
日
）
す
る
前
に
、
会
議
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
設
置
前
後
の
経
緯
を

み
る
と
支
店
長
へ
の
説
明
を
こ
の
会
議
で
お
こ
な
い
、
理
解
を
得
て
か
ら
商
品
部
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

議
事
録
の
目
次
（

�）を
み
る
と
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
か
ら
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
実
行
ニ
関
ス
ル
件
」
の
記
録
が
始
ま
り
、
つ
ぎ
の
案
件
「
三
井

物
産
合
名
会
社
解
散
ニ
関
ス
ル
件
」
の
二
二
七
ペ
ー
ジ
ま
で
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
参
事
の
藤
村
義
朗
が
説
明
し
（
一
九

五
ペ
ー
ジ
か
ら
）、
つ
い
で
大
阪
支
店
長
の
藤
野
亀
之
助
が
説
明
（
一
九
九
ペ
ー
ジ
か
ら
）
し
た
の
ち
、「
質
疑
、
説
明
」
（
二
〇
五
ペ
ー
ジ
）

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
二
〇
ペ
ー
ジ
以
上
に
亘
っ
て
、
質
疑
・
応
答
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
長
さ
か
ら
み
る
と
、
規
則
を
め

ぐ
っ
て
議
論
が
紛
糾
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

あ
ら
か
じ
め
主
要
な
争
点
（
論
点
）
と
な
っ
た
条
文
が
何
か
を
指
摘
す
る
と
、
そ
れ
は
次
に
引
用
す
る
第
三
条
・
第
六
条
と
、
後
に
引
用

す
る
第
二
二
条
・
第
二
三
条
で
あ
っ
た
。

第
三
条
部
ハ
当
該
商
務
ヲ
統
轄
シ
其
敏
活
統
一
ヲ
計
リ
関
係
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
チ
商
務
ノ
発
達
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

但
部
ノ
組
織
ノ
下
ニ
取
扱
フ
ヘ
キ
商
品
並
部
ノ
所
在
地
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第
六
条
部
長
ハ
命
ヲ
取
締
役
ニ
享
ケ
部
務
ヲ
統
轄
ス

副
部
長
ハ
部
長
ヲ
補
佐
シ
部
長
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
其
職
務
ヲ
代
理
ス

部
員
ハ
部
長
ノ
指
揮
ニ
従
ヒ
部
務
ニ
服
ス
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つ
ぎ
に
第
一
回
支
店
長
諮
問
会
議
事
録
を
読
ん
で
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
本
店
業
務
課
長
赤
羽
克
己
の
第
八
回
支
店
長
会
議
（
一
九
二
一

年
開
催
）
で
の
発
言
を
み
よ
う
（

�）。

明
治
四
十
四
年
八
月
第
一
回
支
店
長
会
議
議
事
録
ニ
依
レ
ハ
、
部
制
度
ヲ
設
ケ
ラ
ル
当
時
ノ
取
締
役
ノ
精
神
ヲ
明
瞭
ニ
知
リ
得
ヘ
ク
、
当
時
ニ
於
テ

ハ
所
謂
支
店
本
位
ナ
リ
シ
カ
為
メ
互
ニ
掛
引
キ
ヲ
為
シ
識
ラ
ス
知
ラ
ス
同
業
者
又
ハ
得
意
先
ニ
乗
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、
寧
ロ
支
店
本
位
ヨ
リ
ハ
商

品
本
位
ニ
依
リ
進
マ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
根
本
ヨ
リ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
間
ニ
於
テ
共
通
計
算
、
主
店
制
度
ト
云
フ
カ
如
ク
幾
多
ノ
楷
梯
ヲ

経
テ
部
制
度
ヲ
設
ケ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
カ
、
其
当
時
ニ
於
テ
ハ
店
ヲ
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
ス
ル
上
ニ
於
テ
部
長
ト
支
店
長
ト
ノ
間
ニ
付
キ

極
メ
テ
仔
細
ニ
討
議
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
会
議
録
ニ
依
リ
テ
見
ラ
ル
ヽ
所
ノ
如
シ
、
尤
モ
其
当
時
ニ
於
テ
ハ
部
制
度
ハ
当
社
ノ
社
是
ト
シ
テ
実
施
セ

サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
リ
シ
ニ
ハ
相
違
ナ
キ
カ
、
更
ニ
益
田
顧
問
及
合
名
会
社
ノ
許
可
ヲ
得
テ
部
制
度
ヲ
発
布
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
豪
モ
変
更
ヲ
許
サ

レ
サ
ル
コ
ト
ハ
、
此
案
ヲ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
当
時
ノ
説
明
者
ト
シ
テ
藤
村
委
員
ヨ
リ
説
明
セ
ラ
レ
タ
ル
カ
、
併
シ
其
ノ
時
ノ
模
様
ヲ
考
フ
ル
ニ
各
店

ニ
テ
支
店
本
位
ナ
ル
カ
為
メ
互
ニ
損
益
ヲ
争
ヒ
タ
ル
結
果
、
合
名
会
社
及
益
田
顧
問
ヲ
煩
ハ
シ
テ
圧
迫
的
ニ
部
ノ
設
置
ヲ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
キ
形

勢
ナ
キ
ニ
シ
モ
非
ズ

一
九
一
一
年
の
支
店
長
諮
問
会
で
、
「
店
」
（
支
店
な
ど
）
を
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
す
る
こ
と
（
第
三
条
と
第
六
条
関
連
）
、
つ
ま
り
部
長

が
支
店
長
の
上
に
立
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
様
々
な
疑
義
が
支
店
長
か
ら
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
本
店
本
部
側
が
説
明
に
努
め
た
よ
う
で
あ

る
（
「
極
メ
テ
仔
細
ニ
討
議
」
）
。
重
要
な
規
則
類
の
制
定
に
関
し
て
は
、
正
規
の
手
続
き
と
し
て
三
井
合
名
会
社
の
承
認
を
え
る
必
要
が
あ

っ
た
。
提
案
者
側
の
藤
村
義
朗
は
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
つ
い
て
三
井
合
名
会
社
か
ら
す
で
に
承
認
を
え
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
だ

け
で
な
く
三
井
合
名
会
社
顧
問
の
益
田
孝
か
ら
も
同
意
（
正
規
の
手
続
き
で
は
な
い
）
を
取
り
付
け
て
い
る
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
主
催
者
側
は
、
三
井
合
名
会
社
（
し
た
が
っ
て
三
井
八
郎
右
衛
門
ら
三
井
同

族
）
・
益
田
孝
の
名

前
を

持
ち
出
す
な
ど
し
て
部
制
度

反
対
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論
を
封
じ
、
最
終
的
に
支
店
長
に
対
し
て
「
圧
迫
的
ニ
部
ノ
設
置
ヲ
認
メ
」
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

商
品
部
制
度
の
導
入
は
、
赤
羽
が
的
確
に
表
現
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
「
支
店
本
位
」
か
ら
「
商
品
本
位
」
へ
、
つ
ま
り
地
域
別
組
織
中

心
か
ら
商
品
別
組
織
中
心
へ
と
三
井
物
産
全
体
の
営
業
組
織
（

�）を
改
編
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
営
業
組
織
の
改
編

が
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
、
お
よ
び
そ
れ
が
議
論
さ
れ
た
第
一
回
支
店
長
諮
問
会
で
の
主
要
な
争
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
地
域
別
組
織

（
支
店
な
ど
）
を
一
挙
に
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
取
締
役
の
直
轄
下
に
商
品
部
（
商
品
別
組
織
）
を
お
き
、
そ
の
商
品
部
を
支
店
の
上
位

に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
三
井
物
産
全
体
を
商
品
別
中
心
の
組
織
へ
と
改
編
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
商
品
部
制
度
に
対
す
る
支
店
長
側
の
抵
抗
が
激
し
か
っ
た
た
め
、
部
制
度
の
条
文
を
す
べ
て
直
ち
に
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
第
二
二
条
・
第
二
三
条
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
た
の
か
、
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
み
よ
う
。

第
二
十
二
条
部
ハ
半
季
毎
ニ
其
取
扱
ニ
係
ル
商
品
ノ
総
貸
借
対
照
表
、
総
損
益
計
算
表
、
同
明
細
表
、
次
季
予
算
書
、
同
説
明
書
並
考
課
状
ヲ

調
製
シ
テ
之
ヲ
取
締
役
ニ
提
出
ス
ル
ト
同
時
ニ
其
写
ヲ
各
関
係
店
長
ニ
送
附
ス
ヘ
シ

第
二
十
三
条
各
関
係
店
ハ
毎
半
期
末
本
規
則
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
商
品
ノ
損
益
並
経
常
費
ヲ
総
テ
部
ヘ
移
ス
ヘ
シ

こ
の
規
則
の
中
で
は
、
第
二
三
条
の
「
各
関
係
店
」
が
何
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
関
係
店
が
何
を
指
す
の
か
は
、
各
商
品
部
の
規
則
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
棉
花
部
規
則
」（
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
制
定
）
で
は
「
部
ノ
事
務
ハ
当
該
店
長
之
ヲ
代
務
ス
」（
第
四

条
）
、
「
支
店
常
置
部
員
及
代
務
店
ハ
毎
半
季
末
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
同
明
細
書
、
次
季
予
算
書
、
同
説
明
書
及
考
課
状
ヲ
作
成
シ

テ
本
部
ニ
提
出
シ
其
損
益
尻
ヲ
本
部
ニ
附
替
フ
ヘ
シ
」
（
第
一
三
条
（

�））
な
ど
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
棉
花
部
だ
け
で
な
く
石
炭

部
、
機
械
部
、
木
材
部
、
砂
糖
部
で
も
、
関
係
店
と
は
支
店
常
置
部
員
と
代
務
店
を
指
し
、
こ
の
う
ち
代
務
店
は
部
担
当
商
品
を
取
り
扱
う
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店
を
指
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
五
つ
の
商
品
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
の
規
定
で
は
、
当
該
部
商
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
店
は
支
店
常

置
部
員
が
い
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
代
務
店
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
で
は
、
商
品
部
本
部
が
、
担
当
商
品
に
関
し
て
、
本
部
、
支
店
常
置
部
員
、
代
務
店
の
勘
定
を
集

め
て
、
部
商
品
全
体
の
総
貸
借
対
照
表
・
総
損
益
計
算
表
・
総
損
益
明
細
書
な
ど
を
作
成
し
（
第
二
二
条
）
、
さ
ら
に
代
務
店
な
ど
は
商
品

の
損
益
と
経
常
費
（
間
接
経
費
）
を
商
品
部
本
部
へ
移
す
（
第
二
二
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。

第
一
回
支
店
長
諮
問
会
で
は
、
こ
の
二
つ
の
条
文
、
と
く
に
第
二
三
条
に
関
し
て
様
々
な
反
対
意
見
が
出
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
会
議
に
出
席
し
て
い
た
機
械
部
長
中
丸
一
平
が
一
九
一
五
年
四
月
の
機
械
部
会
議
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
支
店
長
諮
問
会
の
内
容
を
説
明

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

�）。

支
店
長
会
議
デ
部
制
度
ヲ
決
定
ス
ル
時
、
木
材
、
砂
糖
、
綿
花
、
機
械
ハ
部
制
度
ノ
精
神
丈
ケ
ニ
止
メ
損
益
計
算

�モ
本
部
ニ
纏
メ
ル
ト
云
フ
事

ハ
暫
ク
時
期

マ
マ

ヲ
待
ツ
ト
云
フ
事
ニ
ナ
リ
、
石
炭
丈
ケ
試
験
的
ニ
ヤ
ツ
テ
見
ル
事
ニ
ナ
ツ
テ
居
タ

石
炭
ハ
其
当
時
部
制
度
ヲ
実
行
ス
ル
ニ
最
モ
都
合
ノ
好
イ
状
態
ニ
ア
ツ
タ
カ
ラ
之
レ
ハ
断
行
シ
タ
ノ
デ
、
機
械
等
ハ
精
神
丈
ケ
ハ
部
制
度
ニ
ス
ル

ト
云
フ
事
ニ
ナ
ツ
テ
居
タ
ガ
実
際
ハ
之
ヲ
セ
ナ
カ
ツ
タ

部
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
を
支
店
長
諮
問
会
で
「
決
定
（

�）」
す
る
と
き
に
、
議
論
の
結
果
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
の
条
文
を
そ
の
ま
ま

適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
第
二
三
条
の
よ
う
に
損
益
を
商
品
部
本
部
ヘ
付
け
替
え
、
第
二
二
条
の
よ
う
に
商
品
部
の
本
部
が
三
井
物
産
全
体

の
損
益
を
ま
と
め
る
こ
と
は
石
炭
部
だ
け
で
試
験
的
に
行
い
、
他
の
商
品
部
で
は
「
精
神
丈
ケ
」
に
止
め
て
暫
く
時
機
を
待
つ
こ
と
に
な
っ

た
と
中
丸
は
説
明
し
て
い
る
。
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な
ぜ
石
炭
部
で
は
「
部
制
度
ヲ
実
行
ス
ル
ニ
最
モ
都
合
ノ
好
イ
状
態
ニ
ア
ツ
タ
」
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
中
丸
は
説
明
し
て
い
な
い
。

石
炭
関
係
で
は
、
一
九
〇
四
年
一
一
月
五
日
に
首
部
（
門
司
支
店
）
が
設
置
さ
れ
（

�）、
そ
れ
が
石
炭
部
設
置
ま
で
存
続
し
て
い
た
。
こ
の
石
炭

首
部
に
つ
い
て
は
、「
社
長
ノ
委
任
ニ
基
キ
石
炭
商
売
ヲ
統
轄
シ
」「
石
炭
ノ
売
買
ノ
引
合
ハ
総
テ
首
部
ヲ
中
心
ト
ナ
ス
ヘ
シ
、
予
シ
メ
首
部

ノ
承
諾
ヲ
得
ス
シ
テ
積
出
店
ト
販
売
店
ト
、
或
ハ
積
出
店
ト
得
意
先
ト
、
或
ハ
販
売
店
ト
坑
主
ト
ノ
間
ニ
直
接
ノ
引
合
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
許

サ
ス
（

�）」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
石
炭
首
部
が
社
長
か
ら
委
任
さ
れ
て
各
店
の
石
炭
取
引
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
り
、
し
か
も
、
各
店
が
売
買

に
つ
い
て
引
き
合
う
時
は
、
社
内
他
店
や
坑
主
と
で
は
な
く
原
則
と
し
て
す
べ
て
首
部
と
引
き
合
い
、
し
か
も
首
部
が
手
数
料
な
ど
の
取
引

条
件
を
厳
格
に
定
め
て
い
た
。
強
力
な
位
置
に
あ
る
石
炭
首
部
を
石
炭
部
に
切
り
換
え
て
も
、
統
轄
の
仕
方
に
大
き
な
変
化
が
予
想
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
実
際
に
は
、
共
通
計
算
の
類
型
Ａ
で
の
取
扱
は
な
く
な
る
）
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
か
、
試
行

的
に
各
店
の
石
炭
利
益
を
石
炭
部
本
部
が
集
め
て
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
各
店
が
同
意
し
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
中
丸
の
発
言
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
部
に
よ
っ
て
店
の
利
益
を
吸
い
上
げ
ら
れ
る
と
し
て
部
制
度
の
規
定
通
り

の
導
入
に
支
店
長
側
が
抵
抗
し
た
た
め
、
最
も
軋
轢
の
少
な
そ
う
な
石
炭
部
だ
け
で
、
試
行
的
に
各
店
の
損
益
を
集
中
し
て
取
り
ま
と
め
る

と
い
う
妥
協
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
妥
協
に
よ
っ
て
、
各
店
の
上
に
立
つ
商
品
部
制
度
の
導
入
（
商
品
部
の
設
置
）
が
よ
う
や

く
支
店
長
諮
問
会
で
「
決
定
」（
中
丸
の
言
葉
）
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
実
施
二
年
後
の
一
九
一
三
年
七
月
に
第
二
回
支
店
長
諮
問
会
が
開
催
さ
れ
、
諮
問
案
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
施

行
上
尚
ホ
改
善
ヲ
要
ス
ル
点
ア
ル
カ
如
シ
各
部
ノ
意
見
如
何
」
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
こ
の
会
議
の
会
長
（
取
締
役
岩
原
謙
三
）
が
つ

ぎ
の
よ
う
に
部
制
度
の
現
状
を
述
べ
て
い
る
（

�）。

既
ニ
今
日

�ニ
本
規
則
ヲ
設
ケ
タ
ル
当
時
ノ
理
想
ニ
稍
ヤ
近
キ

�ニ
進
ミ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
又
最
初
ノ
理
想
ニ
ハ
未
タ
大
ニ
遠
サ
カ
リ
居
ル
モ
ノ
モ
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ア
ル
カ
如
シ
、
是
レ
其
商
品
ノ
種
類
ニ
依
リ
実
際
商
売
ニ
当
ル
ニ
付
キ
種
々
ノ
事
情
纏
綿
シ
テ
予
期
ノ
如
ク
完
全
ニ
行
ハ
レ
サ
ル
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル

理
由
モ
ア
ル
ナ
ラ
ン
、
就
テ
ハ
今
後
之
ヲ
実
行
シ
行
ク
ニ
付
テ
改
良
ヲ
施
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
尚
一
層
進
歩
ス
ヘ
シ
ト
カ
、
或
ハ
今
日
行
ヒ
居
ル
ハ
所
謂

「
ベ
ス
ト
」
ニ
シ
テ
将
来
是
レ
以
上
進
マ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
弊
害
ヲ
生
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ル
ヤ
測
ラ
レ
ス
、
夫
等
ノ
点
ニ
関
シ
腹
蔵
ナ
ク
意
見
ア
ラ

ハ
述
ヘ
ラ
レ
タ
シ

こ
の
規
則
が
意
図
し
た
理
想
に
や
や
近
付
い
た
商
品
部
も
あ
れ
ば
、
理
想
か
ら
依
然
と
し
て
遠
い
商
品
部
が
あ
る
と
、
岩
原
は
現
状
を
述

べ
て
い
る
。
次
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、
理
想
に
や
や
近
づ
い
た
商
品
部
と
い
う
の
は
石
炭
部
だ
け
で
あ
る
。
石
炭
部
長
小
林
正
直
は
「
利

益
ヲ
部
ニ
集
メ
居
ル
ハ
石
炭
部
ノ
ミ
」、
大
連
支
店
長
安
川
雄
之
助
は
「
今
日
ハ
既
ニ
石
炭
ノ
成
績
ハ
部
ニ
附
替
ヘ
ル
コ
ト
ニ
定
マ
リ
居
ル
」、

神
戸
支
店
長
武
村
貞
一
郎
は
「
石
炭
ニ
付
テ
ハ
円
満
ニ
運
ヒ
居
レ
リ
、
是
レ
以
前
ヨ
リ
首
部
ノ
制
度
ア
リ
シ
為
メ
ナ
ラ
ン
」
と
述
べ
て
い
る
（

�）。

本
店
本
部
の
元
帳
に
記
載
さ
れ
た
一
九
一
三
年
上
期
（
一
九
一
二
年
一
一
月
～
一
九
一
三
年
四
月
）
の
「
当
期
損
益
」
勘
定
を
み
る
と
、
三

池
、
口
ノ
津
、
大
連
な
ど
二
三
店
で
石
炭
損
益
が
他
の
商
品
の
損
益
と
は
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（

�）。
本
来
は
、
関
係
店
が
損
益
を
石
炭
部
本

部
に
付
け
替
え
る
は
ず
で
あ
る
（
第
二
三
条
）
。
し
か
し
、
一
九
一
三
年
上
期
決
算
で
は
、
各
店
が
本
店
本
部
に
損
益
を
付
け
替
え
、
そ
の

後
に
石
炭
部
本
部
が
各
店
の
損
益
を
集
め
て
、
石
炭
部
全
体
の
損
益
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
「
砂
糖
部
ニ
於
テ
ハ
一
季
丈
ケ
利
益
ヲ
砂
糖
部
ニ
取
纏
メ
タ
（

�）」（
砂
糖
部
長
平
田
篤
次
郎
の
発
言
）
と
い
う
。
砂
糖
部
が
各
店
の
利

益
を
取
り
ま
と
め
た
の
は
一
九
一
二
年
上
期
の
よ
う
で
あ
る
（

�）。
「
砂
糖
部
ニ
於
テ
成
ル
ヘ
ク
理
想
的
ニ
砂
糖
部
ヘ
利
益
ヲ
取
纏
メ
テ
計
算
ス

ル
コ
ト
ヽ
セ
ル
カ
、
其
結
果
砂
糖
部
ニ
利
益
ノ
集
リ
来
ル
モ
ノ
ハ
予
想
ノ
高
ニ
上
ラ
ス
」
、
利
益
を
「
砂
糖
部
ニ
集
メ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
表
面

是
カ
真
正
ノ
砂
糖
ノ
利
益
ナ
リ
ト
云
フ
能
ハ
サ
ル
程
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
砂
糖
部
に
利
益
を
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と

を
止
め
、
「
各
店
ニ
於
テ
各
其
利
益
ヲ
挙
ケ
」
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
非
常
ニ
好
成
績
ヲ
挙
ク
ル
ニ
至
レ
リ
（

�）」
（
会
長
岩
原
の
発
言
）
と
い
う
。
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そ
の
た
め
、「
其
後
ハ
総
テ
各
店
ニ
テ
利
益
ヲ
出
ス
コ
ト
ニ
定
メ
タ
リ
」（
平
田
の
発
言
）
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
砂
糖
部
で
規
則
ど
お
り
に
関
係
店
の
砂
糖
利
益
を
ま
と
め
る
措
置
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
関
係
店
は
砂
糖
部
に
利
益
を
持
っ
て

行
か
れ
る
と
み
た
た
め
か
、
砂
糖
利
益
を
少
な
め
に
し
て
付
け
替
え
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
た
め
、
そ
の
後
は
、
砂
糖
部

は
関
係
店
の
利
益
を
取
り
ま
と
め
ず
、
単
に
関
係
店
が
計
上
し
た
損
益
を
集
計
す
る
方
法
に
変
更
し
、
理
想
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

す
る
と
、
関
係
店
は
ま
と
も
な
砂
糖
利
益
額
を
計
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（

�）。

し
た
が
っ
て
一
九
一
三
年
七
月
頃
の
時
点
で
は
、
関
係
店
の
損
益
を
取
り
ま
と
め
て
部
の
損
益
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
石
炭
部
だ
け
で
あ

り
、
棉
花
部
・
機
械
部
・
砂
糖
部
・
木
材
部
で
は
ま
っ
た
く
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
か
っ
た
。
石
炭
部
で
み
て
も
、
第
一
に
、
い
ま
だ
関
係

店
は
直
接
、
石
炭
部
本
部
に
損
益
を
付
け
替
え
て
お
ら
ず
（
第
二
三
条
で
は
部
へ
移
す
と
規
定
）
、
第
二
に
、
石
炭
部
長
が
「
部
ノ
規
則
実

行
以
来
只
勘
定
ヲ
集
メ
見
タ
ル
丈
ケ
ニ
テ
ハ
一
向
効
能
モ
ナ
キ
ニ
依
リ
各
項
目
ニ
分
チ
経
費
ノ
内
容
等
ニ
付
キ
種
々
質
問
モ
為
シ
、
之
ヲ
研

究
シ
テ
尚
ホ
進
歩
セ
シ
ム
ヘ
キ
余
地
ア
ラ
ハ
共
ニ
研
究
ヲ
試
ミ
ン
ト
種
々
攻
究
シ
ツ
ヽ
ア
リ
（

�）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
関
係
店
の
経
費
の

詳
細
を
把
握
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
（

	）。

た
だ
し
、
念
の
た
め
説
明
す
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
〇
四
年
三
月
三
〇
日
の
達
に
よ
っ
て
各
店
に
お
い
て
品
目
別
に
総
損
益
・
間
接

経
費
・
純
損
益
を
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
関
係
店
の
損
益
明
細
表
を
集
計
す
れ
ば
、
部
取
扱
商
品
全
体
の
損
益
を

把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
店
本
部
に
お
い
て
、
利
益
を
品
目
別
あ
る
い
は
商
品
部
別
に
把
握
す
る
こ
と
は
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
（


）。

と
こ
ろ
で
前
述
の
改
善
を
要
す
る
点
が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
諮
問
に
対
し
て
、
石
炭
部
長
小
林
正
直
は
支
部
設
置
に
関
し
て
、
ふ
た
つ
提

案
し
て
い
る
。
第
一
は
、
東
京
本
店
で
の
特
異
な
石
炭
取
引
の
あ
り
方
を
改
善
す
る
た
め
の
支
部
設
置
案
で
あ
り
、
第
二
は
各
店
に
共
通
し

た
支
部
設
置
案
で
あ
る
。
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ま
ず
第
一
の
提
案
に
つ
い
て
み
よ
う
。
小
林
は
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
の
石
炭
を
、
本
店
本
部
石
炭
課
と
営
業
部
石
炭
掛
が
そ
れ
ぞ
れ
取
り

扱
い
、
ま
た
機
械
部
が
主
に
海
軍
と
引
合
い
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
「
一
ヶ
所
ニ
在
リ
テ
三
ヶ
所
ニ
別
レ
居
ル
有
様
ナ
ル
カ
、
之
ヲ
取
纏
メ

テ
一
ノ
機
関
ト
シ
適
当
ナ
ル
名
義
ヲ
附
シ
」
た
い
と
提
案
し
た
。
機
械
部
長
中
丸
も
、
従
来
日
本
郵
船
な
ど
の
焚
料
用
石
炭
の
引
合
い
を
、

あ
る
時
は
石
炭
課
、
あ
る
時
は
石
炭
掛
、
あ
る
と
き
は
機
械
部
が
お
こ
な
い
、
そ
の
た
め
「
外
部
ニ
対
シ
甚
タ
不
体
裁
」
な
状
況
に
な
っ
て

お
り
、
今
回
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
か
ら
石
炭
の
一
手
販
売
を
引
き
受
け
た
結
果
、
炭
種
も
い
っ
そ
う
多
く
な
っ
た
の
で
「
是

�ノ
儘
ニ
テ
ハ

面
白
カ
ラ
サ
ル
事
モ
起
ル
」
か
も
し
れ
ず
、
「
駆
引
上
ニ
モ
先
方
ヨ
リ
乗
セ
ラ
ル
ヽ
恐
モ
ア
」
る
の
で
、
小
林
の
提
案
の
よ
う
に
一
か
所
に

ま
と
め
た
い
と
発
言
し
た
。
一
か
所
に
ま
と
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
特
に
異
論
が
出
な
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
第
二
の
提
案
に
つ
い
て
み
よ
う
。
小
林
は
「
石
炭
販
売
ニ
当
ル
重
要
ナ
ル
各
店
ノ
石
炭
掛
ハ
之
ヲ
部
員
ト
シ
部
設
置
当
時
ノ
趣
意

ニ
副
フ
モ
亦
一
策
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
、
主
要
な
関
係
店
の
石
炭
掛
を
石
炭
部
の
支
部
と
す
る
案
を
提
起
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
石
炭
ニ
対
ス
ル
各
店
ノ
模
様
ヲ
可
及
的
広
ク
知
」
る
た
め
、
各
店
か
ら
「
種
々
ノ
報
告
ヲ
集
メ
其
資
料
ヲ
得
ツ
ヽ
ア
」
り
、
と
こ
ろ
が

「
時
ニ
依
リ
甚
タ
不
便
ア
リ
テ
部
ノ
申
出
通
リ
ニ
実
行
セ
ス
、
種
々
ノ
報
告
、
総
テ
ノ
仕
事
ノ
上
ニ
於
テ
我
意
ノ
儘
ニ
行
フ
コ
ト
ナ
キ
ニ
非

ス
」
、
「
矢
張
リ
部
員
ト
シ
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
部
長
ノ
申
出
ニ
対
シ
テ
モ
余
リ
重
キ
ヲ
措
カ
ス
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
連
支
店

長
安
川
雄
之
助
の
よ
う
に
部
員
の
人
事
で
対
立
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
否
定
的
意
見
や
、
大
阪
支
店
長
藤
野
亀
之
助
の
よ
う
に
「
根
本
的

専
門
ノ
商
売
ニ
移
ラ
サ
レ
ハ
専
門
ノ
知
識
ア
ル
者
ヲ
出
ス
コ
ト
能
ハ
ス
」
と
い
う
賛
成
意
見
な
ど
、
種
々
の
見
解
が
示
さ
れ
た
（

�）。
結
局
、
第

二
の
提
案
に
つ
い
て
合
意
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
一
九
一
三
年
七
月
の
第
二
回
支
店
長
会
議
閉
会
後
、
八
月
二
五
日
に
「
石
炭
部
規

則
」
「
石
炭
部

細
則
」
が

改
正
さ
れ
て
「
支

部
」
設
置
を
盛
り

込
み
、
石
炭
部
東

京
支
部
の
み
が
設
置
さ
れ
た
（

�）。
翌
一
九
一

四
年
九
月
に
は
長
崎
支
部
も
設
置
さ
れ
た
。
長
崎
支
部
設
置

の
経
緯
・
理
由
は
不
明
で
あ
る
（

�）。
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棉
花
部
も
一
九
一
四
年
一
一
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
部
と
ボ
ン
ベ
イ
支
部
を
設
置
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
部
は
米
国
綿
花
、
ボ
ン
ベ
イ

支
部
は
イ
ン
ド
綿
花
の
仕
入
店
で
あ
る
。
こ
の
支
部
設
置
に
関
し
て
棉
花
部
長
児
玉
一
造
は
、
一
九
一
五
年
七
月
の
支
店
長
会
議
で
つ
ぎ
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（

�）。

棉
花
部
ハ
従
来
各
店
打
切
計
算
又
ハ
共
通
計
算
ニ
シ
テ
真
ノ
部
制
度
ナ
カ
リ
シ
タ
メ
各
店
利
益
ヲ
争
フ
ノ
極
、
互
ニ
懸
引
ヲ
ナ
シ
、
コ
レ
カ
タ
メ
商

売
ノ
進

�ヲ
妨
ケ
タ
ル
事
非
常
ナ
リ
シ
モ
大
正
三
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
孟
買
及
紐
育
ヲ
棉
花
支
部
ニ
改
メ
損
益
ヲ
棉
花
本
部
ニ
テ
全
部
負
担
ス
ル
事

ト
ナ
シ
、
及
掛
員
ヲ
全
部
支
部
員
ニ
改
メ
タ
ル
結
果
、
意
思
ノ
疏
通
充
分
ト
ナ
リ
、
昨
今
ニ
於
テ
ハ
実
際
ニ
於
テ
一
心
同
体
ノ
働
ヲ
ナ
シ
非
常
ノ
好

結
果
ヲ
挙
ケ
ツ
ヽ
ア
リ
、
更
ニ
本
年
五
月
一
日
ヨ
リ
上
海
支
店
ノ
棉
花
糸
布
掛
ヲ
棉
花
部
支
部
ニ
改
正
セ
リ
、
今
後
主
要
ナ
ル
仕
入
販
売
店
ニ
向
テ

ハ
部
制
度
ヲ
実
行
シ
商
務
ノ
根
底
ヲ
強
固
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス

綿
花
の
仕
入
店
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
は
一
九
一
三
年
下
期
、
一
九
一
四
下
期
、
ボ
ン
ベ
イ
支
店
で
は
一
九
一
四
年
下
期
に
純
損

失
を
計
上
し
て
お
り
（

�）、
価
格
変
動
の
激
し
い
綿
花
取
引
で
利
益
を
挙
げ
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。
状
況
を
改
善
す
る
た
め
一
九
一
五
年
上
期

（
一
一
月
か
ら
翌
年
四
月
）
か
ら
、
支
部
を
設
置
し
て
、
そ
の
損
益
を
棉
花
部
本
部
に
統
合
し
た
。
そ
の
結
果
、
棉
花
部
本
部
と
支
部
と
の

意
思
の
疎
通
が
十
分
と
な
り
、
一
心
同
体
の
働
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
一
九
一
五
年
か
ら
砂
糖
部
が
、
一
九
一
六
年
か
ら
機
械
部
・
木
材
部
・
穀
肥
部
（

	）、
一
九
一
八
年
か
ら
金
物
部
が
次
々
と
支
部
を

設
置
し
た
。
こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
の
商
品
取
引
が
活
況
を
呈
す
る
第
一
次
大
戦
期
に
支
部
が
増
加
し
、
一
九
一
五
年
七
月
一
五
日
現
在
、

二
商
品
部
合
計
六
支
部
か
ら
、
一
九
一
七
年
五
月
三
〇
日
現
在
、
六
商
品
部
合
計
四
五
支
部
に
急
増
し
た
（
第

17表
）。

で
は
支
部
設
置
に
伴
い
、
商
品
部
で
の
損
益
の
取
り
と
り
ま
と
め
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
一
九
一
二
年
下
期
か
ら
一
九
一
五
年
下
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1915年7月15日 1917年5月30日 1918年5月25日 1918年12月1日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 砂糖部 5 砂糖部 7 砂糖部 7

機械部 機械部 5 機械部 5 機械部 5

（以上、東京） （以上、東京） 石炭部 10 石炭部 14

（以上、東京） 金物部 15

（以上、東京）

石炭部（門司）3 石炭部（門司）9

棉花部（大阪）3 棉花部（大阪）7 棉花部（大阪）9 棉花部（大阪）11

穀肥部（神戸）15 穀肥部（神戸）14 穀肥部（神戸）22

木材部（小�） 木材部（小�）4 木材部（小�）10 木材部（小�）12

船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）

造船部（神戸） 造船部（神戸）

6 45 55 86

1924年10月31日 1926年10月31日 1927年10月31日 1928年10月31日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 8 砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7

機械部 7 機械部 6 機械部 6 機械部 6

石炭部 15 石炭部 16 石炭部 16 石炭部 16

金物部 4 金物部 2 金物部 2 金物部 2

穀肥部 5 穀肥部 4 穀肥部 4 （以上、東京）

（以上、東京） （以上、東京） （以上、東京）

木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�）

生糸部（横浜）4 生糸部（横浜）4 生糸部（横浜）4 生糸部（横浜）4

船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）

造船部（玉）1 造船部（玉）1 造船部（玉）1 造船部（玉）1

44 40 40 36

1933年10月31日 1934年10月31日 1935年10月31日 1936年9月30日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7

機械部 6 機械部 7 機械部 8 機械部 8

石炭部 17 石炭部 17 石炭部 17 石炭部 16

金物部 4 金物部 4 金物部 4 金物部 4

（以上、東京） （以上、東京） （以上、東京） （以上、東京）

木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�）

生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6

船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1

造船部（玉）1 造船部（玉）1 造船部（玉）1 造船部（玉）1

41 42 44 43
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第17表 部と支部の設置状況

1913年8月1日 1913年11月1日 1914年5月18日 1914年11月1日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 砂糖部 砂糖部 砂糖部

機械部 機械部 機械部 機械部

（以上、東京） （以上、東京） （以上、東京） （以上、東京）

石炭部（門司） 石炭部（門司）1 石炭部（門司）1 石炭部（門司）2

棉花部（大阪） 棉花部（大阪） 棉花部（大阪） 棉花部（大阪）

木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�）

船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）

0 1 1 2

1919年10月31日 1920年11月1日 1921年11月20日 1923年10月31日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 9 砂糖部 10 砂糖部 10 砂糖部 8

機械部 6 機械部 6 機械部 6 機械部 7

石炭部 16 石炭部 17 石炭部 17 石炭部 15

金物部 15 金物部 14 金物部 4 金物部 4

（以上、東京） 穀肥部 7 穀肥部 6 穀肥部 6

棉花部（大阪）12 （以上、東京） （以上、東京） （以上、東京）

穀肥部（神戸）24

木材部（小�）13 木材部（小�）13 木材部（小�）12 木材部（小�）

生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）5

船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）

造船部（神戸） 造船部（神戸） 造船部（神戸） 造船部（神戸）

95 73 62 45

1929年10月31日 1930年10月31日 1931年10月31日 1932年10月31日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7

機械部 6 機械部 6 機械部 6 機械部 6

石炭部 16 石炭部 17 石炭部 17 石炭部 17

金物部 2 金物部 4 金物部 4 金物部 4

（以上、東京） （以上、東京） （以上、東京） （以上、東京）

木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�）

生糸部（横浜）4 生糸部（横浜）4 生糸部（横浜）7 生糸部（横浜）7

船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）

造船部（玉）1 造船部（玉）1 造船部（玉）1 造船部（玉）1

36 39 42 42
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1939年3月31日 1939年6月30日 1939年9月30日 1940年3月31日

営業部 東京営業部 東京営業部 東京営業部

砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7

機械部 8 機械部 8 機械部 8 機械部8

石炭部 16 石炭部 16 石炭部 16 石炭部 16

金物部 4 金物部 5 金物部 6 金物部 5

（以上、東京） 石油部 2 石油部 2 石油部 2

（以上、東京） （以上、東京） 木材部 1

木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�） （以上、東京）

生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）4 生糸部（横浜）5 生糸部（横浜）5

セメント部（大阪）4 セメント部（大阪）4 セメント部（大阪）4

船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1

42 47 49 49

1942年11月25日 1943年4月1日 1944年4月1日 1947年11月30日

雑貨部 雑貨部 物資部 物資部

砂糖部 砂糖部

機械部 機械部 機械部 機械部

石炭部 石炭部 燃料部 燃料部

金物部 金物部 金物部 金物部

石油部 石油部

木材部 木材部

化学品部 化学品部 繊維部

繊維部 繊維部 食糧部 食糧部

食品部 食品部

穀物油脂部 穀物油脂部

セメント部 セメント部 セメント部

運輸部 運輸部 運輸部 運輸部

（以上、東京） （以上、東京） （以上、東京） 特殊資材部

生糸部（横浜） 生糸部（横浜） 塩業部

船舶部（神戸） （以上、東京）

0 0 0 0

年9月改版（三井文庫所蔵参考図書 D436�155）。
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1937年3月31日 1937年9月30日 1938年3月31日 1938年9月30日

営業部 営業部 営業部 営業部

砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 7

機械部 8 機械部 8 機械部 8 機械部 8

石炭部 16 石炭部 16 石炭部 16 石炭部 15

金物部 4 金物部 4 金物部 4 金物部 4

（以上、東京） （以上、東京） （以上、東京） （以上、東京）

木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�） 木材部（小�）

生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6 生糸部（横浜）6

船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1

造船部（玉）1 船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1

43 42 42 41

1940年11月14日 1941年3月31日 1941年9月30日 1942年4月30日

東京営業部 東京営業部 営業部 営業部

砂糖部 7 砂糖部 7 砂糖部 砂糖部

機械部 8 機械部 7 機械部 機械部

石炭部 16 石炭部 17 石炭部 石炭部

金物部 5 金物部 5 金物部 金物部

石油部 3 石油部 3 石油部 石油部

木材部 12 木材部 12 木材部 木材部

化学品部 4 化学品部 4 化学品部 化学品部

（以上、東京） 繊維部 繊維部 繊維部

食品部 食品部 食品部

穀物油脂部 穀物油脂部 穀物油脂部

（以上、東京） セメント部 セメント部

（以上、東京） （以上、東京）

生糸部（横浜）5 生糸部（横浜）4 生糸部（横浜） 生糸部（横浜）

セメント部（大阪）4 セメント部（大阪）4 船舶部（神戸） 船舶部（神戸）

船舶部（神戸）1 船舶部（神戸）1

65 64 0 0

出所）「三井物産株式会社職員録」各版（三井文庫所蔵史料 物産51）、三井物産「現行達令類集」1938

注） パーレン内は部の所在地。



期
ま
で
を
み
る
と
（
第

18表
）
、
石
炭
部
の
数
値
は
、
ど
の
期
も
、
関
係
店
を
取

り
ま
と
め
た
三
井
物
産
全
体
の
石
炭
純
損
益
の
数
値
で
あ
る
。
機
械
部
の
数
値
は

ど
の
期
も
本
部
の
み
の
数
値
で
あ
り
、
関
係
店
の
分
を
含
ん
で
い
な
い
。
棉
花
部

に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
一
二
年
下
期
か
ら
一
九
一
四
年
上
期
ま
で
は
大
阪
支
店

の
な
か
に
綿
花
・
綿
糸
・
綿
布
の
数
値
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
棉
花
部
本

部
の
数
値
は
表
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
阪
支
店
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
棉
花

部
と
し
て
独
立
し
て
表
示
さ
れ
る
の
は
、
一
九
一
四
年
下
期
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

数
値
は
棉
花
部
本
部
の
み
の
も
の
で
、
関
係
店
を
含
ん
で
い
な
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
支
部
・
ボ
ン
ベ
イ
支
部
が
設
置
さ
れ
た
一
九
一
五
年
上
期
に
な
る
と
本
部
と
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ボ
ン
ベ
イ
の
綿
花
を
合
わ
せ
た
数
値
（

�）が
棉
花
部
の
純
損
益
と
し
て

計
上
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
上
海
支
部
が
設
立
さ
れ
た
一
九
一
五
年
に
は
上
海
支

部
の
綿
花
・
綿
糸
・
綿
布
・
綿
製
品
を
合
わ
せ
た
数
値
が
下
期
か
ら
棉
花
部
の
純

損
益
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
砂
糖
部
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
一
二
年
下
期

か
ら
一
九
一
五
年
上
期
で
は
営
業
部
に
砂
糖
の
純
損
益
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
砂

糖
部
本
部
の
数
値
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
一
五
年
下
期
に
な
り
、
砂
糖
部

の
数
値
が
計
上
さ
れ
た
。
こ
の
期
に
は
、
大
阪
支
部
と
名
古
屋
支
部
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
砂
糖
部
の
数
値
は
大
阪
支
部
の
み
を
合
わ
せ
た
数
値
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
管
轄
下
の
シ
ア
ト
ル
出
張
員
で
商
品
部
関
係
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第18表 商品部純損益の数値の意味

決算期 石炭部 機械部 棉花部 砂糖部

1912年下期 関係店を取りとり
まとめた数値

本部のみの数値 （記載なし） （記載なし）

1913年上期 同上 本部のみの数値 （記載なし） （記載なし）

1913年下期 同上 本部のみの数値 （記載なし） （記載なし）

1914年上期 同上 本部のみの数値 （記載なし） （記載なし）

1914年下期 同上 本部のみの数値 本部のみの数値 （記載なし）

1915年上期 同上 本部のみの数値 本部とニューヨーク支
部・ボンベイ支部を合
わせた数値

（記載なし）

1915年下期 同上 本部のみの数値 本部とニューヨーク支
部・ボンベイ支・上海
支部を合わせた数値

本部に大阪支部
を合わせた数値

出所）「損益店別及科目別表」1912年下期、同1913年上期、同1914年上期、同1914年下期、「店別及

科目別損益表」1913年下期、「商品別損益一覧表」1915年上期、「損益明細表」1915年下期（三

井物産「	支店長会議関係諸表
」三井文庫所蔵史料 物産400）。



の
商
品
の
純
損
益
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
シ
ア
ト
ル
出
張
員
で
は
、
一
九
一
五
年
上
期
～
一
九
一
七
年
上
期
ま
で

を
み
る
と
（

�）、
す
べ
て
の
商
品
部
の
代
務
店
で
あ
る
も
の
の
、
商
品
部
の
純
損
益
を
分
離
独
立
さ
せ
て
計
算
し
て
い
な
い
（
石
炭
取
扱
な
し
）。

一
九
一
七
年
下
期
に
は
じ
め
て
穀
肥
部
商
品
を
分
離
独
立
さ
せ
、
つ
い
で
一
九
一
八
年
下
期
に
金
物
部
商
品
を
分
離
独
立
さ
せ
て
計
算
し
た
。

こ
の
措
置
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
に
お
い
て
、
一
九
一
六
年
一
一
月
（
一
九
一
七
年
上
期
）
に
穀
肥
部
支
部
、
一
九
一
八
年
七
月

（
一
九
一
八
年
下
期
）
に
金
物
部
支
部
が
設
置
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
（

�）。

つ
ぎ
に
金
物
部
に
お
い
て
関
係
店
の
純
損
益
を
ど
の
よ
う
に
取
り
ま
と
め
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
金
物
部
の
設
立
は
遅
れ
、
一
九
一
八
年

七
月
一
九
日
に
設
立
さ
れ
た
。
設
置
が
遅
れ
た
た
め
、
金
物
部
関
係
の
規
則
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
想
（「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」）
と
は

異
な
る
規
定
が
も
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
金
物
部
細
則
」
（
一
九
一
七
年
七
月
一
九
日
制
定
）
で
は
、
一
九
二
一
年
七
月
一
六
日
時
点
の
規

定
で
み
る
と
、
第
九
条
で
「
支
部
ハ
毎
半
季
末
損
益
尻
ヲ
本
部
ニ
附
替
ス
ヘ
シ
」
、
第
一
一
条
で
「
本
部
ハ
毎
季
決
算
ニ
於
テ
本
部
及
各
支

部
全
体
ノ
勘
定
ヲ
取
纏
メ
之
ヲ
社
長
ニ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
（

�）、
関
係
店
総
て
で
は
な
く
支
部
の
損
益
だ
け
を
本
部
に
付
け
替
え
、
本

部
と
支
部
を
合
わ
せ
た
損
益
を
作
成
す
る
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
金
物
部
総
務
掛
が
作
成
し
た
一
九
一
八
年
下
期

�一
九
一
九
年
下
期
の

純
損
益
の
数
値
を
み
る
と
（

�）、
金
物
部
本
部
と
一
五
支
部
す
べ
て
（
支
部
設
置
の
店
管
轄
下
の
八
店
も
含
む
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

「
金
物
部
細
則
」
ど
お
り
に
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か
ら
、
石
炭
部
で
は
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
ど
お
り
に
す
べ
て
の
関
係
店
の
純
損
益
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
石
炭

部
以
外
で
は
関
係
店
す
べ
て
の
純
損
益
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
他
の
商
品
部
で
は
支
部
を
設
置

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
支
店
の
関
係
商
品
の
純
損
益
を
商
品
部
本
部
が
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
（

�）。

し
た
が
っ
て
商
品
部
が
作
成
す
る
総
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
石
炭
部
で
は
総
て
の
関
係
店
、
そ
れ
以
外
の
部
で
は
支
部
の
損
益
計
算
書

を
集
め
て
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）
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な
お
、
支
店
長
が
支
部
設
置
を
容
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
支
店
長
が
支
部
長
を
兼
務
し
て
部
員
を
監
督
し
、
支
部
の
成
績
が
支

店
長
の
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

総
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
石
炭
部
以
外
の
商
品
部
だ
け
で
な
く
、
石
炭
部
で
も
、
関
係
店
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
支
部
の
貸
借
対
照

表
を
集
め
て
作
成
し
た
（

�）。
各
商
品
部
で
は
、
一
九
二
一
年
頃
に
は
、
期
末
だ
け
で
な
く
、
毎
月
、
各
支
部
が
貸
借
対
照
表
を
商
品
部
本
部
に

提
出
し
て
お
り
、
商
品
部
本
部
は
こ
れ
に
よ
っ
て
支
部
の
資
金
調
達
と
資
金
運
用
の
状
況
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（

�）。

商
品
部
の
中
に
は
こ
の
よ
う
に
各
支
部
の
資
金
調
達
・
資
金
運
用
の
状
況
を
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
支
部
や
代
務
店
が

必
要
と
す
る
資
金
を
商
品
部
本
部
が
統
轄
し
よ
う
と
構
想
す
る
部
が
あ
っ
た
。
棉
花
部
で
は
、
一
九
一
七
年
一
一
月
一
四
日
の
達
第
五
〇
号

か
一
九
一
八
年
六
月
二
七
日
の
達
二
一
号
に
よ
り
、「
棉
花
部
規
則
」
が
改
正
さ
れ
、「
部
ノ
金
融
ハ
本
部
ニ
於
テ
総
轄
ス
ル
ヲ
原
則
ト
ス
、

従
テ
支
部
ノ
金
融
ハ
本
部
ニ
協
議
ス
ヘ
シ
、
但
シ
必
要
不
得
止
場
合
ニ
ハ
支
部
単
独
ニ
金
融
ヲ
画
策
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
其
都
度
本
部
ニ
詳
細
報

告
ス
ヘ
シ
（

�）」
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
棉
花
部
本
部
は
支
部
の
金
融
に
関
し
て
も
統
轄
（「
総
轄
」）
し
、
支
部
が
資
金
調
達
す
る
場
合
、
本
部

と
協
議
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
棉
花
部
の
場
合
に
は
、
綿
花
の
仕
入
店
（
ダ
ラ
ス
支
部
、
ボ
ン
ベ
イ
支
部
、
上
海
支
部
）
が

一
時
に
巨
額
の
買
付
資
金
を
必
要
と
し
、
ま
た
大
量
の
為
替
資
金
も
必
要
と
し
た
。
な
か
で
も
、
ダ
ラ
ス
支
部
は
、
一
九
一
六
年
一
一
月
二

七
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
部
を
ダ
ラ
ス
に
移
し
て
設
立
さ
れ
た
た
め
、
支
店
に
資
金
調
達
を
依
存
で
き
な
い
と
い
う
特
殊
な
組
織
で
あ
っ
た
。

こ
の
組
織
に
関
し
て
資
金
的
裏
付
け
を
万
全
に
す
る
た
め
、
本
部
が
ダ
ラ
ス
支
部
の
資
金
調
達
に
直
接
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
支
部
の
発
生
が
契
機
と
な
っ
て
、
本
部
が
す
べ
て
の
支
部
の
金
融
を
統
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
六
月
の
第
六
回
支
店
長
会
議
直
前
で
は
、
棉
花
部
本
部
が
綿
花
買
入
資
金
と
し
て
ダ
ラ
ス
支
部
に
四
六
三
万
七
千
円
、
ボ
ン

ベ
イ
支
部
に
九
四
〇
万
円
を
供
与
し
て
い
た
。
当
時
ダ
ラ
ス
支
部
の
資
金
調
達
は
、
棉
花
部
本
部
か
ら
約
五
〇
〇
万
円
、
「
我
々
ノ
資
本
金

百
万
円
」（
ダ
ラ
ス
支
部
の
正
規
の
積
立
金
と
推
定
さ
れ
る
）
と
ダ
ラ
ス
支
部
の
「
レ
ザ
ー
ブ
」（
秘
密
積
立
金
）
を
加
え
る
と
、
約
七
、
八
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百
万
円
の
「
実
力
」
が
あ
り
、
こ
の
他
に
、
三
井
銀
行
・
台
湾
銀
行
な
ど
か
ら
の
「
エ
キ
ス
ポ
ー
ト
、
ア
ツ
カ
ウ
ン
ト
」
（
輸
出
前
貸
金
）

な
ど
で
一
千
万
円
の
金
融
力
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
金
融
力
を
土
台
に
し
て
「
米
国
銀
行
ノ
金
ヲ
利
用
シ
」
、
年
間
一
億
円
以
上
の
綿
花
取
引

を
お
こ
な
っ
て
い
た
（

�）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
東
京
本
店
本
部
で
は
な
く
、
商
品
部
本
部
が
支
部
に
対
し
て
多
額
の
資
金
を
恒
常
的
あ
る
い

は
臨
機
に
供
与
す
る
こ
と
で
支
部
の
資
金
調
達
を
支
え
る
と
い
う
方
法
が
、
棉
花
部
で
は
本
部
に
よ
る
主
要
な
金
融
統
轄
の
ひ
と
つ
を
構
成

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
他
の
部
で
は
事
情
は
異
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
九
一
九
年
七
月
、
穀
肥
部
長
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
部
長
に
対
し
て
つ

ぎ
の
書
状
を
発
し
、
本
店
本
部
と
協
議
し
て
、
支
部
・
代
務
店
の
金
融
を
す
べ
て
穀
肥
部
が
統
轄
す
る
こ
と
を
取
り
ま
と
め
た
い
と
述
べ
て

い
る
（

�）。大
正
八
年
七
月
九
日

桑
港
支
部
長
殿

穀
肥
部
長

一
、
各
支
部
、
代
務
店
金
融
ノ
事

今
般
当
部
ニ
テ
各
支
部
並
ニ
代
務
店
ニ
於
ケ
ル
金
融
ヲ
総
テ
本
部
ニ
於
テ
統
轄
ス
ル
コ
ト
ニ
本
店
ト
協
議
相
纏
メ
度
存
候
間
、
左
ノ
各
項
ニ
付
、
詳

細
御
来
旨
被
下
度
願
上
候

一
、
支
店
（
又
ハ
出
張
所
全
体
）
ニ
対
シ
本
店
ヨ
リ
融
通
ヲ
許
サ
レ
居
ル
借
越
総
限
度

二
、
右
ノ
内
ヨ
リ
穀
肥
商
品
ニ
対
シ
分
割
シ
得
ル
金
融
限
度
予
想

三
、
貴
店
全
体
ニ
於
テ
地
方
的
ニ
社
外
ヨ
リ
金
融
シ
得
ル
現
在
ニ
於
ケ
ル
総
限
度
額

四
、
穀
物
商
品
ニ
対
シ
将
来
増
加
ヲ
要
ス
ベ
キ
限
度
額

五
、
穀
肥
商
品
ニ
関
シ
テ
勘
定
ノ
固
定
シ
居
ル
モ
ノ
及
将
来
固
定
ス
ベ
キ
予
想
確
カ
ナ
ル
金
額
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例
ヘ
バ

�設
備
費

�滞
貸

�容
器
代
ノ
如
シ

六
、
金
融
ノ
繁
閑
ヲ
考
慮
ス
ル
土
台
ト
ナ
ル
ベ
キ
最
近
四
季
間
ノ
貴
店
総
体
ノ
取
扱
高
ト
穀
肥
商
品
ノ
取
扱
高

先
ハ
右
得
貴
意
度
如
斯
御
座
候

穀
肥
部
は
、
商
品
部
制
度
が
発
足
し
た
五
年
後
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
一
一
月
一
日
に
神
戸
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
二
年
後
の
一
九

一
八
年
一
二
月
一
日
現
在
で
み
る
と
、
商
品
部
の
な
か
で
支
部
数
が
も
っ
と
も
多
い
部
に
な
っ
て
い
る
（
前
掲
、
第

17表
）。
穀
肥
部
で
は
、

本
店
本
部
直
轄
の
二
八
店
（
商
品
部
、
神
戸
支
店
を
除
い
た
数
値
）
の
う
ち
二
二
店
に
支
部
を
設
置
し
て
お
り
、
代
務
店
は
残
る
六
店
だ
け

で
あ
っ
た
（

�）。
こ
の
よ
う
に
約
八
割
に
ま
で
支
部
を
設
置
す
る
に
至
っ
た
穀
肥
部
は
、
各
店
の
資
金
調
達
に
関
し
て
も
本
部
が
統
轄
す
る
こ
と

を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
部
が
ど
の
よ
う
な
回
答
を
行
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
の
管
轄
下
に
あ

り
、
米
国
で
の
大
豆
油
取
引
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
シ
ア
ト
ル
出
張
員
は
一
〇
月
二
四
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
長
に
対
し
て
次
の
書
簡
（

�）を

送
っ
て
、
こ
の
構
想
に
反
対
し
て
い
る
。

右
来
状
に
は
こ
れ
に
対
す
る
本
部
の
意
見
記
載
無
之
候
た
め
、
果
し
て
如
何
な
る
必
要
よ
り
如
斯
制
度
の
新
設
を
企
画
せ
ら
れ
候
も
の
か
、
相
判
り

か
ね
候
へ
共
、
元
来
金
融
の
事
は
各
店
種
々
復

（
マ
マ
）雑
な
る
事
情
も
有
之
、
簡
単
に
或
特
定
の
商
品
を
切
離
し
て
金
融
の
案
を
立
つ
る
事
は
実
際
上
甚
だ

困
難
な
る
の
み
な
ら
ず
、
か
へ
り
て
金
融
の
円
滑
を
妨
げ
実
益
少
な
か
る
べ
く
、
本
部
が
特
に
如
斯
制
度
を
企
画
せ
し
理
由
忖
度
に
苦
し
み
居
候
次

第
ニ
有
之
候

殊
に
既
に
当
米
国
の
各
店
は
過
日
の
協
定
に
基
き
紐
育
に
於
て
金
融
を
統
轄
し
各
店
相
援
け
て
金
融
の
円
滑
を
計
る
事
に
相
成
居
候
事
ゆ
へ
余
程
重

大
な
る
必
要
無
之
限
り
取
扱
商
品
の
一
部
分
な
る
部
商
品
金
融
を
本
部
の
管
掌
に
委
す
る
事
は
当
店
の
立
場
よ
り

申
し
て
甚
だ
迷
惑
に
存
じ
居
候
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各
店
の
金
融
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
シ
ア
ト
ル
店
で
は
穀
肥
部
の
部
分
だ
け
を
切
り
離
し
て
金
融
を
考
え
る
の
は
困
難
で
実
益
も
少
な

い
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
過
日
の
協
定
（

�）に
基
づ
き
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
が
米
国
各
店
の
金
融
を
統
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
よ

う
な
構
想
は
は
な
は
だ
迷
惑
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
や
り
取
り
を
記
し
た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
穀
肥
部
に
よ

る
各
店
金
融
に
対
す
る
統
轄
の
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
三
井
物
産
全
体
と
し
て
み
て
も
、
商
品
部
が
関
係
店
あ
る
い
は
支
部
の
金
融
を

統
轄
す
る
仕
組
み
は
棉
花
部
で
実
施
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

4．

商
品

部
の

支
部

廃
止

問
題

は
た
し
て
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
六
月
の
第
八
回
支
店
長
会
議
に
お
い
て
、
森
川
英
正
が
捉
え
た
よ
う
に
支
部
廃
止
の
方
向
で
合
意

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
支
店
長
会
議
で
の
議
論
を
み
よ
う
。

諮
問
事
項
「
部
制
度
改
善
ノ
件
」
で
は
、
は
じ
め
に
、
本
店
業
務
課
長
の
赤
羽
克
己
が
、
配
布
し
た
理
由
書
を
朗
読
し
て
、
支
部
の
廃
止

を
提
起
し
た
。
そ
の
際
、
商
品
部
の
現
状
に
つ
い
て
赤
羽
は
、
第
一
に
既
に
今
日
「
部
ノ
精
神
徹
底
セ
ラ
レ
」
て
お
り
、
第
二
に
「
現
時
取

扱
主
要
商
品
ノ
殆
ン
ト
全
部
ハ
部
ニ
編
入
セ
ラ
レ
、
又
ハ
将
ニ
編
入
セ
ラ
レ
ン
ト
シ
」、「
支
店
長
ヲ
以
テ
支
部
長
ヲ
兼
摂
セ
シ
ム
ル
ヲ
便
宜

ト
ナ
シ
タ
」
た
め
、
支
店
長
の
な
か
に
は
「
同
時
ニ
七
、
八
ノ
支
部
長
ヲ
兼
摂
ス
ル
」
も
の
が
生
じ
て
い
る
と
説
明
し
た
。
そ
の
少
し
後
に

赤
羽
は
、
「
各
店
分
立
独
行
主
義
ヲ
奉
シ
テ
各
自
利
益
ノ
多
寡
ヲ
競
ヒ
以
テ
自
他
奮
励
ノ
要
素
ト
ナ
シ
」
た
状
況
か
ら
、
部
設
置
に
よ
っ
て

そ
の
「
弊
害
」
を
「
剪
除
シ
寧
ロ
自
他
犠
牲
ノ
精
神
ヲ
旺
盛
ニ
シ
無
益
ノ
競
争
ヲ
避
ケ
ン
カ
為
メ
、
取
扱
商
品
ヲ
中
心
ト
シ
テ
各
店
ヲ
統
一

的
ナ
ラ
シ
メ
タ
」
と
述
べ
て
お
り
、
部
の
精
神
は
「
自
他
犠
牲
ノ
精
神
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

赤
羽
は
、
現
状
を
こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
う
え
で
支
部
廃
止
を
提
起
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
一
に
「
事
務
ノ
簡
潔
敏
捷
ヲ

計
リ
」
、
第
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二
に
「
経
費
ヲ
節
約
」
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
（

�）。
さ
ら
に
赤
羽
は
、
つ
ぎ
の
四
項
目
を
提
起
し
た
（

�）。

一
、
支
部
ノ
名
称
ヲ
廃
シ
其
取
扱
商
品
ヲ
支
店
ニ
移
ス
コ
ト

二
、
部
商
品
ノ
損
益
勘
定
経
費
ハ
当
該
支
店
ノ
勘
定
ト
ス
ル
コ
ト

三
、
本
部
ハ
直
接
売
買
ニ
折
衝
セ
ス
、
部
長
ハ
支
店
長
ヲ
、
支
店
長
ハ
部
長
ヲ
兼
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

四
、
部
ノ
本
部
ハ
原
則
ト
シ
テ
東
京
ニ
集
中
ス
ル
モ
例
外
ヲ
認
メ
其
部
ノ
事
情
ニ
ヨ
リ
テ
適
当
ノ
場
所
ニ
置
ク
ヲ
得
ル
コ
ト

つ
ま
り
、
赤
羽
は
単
に
支
部
の
廃
止
を
提
起
し
た
だ
け
で
な
く
（
「
一
」
）
、
商
品
部
で
純
損
益
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と

（「
二
」）、
つ
ま
り
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
の
第
二
三
条
（「
商
品
ノ
損
益
並
経
常
費
ヲ
総
テ
部
へ
移
ス
ヘ
シ
」）
の
修
正
を
事
実
上
提
起
し

た
。し
か
も
商
品
部
本
部
の
役
割
を
、
商
品
取
引
を
直
接
担
当
せ
ず
（
い
い
か
え
れ
ば
「
社
内
販
売
」
あ
る
い
は
「
社
外
販
売
」
を
お
こ
な
わ

ず
）
、
「
指
揮
監
督
」
な
ど
に
限
定
し
、
そ
う
す
れ
ば
東
京
に
本
部
を
集
中
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
提
起
し
た
（

�）（「
三
」
、

「
四
」
）
。
当
時
、
機
械
部
（
東
京
）
で
は
、
本
部
は
商
品
取
引
を
直
接
担
当
せ
ず
、
東
京
本
店
の
管
轄
エ
リ
ア
で
は
機
械
部
東
京
支
部
が
担

当
し
て
い
た
（

�）。
穀
肥
部
で
も
、
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
日
に
神
戸
か
ら
東
京
に
本
部
を
移
し
て
か
ら
は
、
本
部
は
商
品
取
引
を
直
接
担
当
せ

ず
、
東
京
本
店
の
管
轄
エ
リ
ア
は
営
業
部
が
商
品
取
引
を
担
当
し
て
い
た
（

�）。
し
た
が
っ
て
、
赤
羽
の
提
起
は
、
機
械
部
・
穀
肥
部
の
よ
う
に
、

商
品
部
本
部
の
機
能
を
統
轄
と
連
絡
に
純
化
・
専
念
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
「
業
務
課
意
見
ト
シ
テ
」
、
赤
羽
が
こ
の
よ
う
に
四
項
目
を
提
起
し
た
た
め
、
支
部
廃
止
が
重
役
の
見
解
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
の
会
長
で
あ
る
常
務
取
締
役
藤
瀬
政
次
郎
の
認
識
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
森
川
が
言
及
し
て
い
な
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い
藤
瀬
の
発
言
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（

�）。

此
案
ヲ
提
出
セ
シ
趣
旨
ハ
諸
君
ニ
シ
テ
現
在
ノ
組
織
ニ
テ
差
支
ナ
シ
ト
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
ラ
ハ
強
テ

之
ヲ
変
更
ス
ル
ノ
必
要
ナ
キ
次
第
ニ
テ
、
其
可
否
ニ
付
諸
君
ノ
意
見
ヲ
承
ラ
ン
為
メ
ニ
提
出
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
而
シ
テ
諸
君
ノ
意
見
ニ
依
ル
モ
部
、
即
チ
商
品
ノ
性
質
ニ
依
リ
区
別
ス
ル
コ

ト
必
要
ナ
ル
カ
如
ク
ナ
レ
ハ
之
ニ
関
ス
ル
委
員
ヲ
選
ヒ
タ
シ
、
自
分
ノ
考
ニ
テ
ハ
各
部
ニ
就
キ

関
係
店
ノ
意
見
ヲ
聞
キ
、
或
ル
部
ハ
現
在
ノ
儘
ト
シ
、
又
或
ル
部
ハ
支
部
ヲ
廃
止
シ
支
店
ニ
責

任
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
決
ス
ル
方
妥
当
ナ
リ
ト
考
フ

こ
の
提
案
の
趣
旨
に
つ
い
て
藤
瀬
は
、
参
加
者
の
考
え
が
現
在
の
組
織
で
差
し
支
え
な
い

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
変
更
す
る
必
要
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
関
係
店
の
意
見
を
聞
い
て
、
あ

る
部
は
現
状
通
り
、
あ
る
部
は
支
部
廃
止
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
支
部
が
廃
止
し
た
方
が
よ
い
部
が
あ
れ
ば
廃
止
す
る
と
い
う
の
が
藤
瀬
の
考
え
で
あ
っ

た
。
各
部
長
の
賛
否
は
第

19表
の
と
お
り
で
あ
る
。
生
糸
部
長
・
機
械
部
長
・
穀
肥
部
長
は

支
部
を
廃
止
し
て
も
特
に
支
障
が
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
石
炭
部
長
・

木
材
部
長
は
現
行
ど
お
り
支
部
を
存
続
し
た
い
、
砂
糖
部
長
は
相
当
の
時
期
ま
で
廃
止
を
延

期
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
金
物
部
長
は
廃
止
す
る
支
部
も
あ
れ
ば
新
設
す
る

支
部
も
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
結
局
、
藤
瀬
が
業
務
課
案
に
対
す
る
各
部
長
の
意
見
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第19表 1921年第8回支店長会議における支部廃止に関する意見

部長名 意見

生糸部長 「支部ヲ廃止シ支店ニ併合スルコトニハ別ニ反対セサル」

機械部長 「支部ヲ廃スルモ前述5店ノ支部ヲ廃シ機械掛ヲ置クニ過キサルニ付其点ニ於テハ
別段特ニ差支ナシ」

穀肥部長 「名称ハ支部ナリトモ亦掛ナリトモ毫モ差別ナカルヘシ」

金物部長 「其時勢ニ応シ或ハ支部ヲ廃シ又ハ新ニ之ヲ設置スルコトヽシ、其辺ハ関係店トノ
協議ニ委セラレタシ」

石炭部長 「従来ノ如ク部制度ヲ継続スルノ利益ヲ認ムル次第ナリ」

木材部長 「矢張リ今日ノ制度ヲ存続スヘキモノト考フ」

砂糖部長 「変更スルハ如何カト考フルヲ以テ相当ノ時期�（廃止を……引用者）延期シテハ
如何」

出所） 三井物産「第8回支店長会議議事録」1921年（三井文庫所蔵史料 物産198	8）451、454、457、

460、467、470ページ。



を
明
後
日
頃
に
提
出
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
、
こ
の
日
は
散
会
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
森
川
が
記
す
よ
う
な
「
支
部
制
度
廃
止
に
か
ん
す
る
合
意
の
成
立
」
な
ど
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
実
際
の
支
部
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
二
一
年
六
月
の
第
八
回
支
店
長
会
議
以
前
に
穀
肥
部
で
は
二
四
支
部

（
一
九
一
九
年
一
〇
年
三
一
日
）
か
ら
七
支
部
（
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
日
現
在
）
へ
と
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
、
第

17表
）。
こ

の
会
議
後
に
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
の
は
金
物
部
と
木
材
部
で
あ
る
。
金
物
部
で
は
一
四
支
部
（
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
日
現
在
）
か
ら
四
支

部
（
一
九
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
）
へ
、
木
材
部
で
は
一
二
支
部
（
一
九
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
現
在
）
か
ら
支
部
な
し
（
一
九
二
三
年
一

〇
月
三
一
日
現
在
）
へ
と
減
少
し
た
。
支
部
廃
止
に
反
対
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
材
部
の
支
部
が
全
廃
さ
れ
た
。
木
材
部
支
部
全
廃
は
、

単
純
に
支
部
を
廃
止
し
た
の
で
は
な
く
、
木
材
部
規
則
の
改
定
（
取
扱
品
目
の
拡
大
）
と
部
外
材
（
木
材
部
の
取
扱
で
は
な
い
木
材
）
に
つ

い
て
の
引
合
い
規
則
の
新
設
と
い
う
、
取
引
の
仕
組
み
の
大
幅
な
改
編
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
（

�）。

そ
れ
に
対
し
て
砂
糖
部
・
石
炭
部
・
生
糸
部
・
穀
肥
部
で
は
若
干
減
少
し
た
だ
け
で
あ
り
、
機
械
部
の
場
合
に
は
、
逆
に
六
支
部
（
一
九

二
〇
年
一
一
月
一
日
現
在
）
か
ら
七
支
部
（
一
九
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
）
へ
と
一
支
部
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
主
に
支
部
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
金
物
部
・
木
材
部
で
あ
り
、
そ
の
た
め
部
全
体
で
み
る
と
、
七
三
支
部
（
一
九
二
〇
年
一
一

月
一
日
現
在
）
か
ら
四
五
支
部
（
一
九
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
）
に
減
少
し
た
。
一
九
二
六
年
の
第
九
回
支
店
長
会
議
で
業
務
課
長
守

岡
多
仲
は
、
支
部
、
出
張
所
、
出
張
員
な
ど
の
廃
止
や
降
格
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
大
部
分
ハ
大
正
十
三
年
前
半
期
以
前
ニ
行
ハ
レ
、

即
チ
財
界
ノ
不
況
ニ
対
応
シ
テ
当
社
ノ
採
リ
タ
ル
緊
縮
方
針
ニ
随
伴
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
（

�）」
と
説
明
し
て
い
る
。
支
部
の
整
理
・
削
減
は
経
費

削
減
の
た
め
で
あ
り
、
商
品
部
と
支
店
と
の
軋
轢
が
主
要
な
要
因
で
は
な
い
（

�）。

そ
の
後
、
支
部
総
数
は
三
六
（
一
九
二
八
年
一
〇
月
三
一
日
）
ま
で
減
少
し
、
つ
い
で
一
九
三
〇
年
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
増
加
し
、
一
九
四

〇
年
中
に
四
九
か
ら
六
五
に
急
増
し
た
。
こ
の
急
増
は
一
九
四
〇
年
二
月
一
日
に
木
材
部
を
東
京
に
移
転
し
、
そ
れ
に
伴
い
小

�に
支
部
を
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設
置
し
、
さ
ら
に
各
地
に
支
部
を
設
置
し
た
た
め
に
生
じ
た
。

支
部
が
全
廃
さ
れ
る
の
は
、
支
店
長
会
議
で
全
廃
が
提
起
さ
れ
た
二
〇
年
後
の
一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
）
四
月
一
一
日
達
第
一
三
八
号

「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
改
定
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
三
井
物
産
取
締
役
会
議
案
に
記
さ
れ
た
改
定
理
由
と
改
定
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（

�）。

第
四
二
四
七
号

特
種
商
品
取
扱
規
則
改
定
ノ
件

特
種
商
品
取
扱
規
則
ヲ
商
品
取
扱
規
則
ト
改
称
シ
別
紙
ノ
通
改
定
致
度
事

（
理
由
）
先
般
穀
肥
油
脂
部
、
繊
維
部
及
食
品
部
ヲ
設
置
シ
且
東
京
営
業
部
ハ
営
業
部
ト
改
称
ノ
上
、
雑
貨
商
内
統
轄
ノ
部
ト
致
シ
タ
ル
為
メ
当
社

取
扱
商
品
ハ
全
部
部
制
度
ニ
ヨ
リ
業
務
ノ
進
展
ヲ
計
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
付
、
従
来
ノ
特
種
商
品
ナ
ル
観
念
ハ
存
在
ヲ
許
サ
ザ
ル
ニ
至
リ
又
従
来

部
商
品
ヲ
取
扱
ヒ
居
ル
重
要
ナ
ル
支
店
出
張
所
ニ
ハ
支
部
ヲ
置
キ
タ
ル
処
、
十
三
部
ニ
分
レ
タ
ル
今
日
ニ
於
テ
ハ
支
部
存
置
ハ
複
雑
ニ
過
キ
実
益
ナ

キ
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
此
際
特
種
商
品
取
扱
規
則
ヲ
商
品
取
扱
規
則
ト
改
称
シ
且
在
来
ノ
支
部
制
度
ヲ
廃
止
シ
旁
々
別
紙
ノ
通
改
定
致
度
次
第
ニ

候

商
品
取
扱
規
則

第
一
章
総
則

第
一
条
各
種
商
品
商
売
ノ
統
轄
発
展
ヲ
期
ス
ル
為
メ
本
規
則
ヲ
定
ム

第
二
条
前
条
ノ
趣
旨
ニ
基
キ
各
種
商
品
別
ニ
部
ヲ
設
ク

第
二
章
部

第
三
条
部
ハ
当
該
商
務
ヲ
統
轄
シ
其
敏
活
統
一
ヲ
計
リ
関
係
各
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
チ
商
務
ノ
発
達
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
、
但
各
部
ニ
属
ス

ル
商
品
並
部
ノ
所
在
地
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
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第
一
節
部
長
、
部
員

第
四
条
部
ニ
部
長
一
名
、
部
員
若
干
名
ヲ
置
ク
、
但
時
宜
ニ
依
リ
副
部
長
ヲ
置
ク
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
五
条
部
長
ハ
部
務
ヲ
統
轄
ス

副
部
長
ハ
部
長
ヲ
輔
佐
シ
部
長
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
其
職
務
ヲ
代
理
ス

第
六
条
商
品
ノ
売
買
越
ハ
総
テ
部
長
ニ
於
テ
其
部
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
取
纏
メ
本
店
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
七
条
部
長
ハ
所
管
業
務
ノ
状
況
ヲ
絶
エ
ス
各
関
係
店
長
ニ
報
告
シ
事
情
ノ
疎
通
ヲ
計
ル
ヘ
シ

第
八
条
部
長
ハ
半
期
毎
ニ
各
関
係
店
ノ
業
務
ノ
成
績
並
各
部
員
ノ
執
務
ノ
模
様
ヲ
精
査
シ
テ
之
ヲ
本
店
ニ
報
告
シ
各
関
係
店
並
各
部
員
ノ
実
蹟
ヲ

明
カ
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ヘ
シ

第
二
節
出
張
員
及
駐
在
員

第
九
条
部
長
ハ
特
ニ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
ハ
本
店
ノ
認
可
ヲ
得
テ
必
要
ノ
地
ニ
出
張
員
又
ハ
駐
在
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
三
節
部
ト
店

第
十
条
支
店
又
ハ
出
張
所
所
在
地
ニ
於
ケ
ル
部
ノ
対
外
事
務
ハ
総
テ
当
該
支
店
又
ハ
出
張
所
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ヘ
シ

第
十
一
条
支
店
又
ハ
出
張
所
所
在
地
ニ
於
ケ
ル
部
務
ハ
総
テ
当
該
支
店
又
ハ
出
張
所
ヲ
シ
テ
之
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム

第
十
二
条
支
店
又
ハ
出
張
所
ニ
於
ケ
ル
部
ノ
商
務
担
当
者
ノ
任
免
、
黜
（「
陟
」
が
欠
落
…
…
引
用
者
）、
異
動
ニ
関
シ
テ
ハ
人
事
部
長
ハ
当
該

店
長
ト
合
議
シ
且
関
係
部
長
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
タ
ル
上
取
締
役
ニ
稟
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
条
本
店
ニ
対
ス
ル
部
長
ノ
申
請
ハ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
其
写
ヲ
各
関
係
店
長
ニ
廻
付
ス
ヘ
シ

第
十
四
条
店
長
ハ
当
該
地
方
ニ
於
ケ
ル
部
ノ
商
売
ノ
状
況
ヲ
絶
エ
ス
関
係
部
長
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

第
十
五
条
受
取
手
形
及
貸
金
ノ
回
収
不
能
ヨ
リ
生
ス
ル
損
失
ハ
部
、
店
間
ニ
特
別
ノ
定
メ
ナ
キ
限
リ
当
該
店
ノ
負
担
ト
ス

第
十
六
条
一
取
引
先
ニ
対
シ
二
店
以
上
ニ
於
テ
取
引
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
当
該
店
長
ハ
部
長
ト
協
議
ノ
上
予
メ
信
用
程
度
ノ
取
締
店
ヲ
定
メ
置
ク
ヘ

シ

第
四
節
計
算
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第
十
七
条
商
品
ノ
損
益
計
算
ハ
総
テ
所
属
部
、
店
ニ
帰
属
ス
、
但
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ニ
ハ
共
通
計
算
ト
ス
ル
ヲ
妨
ケ
ス

第
十
八
条
部
ハ
半
期
毎
ニ
其
部
ニ
属
ス
ル
商
品
ノ
損
益
明
細
書
、
次
期
予
算
書
、
同
説
明
書
及
考
課
状
ヲ
調
製
シ
テ
之
ヲ
本
店
ニ
提
出
ス
ル
ト
同

時
ニ
其
写
ヲ
各
関
係
店
長
ニ
送
附
ス
ヘ
シ

第
十
九
条
各
関
係
店
ハ
毎
半
期
末
、
商
品
ノ
損
益
、
経
常
費
並
次
期
予
算
書
ヲ
部
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

第
二
十
条
経
費
予
算
表
ハ
半
期
毎
ニ
商
品
ノ
取
扱
高
ヲ
予
測
シ
テ
店
長
之
ヲ
定
ム

第
三
章
附
則

第
二
十
一
条
各
商
品
ニ
関
ス
ル
細
則
ハ
部
毎
ニ
別
ニ
定
ム

こ
の
議
案
提
出
前
の
二
月
、
穀
物
油
脂
部
、
繊
維
部
、
食
品
部
を
設
置
す
る
こ
と
、
お
よ
び
東
京
営
業
部
を
営
業
部
に
改
称
し
た
う
え
で

雑
貨
商
売
を
統
轄
す
る
部
と
す
る
こ
と
が
取
締
役
会
で
決
議
さ
れ
た
（

�）。
こ
れ
に
よ
り
三
井
物
産
取
扱
商
品
の
す
べ
て
が
商
品
部
に
よ
っ
て
管

轄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
支
部
を
存
続
す
る
の
は
複
雑
す
ぎ
、
実
益
が
な
い
と
取
締
役
会
は
判
断
し
て
、
上
記
の
議

案
を
審
議
し
た
の
ち
、
三
井
総
元
方
の
承
認
を
え
、
つ
い
で
一
九
四
一
年
四
月
一
一
日
に
達
第
二
〇
号
を
発
し
て
、「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」

を
改
定
し
、
名
称
も
「
商
品
取
扱
規
則
」
に
変
更
し
た
（

�）。
こ
の
議
案
と
そ
の
直
前
の
部
設
置
・
名
称
変
更
の
議
案
は
三
井
物
産
を
営
業
組
織

の
運
営
方
法
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
（
あ
る
い
は
変
化
し
な
か
っ
た
か
）
を
み
よ
う
。

第
一
は
、
支
部
を
全
廃
し
た
こ
と
で
あ
る
。
改
定
直
前
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
支
部
設
置
に
関
す
る
規
定
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
規
則
の
条
文
を
比
較
し
て
も
、
支
部
が
全
廃
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
上
記
議
案
の
記
述
か
ら
支
部
全
廃
（
「
在

来
ノ
支
部
制
度
ヲ
廃
止
」）
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
は
、
店
の
損
益
を
商
品
部
に
付
け
替
え
る
こ
と
を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
関
係
店
の
損
益
を
部
ヘ
付
け
替
え
る
と
し
て
い
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た
（
関
係
店
は
「
商
品
ノ
損
益
並
経
常
費
ヲ
総
テ
部
へ
移
ス
ヘ
シ
」）。
新
た
な
「
商
品
取
扱
規
則
」
第
一
七
条
で
は
、
部
ヘ
の
付
替
を
止
め
、

総
て
の
商
品
に
つ
い
て
店
の
損
益
は
店
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
支
部
の
純
損
益
を
本
部
に
付
け
替
え
、
本
部
が
支
部
を
含
む

全
体
の
純
損
益
を
集
め
て
表
示
す
る
こ
と
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
、
業
績
の
純
損
益
を
共
通
計
算
と

し
て
も
よ
い
、
つ
ま
り
類
型
Ｏ
の
共
通
計
算
を
し
て
も
よ
い
と
規
定
し
て
い
る
。

店
の
利
益
を
商
品
部
本
部
に
付
け
替
え
る
こ
と
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
い
、
商
品
部
本
部
は
商
品
部
本
部
の
み
の
損
益
計
算
書
を
作
成
す

る
だ
け
で
総
損
益
計
算
書
を
作
成
せ
ず
、
関
係
店
は
商
品
の
損
益
、
経
常
費
な
ど
を
商
品
部
本
部
へ
報
告
す
る
だ
け
に
な
っ
た
。

第
三
は
、
部
の
目
的
が
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
規
則
の
第
三
条
に
規
定
さ
れ
た
部
の
目
的
は
、
従
来
の
表
現
と
全
く

同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
依
然
と
し
て
部
は
担
当
商
品
に
関
し
て
各
店
を
統
轄
し
店
舗
間
の
連
絡
を
保
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
担
当
商
品
の
売
越
買
越
限
度
に
つ
い
て
は
、
商
品
部
が
各
店
の
も
の
も
含
め
て
本
店
本
部
か
ら
許
可
を
え
（
第
六
条
）
、
従
来
の
よ
う
に

部
が
各
店
の
売
越
買
越
業
務
を
統
制
す
る
位
置
に
あ
る
。

第
四
は
、
上
下
の
関
係
に
あ
っ
た
部
と
店
（
支
店
な
ど
）
が
、
並
置
さ
れ
る
関
係
に
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
規
定
で
は
「
部
長

ハ
命
ヲ
取
締
役
ニ
享
ケ
部
務
ヲ
統
轄
ス
」
（
第
六
条
）
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
部
長
は
取
締
役
の
直
轄
下
に
あ
る
た
め
、
部
は
支
店

の
上
位
に
あ
っ
て
店
を
統
轄
す
る
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
新
し
い
規
定
で
は
、
こ
の
第
六
条
に
相
当
す
る
も
の
は
な
く
な
り
、
部
と
支

店
は
上
下
の
関
係
で
は
な
く
、
並
置
さ
れ
る
関
係
と
な
っ
た
（
第

8図
）
。
も
ち
ろ
ん
上
述
の
よ
う
に
、
部
は
当
該
商
品
の
商
務
を
統
轄
す

る
立
場
に
あ
り
、
と
く
に
売
越
買
越
に
つ
い
て
は
部
が
関
係
店
の
業
務
を
統
制
す
る
も
の
の
、
か
つ
て
の
よ
う
に
部
長
の
も
と
に
支
部
長

（
支
店
長
が
兼
務
）
が
あ
り
、
店
の
業
務
全
般
に
部
が
強
く
関
与
す
る
も
の
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

な
お
、
部
長
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
一
年
七
月
三
〇
日
の
「
支
店
長
職
務
権
限
規
定
」
改
正
に
よ
っ
て
、
支
店
長
と
同
じ
と
規
定

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
す
で
に
部
長
の
権
限
は
、
一
九
一
一
年
に
定
め
ら
れ
た
各
商
品
部
の
規
則
で
「
支
店
長
職
務
権
限
規
程
」
な
ど
支
店
長

230



の
権
限
を
規
定
し
た
規
則
を
準
用
す
る
と
さ

れ
て
い
た
の
で
、
上
記
の
一
九
四
一
年
の
改

正
に
よ
っ
て
部
長
権
限
に
修
正
が
加
え
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
い
（

�）。

第
五
は
、
第

8図
上
段
の
よ
う
に
生
糸
部

以
外
の
商
品
部
（
一
二
部
）
は
す
べ
て
東
京

本
店
内
に
あ
り
、
し
か
も
東
京
本
店
内
に
は

商
品
部
以
外
に
商
品
を
取
り
扱
う
組
織
が
な

く
、
こ
れ
に
対
し
て
各
地
に
は
横
浜
の
生
糸

部
以
外
に
商
品
部
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
規
則
改
定
時
点
で
大
阪
に
設
置
さ
れ
て

い
た
セ
メ
ン
ト
部
は
六
月
二
一
日
に
東
京
に

移
さ
れ
た
。

第
六
は
、
す
べ
て
の
商
品
部
（
本
部
）
が

直
接
商
品
取
引
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
機
械
部
本
部
は
商

品
取
引
を
担
当
せ
ず
、
東
京
関
係
は
本
店
内

の
営
業
部
が
商
品
取
引
を
担
当
し
て
い
た
。
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第8図 三井物産の組織（本店本部を除く）

出所） 三井物産人事部「三井物産株式会社職員録」1941年9月30日、同1944年4月1日（三井文庫所蔵

史料 物産51�38、物産51�42）。

［1941年9月30日現在］

［1944年4月1日現在］
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と
こ
ろ
が
上
記
の
規
則
改
定
に
伴
い
、
商
務
の
統
轄
と
連
絡
だ
け
を
お
こ
な
う
商
品
部
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
の
（
新
）
三
井
物
産
の
よ
う
な
営
業
組
織
（
商
品
部
は
支
部
な
し
の
本
部
の
み
の
組
織
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
商
品
部
は
す
べ
て
東

京
に
あ
り
、
し
か
も
東
京
に
は
、
商
品
部
以
外
に
商
品
取
引
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
は
な
い
）
は
、
戦
前
の
（
旧
）
三
井
物
産
に
お
い
て
一
九
四

一
年
に
形
成
さ
れ
、
一
九
四
四
年
二
月
二
五
日
の
組
織
改
正
に
よ
っ
て
完
成
し
た
（

�）。
完
成
し
た
と
き
の
三
井
物
産
全
体
の
組
織
は
第

8図
の

下
段
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
本
店
の
運
輸
部
は
運
輸
と
港
湾
荷
役
な
ど
を
担
当
す
る
部
門
で
あ
り
、
商
品
売
買
の
組
織
（
営
業
組
織
）

で
は
な
い
。
ま
た
海
南
島
事
務
所
も
商
品
売
買
を
担
当
す
る
組
織
で
は
な
い
（

�）（
海
南
島
関
係
の
商
品
売
買
は
海
南
島
支
店
が
担
当
）
。
し
た

が
っ
て
本
店
内
の
営
業
組
織
は
物
資
部
な
ど
六
つ
の
商
品
部
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
四
一

�一
九
四
四
年
に
、
三
井
物
産
全
体
の
営
業
組
織
を
地
域
別
組
織
中
心
か
ら
商
品
別
組
織
中
心
へ
改
編
し
よ
う
と

す
る
動
き
は
挫
折
し
、
三
井
物
産
全
体
の
営
業
組
織
は
、
商
品
別
組
織
を
東
京
（
本
店
）
だ
け
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
地
域
は
地
域
別
組

織
と
す
る
並
列
的
な
営
業
組
織
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
述
べ
れ
ば
、
売
越
買
越
に
関
し
て
は
商
品
部
が
各
店
に
限
度
額
を
分
与

す
る
位
置
に
あ
る
。

つ
ぎ
に
損
益
計
算
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
み
よ
う
。
一
九
四
二
年
一
二
月
三
〇
日
の
達
に
よ
っ
て
、
「
商
品
取
扱
規
則
」
が
「
営
業
各

部
通
則
」
に
改
称
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
損
益
計
算
の
方
法
は
変
化
し
て
い
な
い
（

�）。
つ
い
で
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
四
月

二
一
日
の
「
営
業
各
部
通
則
」
改
正
に
よ
っ
て
、
「
業
務
ノ
損
益
計
算
ハ
総
テ
所
属
部
、
店
ニ
帰
属
ス
、
但
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ニ
ハ
共

通
計
算
ト
為
ス
ヲ
妨
ケ
ス
」
と
い
う
条
文
を
削
除
し
、
損
益
計
算
の
方
法
を
変
更
し
た
。
従
来
ど
お
り
、
貸
借
対
照
表
・
損
益
計
算
書
・
損

益
明
細
表
な
ど
は
各
店
が
作
成
し
て
、
本
店
本
部
に
提
出
す
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
日
本
所
在
各
店
（
内
地
、
朝
鮮
、
台
湾
）
に
つ
い
て
は
、

半
期
毎
に
各
店
が
関
係
商
品
部
毎
に
損
益
計
算
書
・
損
益
明
細
書
を
作
成
し
て
関
係
商
品
部
に
送
付
し
、
関
係
商
品
部
は
各
店
の
損
益
計
算

書
・
損
益
明
細
書
を
取
り
ま
と
め
て
日
本
国
内
全
体
の
損
益
計
算
書
・
損
益
明
細
書
を
作
成
し
、
こ
れ
ら
を
本
店
本
部
に
提
出
す
る
よ
う
変
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更
し
た
。
つ
ま
り
日
本
所
在
各
店
に
つ
い
て
は
、
各
商
品
部
が
類
型
Ｏ
の
共
通
計
算
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
各
店

は
各
商
品
部
へ
純
損
益
を
付
け
替
え
ず
）
。
ま
た
満
州
・
関
東
州
所
在
各
店
に
つ
い
て
は
新
京
支
店
が
、
華
北
（
蒙
疆
を
含
む
）
所
在
各
店

に
つ
い
て
は
北
京
支
店
が
、
華
中
所
在
各
店
に
つ
い
て
は
上
海
支
店
が
各
店
の
損
益
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
（
た
だ
し
、
各
店
は
純

損
益
を
付
け
替
え
ず
）
。
こ
の
や
り
方
は
地
域
別
の
類
型
Ｏ
の
共
通
計
算
で
あ
る
。
な
お
華
南
お
よ
び
南
方
諸
地
域
の
各
店
に
つ
い
て
は
従

来
ど
お
り
と
し
た
（

�）。

こ
の
よ
う
に
太
平
洋
戦
争
末
期
に
損
益
計
算
の
特
殊
な
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
日
本
内
地
各
店
な
ど
が
独
立
採
算
制
で
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
商
品
別
組
織
と
地
域
別
組
織
の
並
置
と
い
う
特
徴
的
な
営
業
組
織
の
あ
り
方
は
戦
後
の
三
井
物
産
解
体
ま
で
維

持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（

1）
三
井
物
産
「
支
店
長
諮
問
会
議
事
録
」
一
九
〇
七
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
七

�六
）
七
六
、
七
八
ペ
ー
ジ
。

（

2）
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
、
「
仕
入
店
ニ
於
テ
ハ
見
込
ニ
テ
買
入
ヲ
為
シ
、
販
売
店
ニ
テ
ハ
見
込
ニ
テ
買
入
ヲ
為
シ
」
の
後
半
部
分
は
販
売
店

で
は
販
売
を
な
し
と
言
い
た
か
っ
た
の
を
言
い
間
違
え
た
よ
う
で
あ
る
。

（

3）
こ
の
会
議
で
、
渡
辺
は
機
械
鉄
道
用
品
で
の
共
通
計
算
の
目
的
に
つ
い
て
特
に
説
明
し
て
い
な
い
。
機
械
鉄
道
用
品
で
共
通
計
算
を
採
用
し

た
目
的
は
、
仕
入
店
・
販
売
店
が
「
各
単
独
ノ
行
動
ヲ
為
シ
、
互
ニ
手
数
料
ヲ
争
」
っ
て
販
売
価
格
が
高
め
に
な
り
「
営
業
漸
ク
困
難
ニ
陥
」

っ
た
た
め
、
仕
入
店
・
仲
次
店
・
首
都
が
無
手
数
料
で
取
り
扱
い
、
販
売
店
で
「
最
モ
低
廉
ニ
」
「
適
当
ノ
直
段
ヲ
以
テ
入
札
又
売
約
定
」
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
競
争
者
に
対
抗
す
る
た
め
、
販
売
価
格
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
「
機
械

並
鉄
道
用
品
共
通
計
算
取
扱
規
則
制
定
ノ
件
」
一
九
〇
三
年
五
月
一
九
日
可
決
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
、
下
、
一
九
七
二

年
、
四
五
九
ペ
ー
ジ
）。

（

4）
三
井
物
産
「
日
記
」
一
八
九
四
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
〇
）
の
五
月
二
九
日
条
に
「
棉
花
本
部
ヲ
大
阪
ニ
七
月
一
日
ヨ
リ
開
設
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ス
ル
事
ニ
決
ス
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
5）

飯
田
義
一
・
端
善
次
郎
「
棉
花
部
設
置
ノ
建
議
」
一
八
九
四
年
三
月
一
六
日
（
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵

史
料
物
産
一
一
五
）。
飯
田
は
大
阪
支
店
長
、
端
は
東
京
本
店
の
輸
出
入
方
主
任
。

（

6）
「
綿
花
部
事
務
章
程
並
事
務
取
扱
ノ
件
」
一
八
九
四
年
五
月
二
四
日
決
議
の
付
属
資
料
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
）。

（

7）
「
棉
花
部
事
務
章
程
」
（
「
棉
花
部
事
務
章
程
改
正
ノ
件
」
一
八
九
四
年
七
月
一
九
日
会
議
、
前
掲
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四

年
）。
訂
正
前
の
第
六
条
で
は
「
棉
花
部
ノ
会
計
ハ
毎
年
六
月
、
十
二
月
二
期
ト
定
メ
本
部
ヘ
報
告
シ
実
際
ノ
損
益
ハ
各
店
ノ
負
担
ト
ス
ヘ
シ
」

で
あ
っ
た
。

（

8）
飯
田
義
一
・
端
善
次
郎
・
小
室
三
吉
「
建
議
書
」
一
八
九
四
年
七
月
一
六
日
（
前
掲
、
「
棉
花
部
事
務
章
程
改
正
ノ
件
」
一
八
九
四
年
七
月

一
九
日
提
議
の
付
属
資
料
）。
小
室
三
吉
は
上
海
支
店
長
。

（

9）
達
号
外
一
八
九
七
年
六
月
二
三
日
（
三
井
物
産
「
諸
達
」
一
八
九
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
四
）。

（

10）
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書

�一
八
九
〇
年
代
後
半
～
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産

�」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
五
、
一
九
八

一
年
）
七
六
ペ
ー
ジ
。
棉
花
部
へ
の
売
越
買
越
限
度
許
可
に
伴
い
、
ボ
ン
ベ
イ
支
店
の
買
越
限
度
一
〇
〇
〇
俵
は
取
消
さ
れ
、
上
海
支
店
の
買

越
限
度
一
〇
〇
〇
俵
は
棉
花
部
本
部
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（

11）
達
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
五
）。

（

12）
生
糸
に
つ
い
て
は
前
掲
、
達
号
外
一
八
九
九
年
三
月
一
日
、
輸
出
米
に
つ
い
て
は
前
掲
、
達
号
外
一
八
九
九
年
九
月
一
六
日
、
燐
寸
に
つ
い

て
は
前
掲
、
達
号
外
一
八
九
九
年
七
月
一
九
日
。

（

13）
達
第
五
号
一
九
〇
〇
年
二
月
九
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
八
九
九

�一
九
〇
〇
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
六
）。

（

14）
指
令
一
九
〇
〇
年
九
月
一
一
日
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
五
年
訂
正
増
補

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
、
物
産
九
〇

�一
）
、
一

五
一

�一
六
一
ペ
ー
ジ
。

（

15）
達
第
二
四
号
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
（
三
井
物
産
「
達
綴
」
一
九
〇
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
一
）
の
付
属
書
類
「
規
則

改
正
ノ
結
果
廃
止
ニ
属
ス
ヘ
キ
達
令
表
」
に
記
載
さ
れ
た
廃
止
す
る
も
の
の
う
ち
、
共
通
計
算
に
関
わ
る
も
の
は
、
「
輸
出
米
共
通
計
算
取
扱
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規
則
」
達
号
外
一
八
九
九
年
九
月
一
六
日
、「
肥
料
雑
穀
共
通
計
算
取
扱
規
則
」
指
令
一
九
〇
〇
年
九
月
一
一
日
で
あ
る
。

（
16）

達
第
二
四
号
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
、
達
号
外
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
五
年
）。

（

17）
「
神
戸
支
店
ヨ
リ
米
穀
肥
料
部
ヲ
分
離
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
六
日
施
行
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五

�一
九
〇
六

年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
二
八
）。

（

18）
達
第
一
五
号
一
九
〇
三
年
五
月
二
二
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
三
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
九
）。

（

19）
達
第
二
六
号
一
九
〇
七
年
七
月
一
日
（
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
七

�一
九
〇
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
四
）。

（

20）
「
社
報
」
一
九
〇
七
年
七
月
三
日
（
三
井
物
産
「
社
報
」
一
九
〇
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
四
一

�六
）。

（

21）
注
（

3）
に
記
し
た
よ
う
に
機
械
の
場
合
は
、
顧
客
へ
の
最
終
的
提
示
値
段
を
い
か
に
安
く
す
る
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。

（

22）
た
だ
し
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
一
日
に
本
店
木
材
課
を
改
組
し
て
設
立
さ
れ
、
一
九
〇
九
年
一
二
月
五
日
に
廃
止
さ
れ
た
木
材
部
は
、

「
木
材
業
ノ
統
一
ヲ
計
リ
其
発
達
ヲ
期
ス
ル
為
メ
本
店
本
部
ニ
木
材
部
ヲ
特
設
ス
」（
第
一
条
）
と
さ
れ
た
だ
け
で
、
木
材
に
関
し
て
共
通
計
算

を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
「
木
材
部
規
定
」
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
一
日
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
八
年
五
月
訂
正
増
補
、
三

井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�三
）
二
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（

23）
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
訂
正
増
補
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�四
）
一
四
一

�一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（

24）
「
特
種
商
品
取
扱
部
設
置
ノ
事
」
達
第
二
五
号
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
、「
特
種
商
品
取
扱
主
店
取
極
ノ
事
」
達
第
二
七
号
一
九
一
一
年
一

一
月
九
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
訂
正
増
補
）
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（

25）
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�二
）
二
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（

26）
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�八
）
四
四
二
ペ
ー
ジ
。

（

27）
一
九
〇
〇
年
一
一
月
二
七
日
、
三
井
営
業
店
重
役
会
で
、
山
本
条
太
郎
が
棉
花
首
部
長
と
し
て
在
勤
中
に
職
務
上
注
意
を
欠
い
た
と
し
て
懲

罰
を
受
け
、
し
か
も
大
阪
支
店
次
長
兼
棉
花
首
部
長
を
解
か
れ
、
本
店
参
事
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
棉
花
首
部
は
事
実
上
廃
止
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�、
四
、
下
、
六
七
ペ
ー
ジ
）
。
つ
い
で
達
第
三
一
号
一
九
〇
一
年
一
〇
月
一
五

日
に
よ
り
「
棉
花
取
扱
規
則
」
が
改
正
さ
れ
、
一
二
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
改
正
さ
れ
た
規
則
で
大
阪
支
店
を
綿
花
の
販
売
主
店
と
し
た
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（
三
井
物
産
「
達
」
一
九
〇
一

�一
九
〇
二
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
六
八
）。

（
28）

な
お
、
部
以
外
の
売
越
買
越
業
務
に
つ
い
て
み
る
と
、
主
店
が
指
定
さ
れ
た
商
品
に
つ
い
て
は
主
店
に
売
越
買
越
限
度
が
許
可
さ
れ
て
、
主

店
が
自
店
で
売
越
買
越
業
務
を
お
こ
な
い
、
あ
る
い
は
関
係
店
の
売
越
買
越
業
務
を
統
轄
し
た
（
第
二
九
条
「
商
品
ノ
売
越
買
越
ハ
総
テ
主
店

ヨ
リ
取
締
役
ニ
経
伺
シ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」）
。
部
・
主
店
以
外
の
商
品
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
各
店
が
本
店
（
取
締
役
）
か
ら
限

度
の
許
可
を
え
て
、
売
越
買
越
業
務
を
お
こ
な
っ
た
。
個
別
に
あ
る
商
品
（
た
と
え
ば
麻
袋
）
に
つ
い
て
共
通
計
算
を
お
こ
な
う
場
合
に
は
、

一
つ
の
店
（
麻
袋
で
は
カ
ル
カ
ッ
タ
店
）
が
限
度
の
許
可
を
え
、
他
店
に
限
度
を
分
与
し
て
売
越
買
越
業
務
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
。

（

29）
た
と
え
ば
上
海
支
店
長
山
本
条
太
郎
は
「
人
情
ト
シ
テ
利
益
ヲ
得
サ
レ
ハ
自
然
等
閑
ニ
付
ス
ル
ノ
弱
点
ア
ル
ヘ
シ
」
（
三
井
物
産
「
支
店
長

諮
問
会
議
事
録
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
七

�三
、
九
二
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。

（

30）
「
共
通
計
算
規
程
」
第
一
〇
条
で
は
、
仕
入
店
か
ら
首
部
に
報
告
す
る
商
品
の
代
価
は
「
原
価
及
諸
掛
ノ
実
費
額
ニ
其
店
経
費
ノ
実
際
額
ヲ

加
算
シ
タ
ル
最
低
値
段
」
と
し
、
こ
の
う
ち
「
其
店
経
費
ノ
実
際
額
」
（
間
接
諸
掛
の
実
際
額
）
は
「
当
該
店
ノ
使
用
人
給
料
家
賃
其
他
ノ
経

費
ヲ
基
礎
ト
シ
、
本
規
定
外
ニ
属
ス
ル
商
売
ト
ノ
割
合
ヲ
モ
比
較
シ
且
ツ
一
ケ
年
間
ニ
於
ケ
ル
取
扱
商
品
ノ
数
量
ヲ
審
案
シ
、
各
関
係
店
間
妥

協
ノ
上
算
出
シ
タ
ル
適
当
額
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
、
若
シ
本
文
実
際
額
査
定
上
協
議
纏
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
決
裁
ヲ
仰
ク
ヘ
シ
」
と
定
め
て
い

る
。
し
か
し
、
間
接
経
費
を
ど
れ
だ
け
割
り
当
て
る
か
の
基
準
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
仕
入
店
が
有
利
な
よ
う
に
計
算
す
る
恐
れ

が
あ
っ
た
。

（

31）
（

32）
た
と
え
ば
大
阪
支
店
長
藤
野
亀
之
助
は
「
綿
花
仕
入
店
ニ
シ
テ
其
他
ノ
商
品
ヲ
取
扱
フ
店
ニ
於
テ
ハ
、
綿
花
ニ
其
他
ノ
商
品
ノ
費
用

ヲ
掛
ケ
他
ノ
共
通
計
算
ニ
属
セ
サ
ル
商
品
ノ
経
費
ヲ
軽
カ
ラ
シ
ム
ル
ト
カ
、
又
ハ
綿
花
ニ
付
テ
ノ
雑
収
入
ノ
如
キ
モ
其
他
ノ
商
品
ノ
雑
収
入
ト

シ
テ
共
通
計
算
ノ
部
類
ニ
入
レ
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
苦
情
起
リ
」
と
発
言
し
て
い
る
（
三
井
物
産
「
支
店
長
諮
問
会
議
事
録
」
一
九
〇
六
年
、
三

井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
七

�五
、
五
七
ペ
ー
ジ
）。

（

33）
「
生
糸
商
売
共
通
計
算
規
程
」（
達
号
外
一
八
九
九
年
三
月
一
日
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
五
年
訂

正
増

補
、
三
井
文
庫
所
蔵

史
料
物
産
九
〇

�一
）
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

（

34）
た
と
え
ば
、
長
崎
支
店
の
山
本
庄
太
郎
は
「
仕
入
店
ニ
テ
口
銭
ヲ
得
ス
販
売
店
ニ
於
テ
得
ラ
ル
ヽ

丈
ケ
ノ
利
益
ヲ
得
、
其
結
果
ヲ
分

配
ス
ル
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コ
ト
ヽ
セ
ハ
仕
入
店
ニ
於
テ
モ
充
分
ニ
力
ヲ
入
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
発
言
し
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
諮
問
会
議
事
録
」
一

九
〇
四
年
）
九
六
ペ
ー
ジ
。

（

35）
た
と
え
ば
、
専
務
理
事
心
得
の
飯
田
義
一
は
「
若
シ
双
方
ニ
利
益
ヲ
分
配
ス
ル
ト
セ
ハ
仕
入
店
ヨ
リ
見
レ
ハ
販
売
店
ニ
於
テ
ハ
勝
手
ナ
ル
計

算
ヲ
為
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
苦
情
モ
出
ツ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
」
と
発
言
し
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
諮
問
会
議
事
録
」
一
九
〇
六
年
、

五
五
ペ
ー
ジ
）。

（

36）
三
井
物
産
で
使
わ
れ
て
い
た
乗
合
勘
定
と
い
う
言
葉
は
、
仕
入
店
と
販
売
店
が
直
接
経
費
を
含
め
て
乗
合
で
商
品
取
引
の
勘
定
を
す
る
（
共

同
で
損
益
を
計
算
す
る
）
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
原
理
的
に
は
、
直
接
経
費
だ
け
で
な
く
、
間
接
経
費
も
含
め
て
乗
合
で
勘
定
す
る

方
法
（
類
型
Ａ
や
類
型
Ｂ
が
こ
れ
に
相
当
）
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
た

め
、
複
数
店
（
多
く
は
二
店
）
が
間
接
経
費
を
含
め
ず
、
直
接
経
費
だ
け
を
含
め
て
商
品
取
引
の
損
益
を
計
算
す
る
方
法
を
、
本
稿
で
は
乗
合

勘
定
と
表
記
す
る
。

（

37）
こ
の
規
則
で
は
、
仕
入
店
は
原
価
と
直
接
経
費
の
み
を
販
売
店
に
付
け
替
え
、
利
益
を
加
算
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
間
接
経
費
も
自
己
負
担

す
る
。
つ
ま
り
、
本
来
の
類
型
Ａ
の
共
通
計
算
よ
り
も
、
さ
ら
に
仕
入
店
に
と
っ
て
厳
し
い
制
約
が
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
販
売
店
も
「
電
信
料
及
経
費
ハ
毎
月
ノ
終
ニ
於
テ
、
又
売
上
勘
定
損
益
金
ハ
遅
ク
モ
毎
半
季
ノ
終
リ
ニ
於
テ
米
穀
肥
料
部
ニ
附
替
ス
ヘ
シ
」、

「
販
売
店
ハ
自
店
ノ
勘
定
ニ
属
ス
ル
手
数
料
其
他
ノ
収
益
ヲ
許
サ
ス
」
と
さ
れ
て
、
自
店
の
利
益
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（

38）
「
米
穀
肥
料
取
扱
規
則
」
達
第
三
三
号
一
九
〇
七
年
八
月
二
日
、
九
月
一
日
実
施
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
八
年
五

月
訂
正
増
補
）
二
〇
三

�二
一
一
ペ
ー
ジ
。
以
前
の
規
則
（「
米
穀
肥
料
共
通
計
算
取
扱
規
則
」）
に
比
べ
る
と
、
仕
入
店
が
間
接
経
費
を
自
己

負
担
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
米
穀
肥
料
部
に
利
益
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の
半
額
を
仕
入
店
が
取
得
で
き
、
販
売
店
は
利
益
を
計
上
で
き

な
か
っ
た
の
が
利
益
を
計
上
で
き
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
（「
自
店
ノ
収
益
ヲ
見
込
ミ
テ
売
約
定
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」）。

（

39）
「
棉
花
部
規
則
」（
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
制
定
）
で
は
、
新
た
に
「
組
合
セ
商
売
」
と
「
手
持
品
」
に
分
け
て
仕
入
店
の
引
合
条
件
を
規

定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
組
合
セ
商
売
」
が
何
か
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
仕
入
店
・
販
売
店
が
、
販
売
店
か
ら
仕
入
店
に
買
付

注
文
が
あ
っ
た
場
合
に

特
別
の
ル
ー
ル
を
取
決
め
て
取
引
を
お
こ
な
う
乗
合
勘
定
の
一

種
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）

237



（

40）
「
石
炭
部
細
則
」
達
第
四
号
一
九
一
二
年
二
月
二
二
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
訂
正
増
補
）
一
六
一
ペ

ー
ジ
。

（

41）
「
棉
花
部
細
則
」
達
第
五
四
号
一
九
一
四
年
九
月
二
一
日
制
定
、
達
第
三
三
号
一
九
一
八
年
七
月
一
六
日
改
正
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類

集
」
一
九
一
四
年
一
〇
月
訂
正
増
補
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�五
）。

（

42）
三
井
物
産
「
第
一
回
支
店
長
諮
問
会
議
事
録
」
一
九
一
一
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�一
）。

（

43）
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
四
六

�四
四
七
ペ
ー
ジ
。

（

44）
本
稿
で
使
う
営
業
組
織
と
い
う
言
葉
は
商
品
取
引
を
お
こ
な
う
組
織
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
三
井
物
産
全
体
の
組
織
に
は
、
営
業
組
織
、
運

輸
組
織
（
船
舶
部
な
ど
）、
受
渡
組
織
（
埠
頭
事
務
所
な
ど
）、
生
産
組
織
（
造
船
部
な
ど
）
な
ど
と
、
こ
れ
ら
の
事
業
組
織
を
管
理
す
る
本
店

管
理
組
織
に
区
分
で
き
る
。

（

45）
「
棉
花
部
規
則
」
達
第
二
六
号
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
訂
正
増
補
）
一
五
三
、

一
五
五
ペ
ー
ジ
。

（

46）
三
井
物
産
「
第
三
回
機
械
部
会
議
議
事
録
（
其
二
）」
一
九
一
五
年
（

E
n
try

#
71

C
o
n
ta
in
er#

31）
一
七
七
ペ
ー
ジ
。

（

47）
支
店
長
諮
問
会
は
、
決
定
機
関
で
は
な
く
、
本
店
本
部
か
ら
案
件
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
て
、
こ
れ
に
応
え
る
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
三

井
物
産
で
は
支
店
長
の
権
限
が
強
い
た
め
、
支
店
長
が
同
意
し
な
い
と
案
件
を
実
施
し
に
く
い
。
中
丸
は
支
店
長
に
よ
る
同
意
を
「
決
定
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

（

48）
「
石
炭
取
扱
規
則
改
正
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
一
一
月
五
日
施
行
（
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産

一
二
六
）。

（

49）
「
石
炭
取
扱
規
則
」
達
第
二
六
号
一
九
〇
四
年
一
一
月
五
日
改
正
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
八
年
五
月
訂
正
増
補
）

一
八
七
ペ
ー
ジ
。

（

50）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
、
二
四
五
ペ
ー
ジ
。

（

51）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
、
二
四
九
、
二
五
三
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
。
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（

52）
三
井
物
産
「
元
帳
Ａ
」
一
九
一
三
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
〇
六
〇
）。

（
53）

前
掲
、
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

（

54）
後
掲
の
第

18表
の
よ
う
に
一
九
一
二
年
下
期
か
ら
一
九
一
三
年
下
期
ま
で
の
「
損
益
店
別
及
科
目
別
表
」
に
は
砂
糖
部
の
数
値
が
計
上
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
一
九
一
二
年
上
期
に
砂
糖
部
が
損
益
を
取
り
ま
と
め
た
と
推
定
し
た
。

（

55）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
。

（

56）
三
井
物
産
全
体
の
砂
糖
純
益
金
の
数
値
は
、
一
九
一
一
年
上
期
七
万
六
六
五
七
万
円
、
下
期
一
六
万
四
三
九
三
円
か
ら
一
九
一
二
年
上
期
六

万
四
七
一
七
円
に
下
が
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
二
年
下
期
二
〇
万
二
〇
二
三
円
、
一
九
一
三
年
上
期
二
一
万
三
二
〇
七
円
に
上
昇
し
て

い
る
。
三
井
物
産
「
商
品
別
三
季
間
損
益
明
細
表
」
一
九
一
一
年
上
期
～
一
九
一
二
年
上
期
、
三
井
物
産
「
損
益
店
別
及
科
目
別
表
」
一
九
一

二
年
下
期
、
同
一
九
一
三
年
上
期
（
三
井
物
産
「

�支店
長
会
議
関
係
諸
表

�」、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
四
〇
〇
）。

（

57）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

（

58）
規
則
の
第
二
二
条
で
は
、
総
貸
借
対
照
表
と
総
損
益
計
算
書
を
部
が
作
成
す
る
と
あ
る
。
作
成
の
た
め
に
は
関
係
店
が
当
該
商
品
関
係
の
詳

細
な
貸
借
対
照
表
と
詳
細
な
損
益
計
算
書
を
作
成
し
、
部
本
部
が
こ
れ
ら
を
収
集
し
て
総
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
九
一
三
年
七
月
頃
で
は
、

た
だ
損
益
を
ま
と
め
た
だ
け
で
、
詳
細
な
総
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（

59）
本
店
本
部
で
集
計
し
た
一
九
一
一
年
上
期
、
同
下
期
、
一
九
一
二
年
上
期
の
品
目
別
の
取
扱
高
・
純
損
益
の
表
が
三
井
文
庫
に
保
存
さ
れ
て

い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
商
品
別
三
季
間
損
益
明
細
表
」
一
九
一
一
年
上
期
～
一
九
一
二
年
上
期
）。

部
・
支
店
毎
に
品
目
別
に
「
損
益
」
（
純
損
益
）
を
計
算
し
た
「
損
益
店
別
科
目
別
表
」
な
ど
に
は
、
第

18表
の
よ
う
に
商
品
部
の
数
値
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
一
五
年
七
月
開
催
の
第
三
回
支
店
長
会
議
に
は
、
本
店
本
部
が
集
計
し
た
「
商
品
取
扱
高
ト
純
損
益
及
ヒ
経
費
ト
ノ
比
較
調
」

（
「

�大
正
四
年
七
月
支
店
長
会
議
関
係
諸
表

�」
一
九
一
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
三
九
七
）
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
資
料
は
部
・
支

店
な
ど
組
織
毎
に
取
扱
高
・
純
損
益
・
経
費
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
一
九
一
二
年
上
期
・
同
下
期
で
は
石
炭
部
、
棉
花

部
、
機
械
部
、
砂
糖
部
、
同
下
期
で
は
石
炭
部
、
棉
花
部
、
機
械
部
、
一
九
一
三
年
上
期
・
同
下
期
と
一
九
一
四
年
上
期
・
同
下
期
で
は
石
炭
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部
、
棉
花
部
、
機
械
部
の
数
値
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

（
60）

前
掲
、
三
井
物
産
「
第
二
回
支
店
長
会
議
々
事
録
」
一
九
一
三
年
、
二
四
六

�二
四
八
、
二
五
〇
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
。

（

61）
達
第
二
五
号
一
九
一
三
年
八
月
二
五
日
。
「
石
炭
部
規
則
」
に
「
必
要
ノ
地
ニ
支
部
ヲ
置
ク
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
、
「
石
炭
部
細
則
」
に

「
石
炭
部
東
京
支
部
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
た
。
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
二

�一
九
一
三
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
六
）。

（

62）
「
石
炭
部
長
崎
支
部
規
定
」
達
第
五
一
号
一
九
一
四
年
九
月
一
〇
日
改
定
（
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
四

�一
九
一
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵

史
料

物
産
七
七
）
。
一
九
一
五
年
七
月
開
催
の
第
三
回
支
店
長
会
議
で
石
炭
部
長
小
林
正
直
は
、
現
在
及
び
将
来
の
計
画
と
し
て
、
東
京
・

長
崎
・
上
海
で
の
各
支
部
設
置
を
あ
げ
、
さ
ら
に
「
将
来
ノ
計
画
ト
シ
テ
」
「
各
販
売
店
ニ
支
部
制
度
ヲ
実
施
セ
ン
ト
シ
ツ
ヽ
ア
リ
」
と
し
て

い
る
（
三
井
物
産
「
第
三
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�三
、
二
一
ペ
ー
ジ
）。

（

63）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
三
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
五
年
、
四
九

�五
〇
ペ
ー
ジ
。

（

64）
高
村
直
助
「
第
一
次
大
戦
前
後
に
お
け
る
米
綿
取
引
の
諸
問
題
」
（
上
山
和
雄
・
吉
川
容
編
著
『
戦
前
期
北
米
の
日
本
商
社

�在
米
接
収
史

料
に
よ
る
研
究

�』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（

65）
『
稿
本

三
井
物
産
株
式
会
社
一
〇
〇
年
史
』
（
上
）
（
日
本
経
営
史
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）
三
二
九
ペ
ー
ジ
で
は
、
木
材
部
支
部
の
最
初

の
設
置
は
一
九
一
七
年
七
月
の
名
古
屋
支
部
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
一
九
一
六
年
一
二
月
四
日
に
京
城
支
部
・
天
津
支
部
・
上
海

支
部
・
漢
口
支
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
「
社
報
」
一
九
一
六
年
一
二
月
四
日
、
三
井
物
産
「
社
報
」
一
九
一
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
四
二

�七
）
。
ま
た
、
同
書
は
、
穀
肥
部
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
八
年
八
月
に
天
津
支
店
な
ど
三
支
部
が
初
め
て
と
し
て
い
る
。
し
か
し

実
際
に
は
、
一
九
一
六
年
一
一
月
に
東
京
支
部
な
ど
一
五
支
部
が
設
置
さ
れ
た
（
達
第
四
二
号
一
九
一
六
年
一
〇
月
二
三
日
別
紙
の
「
穀
肥
部

細
則
」
、
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
四

�一
九
一
六
年
）。

（

66）
棉
花
部
の
取
扱
対
象
商
品
は
、
綿
花
だ
け
で
、「
綿
糸
並
綿
布
ニ
就
テ
ハ
当
分
ノ
内
、
本
則
ヲ
適
用
セ
ス
」（
達
第
五
四
号
一
九
一
四
年
九
月

二
一
日
、
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
四

�一
九
一
六
年
）
と
し
た
た
め
、
棉
花
部
本
部
は
綿
花
・
綿
糸
・
綿
布
・
綿
製
品
を
取
り
扱
う

も
の
の
（
棉
花
部
細
則
）
、
綿
花
以
外
に
つ
い
て
各
店
を
統
轄
す
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
・
ボ
ン
ベ
イ
支
店

に
支
部
を
設
け
た
際
に
、
支
部
の
取
扱
商
品
を
綿
花
の
み
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
綿
糸
・
綿
布
・
綿
製
品
に
つ
い
て
は
ボ
ン
ベ
イ
支
店
が
従
来
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ど
お
り
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
は
綿
糸
・
綿
布
・
綿
製
品
の
取
扱
自
体
を
お
こ
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
67）

「
S
E
A
T
T
L
E
（
P
O
R
T
L
A
N
D
）
」
（
E
n
try

#
63

C
o
n
ta
in
er#

6
）
の
一
九
一
五
年
上
期

�一
九
一
八
年
下
期
の
シ
ア
ト
ル
出
張
員
の
純
損

益
な
ど
に
よ
る
。

（

68）
三
井
物
産
シ
ア
ト
ル
出
張
員
「
穀
肥
部
商
品
（
米
大
豆
並
ニ
大
豆
粕
）
損
益
明
細
表
」
一
九
一
七
年
下
期
（

E
n
try

#
74

C
o
n
ta
in
er#

1
）
、

三
井
物
産
シ
ア
ト
ル
出
張
員
「
七
／
下
金
物
部
商
品
決
算
ノ
件
」
一
九
一
八
年
一
二
月
二
日
（
E
n
try

#
63

C
o
n
ta
in
er#

6
）
。
穀
肥
部
商
品

に
つ
い
て
は
、
支
部
設
置
か
ら
半
期
遅
れ
て
分
離
計
算
が
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（

69）
「
金
物
部
細
則
」
達
第
三
五
号
一
九
一
八
年
七
月
一
九
日
制
定
、
達
第
二
九
号
一
九
二
一
年
七
月
一
六
日
改
正
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類

集
」
一
九
二
二
年
九
月
訂
正
増
補
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�六
）。
制
定
時
の
条
文
は
未
見
で
あ
る
。

（

70）
三
井
物
産
金
物
部
総
務
掛
「
金
物
部
損
益
三
期
比
較
表
」
一
九
一
八
年
下
期
～
一
九
一
九
年
下
期
（
E
n
try

#
63

C
o
n
ta
in
er#

10）。

（

71）
商
品
部
本
部
で
全
体
を
総
括
す
る
総
貸
借
対
照
表
も
、
石
炭
部
以
外
は
支
部
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
貸
借
対
照
表
を
商
品
部
本
部
が
ま
と
め
た

て
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

72）
石
炭
部
長
林
徳
太
郎
は
、
も
し
「
支
部
ヲ
廃
シ
支
店
ノ
掛
ト
為
ス
ト
キ
ハ
勘
定
ハ
支
店
勘
定
ト
ナ
リ
一
本
ニ
テ
出
ツ
ヘ
キ
様
ノ
説
明
ナ
リ
シ

カ
、
石
炭
ハ
別
ニ
『
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
』
ヲ
作
ラ
サ
レ
ハ
実
際
ノ
石
炭
ニ
関
ス
ル
勘
定
不
明
ト
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
か
ら
、

石
炭
部
で
は
、
関
係
店
す
べ
て
で
は
な
く
、
支
部
の
貸
借
対
照
表
を
総
合
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会

議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
五
九
ペ
ー
ジ
）。

（

73）
名
古
屋
支
店
長
鳥
羽
総
治
は
「
毎
月
各
本
部
ニ
提
出
ス
ル
『
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
』
」
に
捺
印
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産

「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
五
九
ペ
ー
ジ
）。

（

74）
「
棉
花
部
規
則
」
一
九
一
四
年
九
月
二
一
日
改
正
、
一
九
一
七
年
一
一
月
一
五
日
改
正
、
一
九
一
八
年
六
月
二
七
日
改
正
（
前
掲
、
三
井
物

産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
四
年
一
〇
月
訂
正
増
補
）。
な
お
、
一
九
一
四
年
改
正
で
は
、
金
融
統
轄
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。

（

75）
三
井
物
産
「
第
六
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
八
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�六
）
六
二
、
七
六
ペ
ー
ジ
。

（

76）
三
井
物
産
穀
肥
部
長
「
各
支
部
、
代
務
店
金
融
ノ
事
」
一
九
一
九
年
七
月
九
日
（
三
井
物
産
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
部
長
宛
書
状
）
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（
E
n
try

#
6
3
C
o
n
ta
in
er#

5
）
。

（
77）

三
井
物
産
人
事
課
「
三
井
物
産
株
式
会
社
職
員
録
」
一
九
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
一

�九
）。

（

78）
三
井
物
産
シ
ア
ト
ル
出
張
員
「
穀
肥
部
商
品
金
融
統
轄
ニ
関
す
る
本
部
来
状
の
事
」
一
九
一
九
年
一
〇
月
二
四
日
（
三
井
物
産
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
支
店
長
宛
）
（
E
n
try

#
6
3

C
o
n
ta
in
er#

5
）
。
な
お
、
シ
ア
ト
ル
出
張
員
名
の
書
状
で
あ
る
も
の
の
、
出
張
員
の
塩
田
良
温
が
作
成
し
た
も

の
で
は
な
く
、
吉
田
豊
吉
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

79）
ひ
と
月
前
に
開
催
さ
れ
た
米
国
各
店
打
合
会
で
の
取
り
決
め
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
打
合
会
で
「
米
国
各
店
ノ
金
融
ハ
之
ヲ
紐
育
店
ニ
於
テ

集
中
ス
ル
方
針
ヲ
採
リ
、
各
店
間
ノ
連
絡
ヲ
計
リ
資
金
ノ
過
剰
不
足
ヲ
融
通
ス
ル
コ
ト
得
策
ナ
ル
ヲ
信
ス
、
即
チ
米
国
各
店
ハ
原
則
ト
シ
テ
米

国
内
ニ
テ
商
務
遂
行
ニ
必
要
ナ
ル
資
金
ノ
調
達
ヲ
計
リ
、
本
店
若
ク
ハ
内
地
関
係
店
ノ
援
助
ヲ
仰
ク
ニ
先
チ
米
国
各
店
有
無
相
通
シ
其
余
力
利

用
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
」
と
な
っ
た
。「
米
国
各
店
打
合
会
議
事
録
」
一
九
一
九
年
九
月
（『
横
浜
市
史
』
Ⅱ
、
一
九
九
七
年
）
八

�九
ペ
ー
ジ
。

（

80）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
四
二

�四
四
四
ペ
ー
ジ
。

（

81）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
四
六
ペ
ー
ジ
。

（

82）
「
今
仮
リ
ニ
指
揮
監
督
ノ
方
面
ニ
立
脚
シ
テ
観
察
ヲ
下
セ
ハ
全
部
ヲ
東
京
ニ
集
中
ス
ル
モ
敢
テ
不
可
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
赤
羽
は
述
べ
て
い

る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
四
五
ペ
ー
ジ
）。

（

83）
「
東
京
ニ
機
械
部
ア
リ
テ
東
京
ノ
商
売
ハ
部
長
之
ヲ
視
ス
シ
テ
機
械
支
部
長
之
ニ
当
レ
リ
」
と
赤
羽
は
述
べ
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産

「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
四
九
ペ
ー
ジ
）。

（

84）
た
と
え
ば
、「
営
業
部
ハ
殊
ニ
近
キ
店
ナ
ル
ニ
付
」、
支
部
を
設
置
し
な
く
て
も
「
一
向
不
都
合
ナ
ク
円
滑
ニ
業
務
モ
運
ヒ
居
レ
リ
」
と
穀
肥

部
長
向
井
忠
晴
は
述
べ
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
七
〇
ペ
ー
ジ
）。

（

85）
前
掲
、
三
井
物
産
「
第
八
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
一
年
、
四
五
七

�四
五
八
ペ
ー
ジ
。

（

86）
木
材
部
の
取
扱
は
北
海
道
材
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
小

�に
木
材
部
が
設
置
さ
れ
、
小

�支
店
長
が
木
材
部
長
を
兼
務
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
支
部
が
設
置
さ
れ
て
い
た
支
店
が
北
海
道
材
以
外
の
木
材
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
支
部
長
で
も
あ
る
支
店
長
が
支
部
員
の
業
務
を
指
揮
す

る
と
さ
れ
て
い
た
（「
木
材
部
細
則
」
達
第
五
四
号
一
九
一
六
年
一
二
月
四
日
、
前
掲
、
三
井
物
産
「
達
」
一
九
一
四

�一
九
一
六
年
）。
こ
の
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よ
う
に
本
部
は
支
部
の
北
海
道
材
だ
け
を
統
轄
し
て
い
た
。

こ
の
変
則
的
な
事
態
を
改
善
す
る
た
め
、
ま
ず
一
九
二
二
年
六
月
一
二
日
に
「
木
材
部
規
則
」
・
「
木
材
部
細
則
」
を
改
正
し
、
「
部
外
木
材

取
扱
規
則
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
改
正
・
制
定
に
よ
り
、
第
一
に
木
材
部
の
取
扱
を
北
海
道
材
だ
け
で
な
く
樺
太
材
・
沿
海
州
材
に
ま
で
広
げ
、

第
二
に
木
材
部
の
取
扱
で
は
な
い
米
国
材
に
つ
い
て
は
シ
ア
ト
ル
出
張
所
を
仕
入
主
店
に
指
定
し
、
日
本
本
土
産
の
輸
出
木
函
の
海
外
引
合
中

心
店
を
神
戸
支
店
と
し
、
日
本
本
土
産
の
ベ
ニ
ヤ
と
プ
ラ
イ
ウ
ッ
ド
の
海
外
引
合
中
心
店
を
大
阪
支
店
と
す
る
こ
と
と
し
、
第
三
に
、
支
部
の

規
定
を
削
除
し
た
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
二
二
年
九
月
訂
正
増
補
）。

（

87）
三
井
物
産
「
第
九
回
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
二
六
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
九
八

�九
）
一
七
ペ
ー
ジ
。

（

88）
森
川
も
、
「
支
部
制
度
廃
止
の
提
案
が
、
経
営
合
理
化
政
策
に
出
た
も
の
」
と
把
握
し
て
い
る
（
前
掲
、
森
川
英
正
『
財
閥
の
経
営
史
的
研

究
』、
二
九
三
ペ
ー
ジ
）
。

（

89）
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
改
定
之
件
」
一
九
四
一
年
四
月
一
〇
日
三
井
総
元
方
承
認
（
三
井
総
元
方
「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
四
一
年
上
期
、

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
五
〇
）。

（

90）
「
穀
物
油
脂
部
・
繊
維
部
及
食
品
部
設
置
並
本
店
業
務
部
及
東
京
営
業
部
機
構
変
更
之
件
」
一
九
四
一
年
二
月
二
七
日
三
井
総
元
方
承
認

（
前
掲
、
三
井
総
元
方
「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
四
一
年
上
期
）。
実
際
に
三
つ
の
部
が
設
置
さ
れ
、
東
京
営
業
部
が
営
業
部
と
改
称
さ
れ
る
の

は
、
二
か
月
後
の
四
月
一
二
日
（
「
社
報
」
一
九
四
一
年
四
月
一
三
日
、
三
井
物
産
「
社
報
」
一
九
四
一
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
四

二

�三
二
）
、
つ
ま
り
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
改
定
実
施
の
一
日
後
で
あ
る
。

名
称
を
「
雑
貨
部
」
と
せ
ず
、「
営
業
部
」
と
し
た
の
は
、「
永
年
売
込
マ
レ
タ
」
名
称
で
あ
り
、
ま
た
、
取
引
先
の
王
子
製
紙
の
よ
う
な
大

会
社
が
「
雑
貨
部
」
と
引
き
合
う
と
な
る
と
、
自
社
の
製
品
を
雑
貨
扱
い
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
が
理
由
で
あ
る
（
上
記
議
案

の
付
属
書
類
「
物
産
機
構
改
革
ニ
付
」）
。

（

91）
「
営
業
各
部
通
則
」
達
第
八
号
一
九
一
一
年
七
月
六
日
制
定
、
達
第
二
〇
号
一
九
四
一
年
四
月
一
一
日
改
定
、
達
第
三
八
号
一
九
四
二
年
一

二
月
三
〇
日
改
正
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年
九
月
改
版
、
三
井
文
庫
所
蔵
参
考
図
書
Ｄ
四
三
六

�一
五
五
）。

（

92）
「
支
店
長
職
務
権
限
規
程
」
達
第
七
八
号
一
九
四
一
年
七
月
三
〇
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年
九
月
改
版
）。
た

三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）
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と
え
ば
第
一
条
で
「
部
長
、
支
店
長
ハ
当
会
社
ノ
規
則
達
令
ニ
遵
ヒ
店
務
ヲ
処
理
ス
ヘ
シ
」
、
第
二
条
で
「
部
長
、
支
店
長
ハ
左
記
ノ
事
項
ニ

付
テ
ハ
予
メ
案
ヲ
具
シ
テ
本
部
ニ
伺
出
テ
認
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
部
長
と
支
店
長
は
同
一
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い

る
。ま
た
、
一
九
一
一
年
一
一
月
九
日
に
制
定
さ
れ
た
「
石
炭
部
規
則
」
で
「
営
業
規
則
中
、
支
店
長
ニ
関
ス
ル
規
定
及
支
店
長
職
務
権
限
規
程

ハ
之
ヲ
部
長
ニ
準
用
ス
」
（
第
五
条
）
と
す
る
な
ど
、
各
商
品
部
の
規
則
で
準
用
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行

達
令
類
集
」
一
九
一
二
年
六
月
訂
正
増
補
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
）。

（

93）
「
本
店
各
課
及
営
業
各
部
整
備
ノ
件
」
一
九
四
四
年
二
月
一
五
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
（
三
井
物
産
「
取
締
役
会
議
案
」
一
九
四
四
年
、

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
〇
七
五
）、
「
物
資
部
規
則
」
達
第
二
六
号
一
九
四
四
年
二
月
二
五
日
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」

一
九
三
八
年
九
月
改
版
）
。
こ
の
組
織
改
正
に
よ
り
、
横
浜
に
置
か
れ
て
い
た
生
糸
部
が
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て
の
商
品
部
は
東
京
本
店
内
と
な

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（

94）
海
南
島
事
務
所
は
、
「
海
南
島
開
発
事
業
ノ
重
要
性
ト
当
社
ニ
課
セ
ラ
レ
タ
ル
特
殊
使
命
ト
ニ
鑑
ミ
、
海
軍
当
局
ノ
要
望
ニ
応
ヘ
海
南
島
商

務
ニ
関
ス
ル
専
門
ノ
事
務
所
ヲ
東
京
ニ
設
置
」
す
る
と
も
の
で
あ
っ
た
（
「
特
殊
貿
易
事
務
所
及
海
南
島
事
務
所
設
置
並
同
規
則
及
規
程
制
定

ノ
件
」
一
九
四
一
年
二
月
二
七
日
三
井
総
元
方
承
認
、
前
掲
、
三
井
総
元
方
「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
四
一
年
上
期
）。

（

95）
達
第
一
三
八
号
一
九
四
二
年
一
二
月
三
〇
日
に
よ
る
「
商
品
取
扱
規
則
」
か
ら
「
営
業
各
部
通
則
」
へ
の
名
称
改
正
と
内
容
改
正
（
前
掲
、

三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年
九
月
改
版
）。「
商
品
取
扱
規
則
」
の
「
其
部
ニ
属
ス
ル
商
品
」
と
い
う
表
現
が
、
以
下
に
示
す
よ

う
に
「
其
部
ニ
属
ス
ル
業
務
」
に
変
更
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
変
更
は
損
益
計
算
の
方
法
の
変
更
を
意
味
し
な
い
。
「
部
ハ
半
期
毎
ニ
其
部

ニ
属
ス
ル
業
務
ノ
損
益
明
細
書
、
次
期
予
算
書
、
同
説
明
書
及
考
課
状
ヲ
調
製
シ
テ
之
ヲ
本
店
ニ
提
出
ス
ル
ト
同
時
ニ
其
写
ヲ
各
関
係
店
長
ニ

送
附
ス
ヘ
シ
」（
第
一
九
条
）
、
「
各
関
係
店
ハ
毎
半
期
末
、
業
務
ノ
損
益
、
経
常
費
及
次
期
予
算
書
ヲ
部
ニ
報
告
ス
ヘ
シ
」（
第
二
〇
条
）。

（

96）
達
第
二
九
号
一
九
四
四
年
四
月
二
一
日
に
よ
る
「
営
業
各
部
通
則
」
改
正
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年
九
月
改
版
）。

「
業
務
ノ
損
益
計
算
ハ
内
地
、
朝
鮮
及
台
湾
所
在
各
店
ニ
在
リ
テ
ハ
各
関
係
部
ニ
於
テ
、
満
関
所
在
各
店
ニ
在
リ
テ
ハ
新
京
支
店
ニ
於
テ
、

北

支
（
蒙
疆
ヲ
含
ム
）
所
在
各
店
ニ
在
リ
テ
ハ

北
京
支
店
ニ
於
テ
、
中
支
所
在
各
店
ニ
在
リ
テ
ハ
上
海
支
店
ニ
於
テ
、
南
支
及
南
方
所
在
各
店
ニ
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在
リ
テ
ハ
当
該
店
ニ
於
テ
夫
々
之
ヲ
取
纏
メ
毎
半
期
末
其
ノ
計
算
書
及
明
細
書
ヲ
本
店
ニ
送
附
シ
且
右
各
店
ハ
其
ノ
写
ヲ
各
関
係
部
ニ
送
附
ス

ベ
シ
」
（
第
一
八
条
）
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
分
析
で
、
商
品
部
設
置
以
前
の
時
期
に
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
検
討
し
、
つ
い
で
商
品
部
設

置
以
降
の
時
期
に
、
商
品
部
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
独
立
採
算
が
な
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き

た
こ
と
を
、
最
初
に
設
定
し
た
課
題
に
即
し
て
ま
と
め
よ
う
。

第
一
の
課
題
は
、
独
立
採
算
制
の
内
容
の
変
化
を
、
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
、
精
緻
化
が
コ
ス
ト
負
担
の
支
店
へ

の
内
部
化
の
徹
底
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
お
よ
び
精
緻
化
が
支
店
に
お
け
る
品
目
別
の
純
損
益
計
算
に
ま
で
行
き
つ
き
、
こ

の
数
値
に
よ
っ
て
支
店
の
な
か
の
掛
毎
の
純
損
益
計
算
ま
で
可
能
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

独
立
採
算
制
の
精
緻
化
は
日
清
戦
争
終
了
直
前
に
始
ま
り
、
日
清
戦
後
の
一
九
〇
一

�一
九
〇
四
年
に
進
展
し
、
日
露
戦
争
開
始
直
後
に

完
成
し
た
。
本
店
本
部
は
支
店
な
ど
の
各
店
に
対
し
て
、
社
内
か
ら
の
資
金
調
達
の
コ
ス
ト
と
資
産
利
用
の
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ
、
そ
れ
に

よ
り
支
店
な
ど
へ
様
々
な
コ
ス
ト
負
担
を
内
部
化
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
社
外
・
社
内
か
ら
の
資
金
調
達
・
資
産
利
用

コ
ス
ト
支
払
の
面
で
、
公
平
な
条
件
で
店
同
士
が
競
争
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
支
店
な
ど
は
様
々
な
間
接
経
費
を
削
減
す
る
努

力
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
三
井
物
産
全
体
で
み
る
と
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
・
資
産
利
用
コ
ス
ト
の
削
減
を
各
店
に
強

い
、
そ
れ
を
通
じ
て
各
店
と
本
店
本
部
で
不
要
な
資
金
を
圧
縮
・
返
済
し
た
り
、
本
店
本
部
で
不
要
な
資
産
を
売
却
し
た
り
し
て
、
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
商
品
取
引
を
支
え
る
仕
組
み
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
仕
組
み
は
、
商
品
取
引
の
際
の
直
接
経
費
を
削
減
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
販
売
価
格
を
引
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
原
理
的
に
い
う
と
、

間
接
経
費
の
削
減
に
よ
っ
て
、
削
減
分
を
販
売
価
格
の
引
下
げ
に
充
当
で
き
る
。
つ
ま
り
、
間
接
経
費
の
削
減
は
、

�回
的
に
販
売
価
格
を

引
き
下
げ
る
効
果
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
物
産
が
、
世
界
的
に
見
て
非
常
に
薄
い
口
銭
や
手
数
料
で
取
引
を
遂
行
で
き
る
企
業
へ
と

変
化
・
成
長
す
る
う
え
で
、
そ
の
役
割
の
一
端
を
こ
の
仕
組
み
は
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

個
人
に
即
し
て
み
る
と
、
一
九
〇
四
年
に
各
店
で
品
目
別
純
損
益
計
算
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
員
個
人
が
担
当
す
る
商
品
の

業
績
（
総
損
益
・
純
損
益
）
や
掛
の
業
績
（
総
損
益
・
純
損
益
）
が
明
確
に
な
っ
た
。
従
来
、
総
損
益
の
数
値
は
、
損
益
計
算
書
に
よ
っ
て

主
要
な
商
品
に
つ
い
て
判
明
し
た
。
品
目
別
に
数
値
を
記
載
し
た
損
益
明
細
表
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
商
品
取
引
の
最
終
的
な
成

果
で
あ
る
品
目
別
純
損
益
の
数
値
に
よ
っ
て
、
当
該
商
品
の
取
引
を
担
当
し
た
職
員
個
人
の
努
力
や
貢
献
度
を
か
な
り
の
程
度
客
観
的
に
評

価
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
課
題
は
、
様
々
な
共
通
計
算
を
類
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
計
算
の
全
体
像
を
捉
え
、
さ
ら
に
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制

定
の
前
と
後
で
、
各
商
品
の
共
通
計
算
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
化
し
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

三
井
物
産
に
お
い
て
共
通
計
算
と
い
う
言
葉
は
様
々
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
個
々
の
共
通
計
算
は
、
類
型
Ａ
～
類
型
Ｏ
の
五
つ
の

類
型
に
分
類
で
き
る
。
類
型
Ａ
は
、
販
売
店
・
仕
入
店
・
本
部
の
損
益
を
期
末
に
一
か
所
に
取
り
ま
と
め
、
取
り
ま
と
め
た
損
益
が
ど
れ
だ

け
か
で
業
績
を
評
価
し
、
個
々
の
店
の
成
績
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
仕
入
店
は
利
益
を
計
上
で
き
な
い
。
五
つ
の
類
型
の
な
か
で
は
、

も
っ
と
も
仕
入
店
に
対
す
る
規
制
が
強
い
。
類
型
Ｏ
は
、
乗
合
勘
定
さ
え
も
お
こ
な
わ
ず
、
期
末
に
一
か
所
に
各
店
の
業
績
の
損
益
を
取
り

ま
と
め
る
方
法
で
あ
る
。
五
つ
の
類
型
の
な
か
で
は
、
仕
入
店
・
販
売
店
に
対
す
る
規
制
が
も
っ
と
も
緩
い
。

森
川
が
問
題
と
し
た
の
は
、
実
は
こ
の
う
ち
の
類
型
Ａ
の
共
通
計
算
で
あ
っ
た
。
森
川
の
指
摘
と
は
異
な
り
、
一
九
一
一
年
制
定
の
「
特
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種
商
品
取
扱
規
則
」
は
類
型
Ａ
の
よ
う
な
共
通
計
算
の
仕
組
み
を
強
化
す
る
（
対
象
商
品
を
拡
大
す
る
）
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
一

年
の
商
品
部
設
立
前
に
比
べ
て
、
設
立
後
に
類
型
Ａ
の
規
則
の
商
品
が
増
え
た
と
は
い
い
が
た
い
。
逆
に
石
炭
の
よ
う
に
類
型
Ａ
・
類
型
Ｂ

か
ら
類
型
Ｏ
に
変
化
し
た
も
の
や
、
木
材
部
の
よ
う
に
類
型
Ｏ
の
共
通
計
算
が
始
ま
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
課
題
は
、
商
品
部
制
度
導
入
の
過
程
を
、
店
の
価
格
設
定
に
対
す
る
介
入
や
共
通
計
算
な
ど
の
手
法
に
よ
る
特
定
商
品
の
商
務
の

統
轄
、
店
舗
間
の
連
絡
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
見
込
取
引
（
売
越
買
越
）
と
の
関
係
で
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
井
物
産
の
統
轄

組
織
は
ふ
た
つ
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
一
一
年
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
前
で
み
る
と
、
機
械
類
を
除
け
ば
、
共
通
計
算
の
規
則
は
、
特
定
商
品
に
関
し
て
商
務
を

統
轄
し
、
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
共
通
計
算
を
実
行
す
る
組
織
と
し
て
首
部
（
あ
る
い
は
部
）
が
設
置
さ
れ
た
。

首
部
（
部
）
は
、
仕
入
・
販
売
に
つ
い
て
関
係
店
に
対
し
て
指
揮
し
、
売
越
買
越
を
統
一
的
に
運
用
す
る
と
い
う
役
割
を
担
い
、
こ
れ
ら
を

全
体
と
し
て
首
部
（
部
）
・
関
係
店
の
共
通
計
算
と
い
う
形
で
ま
と
め
る
組
織
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
、
一
部
に
、
本
店
本
部
が
業
績
の
損
益

計
算
を
ま
と
め
る
も
の
あ
り
）。
首
部
は
店
か
ら
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
基
づ
き
商
品
部
が
設
立
さ
れ
た
。
商
品
部
は
支
店
や
営
業
部
か
ら
独
立
し
た
組
織
と
し
て
、
特
定

の
商
品
に
つ
い
て
商
務
の
統
轄
と
店
舗
間
の
連
絡
を
お
こ
な
い
、
商
務
の
統
轄
の
た
め
に
、
共
通
計
算
の
実
施
と
売
越
買
越
の
統
一
的
運
用

を
お
こ
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
物
産
で
は
、
売
越
買
越
（
見
込
商
売
）
を
含
む
商
務
の
統
轄
を
商
品
部
と
い
う
ひ
と
つ
の
組
織
が
お

こ
な
っ
た
の
で
あ
り
、
売
越
買
越
を
統
轄
す
る
別
の
組
織
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

第
四
の
課
題
は
、
一
九
一
一
年
制
定
の
「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
に
よ
る
部
制
度
導
入
が
従
来
の
営
業
組
織
を
大
規
模
に
改
編
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
設
立
さ
れ
た
商
品
部
の
実
態
は
初
発
か
ら
、
構
想
（
規
定
の
条
文
）
と
大
き
く
乖
離
し
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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「
特
種
商
品
取
扱
規
則
」
制
定
の
意
図
（
構
想
）
は
、
三
井
物
産
全
体
の
営
業
組
織
の
あ
り
方
を
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
別
組
織
か
ら
新
た

に
商
品
別
組
織
へ
と
大
規
模
に
組
み
替
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
組
み
替
え
の
や
り
方
は
、
地
域
別
組
織
（
支
店
、
出
張
所
、
営
業
部
な
ど
）

を
一
挙
に
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
取
締
役
の
直
轄
下
に
商
品
部
（
商
品
別
組
織
）
を
置
き
、
そ
の
商
品
部
を
支
店
な
ど
の
地
域
別
組
織
の

上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
三
井
物
産
全
体
を
商
品
別
組
織
中
心
へ
と
改
編
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
一
一
年
の
第
一
回
支
店
長
諮
問
会
で
支
店
長
側
が
抵
抗
し
た
た
め
、
石
炭
部
に
つ
い
て
だ
け
、
関
係
店
の
業
績
（
純
損
益
）

を
石
炭
部
本
部
ヘ
付
け
替
え
る
こ
と
を
試
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
取
締
役
側
と
支
店
長
側
の
間
で
妥
協
が
成
立
し
、
一
一
月
に
石
炭
部
・

棉
花
部
・
砂
糖
部
・
機
械
部
・
木
材
部
が
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
発
足
後
、
砂
糖
部
で
も
関
係
店
の
業
績
を
本
部
に
付
け
替
え
さ
せ
た

も
の
の
、
関
係
店
の
抵
抗
（
純
益
金
の
過
小
な
付
替
）
に
あ
っ
て
、
実
施
は
一
期
だ
け
で
挫
折
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
一
三
年
ま
で
は
、

石
炭
部
以
外
の
商
品
部
で
は
関
係
店
の
業
績
の
損
益
計
算
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
石
炭
部
以
外
の
商
品

部
本
部
が
関
係
店
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
関
係
店
の
業
務
を
統
轄
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
規
定
の
条
文
（
構
想
）
と
実
態
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
一
九
一
四
年
一
一
月
に
棉
花
部
が
、
激
し
い
価
格
変
動
の
た
め
に
利
益
を
挙
げ
に
く
い
仕
入
店

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
と
ボ
ン
ベ
イ
支
店
）
に
支
部
を
設
置
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
店
と
の
意
思
疎
通
を
図
っ
て
業
務
を
統
轄
し
よ
う
と
し

た
。
支
部
設
置
に
よ
り
支
部
の
純
損
益
が
商
品
部
本
部
に
付
け
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
他
の
商
品
部
で
も
、
当
該
商
品
の
取
引
額
の
大
き

い
店
（
支
店
・
営
業
部
）
の
な
か
に
支
部
を
設
置
し
て
業
務
を
統
轄
し
よ
う
と
し
、
支
部
設
置
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
店
の
当
該
商
品
の
純
損

益
（
た
だ
し
、
関
係
店
す
べ
て
で
は
な
く
、
支
部
設
置
の
店
の
み
）
を
商
品
部
本
部
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
各
商
品
部
（
石
炭
部
も
含
む
）
は
、
支
部
を
設
置
し
て
主
に
本
部
・
支
部
の
範
囲
に
限
定
し
て
統
轄
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な

っ
た
も
の
の
、
三
井
物
産
の
営
業
組
織
を
商
品
別
組
織
中
心
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
売
越
買
越
に
関
し
て
は
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商
品
部
本
部
が
当
該
商
品
に
つ
い
て
専
一
的
に
地
域
別
組
織
で
の
運
用
を
統
轄
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
五
の
課
題
は
、
一
九
一
〇
年
代

�一
九
三
〇
年
代
の
商
品
部
で
の
独
立
採
算
の
実
態
が
、
支
店
の
独
立
採
算
の
実
態
に
比
べ
る
と
、
不

徹
底
な
独
立
採
算
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

支
店
の
独
立
採
算
の
実
態
と
比
較
す
る
と
、
一
九
一
〇
年
代

�一
九
三
〇
年
代
の
商
品
部
の
独
立
採
算
の
実
態
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
不
徹

底
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
棉
花
部
を
除
け
ば
、
商
品
部
の
支
部
や
代
務
店
の
資
金
調
達
を
商
品
部
本
部
が
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
商
品
部
本
部
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
商
品
部
全
体
で
資
金
調
達
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
支
部
・
代
務
店
の

資
金
調
達
は
、
支
店
が
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
商
品
部
本
部
に
限
定
し
て
み
て
も
、
東
京
本
店
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
商
品
部
本

部
で
は
、
勘
定
掛
が
あ
る
も
の
の
、
資
金
調
達
は
、
銀
行
か
ら
お
こ
な
え
ず
、
本
店
本
部
の
会
計
課
に
依
存
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
本
店
か

ら
の
借
入
金
利
子
と
銀
行
か
ら
の
借
入
金
利
子
を
比
較
し
て
資
金
調
達
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
三
に
支
部
・
代
務
店
で
の
間
接
諸
掛
（
商
品

取
引
に
直
接
し
な
い
経
費
）
を
商
品
部
本
部
が
管
理
で
き
な
か
っ
た
。
支
部
・
代
務
店
で
の
間
接
諸
掛
は
、
支
店
が
管
理
し
た
支
店
全
体
の

間
接
諸
掛
を
支
店
か
ら
割
り
振
ら
れ
る
と
い
う
受
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
に
、
石
炭
部
以
外
で
、
関
係
す
る
商
品
を
取
り
扱
う
支
店

を
完
全
に
網
羅
し
て
純
損
益
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
支
部
の
純
損
益
を
統
合
で
き
て
も
、
商
品
部
の
損
益
計
算
の
範
囲
内
に

代
務
店
の
損
益
を
取
り
込
む
こ
と
は
、
石
炭
部
以
外
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
商
品
部
関
係
の
個
々
の
品
目
に
つ
い
て
、
三
井
物
産

全
体
に
お
け
る
総
損
益
・
間
接
経
費
・
純
損
益
の
数
値
は
、
各
店
の
損
益
明
細
表
か
ら
集
計
す
る
こ
と
に
よ
り
可
能
で
あ
っ
た
（
一
九
三
一

年
か
ら
は
個
々
の
品
目
で
は
な
く
各
商
品
部
の
当
該
商
品
を
一
括
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
可
能
）。

商
品
部
の
独
立
採
算
の
実
態
が
ほ
ぼ
支
店
の
実
態
と
同
じ
に
な
る
の
は
、
支
部
完
全
廃
止
の
一
九
四
一
年
四
月
以
降
で
あ
っ
た
。
支
部
完

全
廃
止
に
よ
り
商
品
部
の
純
損
益
を
支
店
な
ど
の
純
損
益
と
関
連
さ
せ
な
い
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
上
記
の
差
異
の
う
ち
第
四
は
問
題

と
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
不
徹
底
な
も
の
と
し
て
残
っ
た
の
は
第
二
だ
け
と
な
っ
た
。
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第
六
の
課
題
は
、
商
品
部
制
度
導
入
に
よ
っ
て
営
業
組
織
を
商
品
別
組
織
中
心
に
改
編
し
よ
う
と
す
る
構
想
は
結
局
挫
折
し
、
別
の
形
に

営
業
組
織
が
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
四
一
年
四
月
の
支
部
廃
止
（
全
廃
）
な
ど
の
措
置
に
よ
っ
て
、
三
井
物
産
の
営
業
組
織
を
商
品
別
中
心
へ
と
改
編
し
よ
う
と
し
た
動

き
は
挫
折
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
商
品
部
が
店
（
支
店
・
出
張
所
・
営
業
部
な
ど
）
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
支
部
廃
止
な
ど
の
措

置
に
よ
っ
て
、
商
品
部
は
本
部
の
み
の
組
織
と
な
り
、
す
べ
て
の
商
品
部
（
本
部
）
が
直
接
商
品
取
引
を
お
こ
な
う
よ
う
に
変
更
さ
れ
、
し

か
も
商
品
部
と
支
店
が
、
上
下
で
は
な
く
並
べ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
商
品
部
の
目
的
は
従
来
ど
お
り
（「
当
該
商
務
ヲ
統
轄
シ
」、

「
関
係
各
店
間
ノ
連
絡
ヲ
保
」
つ
こ
と
）
で
あ
っ
た
も
の
の
、
支
店
の
業
績
に
責
任
を
負
わ
な
い
緩
い
統
轄
を
お
こ
な
う
組
織
と
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
商
品
の
売
越
買
越
に
つ
い
て
は
商
品
部
が
支
店
を
含
め
て
統
一
的
な
運
用
を
お
こ
な
う
も
の
と
さ
れ
た
。

東
京
本
店
に
は
商
品
別
組
織
（
商
品
部
。
た
だ
し
生
糸
部
を
除
く
）
が
設
置
さ
れ
、
東
京
以
外
に
は
地
域
別
組
織
（
支
店
な
ど
）
が
設
置

さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
商
品
部
・
支
店
な
ど
は
独
立
採
算
制
組
織
と
し
て
運
営
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
四
一
年
に
営
業
組
織
が
再

編
さ
れ
て
「
部
店
独
算
制
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
四
四
年
二
月
二
五
日
の
商
品
別
組
織
の
改
正
（
生
糸
部
は
消
滅
）
で
、

総
て
の
商
品
部
が
東
京
本
店
内
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
部
店
独
算
制
」
が
完
成
し
た
。
こ
の
「
部
店
独
算
制
」
が
戦
後
の
（
新
）

三
井
物
産
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

［
本
稿
は
、
科
学
研
究
費

2
5
3
8
0
4
2
1（

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
「
総
合
商
社
の
構
造
比
較
と
競
争
優
位
に
関
す
る
研
究

�

三
井
物
産
・
三
菱
商
事
を
中
心
に

�」
研
究
代
表
者
鈴
木
邦
夫
、
研
究
分
担
者
大
石
直
樹
、
研
究
期
間
平
成
二
五
年
度
～
二
七
年
度
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。］
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

「各地ノ通信
ヲ本部ニ集メ
売買共ニ一令
ノ下ニ運動シ
一心分体ノ働
キヲ為」 す
（「棉花部設置
ノ建議」）
一括して損益
計算書を作成

類型O

類型O 1898.12.31廃止

「其損益ハ営口及販売
店ノ間ニ折半スヘシ」

類型B

類型O

「特ニ之ヲ別離セス毎
季其店一般ノ損益ニ加
算スヘシ」

首部は「主脳
タルノ任ニ当
リ仕入並ニ販
売上ニ付キ諸
般ノ指揮ヲ為
ス」

「買持品若クハ
売越品ノ損益ハ
自カラ之ヲ負担」
「原価ニ拘ラス
時価ヲ以テ之ヲ
売渡スヘシ」
仕入店での為替
相場変動による
損失は期末に首
部が負担

類型A

類型A

首部が「買越又
売越ヲナ」す、
仕入店・販売店
の売買越は「首
部ノ同意」必要

類型A

類型A
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付表 共通計算に関する規則などの内容

年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1894.7.19 「棉花部事務章程」
改正

大阪支店内に
棉花部本部設
立（1894.7.
1）

大阪支店、東京本
店（外国課）、名
古屋支店、神戸支
店、長崎支店、上
海支店、ボンベイ
支店、ロンドン支
店、ニューヨーク
支店などニ支部設
置

「棉花部ノ会計
ハ」「本部ニ一
括シ損益決算書
ヲ製スへシ」

規定なし。実際には
利益を見込む。

1896.8.8 達（北海道産海産物・
海産肥料を「共通勘
定ト為」す）

なし 東京越前堀出張所、
大阪靫出張所、兵
庫支店、小�支店

小�支店を3店
で共同管理
「毎季損益勘定
ハ渾テ共通精算」
（「願」）

1896.5.22 達（「営口ニ於ケル
大豆買附手続」）

なし 営口出張員、日本
各店

「買入値段ニ手数料
ヲ加フヘカラス」

1896.8.8 達（営口大豆・大豆
粕の商務を「3店共
通勘定」）

兵庫支店が主
店

東京越前堀出張所、
兵庫支店、営口出
張所

「3店共通勘定
トナシ損益計算
ヲ為スヘキ事」

1898.7.18 「共通計算規程」 首部を設定 仕入店、仲次店、
販売店

「本店ニ於テハ
各関係店ノ勘定
書ヲ総合シテ共
通計算ノ実ヲ挙
ケ以テ其損益ノ
成績ヲ明ニシ之
ヲ各関係店ニ表
示」

仕入店は「自カラ利
益ヲ収受セサラン事
ヲ期スヘシ」
「物品ノ代価ハ原価
及諸掛ノ実費額ニ其
店経費ノ実際額ヲ加
算シタルヲ最低値段
タルヘク」
仕入店が「為替相場
ノ変動ヨリ損益ヲ現
出セシトキハ毎季末
ニ於テ悉皆之ヲ首部
ニ附替」

1898.8.1
実施

達（共通計算規程に
基づき綿花取扱）、
1898.8.17「棉花取
扱細則」制定

大阪支店に首
部設置

仕入店（上海、ボ
ンベイ、ロンドン、
ニューヨーク）、
販売店（大阪、東
京、名古屋、三池）

1898.8.1
実施

達（共通計算規程に
基づき輸出綿糸取扱）、
1898.8.17「輸出綿
糸共通計算取扱細則」
制定

大阪支店に首
部設置

仕入店（大阪、東
京、名古屋、三池）、
販売店（営口、天
津、上海、香港）

1898.8.1
実施

達（共通計算規程に
基づき石炭取扱）

東京本店本部
に首部設置
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

類型A

類型A

類型A

三池炭：販売店 2.5％、
欧州約定1％加算、委
託雑種炭：販売店 1.5
％、社持雑種炭：販売
店1.5％（原価ノ）

「各店間ノ直
接取引ノ一切
ヲ許サス、凡
テ本部ヲ経由」

「買持又ハ売越
ハ凡テ本部ニ於
テ之ヲ為」す、
各店の売買越は
首部の同意必要

三池炭・委託炭：
類型B，社持雑
種炭：類型C

同上 同上 三池炭・委託炭：
類型B、社持雑
種炭：類型C

類型A

類型D

販売店の「輸出米ノ損
失ハ」「特ニ之ヲ別離
セズ当該店一般ノ損益
ニ加算スベシ」

仕入首部は販売
首部の同意の上
に買越、販売首
部は仕入首部の
同意の上に売越、
他店の売買越は
首部の同意必要、
仕入首部が限月
取引

類型A

委託荷・乗合勘
定荷：類型D、
約定荷：非共通
計算



三井物産における独立採算制の精緻化と商品部での運用の内実（鈴木）

255

年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1898.8.10 達（共通計算規程に
基づき牛荘大豆・大
豆粕取扱）、1989.8
「大豆並大豆粕取扱
細則」制定

兵庫支店に首
部設置

1899.5.24 達（共通計算規程に
基づき輸出綿布取扱）、
「輸出棉布共通計算
取扱細則」制定

営業部に首部
設置

1900.8.12 達（旧共通計算規程
に基づき営口小豆取
扱）

兵庫支店が首
部

1898.11.1
実施
（1898.10.3
達）

「石炭取扱手続」、
「石炭取扱ニ関スル
手数料規定」

本店本部が業
務を統一

販売店・積出店・
仲次店

社持雑種炭の積
出店手数料は
「積出諸掛ト共
ニ其時々本部石
炭課ヘ附替」

三池炭：販売店から
積出店へ1トン当た
り3銭を分配、委託
雑種炭：積出店手数
料1％、社持炭：積
出店手数料1％（原
価ノ）

1899.2.8 「石炭取扱手続」改
定、「石炭取扱ニ関
スル手数料規定」改
定

本店本部が統
一

同上 同上 同上

1899.3.1 「生糸商売共通計算
規程」

なし 仕入店（横浜）、
販売店（ニューヨ
ーク）

ニューヨーク支
店長は「損益勘
定書」を調製し、
横浜支店長と
「連署検印ノ上
本店ヘ提出」

「諸経費ハ毎月末之
ヲ紐育支店ニ附替ス
ヘシ」

1899.7.18 「燐寸輸出取扱規程」なし 仕入店（大阪）、
販売店（営口、天
津、芝罘、上海、
香港、厦門、シン
ガポール、ボンベ
イ、台北）

「仕入店ト販売
店トノ乗合勘定
トシ其損益ヲ共
分スベシ」

1899.9.16 「輸出米共通計算取
扱規則」

兵庫支店が仕
入首部、ロン
ドン支店が販
売首部

仕入店（兵庫、馬
関）、販売店（ロ
ンドン、ニューヨ
ーク、サンフラン
シスコ）

「本店ニ於テハ
仕入並販売ノ損
益ヲ総合シテ共
通計算ノ実ヲ挙
ゲ其損益ノ結果
ヲ明ニシ各関係
店ニ表示」

仕入店では「手数料
ヲ加算スル事ヲ許サ
ズ」

1900.5.21 「燐寸取扱細則」 なし 仕入店（大阪）、
販売店

乗合勘定荷について
は仕入店・販売店で
損益折半
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

「利益ヲ収得スヘカラ
ス

「一途ノ方針
ヲ保チ各取扱
店ヲ統轄」
首部が仕入・
販売の「損益
ヲ負担スルモ
ノトス」

首部が「買持又
ハ売越ヲナス」

類型A
（販売店も利益
を取得せず）

のちの、1905年支店長
会の米穀肥料関係協議
会で専務理事渡辺が、
専門に取り扱いため、
神戸支店長兼務ではな
く、首部を設置して専
任の首部長を設置した
いと提起。遠藤が、利
益を販売店だけが取得
するやり方に変更した
いと提起

期末に正味手数料・益
金の45％を販売主店か
ら分与

類型B
（販売主店で利
益取得、期末に
分与）

「一切ノ計算ヲ販売主
店ニ移スヘキモノトス」
正味手数料・益金の45
％を販売主店から分与

同上

三池炭は販売店手数料
2.5％、欧米約定 1％
加算、委託雑種炭：手
数料 1.5％、社持雑種
炭：手数料1.5％

委託炭：類型B，
社持雑種炭：類
型A

販売店は「一切ノ収入
及支出共総テ其都度販
売主店ニ附換フヘシ」

類型A

販売店は「一切ノ勘定
ヲ随時本部ニ附替」

「欧米製造家
ノカタログ類
ヲ蒐集」、「技
術者ヲ置］く
など

類型A
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1900.9.11 「肥料雑穀共通計算
取扱規則」（対象は、
大豆・大豆粕・小豆）

首部を置くと
された。しか
し、実際には
設置されず、
神戸支店が販
売主店とされ、
1905年12月に
米穀肥料部設
置

仕入店（上海、芝
罘、営口、漢口）、
販売店（東京、名
古屋、神戸、門司、
長崎）、 仲次店
（横浜、神戸、門
司、長崎、口ノ津）

「首部ハ」「各仕
入店及販売店ヨ
リ既往1箇年間
ノ計算書及商況
ヲ報告セシメ之
ヲ編纂シテ決算
勘定書及考課状
ヲ作」る。

「利益ヲ収得スヘカ
ラス」

1901.12.1
実施

「棉花取扱規則」改
正

大阪支店が販
売主店

販売店（大阪、東
京、名古屋）、仕
入店（上海、ボン
ベイ、ニューヨー
ク）、仲次店（神
戸、三池、門司、
横浜、長崎）

期末に販売主店から
正味手数料・益金の
45％を分与

1901.12.6
実施

「棉花取扱規則」改
正

同上 同上 「一切ノ計算ヲ販売
主店ニ移スヘキモノ
トス」
正味手数料・益金の
45％を販売主店から
分与

1902.4.21 「石炭取扱規則」改
正

本店本部が業
務を統一

販売店、積出店、
仲次店

社持雑種炭の積
出店手数料は
「積出諸掛ト共
ニ其時々本部石
炭課ヘ附替」

三池炭：販売店から
積出店ヘ三池炭1ト
ン当たり3銭分与、
委託雑種炭：積出店
手数料1％、社持雑
種炭：積出店手数料
1％（原価ノ）。社持・
打切炭：積出店・は
利益を加算せず

1902.7.19 「棉花取扱規則」改
正

大阪支店が販
売主店

販売店（大阪、東
京、名古屋、上海）、
仕入店（上海、ボ
ンベイ、ロンドン、
ニューヨーク）、
仲次店（神戸、横
浜、長崎、門司、
口ノ津）

「販売主店ハ総
テノ計算事務ヲ
蒐集シ其結果ヲ
本店ヘ上申」

仕入店は「一切ノ収
入及支出共総テ其都
度販売主店ニ附換フ
ヘシ」

1903.5.22 「機械並鉄道用品共
通計算取扱規則」

営業部が首部 販売店（営業部、
名古屋、大阪、台
北、天津、上海）、
仕入店（ロンドン、
ハンブルク、ニュ
ーヨーク、サンフ
ランシスコ）

首部は「季末総
テノ勘定ヲ総括
決算シ損益勘定
書ヲ調製」

仕入店は「一切ノ勘
定ヲ随時本部ニ附替」
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

販売店は「一切ノ勘定
ヲ随時ニ又其経常費ハ
毎月末ニ明細書ヲ添ヘ
首部ニ附替」

「欧米製造家
ノカタログ類
ヲ蒐集」、「技
術者ヲ置］く
など。

類型A

委託石炭：三池炭は手
数料 2.5％、他種炭は
手数料1.5％

委託炭：類型B，
社持・打切炭：
類型A

「正味損益ヲ米穀肥料
部ニ附替」、「自店ノ勘
定ニ属スル手数料其他
ノ収益ヲ許サス」

「買持又ハ売越
ヲ為スコトヲ得」、
なお、仕入店・
販売店は買持・
売越一切不可

類型A 仕入店は原価に直接諸
掛のみ加算

「販売店ハ毎半季末自
店損益ノ半額ヲ当該仕
入店ニ附替」

「欧米製造家
ノカタログ類
ヲ蒐集」、「技
術者ヲ置］く
など。「手数
料其他ノ収益
ヲ加算スルコ
トヲ許サス」

類型B

指定輸入品
（綿糸・綿布
など）・輸出
品（大豆・大
豆粕など）の
「引合ハ総テ
本部経由」

類型B
（本部で利益取
得、期末に分与）

「販売店ハ毎半季末自
店損益ノ半額ヲ当該仕
入店ニ附替」

「欧米製造家
ノカタログ類
ヲ蒐集」、「技
術者ヲ置］く
など。「手数
料其他ノ収益
ヲ加算スルコ
トヲ許サス」

類型B
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1903.12.15 「機械鉄道用品並金
物類共通計算取扱規
則」

営業部が首部 販売店（営業部、
名古屋、大阪、台
北、天津、上海）、
仕入店（ロンドン、
ハンブルク、ニュ
ーヨーク、サンフ
ランシスコ）、仲
次店（「最寄ノ店」）

「首部ハ季末総
テノ勘定ヲ総括
決算シ損益勘定
書ヲ調製」

仕入店は「一切ノ勘
定ヲ随時ニ又其経常
費ハ毎月末ニ明細書
ヲ添ヘ首部ニ附替」

1904.11.5 「石炭取扱規則」改
正

門司支店が首
部

販売店、積出店 委託石炭：三池炭は
販売店から積出店ヘ
三池炭1トン当たり
3銭分与、他種炭は
積出店手数料1％。
社持・打切炭：利益
を加算せず

1906.2.15
実施
（1905.12.26
達）

「米穀肥料共通計算
取扱規則」

米穀肥料部を
神戸に特設

仕入店、販売店、
仲次店

「取纏メ全体ノ
決算書ヲ作製」

「正味損益ヲ米穀肥
料部ニ附替」、「手数
料其他ノ収益ヲ加算
スルヲ許サス」

1906.10.13 「機械鉄道用品並金
物類共通計算取扱規
則」改正

営業部が首部 販売店（営業部、
名古屋、大阪、台
北、天津、上海）、
仕入店（ロンドン、
ハンブルク、ニュ
ーヨーク、サンフ
ランシスコ）、仲
次店（「最寄ノ店」）、
仲次店（「荷物陸
上地所在又ハ最寄
ノ店」）

首部は「会社全
体ノ機械鉄道用
品並金物類ニ関
スル総損益勘定
書ヲ調製」

「手数料其他ノ収益
ヲ加算スルコトヲ許
サス」
期末に販売店から損
益の半分を分与

1907.2.13 「満州貿易共通計算
取扱規則」

牛荘支店内に
満州本部設置

満州内に支部（大
連、営口、奉天、
鉄嶺、寛城子、吉
林）

「総益金ハ左ノ
方法ニ依リ本部
ニ於テ之ヲ決算」、
「総損益ノ内ヨ
リ大連経費ノ半
額及本部経費ノ
全額ヲ差引キタ
ルモノヲ各支部
ノ取扱金高ニ応
シ按分比例ヲ以
テ分配」

「輸出入商品ニ関シ
本部及支部間ノ引合
ハ総テ口銭ヲ含マサ
ル実際買付直段」

1907.7.1 「機械鉄道用品共通
計算規則」

機械部が首部 販売店（営業部、
名古屋、大阪、台
北、天津、上海）、
仕入店（ロンドン、
ハンブルク、ニュー
ヨーク、サンフラ
ンシスコ）、仲次
店（「荷物陸上地
所在又ハ最寄ノ店」）

首部は「会社全
体ノ機械鉄道用
品ニ関スル総損
益勘定書ヲ調製」

「手数料其他ノ収益
ヲ加算スルコトヲ許
サス」
期末の販売店から損
益の半額を分与
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

類型B

販売店は「自店ノ利益
ヲ見込ミテ売約定ヲ為
スヘシ」

季末決算
で損失が
発生した
場合は、
仕入店に
半額を付
け替えな
い。

原則として仕
入店・販売店
間の直接引合
ではなく、仕
入店・販売店
は米穀肥料部
と引合。「手
数料其他ノ収
益ヲ加算スル
コトヲ許サス」

「買持又ハ売越
ヲ為ス事ヲ得」、
なお、仕入店・
販売店は買持・
売越一切不可。

類型B

「必要ナル経費手数料
ヲ加算」

原則として、
満州営業部と
本邦各店が引
合

類型A 大豆、小豆、粟、胡麻、
其他の雑穀、豆粕、麩、
獣骨が対象

「自店取扱手数料 1分
ノ内ニ於テ直接間接ノ
経費ヲ支弁」

類型A 大豆、大豆粕、小麦、
高梁其他の農産物及大
豆油が対象

「商品ノ損益並経常費
ヲ総テ部ヘ移スヘシ」

「部ハ当該商
務ヲ統轄シ其
敏活統一ヲ計
リ関係店間ノ
連絡ヲ保」つ

「商品ノ売越買
越ハ総テ部長ニ
於テ取締役ニ経
伺シ認可ヲ受ク
ヘシ」

類型A,B,C,O

「主店ハ当該
商務ノ敏活統
一ヲ計リ関係
店間ノ連絡ヲ
保」つ

「商品ノ売越買
越ハ総テ主店ヨ
リ取締役ニ経伺
シ認可ヲ受クヘ
シ」

類型A,B,C,D,
Oあるいは非共
通計算

「利益ヲ加算」、「支店
常置部員及代務店ハ毎
半季末貸借対照表、損
益計算書、同明細書、
次季予算書、同説明書
及考課状ヲ作成シテ本
部ニ提出シ其損益尻ヲ
本部ニ附替フヘシ」

「引合ハ総テ
本部ヲ経由ス
ヘシ」

類型C（機械部
規則だけをみる
と類型 Aのよ
うにみえる。し
かし、部設置以
前からの規則と
部設置の半年後
に制定された機
械部細則からみ
ると、利益分配
を行うと推測さ
れる）

第 3回支店長会議
（1915年7月）での機械
部長の発言（「是�ハ
部制度ヲ実行セス、各
店利益ヲ見サセ直段ノ
如キモ支店ニ於テ定メ
居リタリ」）から推測
すると、支部が設置さ
れてない段階では仕入
店で「収益ハ一切加算
スルヲ許サス」という
規定が実行されていた
訳ではないようである
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1907.7.1 金物類は、1906.10.
13の共通計算規則を
準用

1907.9.1
実施
（1907.8.2
達）

「米穀肥料取扱規則」米穀肥料部
（神戸）

「米穀肥料部ハ
毎半季末決算ノ
上若シ純益アル
トキハ其半額ヲ
仕入店ニ附替」

「手数料其他ノ収益
ヲ加算スルコトヲ許
サス」
期末純益の半額を米
穀肥料部から分与

1910.10.7 「本邦引合満州産雑
穀肥料取扱規則」

仕入店（満州営業
部）、販売店（本
邦各店）

「経常費割当金ノ外
手数料ヲ加算スヘカ
ラ」ず

1910.10.21 「欧州引合満州農産
物取扱規則」

仕入店（満州営業
部、ただし大豆油
は神戸支店）、販
売店（ロンドンが
販売主店、ハンブ
ルク）

「仲買口銭及販売店
手数料等ヲ加算シタ
ル最低価ヲ販売主店
ニ通知」

1911.7.6 「特種商品取扱規則」部 支店常置部員（必
要ノ地ニ部員ヲ常
置）、関係店

部では「商品ノ
損益ハ総テ共通
計算トス」、「部
ハ半期毎ニ其取
扱ニ係ル商品ノ
総貸借対照表、
総損益計算表、
同明細表、次季
予算書、同説明
書並考課状ヲ調
製」

「商品ノ損益並経常
費ヲ総テ部ヘ移スヘ
シ」

主店 関係店 主店では「商品
ノ損益ヲ共通計
算トスルヤ否ヤ
ハ別ニ之ヲ定ム」

1911.11.9
（1912年上
期より実施）

「機械部規則」 機械部 支店常置部員、代
務店

「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

「収益ハ一切加算ス
ルヲ許サス」、「支店
常置部員及代務店ハ
毎半季末貸借対照表、
損益計算書、同明細
書、次季予算書、同
説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ
其損益尻ヲ本部ニ附
替フヘシ」
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

「組合セ商売」では、
販売店は「利益ヲ加算」。
「支店常置部員及代務
店ハ毎半季末貸借対照
表、損益計算書、同明
細書、次季予算書、同
説明書及考課状ヲ作成
シテ本部ニ提出シ其損
益尻ヲ本部ニ附替フヘ
シ」

「引合ハ総テ
本部経由スヘ
シ」

本部は「各店ヲ
シテ売越、買越
ヲ為サシムル事
ヲ得」

類型A 棉花だけでなく綿糸、
綿布も対象、のち1914.
11.1に棉花に限定
第 3回支店長会議
（1915年）で棉花部長
が、支部設置前は「各
店打切計算又ハ共通計
算ニシテ真ノ部制度ナ
カリシ」と発言

「本部カ指定スル最低
値段ニ必要ノ諸掛ヲ見
込ミ利益ヲ加算シテ販
売」、「支店常置部員及
代務店ハ毎半季末貸借
対照表、損益計算書、
同明細書、次季予算書、
同説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ其
損益尻ヲ本部ニ附替フ
ヘシ」

「次年度ノ出材
並販売ノ計画ヲ
定メ予メ取締役
ノ認可ヲ受クヘ
シ」

類型O

「本部カ指定スル最低
値段ニ必要ノ諸掛ヲ見
込ミ利益ヲ加算シテ販
売」、「支店常置部員及
代務店ハ毎半季末貸借
対照表、損益計算書、
同明細書、次季予算書、
同説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ其
損益尻ヲ本部ニ附替フ
ヘシ」

「引合ハ総テ
本部ヲ経由」、
ただし外国糖
の海外店間引
合は直接引合

本部は支店常置
部員、代務店を
して「売越、買
越ヲ為サシムル
コトヲ得」

類型O

「支店常置部員及代務
店ハ毎半季末貸借対照
表、損益計算書、同明
細書、次季予算書、同
説明書及考課状ヲ作成
シテ本部ニ提出シ其損
益尻ヲ本部ニ附替フヘ
シ」

「引合ハ総テ
本部ヲ経由ス
ヘシ」

類型O 第 3回支店長会議
（1915年）での石炭部
長の発言 （「石炭部
［石炭部本部のこと］
ニテハ別ニ利益ナク販
売店ニ於テ利益アル」）
から、引合を原則本部
経由としているからと
いって本部が利益を得
る訳ではないことが分
かる
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1911.11.9 「棉花部規則」 棉花部 支店常置部員、代
務店

「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

「組合セ商売ハ原価、
手持品ハ最低時価ニ
実費諸掛ヲ加ヘテ引
合」。「支店常置部員
及代務店ハ毎半季末
貸借対照表、損益計
算書、同明細書、次
季予算書、同説明書
及考課状ヲ作成シテ
本部ニ提出シ其損益
尻ヲ本部ニ附替フヘ
シ」

1911.11.9 「木材部規則」 木材部 支店常置部員、代
務店

「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

「支店常置部員及代
務店ハ毎半季末貸借
対照表、損益計算書、
同明細書、次季予算
書、同説明書及考課
状ヲ作成シテ本部ニ
提出シ其損益尻ヲ本
部ニ附替フヘシ」

1911.11.9 「砂糖部規則」 砂糖部 支店常置部員、代
務店

「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

「支店常置部員及代
務店ハ毎半季末貸借
対照表、損益計算書、
同明細書、次季予算
書、同説明書及考課
状ヲ作成シテ本部ニ
提出シ其損益尻ヲ本
部ニ附替フヘシ」

1911.11.9 「石炭部規則」 石炭部 支店常置部員、代
務店

「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

「支店常置部員及代
務店ハ毎半季末貸借
対照表、損益計算書、
同明細書、次季予算
書、同説明書及考課
状ヲ作成シテ本部ニ
提出シ其損益尻ヲ本
部ニ附替フヘシ」
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

委託石炭について、加
算する手数料（％）を
指定。三池炭・三池コ
ークスの場合、「販売
約定ヲ締結シタル店」
は売価の 1％、「約定
石炭引渡店」は売価の
1.5％。「支店常置部員
及代務店ハ毎半季末貸
借対照表、損益計算書、
同明細書、次季予算書、
同説明書及考課状ヲ作
製シテ本部ニ提出シ其
損益尻ヲ本部ニ附替フ
ヘシ」、「経常費ノ負担
割合ハ予メ当該店ト協
定」

売越買越は本部
のみ担当。代務
店・常置部員は
「一切売越買越
ヲ為スコトヲ得
ス」

類型O 第 3回支店長会議
（1915年）での石炭部
長の発言 （「石炭部
［石炭部本部のこと］
ニテハ別ニ利益ナク販
売店ニ於テ利益アル」）
から、引合を原則本部
経由としているからと
いって本部が利益を得
る訳ではないことが分
かる

「本部ヲ経由シタル扱
品ニ対シ毎期末自店ノ
間接経費ヲ差引カサル
損益ノ5分ノ1ヲ本部
ヘ附替ヘ其残額ヲ折半
シテ関係店ヘ附替」。
「間接経費ハ各自負担」

原則として
「仕入店、販
売店間ノ引合
ハ総テ本部ヲ
経由」

類型C

「売越買越ヲ為
シ又ハ其一部ヲ
支部ニ分割スル
コトヲ得」

類型A 1914.11. 1細則実施
（支部設置）から「孟
買及紐育ヲ支部ニ改メ
損益ヲ棉花本部ニテ全
部負担

「輸入糖ノ利益金ハ本
部ニ於テ適当ナル率ニ
依リ仕入店ト販売店ト
ノ間ニ分配ス可シ」。
内地糖では販売店は
「必要ノ諸掛及口銭ヲ
加算シ販売」

輸入糖は類型C、
国内糖は類型O

「内地各常置部員所在
店及ヒ代務店ニ対シテ
ハ弐分五厘ノ口銭」

類型Ｏ 中国枕木は「天津ヲ主
店」とする

省略（1912.4.19の細
則と同じ）

省略（1912.4.19の細則と同じ）類型C
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1912.2.22 「石炭部細則」 石炭部 代務店（「凡テノ
販売店ヲ代務店ト
シ」）、常置部員

委託石炭について、
加 算 す る 手 数 料
（％）を指定。三池
炭・三池コークスの
場合、積出店は販売
店から1トン当たり
3銭を分与。「支店
常置部員及代務店ハ
毎半季末貸借対照表、
損益計算書、同明細
書、次季予算書、同
説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ
其損益尻ヲ本部ニ附
替フヘシ」

1912.4.19 「機械部細則」 機械部 代務店、うち仕入
店はロンドン、ハ
ンブルク、ニュー
ヨーク

「仕入販売両店
損益ヲ通算シタ
ル明細書ヲ作製
シ機械部全体ノ
損益ヲ明カニス
ヘシ」

「本部ヲ経由シタル
扱品ニ対シ毎期末自
店ノ間接経費ヲ差引
カサル損益ノ5分ノ
1ヲ本部ヘ附替ヘ其
残額ヲ折半シテ関係
店ヘ附替」。「間接経
費ハ各自負担」

1914.11.1
実施
（1914.9.21
達）

「棉花部細則」
（「綿糸及綿布ニ就テ
ハ当分ノ内、本則ヲ
適用セス」）

棉花部 支部（上海、大連、
ニューヨーク、ボ
ンベイ……実際に
設置はニューヨー
クとボンベイ）、
代務店、支店常置
部員

「支部、支店常
置部員、代務店
及部ノ勘定一切
ヲ取リ纏メ」

同時に改正の「棉花
部規則」では「組合
セ商売ハ原価、手持
品ハ最低時価ニ実費
諸掛ヲ加ヘテ引合」
と規定

1915.8.30 「砂糖部細則」 砂糖部 支部（大阪、名古
屋）、 常置部員
（神戸）

「輸入糖ノ利益金ハ
本部ニ於テ適当ナル
率ニ依リ仕入店ト販
売店トノ間ニ分配ス
可シ」

1915.10.12 「木材部細則」 木材部 常置部員（東京、
大阪、京城、大連、
天津、上海、漢口）、
代務店（「其他ノ
販売店」）

1916.1.10
改正

「機械部細則」 機械部 支部（大阪、上海、
ロンドン、ニュー
ヨーク）、代務店
（12店を指定）、常
置員（門司）

省略（1912.4.
19の細則と同じ）

省略（1912.4.19の
細則と同じ）
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

支部・代務店は「其損
益尻ヲ本部ニ附替スヘ
シ」

省略（同上） 類型C 全面的に類型 Aのよ
うに改正されたかのよ
うにみえるが、1926年
支店長会の議論から従
来の利益分配基準を準
用して運用しているこ
とが分かる

販売店は「利益ヲ加算
シテ販売」。「支部及代
務店ハ毎半季末貸借対
照表、損益計算書、同
明細書、次季予算書、
同説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ其
損益尻ヲ本部ニ附替」、
「経常費ノ負担割合ハ
予メ当該店ト協定」

本部は「各店ヲ
シテ売越、買越
ヲ為サシムルコ
トヲ得」

類型A 大豆、大豆粕、内外国
米が対象、のち対象拡
大

「総テ本部ヲ
経由シテ引合」

「売越買越ヲ為
す、「一部ヲ各
店ニ分割」、「定
期ニ買�キ又ハ
売�キ」

類型A

省略（同左） 「売越又ハ買越
ヲ為ス」、「一部
ヲ各店ニ配分ス
ルコトヲ得」

文言だけから判
断すると類型O、
しかし実際には
細則からみると
類型B

販売店は「利益ヲ加算」、
「支部及代務店ハ毎半
季末貸借対照表、損益
計算書、同明細書、次
季予算書、同説明書及
考課状ヲ作成シテ本部
ニ提出シ其損益尻ヲ本
部ニ附替」

本部は「各店ヲ
シテ売越買越ヲ
為サシム」

類型A
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1917.7.7
改正

「機械部細則」 機械部 支部（大阪、門司、
上海、ロンドン、
ニューヨーク）、
代務店（14店を指
定）

利益分配規定を
削除。「仕入販
売両店損益ヲ通
算シタル明細書
ヲ作製シ機械部
全体ノ損益ヲ明
カニスヘシ」

支部・代務店は「其
損益尻ヲ本部ニ附替
スヘシ」

1916.11.1
実施
（1916.10.23
達）

「穀肥部規則」 穀肥部 支部、常置部員、
代務店

「一切本部ニ取
纏ムヘシ」

「組合セ商売ハ原価、
手持品ハ最低時価ニ
実費諸掛及経費ヲ加
算」。「支部及代務店
ハ毎半季末貸借対照
表、損益計算書、同
明細書、次季予算書、
同説明書及考課状ヲ
作成シテ本部ニ提出
シ其損益尻ヲ本部ニ
附替」、「経常費ノ負
担割合ハ予メ当該店
ト協定」

1916.11.1
実施
（1916.10.23
達）

「穀肥部細則」 穀肥部 支部（東京、名古
屋、神戸，門司、
三池、長崎、台北、
台南、京城、大連、
香港、シンガポー
ル、ロンドン、ニ
ューヨーク、サン
フランシスコ）、
代務店、部員

大豆・大豆粕につい
ては「買付原価ニ必
要ノ諸掛及経費ノミ
加算」

1918.7.19 「金物部規則」 金物部 支部、代務店、常
置部員

「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

「支部及代務店ハ毎
半季末貸借対照表、
損益計算書、同明細
書、次季予算書、同
説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ
其損益尻ヲ本部ニ提
出スヘシ」

1920.4.29 「生糸部規則」 生糸部 支部、代務店 「諸勘定ハ一切
本部ニ取纏ムヘ
シ」

仕入店は利益を加算
せず、「販売店ヨリ
ノ注文ハ原価、手持
品ハ最低時価ニ実費、
直接諸掛及予想間接
経費ヲ加ヘテ引合」。
「支部及代務店ハ毎
半季末貸借対照表、
損益計算書、同明細
書、次季予算書、同
説明書及考課状ヲ作
成シテ本部ニ提出シ
其損益尻ヲ本部ニ附
替」
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販売店での
利益計算・処分

損失発生
の場合、
その処理

首部（部）
の役割

首部（部）
の危険負担

共通計算
の類型

備考

「利益ヲ加算」 本部は「売越買
越ヲ為シ又ハ其
一部ヲ支部ニ分
割」

類型A

省略（同左） 「部ハ売越買越
ノ危険ヲ防ク目
的ヲ以テ定期市
場ニ於テ買�キ
又ハ売�キヲ為
シ又ハ主店ヲシ
テ之ヲ為サシム
ル」

類型A⇒1926年
第9回支店長会
議時点では類型
B（「穀肥部商
品ノ共通計算ニ
付テハ純損益ニ
対シ分配シ居リ」）

大豆、大豆粕、米、大
豆油など。化学肥料を
含まず。外米は本部直
轄、大豆・大豆粕・大
豆油は大連支部が主店、
中国産落花生及落花生
油は上海支店、インド
産亜麻仁及棉実はロン
ドン支部、大豆油や落
花生油については地域
別に中心店を設置

販売店は「適当ノ利益
ヲ加算」、「仕入店及販
売店間ノ利益ハ之ヲ等
分収受」

「損失ア
ルトキハ
全部販売
店ニ於テ
之ヲ負担
スルモノ
トス、但
仕入店ニ
過失アル
場合ハ此
限ニ非ス」

原則として
「仕入店販売
店間ノ引合ハ
本部ヲ経由」

類型B
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年月日 タイトル
首部

（部・主店）
関係店 損益計算

仕入店での
利益計算

1920.4.29 「生糸部細則」 生糸部 支部（横浜、ニュ
ーヨーク、上海、
広東、ドンドン、
リヨン）、「適宜ノ
場所ニ代務店ヲ置
ク」

「部ハ支部、代
務店及部ノ勘定
一切ヲ取纏メ」

仕入店は利益を加算
せず「買附原価又ハ
手持品ハ最低時価ニ
直接実費及予想間接
経費ヲ加算」

1920.9.9
改定

「穀肥部細則」 穀肥部 支部、常置部員、
代務店、他に主店、
中心店を設置

「損益ハ支部、常置
部員及代務店ニ於テ
精確ニ左ノ各項ニ区
別シテ本部ニ報告ノ
上損益尻ヲ附替」、
「但代務店ノ損益尻
ハ自店勘定ニ組入レ
穀肥勘定ノ下ニ直接
本店ニ附替」

1921.7.16
改定
（1918.7.19
制定の内容
不明）

「金物部細則」 金物部 支部（大阪、門司、
ロンドン、ニュー
ヨーク）

「本部及各支部
全体ノ勘定ヲ取
纏」

仕入店は「手数料其
他ノ収益ヲ一切加算
スルヲ許サス」、「仕
入店及販売店間ノ利
益ハ之ヲ等分収受」

注） 出所の資料は多数のため掲出を省略した。いずれも三井文庫所蔵史料である。


